
 

 

平成２８年第３回（９月）坂城町議会定例会会期日程 

平成２８年９月１日 

日次 月  日 曜日 開議時刻 内       容 

１ ９月 １日 木 午前10時 ○本会議 

・町長招集あいさつ 

・議案上程 

（一般会計決算案詳細説明） 

・監査報告 

２ ９月 ２日 金  ○休 会 （一般質問通告午前１１時まで） 

３ ９月 ３日 土  ○休 会  

４ ９月 ４日 日  ○休 会  

５ ９月 ５日 月  ○休 会  

６ ９月 ６日 火  ○休 会  

７ ９月 ７日 水  ○休 会  

８ ９月 ８日 木 午前 8時30分 ○本会議 ・一般質問 

９ ９月 ９日 金 午前 8時30分 ○本会議 ・一般質問 

１０ ９月１０日 土  ○休 会  

１１ ９月１１日 日  〇休 会  

１２ ９月１２日 月 午前 8時30分 ○本会議 

・一般質問 

・一般会計決算案総括質疑 

 委員会付託 

・特別会計決算案総括質疑 

 委員会付託 

１３ ９月１３日 火 午前 9時30分 ○委員会 ・総務産業、社会文教 

１４ ９月１４日 水 午前 9時30分 ○委員会 ・総務産業、社会文教 

１５ ９月１５日 木  ○休 会  

１６ ９月１６日 金  ○休 会  

１７ ９月１７日 土  ○休 会  

１８ ９月１８日 日  ○休 会  

１９ ９月１９日 月  ○休 会  

２０ ９月２０日 火 午前10時 ○本会議 

・委員長報告 質疑 討論 採決 

・条例案、補正予算案等質疑 

 討論 採決 



 

 

 

 

 

 



 

 

付議事件及び審議結果 

９月１日上程 

専決第１２号 和解及び損害賠償額の決定について ９月 １日 承認 

専決第１３号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第５号）につい

て ９月 １日 承認 

議案第３２号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について ９月 １日 同意 

議案第３３号 平成２８年度坂城町工業地域開発事業特別会計予算につ

いて ９月 １日 可決 

請願第 ３号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求めることについて ９月２０日 採択 

請願第 ４号 国の責任による３５人学級推進と、教育予算の増額を求

めることについて ９月２０日 採択 

陳情第 ２号 「奨学金制度の充実等を求める意見書」の提出を求める

ことについて ９月２０日 採択 

議案第３４号 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て ９月２０日 認定 

議案第３５号 平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算

の認定について ９月２０日 認定 

議案第３６号 平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について ９月２０日 認定 

議案第３７号 平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算の認定について ９月２０日 認定 

議案第３８号 平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について ９月２０日 認定 

議案第３９号 平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について ９月２０日 認定 

議案第４０号 平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について ９月２０日 認定 

議案第４１号 坂城町生活環境保全条例の一部を改正する条例について ９月２０日 可決 

議案第４２号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第６号）につい

て ９月２０日 可決 

議案第４３号 平成２８年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第 

１号）について ９月２０日 可決 

 



 

 

 

議案第４４号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について ９月２０日 可決 

議案第４５号 平成２８年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１号）について ９月２０日 可決 

議案第４６号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第 

１号）について ９月２０日 可決 

議案第４７号 平成２８年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第 

１号）について ９月２０日 可決 

議案第４８号 平成２８年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号）について ９月２０日 可決 

 

９月２０日上程 

議案第４９号 坂城町教育委員会委員の任命について ９月２０日 同意 

議案第５０号 坂城町教育委員会委員の任命について ９月２０日 同意 

議案第５１号 前田工業団地用地の取得及び処分について ９月２０日 可決 

議案第５２号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第７号）につい

て ９月２０日 可決 

発委第 ４号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について ９月２０日 可決 

発委第 ５号 国の責任による３５人学級推進と教育予算の増額を求め

る意見書について ９月２０日 可決 

発委第 ６号 奨学金制度の充実等を求める意見書について ９月２０日 可決 
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平成２８年第３回坂城町議会定例会会議録 

１．招集年月日   平成２８年９月１日 

２．招集の場所   坂城町議会議場 

３．開   会   ９月１日 午前１０時００分 

４．応 招 議 員   １４名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   入 日 時 子 君 

５．不応招議員   なし 

６．出 席 議 員   １４名 

７．欠 席 議 員   なし 

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 代 表 監 査 委 員  大 橋 房 夫 君  

９．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  
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10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集あいさつ 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 報告第 ２号 町長の専決処分事項の報告について 

第 ６ 議案第３２号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第 ７ 議案第３３号 平成２８年度坂城町工業地域開発事業特別会計予算について 

第 ８ 議案第３４号 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ９ 議案第３５号 平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第１０ 議案第３６号 平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第１１ 議案第３７号 平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

第１２ 議案第３８号 平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第１３ 議案第３９号 平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第１４ 議案第４０号 平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第１５ 議案第４１号 坂城町生活環境保全条例の一部を改正する条例について 

第１６ 議案第４２号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第６号）について 

第１７ 議案第４３号 平成２８年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第１８ 議案第４４号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第１９ 議案第４５号 平成２８年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）について 

第２０ 議案第４６号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

第２１ 議案第４７号 平成２８年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

第２２ 議案第４８号 平成２８年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
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11．本日の会議に付した事件 

 10．議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２８年第３回坂城町議会定例会を開会いたしま

す。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可してあります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、出席を求めた者は理事者を初め各課等の長であ

ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（塚田君） 会議規則第１２７条の規定により、６番 滝沢幸映君、７番 西沢悦子さん、

８番 吉川まゆみさんを会議録署名議員に指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「会期の決定について」 

議長（塚田君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２０日までの２０日間といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から９月２０日までの

２０日間とすることに決定いたしました。 

 なお、一般質問の通告は明日２日午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含め１人

１時間以内とし、発言順位はさきの全員協議会において決定したとおりであります。 

 また、今議会の一般質問の開議時刻は、議会運営委員会の決定により午前８時３０分としま

す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（塚田君） 町長から招集の挨拶があります。 

町長（山村君） 皆さん、おはようございます。本日ここに、平成２８年第３回坂城町議会定例

会を招集いたしましたところ、議員の皆様全員のご出席をいただき開会できますことを心から
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感謝申し上げます。 

 さて、去る８月２１日南米初の開催となりました第３１回夏季オリンピック・リオデジャネ

イロ大会の閉会式が行われ、１７日間の熱戦に幕をおろしました。金１２個を含め史上最多と

なる計４１個のメダルを獲得し、大躍進を遂げた日本選手団の活躍は、私たちに大きな感動や

元気を与えてくれました。 

 また、長野県に関係する選手も１０名出場し、オリンピックの大舞台で日々鍛練した成果を

遺憾なく発揮されました。中でも、バドミントン女子シングルスの奥原希望選手、男子５０ｋ

ｍ競歩の荒井広宙選手、シンクロナイズドスイミングの箱山愛香選手の３名が銅メダルを獲得

いたしました。特に、奥原、荒井両選手は県出身者として夏季オリンピックの個人種目で初め

てのメダル獲得となりました。選手育成に取り組んできた成果があらわれたもので、

２０２０年東京オリンピック成功に向けさらなる飛躍を期待するものであります。 

 また、去る７月１０日に第２４回参議院議員通常選挙の投票が行われ、自民党、公明党の与

党が改選過半数の６１議席を上回る６９議席を獲得いたしました。この結果、非改選と合わせ

た与党の議席数は改選前より１０議席増え１４５議席となり、さらに憲法改正に前向きな勢力

も非改選と合わせて改憲の発議に必要な３分の２を超えました。 

 今回の選挙は、昨年改正された公職選挙法を受け、選挙権年齢が２０歳以上から１８歳以上

に引き下げられたことによる初めての国政選挙となったことに加え、長野県選挙区では定数減

により、改選議席数が２から１になったことも、選挙への関心を高めることになり、当町の投

票率は前回の平成２５年の参議院議員選挙より４．３８ポイント高い６４．５１％となりまし

た。また、今回から選挙権を得た１８歳、１９歳の投票率については４４．８８％であり、県

内の１８、１９歳の投票率と同様の傾向となっております。主権者教育や政治への参加に向け

ての啓発などを一層推進していく必要があると考えております。 

 安倍首相は「しっかりとした内需を下支えできる総合的かつ大胆な経済対策を実施する」と

強調し、８月２日の臨時閣議で事業費総額２８兆１千億円の経済対策を実施するため、追加歳

出４兆１千億円の第２次補正予算案を編成し、９月召集の臨時国会に提出することを決定いた

しました。政府は今回の経済対策による実質国内総生産の押し上げ効果を１．３％程度と見込

んでおり、地方においても実感を伴う経済成長を期待するところであります。 

 続いて、日本を取り巻く世界の経済情勢につきましては、日本総研などによりますと、アメ

リカは、雇用・所得環境の改善を背景に景気回復が続いているものの、輸出の資本財を中心に

伸び悩みや設備投資の減少が持続している状況となっており、ヨーロッパではユーロ圏の景気

は底がたさを維持しており、英国のＥＵ離脱をめぐる影響は軽微にとどまっている状況となっ

ております。 

 また、中国においては４～６月期の実質成長率が前年同期比プラス６．７％と前の期から横
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ばい状況で推移し、公共投資が景気の下支えとなったものの、民間固定資産投資の原則に歯ど

めがかからず、実質小売売上高の減速傾向や輸出も前年割れが続いており、景気は一段と減速

すると予想されており、引き続き注視していく必要があると考えております。 

 次に国内の状況でありますが、内閣府による７月の「月例経済報告」では、「景気は、この

ところ弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いている」とし、先行きについては、「雇

用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待

される。」としている一方で、「海外経済で弱みが見られており、中国を初めとするアジア新

興国や資源国等の景気が下振れし、景気が下押しされるリスクや、英国のＥＵ離脱問題など、

海外経済の不確実性も高まりや金融資本市場の変動の影響、さらに熊本地震の経済に与える影

響に十分留意する必要がある。」としております。 

 また、長野県内の状況につきましては、日銀松本支店が７月に発表した「金融経済動向」に

よりますと、公共投資、住宅投資、設備投資、個人消費の個別観測から「生産の動きは新興国

経済の減速の影響などから、横ばい圏内、雇用・所得は、着実な改善が続いている」とし、

「総論として長野県経済は、一部に弱めの動きがみられるものの緩やかに回復しつつある。」

としております。 

 さて、当町におきましては、７月に実施しました町内の主な製造業２０社の経営状況調査の

結果では、生産量は３カ月前のマイナス０．６５％からプラス３．５６％と４ポイント以上改

善し、売り上げについてもほぼ同様な傾向が見られます。 

 雇用については、４～６月の実績で５２人の大幅増となったのに続き、来春の雇用も２５人

の増加が予定されており、減員分の補充を予定している企業も９社となっていることから、改

善に向けた動きが引き続き見られます。 

 さて、平成２７年度の決算状況について申し上げます。 

 まず、歳入につきまして、町民税は新興国経済の減速などの影響が懸念されましたが、個

人・法人とも堅調に推移し、いずれも前年を上回る税収が確保されたところであります。特に

法人町民税において一部企業の業績が引き続き好調だったことにより、町民税全体で前年度対

比１２．２％の大幅な伸びとなりました。固定資産税については、土地の減額等はあったもの

の、償却資産の伸びにより前年度対比プラス０．５％となり、町税全体では前年度対比プラス

５．９％、約１億６千万円の増収となっております。 

 地方消費税交付金につきましては、平成２６年４月の税率引き上げ分が平成２７年度から満

額反映されたことや、企業決算への反映により前年度対比プラス６１．３％、１億

２，２００万円の大幅な増加となりました。 

 一方、地方交付税につきましては、自主財源となる町税収入が増加したことにより、算定の

基礎となる基準財政収入額が大幅に増加したため普通交付税額が減額となり、交付税全体で前
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年度対比マイナス９．１％、１億１，８００万円の減額となっております。基準財政収入額と

基準財政需要額を用いて算出される財政力指数につきましては、３カ年の平均値が前年度より

０．０１９ポイント増の０．６５８となりましたが、県内における順位については昨年と同じ

く、７７市町村中６番目、町村の中では軽井沢、南相木村に次いで第３位となっております。 

 国庫支出金につきましては、南条小学校建設に係る学校施設環境改善交付金や、昭和橋の大

規模修繕事業への移行による土木費国庫補助金の増などにより、前年対比プラス３３．５％、

１億８，７００万円の増額となりましたが、県支出金につきましては、大雪による農業被害へ

の補助があった２６年度に比べマイナス１４．３％、５，１００万円の減額となっております。 

 また、繰入金につきましては、前年度に対し６億５，７００万円の増、町債につきましても

１億５００万円の増と、いずれも南条小学校の建設事業に伴う文教施設整備基金からの繰入金

及び学校教育施設等整備事業債の発行により大幅に増加したものであります。 

 以上、歳入全体では、前年度対比プラス１４．１％となる７８億６，９００万円であります。 

 歳出につきましては、特に普通建設事業費において継続事業の町道Ａ０１号線道路改良事業

や橋梁修繕事業のほか、南条小学校建設事業や３小学校体育館の天井落下防止工事等の大型事

業を実施したことで、前年度に比べ２．３倍となる１７億３千万円を超える決算額となりまし

た。 

 また、歳出の中でも比較的大きな割合を占めます扶助費につきましては、障害者自立支援給

付の増加などはありましたが、臨時福祉給付金事業と子育て世帯臨時特例給付金事業の給付額

が減額されたことで、前年度対比マイナス１．６％となっております。 

 その他経費では、マイナンバー制度の施行に伴うシステム改修委託や鉄の展示館において特

別展として実施しました「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」の業務委託等の増額に伴い物件費が

前年度対比６．１％の増、下水道事業特別会計への繰出金の増などにより繰出金は１０．８％

の増となった一方、平成２６年度は坂城駅エレベータ設置工事負担金の支出があった補助費等

については９．６％の減となっております。 

 また、扶助費と並んで義務的経費であります人件費については前年度対比１．１％の増、一

方、公債費については地方債残高の減少や借入利率の低下に伴い１．５％の減という状況であ

ります。 

 以上、歳出全体では、前年度対比プラス１４．４％となる７７億９，３００万円の決算と

なっております。 

 なお、平成２７年度決算を受けての財政健全化法による財政指標につきましては、実質赤字

比率、連結実質赤字比率ともに、一般会計及び全ての特別会計において黒字であります。 

 また、起債発行時の制限の基準となります実質公債費比率については、前年対比１．６％減

の９．７％となっております。 
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 一方、公債費等の将来負担の重さをあらわす将来負担比率については、消防組合の庁舎建て

かえに伴う負担の増加や南条小学校建設に当たり、基金の取り崩しをしたことによる充当可能

基金の減少等で７．６ポイント増の９．２％となりましたが、いずれの指標につきましても早

期健全化基準及び財政再生基準に比べ健全な状況で推移をしており、引き続き将来にわたる負

担の軽減、健全な財政運営に努めてまいります。 

 続いて、２８年度事業の進捗状況並びに９月補正に計上いたしました主な内容について述べ

させていただきます。 

 昨年度から県の事業を活用し、見直しを行っております町のハザードマップにつきましては、

千曲川河川事務所において千曲川が氾濫した場合に、想定し得る最大規模の浸水想定区域が公

表されたことにより、町ではこのデータを取り込んだ新しいハザードマップを作成し、できる

だけ早く早期に全戸配布できるよう作業を進めているところでございます。 

 町内人口の増加に向け、今年度より開始いたしました移住定住・就職支援事業につきまして

は、６月１４日、平成２９年３月卒業予定者を対象に東京池袋において企業合同説明会を開催

いたしました。参加した町内企業７社からは、新たな試みとして一定の評価をいただきました。

また、今年秋には八重洲移住交流ガーデンにおいて、坂城町で就職を希望する首都圏在住の方

を対象にした移住相談会を、年度末には東京都内において平成３０年３月卒業予定者を対象に、

町内企業合同説明会を開催する予定であります。 

 さて、７月２８日から３１日まで、中国教育交流事業として町内３小学校１３人の児童が中

国上海市実験小学校などを訪問いたしました。子供たちは中国の子供たちとの交流やホームス

テイを通じて、中国の歴史や文化、生活に触れ、友好を深めるとともに国際感覚を養い、一人

一人が大きく成長することができたものと思います。 

 また、国際交流事業として８月３日、４日の２日間、和平キャンプ場において、町内の小学

６年生と中学１年生の計３２人が参加し、小・中学校の英語指導講師など６名の外国人と異文

化交流事業「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐ」を行いました。小学校高学年から取り組んでいる外

国語学習の成果を試す場として、このキャンプでは会話は英語を使うことを原則として、１泊

２日で開催いたしました。特に本年度は当町でホームステイをしていたポーランドの学生も加

わり、参加した児童・生徒は積極的に会話をし、さまざまなアクティビティに取り組み、外国

の文化や言葉により高い関心が持てたと感じております。 

 また、第３９回坂城どんどんが８月６日に開催され、オープニングでは子供ジャズダンス、

坂城小学校太鼓演奏、坂城高校生徒会ソーラン節などのほか、観世流能楽師で重要無形文化財

総合指定保持者である、坂城町特命大使の松木千俊さんとこども能楽教室の皆さんによる能楽

の披露が行われました。夜の踊り流しでは４８連、約１，５００人の皆さんにご参加いただき、

町民が一体となって坂城どんどんならではの盛り上がりを見せたところであります。 
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 また、８月１５日開催の第６１回成人式には新成人１４７人中１１３名、これは７６．９％

になりますが、のご出席があり、式典と成人祭がとり行われました。新成人代表からは、これ

まで支えてくれた家族、恩師、地域の方々への感謝とともに新成人としての思いや抱負が発表

され、頼もしく思えたところであります。今後、それぞれの目標に向かって、大いに活躍され

ることを期待するところであります。 

 また、８月２８日には大地震等の災害に際して即応できる体制を確立し、広く防災意識の普

及高揚を図ることを目的に、町総合防災訓練が南条小学校で開催され、南条各区自主防災会を

初め、関係機関・団体など約６００名の皆様にご参加をいただきました。 

 今年４月に発生した熊本地震では、避難所運営に関し自治体職員だけでは手が足りず混乱が

生じ、運営には被災者もみずからかかわることが重要であることが改めて認識されたところで

ございます。このことを教訓として、今年の避難所運営訓練では、参加者の方に各地区の避難

者の把握をしていただき、避難者名簿を作成し、簡易トイレや間仕切り等の避難所設営から食

糧等の調達配布まで、住民みずからが避難所運営にかかわっていただく中で、より実践的な訓

練を行ったところでございます。 

 さて、台風１０号による暴風雨の影響で岩手県、北海道で堤防の決壊や浸水被害が相次ぎ、

岩手県では高齢者グループホームで９名の方の遺体が発見されるなど１１名の死亡が確認され、

いまだに行方不明の方がおられます。このように予測し得ない突発的な災害が多発しておりま

す。このような災害の未然防止、被害の軽減を図るためには、住民の皆様の日ごろからの災害

に対する備えが重要であります。今後も家庭や地域、行政、関係機関が連携し、有事の際に対

応できるよう防災意識の高揚と防災対策に努め、安心・安全で災害に強いまちづくりに努めて

まいりたいと考えております。 

 明日９月２日には、第２３回テクノさかき工業団地まつりが開催されます。工業団地内企業

の福利厚生事業の一環として行われてきたお祭りも、コンサートや花火大会など大勢の町民の

皆様にご好評いただいており、地元のお祭りとして定着いたしました。今年は坂城町出身の歌

手の出演や、作曲家久石譲氏の娘さんの麻衣さんによるコンサートが予定されているほか、花

火大会では工業団地以外の企業の皆さんにもご協賛いただき、盛大に花火が打ち上げられると

お聞きしております。団地内企業の活性化はもちろんのこと、多くの町民の皆様に会場までお

越しいただき、お祭りを楽しんでいただければと思います。 

 また、９月１９日の敬老の日を迎えるに当たり、町では長寿の御祝いと敬老の意を表し、

９月３日、４日の２日間にわたり米寿、白寿の皆様、並びに１００歳以上の方々を対象とした

敬老訪問を行います。今年度は８月２６日現在におきまして、８８歳の米寿の方が７９名、

９９歳の白寿の方が２名、１００歳以上の方が１６名で、合計９７名の方が対象となります。

最高齢の方は明治４３年生まれの１０６歳の方でございます。 
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 さて次に、坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略の重点プロジェクトであります、１番

トータルメディアコミュニケーション、これは「つながる あんしん 坂城町」構想事業の推

進、２としてさかきワイナリー形成推進事業、３として坂城スマートタウン構想推進事業の

３事業の進捗状況につきまして申し上げます。 

 まず、トータルメディアコミュニケーション施設整備事業につきましては、今年度は６月に

プロポーザルにより設計業者を決定し、現在電波調査と実施設計業務を進めており、年度内に

設計業務を完了させ、平成２９年度の整備に向け、事業を進めてまいります。 

 また、さかきワイナリー形成事業につきましては、今年度で４年目の実証栽培となる試験圃

場のワイン用ブドウが順調に生育しており、最終的には９月中旬から１０月上旬の収穫となる

見込みですが、収穫されるワイン用ブドウの品質に期待したいと思っております。 

 また、坂城スマートタウン構想事業の推進につきましては、スマートエネルギー設備設置補

助金による助成事業を引き続き実施し、つくるエネルギーのほか、蓄えるエネルギーとして蓄

電池等の普及促進を進め、家庭におけるエネルギーの効率的で最適な利用に向け推進しており

ます。太陽光発電設備と特に蓄電池設備の導入が進み、今補正において増額予算を計上いたし

たところであります。 

 また、テクノさかき工業団地のスマート工業団地化に向けた取り組みにつきましては、エネ

ルギーの効率的な需給調整等の実現に向け、町と企業の共同参画による事業化可能性調査を国

の補助事業を活用し進めていくことから、工業団地の企業の皆さんを対象に説明会を開催した

ところであります。 

 これらの取り組みを通じまして、家庭分野、産業分野における再生可能エネルギーのさらな

る導入促進と省エネルギーの推進を図り、スマートタウン坂城の構築を進めてまいります。 

 次に、信州さかきふるさと寄附金につきましては、坂城町のすばらしさをより多くの皆様に

知っていただき、坂城町の応援団になっていただけるような魅力を発信すること、また地元特

産品等のＰＲ、販路拡大など地元経済の活性化を目的とし、本年６月から寄附された方へのお

礼の品をお送りしております。町の事業者の皆様のご協力をいただき、返礼品を設定する中で、

当初想定していた寄附金額を超えるお申し出をいただいている状況であります。今後、商品な

どを提供していただける事業者の皆さんをさらに募集し返礼品の充実を図り、町の魅力を発信

し、地元特産品のＰＲ等に努めてまいります。 

 現在、当町では高齢者の見守りシステムとして、あんしん電話等を活用しております。この

システムに加え、水道メーターを活用した見守りシステムについて、水道事業者の県企業局・

県内企業及び町で行うこととし、７月１２日に１回目の研究会が開催されました。今後、実施

に向けての経費や運用方法などの課題について調査研究を進めてまいりたいと考えております。 

 さて、予防接種法施行令の改正により、本年４月１日以降に生まれた乳児を対象にＢ型肝炎
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の定期予防接種を実施いたします。この予防接種は、生まれてから１２カ月の間に３回ワクチ

ンを接種する必要がありますので、今後対象となる乳児の保護者の皆様に周知してまいりたい

と考えております。また、予防接種に係る必要な経費につきましては、今補正予算に計上した

ところであります。 

 また、町内の空き家・空き店舗等を活用して新たに出店される方や、既存の卸売業、サービ

ス業、飲食業を含む小売事業者を対象として、店舗の改修及び改築に関する経費を補助する新

規事業の坂城町商業店舗利活用補助金は、６月以降新たに１件の交付申請があり、計４件の交

付決定をいたしました。 

 空家バンクの利用状況につきましては、今年度８月末までに空家登録が４件、利用者登録が

８人の新規の登録があり、合計で空家登録が１６件、利用登録が２０件となっております。ま

た、今年度から実施いたしました空家バンク利用促進補助金、片付け・リフォームへの補助制

度の利用状況につきましては、坂城地区において空家改修の補助金１件の交付決定をいたしま

した。 

 また、新規事業の新規就農者支援事業につきましては、経営開始から５年以内の新規就農者

が円滑に就農できるよう住居助成と農機具等購入助成の両面から支援をしております。現在、

住居助成１名、農機具等購入助成１名、計２名の方に交付決定をしております。 

 また、昨年度から実施しております、県有料道路通行料金負担軽減事業につきましては、今

年度から通行割引券の利用時間が延長されたことに伴い、通行割引券購入者数が前年と比べて

約３倍となっておりますので、関係費用の補正予算を今議会に計上いたしました。 

 さて次に、坂城駅のシンボルともなっております１６９系車両につきましては、７月末に塗

装改修工事が完了し、オレンジ色と緑色の鮮やかな湘南カラーの車両がよみがえりました。鉄

道ファンのブログには、「また、美しい姿になって安堵いたしました。Ｓ５１編成に会いに行

きます。」、「よくここまでやってくれたと感謝します。」などのコメントが載せられており

ます。 

 なお、塗装工事の終了した７月３１日には、坂城町１６９系電車ファンクラブの皆さん及び

ボランティアの方々に車内清掃を行っていたところであります。おかげさまで内外面全てがき

れいになり、８月６日開催の坂城どんどんでは３００名を超える大変多くの方にご利用いただ

きました。また、８月９日、１０日に実施したクールシェアイベントにはテレビ局の取材によ

りニュースで紹介されたこともあり、多くの方に訪れていただきました。 

 また、びんぐしの里公園につきましては、昨年度、野外ステージが完成し、今年度はステー

ジの屋根、バックヤードトイレの改修及び公園内のトレイ改修等を実施しておりますが、雨天

でも安心して各種イベントで利用できるよう、ステージの屋根の設計変更とバックヤードトイ

レとあわせ、控室の設置に係る補正予算を計上いたしました。また、公園管理センターの利用
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促進等を図るため、県の元気づくり支援金等を活用し、ウッドデッキ設置工事を実施するため、

工事を施工する味ロッジ株式会社への補助金を今議会に計上したところであります。 

 また、橋梁修繕事業のうち継続事業として実施しております昭和橋につきましては、残りの

国道側から８連目、９連目及び左岸側のゲルバーガーター橋の修繕工事を９月から来年３月末

までの工期で事業着手いたします。 

 また、県道坂城インター線延伸整備事業につきましては、県が事業主体となり、本年６月に

詳細設計に基づく２回目の地元説明会を開催いたしました。今後用地測量・物件調査等を実施

し、来年度より用地買収等に着手していく予定となっております。 

 さて、文化センター周辺は社会教育施設やスポーツ施設などの教育文化施設と社会福祉協議

会を初めとする福祉関係施設の集積地となっております。これらの施設の利用状況等を勘案す

る中で、昨年度に引き続き図書館南側の土地１，９１９ｍ２につきまして、町土地開発公社に

取得をお願いいたしました。なお、当面は図書館及び文化センターの駐車場として利用するた

め、土地開発公社による整備費用を負担するための予算を計上したところであります。 

 また、南条小学校の改築工事、また昨年度実施いたしました地域の避難所ともなる３小学校

の体育館の耐震工事、つり天井の落下防止工事の完了によりまして、小学校の耐震整備は全て

完了となったところであります。６月議会定例会におきまして一般質問もいただきました村上

小学校のつり天井解体撤去後の体育館の異音につきましては、設計士等専門家に原因の特定と

なる有効な対応策について調査をお願いしたところであります。 

 異音の原因といたしまして、村上小学校体育館の屋根が金属製の折板で、折板が山形の形状

となっていることから日射の角度によって表明温度が不均一に変動し、この表面温度の変化に

伴う伸縮が原因となって異音、音が発生するというところであります。この異音対策としまし

て、天井改修工事費を今補正予算に計上いたしたところであります。 

 また、町内企業の動向としまして、ミヤリサン製薬株式会社から需要増に伴う増産に対応す

るため、新工場の用地として前田工業団地の取得の申し込みがあったことから、土地売却に係

る坂城町工業地域開発事業特別会計予算を本議会に上程いたしましたところであります。なお、

この工業地域開発事業特別会計予算を本日先議によりお認めいただきました後、坂城町土地開

発公社からの土地の取得及びミヤリサン製薬株式会社への売却を行うため、本議会最終日に前

田工業団地の取得及び処分についての議案を追加上程いたしたいと考えております。 

 以上、平成２７年度の決算状況と２８年度の主な事業の進捗状況並びに主な９月補正予算の

内容について申し上げました。 

 今議会に審議をお願いする案件は、専決報告が２件、人事案件が１件、条例の一部改正が

１件、一般会計・特別会計の２７年度決算の認定７件、特別会計１件、補正予算７件、計

１９件でございます。よろしくご審議を賜り、ご決定をいただきますようお願い申し上げまし
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て、招集のご挨拶とさせていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「諸報告」 

議長（塚田君） 町長から地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により、平成２７年度坂城

町継続費精算報告書が提出されております。 

 次に地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社坂城町振興公社に係る平成

２８年３月３１日現在の経営状況報告書の提出がありました。 

 また、監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。それぞれお手元に配付

のとおりであります。 

 次に、請願及び陳情について申し上げます。本日までに受理した請願及び陳情はお手元に配

付のとおりであります。所管の常任委員会に審査を付託いたしましたので、ご報告いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 次に、日程第５「報告第２号 町長の専決処分事項の報告について」から日程

第７「議案第３３号 平成２８年度坂城町工業地域開発事業特別会計予算について」までの

３件を一括議題とし、議決の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塚田君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、ご説明申し上げます。 

 まず、専決第１２号「和解及び損害賠償額の決定について」ご説明申し上げます。 

 本件は、平成２５年５月２３日、中之条の町道Ｂ０１４号線を自転車で走行中、町道に設置

されたグレーチングのすき間に脱輪し転倒した際の負傷に際し、相手方へ損害賠償を支払うこ

とで示談成立の合意を得ましたので、専決処分をいたしたものでございます。 

 次に、専決第１３号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第５号）について」ご説明申

し上げます。 

 本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

６１億８５９万３千円といたしたものであります。 

 歳出の内容といたしましては、町消防団第２分団が７月３日の埴科消防ポンプ操法大会ポン

プ車の部で見事優勝し、７月３１日に小海町で開催された県大会への出場を果たしたことから、

大会出場に要する経費として費用弁償や出動交付金等４４万円を計上いたしたもので、開催期

日の関連で急を要したことから専決といたしたものでございます。なお、歳入につきましては、

財政調整基金からの繰入金を計上いたしたものでございます。以上、専決処分事項についてご
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報告いたします。 

 次に、議案第３２号「坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」ご説明申し上げ

ます。 

 本件につきましては、９月３０日をもって中澤惠子委員の３年間の任期が満了するに当たり、

引き続き、地域の信望が厚く、経験も豊かな同氏を再認いたしたく、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は平成２８年１０月１日から平成３１年９月３０日までの３カ年、３年間でござ

います。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第３３号「平成２８年度坂城町工業地域開発事業特別会計予算について」

ご説明申し上げます。 

 本案は、工業地域開発事業の円滑な運営と経理の適正を図るために特別会計を設置するもの

であり、今回、前田工業団地の土地取得と財産売り払いについて予算計上するものであります。 

 歳入歳出予算の総額を１億３，２２８万円とし、歳入につきましては、前田工業団地用地の

売り払いによる財産収入。歳出につきましても、用地の取得費として１億３，２２８万円をそ

れぞれ計上するものでございます。 

 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（塚田君） 提案理由の説明が終わりました。 

 ここで、議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４４分～再開 午前１０時５４分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

◎日程第５「報告第２号 町長の専決処分事項の報告について」 

 専決第１２号「和解及び損害賠償額の決定について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 専決第１３号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第５号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第３２号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第３３号 平成２８年度坂城町工業地域開発事業特別会計予算について」 

議長（塚田君） これより質疑に入ります。 

１０番（山﨑君） 今回、売却できるということで喜ばしいことなんですけれども、購入時の価
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格と土壌改良にかかった価格、またそれに今まで売れなかった期間の利息、合計で幾らになる

でしょうか。どのくらいの差額になるかお聞きいたします。 

産業振興課長（山崎君） 価格について申し上げます。土地の取得費でございますけれども、こ

れにつきましては約２千万、２，００６万５１７円でございまして、そこに汚染土壌の除去・

浄化・造成工事が約９，９００万円でございます。それに支払利子が約７００万円、それに測

量設計費、事務費等を含めて合計１億３，２２８万円の分譲価格としたいというものでござい

ます。 

１０番（山﨑君） 購入時あるいは土壌改良と造成、いろいろ合わせてツーペイという形だと思

います。今のご時世、土地も下落していますから、売れたということはまことによろしい、ま

たいいと思います。 

 もう一つ、あそこに置いてあるタータンですか、陸上競技の１００ｍの、今日、私もあそこ

の前を通りましたら、草刈りをしてきれいにしているようでした。これから引き渡す、売り渡

す形で整備していると思います。今後、坂城町の陸上もいいところにいっているんですけれど

も、あれはどのように考えて、どこか代替のところは何かあるんでしょうか。 

教育文化課長（宮下君） 陸上競技のタータンでございますけれども、当然今回この土地の売却

に伴って移設しなければいけないということで、今回の補正予算に計上させていただいたとこ

ろでございます。現在、体育協会等々関係者、関係団体等と協議する中で、場所等は例えば文

化センター、坂城中学校等々いろいろと検討をする中で進めているところでございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 日程第８「議案第３４号 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて」から日程第２２「議案第４８号 平成２８年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について」までの１５件を一括議題とし提案理由の説明まで行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塚田君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、議案第３４号から４８号までご説明申し上げます。 

 まず、議案第３４号「平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」ご説明申

し上げます。 

 平成２７年度本一般会計歳入歳出決算は、歳入総額７８億６，９３６万６千円、歳出総額

７７億９，２６８万９千円で、歳入歳出差引額は７，６６７万７千円となりました。 

 実質収支額につきましては、歳入歳出差引額から事業の実施時期や工期の関係で２７年度へ
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繰り越した電算一般経費や町道Ａ０１号線道路改良工事、舗装修繕など繰越事業の充当財源と

なる４９８万７千円を除いた７，１６９万円であります。この実質収支額から３，６００万円

を財政調整基金に繰り入れた残額の３，５６９万円が平成２８年度への繰越金であります。 

 歳入の主なものでございますが、町税のうち町民税につきましては、新興国経済の減速は

あったものの、緩やかな景気の回復基調により、個人、法人とも増収となり、特に一部企業の

業績が引き続き好調に推移したことによる法人町民税の増収分が大きな要因となり、町民税全

体では前年度に比べ１２．２％の増となりました。固定資産税については、土地の減額はあり

ましたが、償却資産の増加により、総額でプラス０．５％の微増となり、町税全体の収入額は

２８億５千万円で、前年度に対し５．９％、１億６千万円の増額となっております。 

 地方消費税交付金につきましては、平成２６年４月の税率引き上げ分が全ての企業決算にも

反映されたことなどで、地方分の交付金が増加し、前年度対比プラス６１．３％、１億

２，２００万円の大幅な増額の要因となったところであります。 

 地方交付税につきましては、町税収入の増加により算定の基礎となる基準財政収入額が大幅

に増加したことで普通交付税額が減額となり、交付税全体で前年度対比マイナス９．１％、

１億１，８００万円の減額であります。 

 国庫支出金につきましては、南条小学校建設に係る学校施設環境改善交付金や橋梁修繕など

土木費国庫補助金の増加により、前年度対比プラス３３．５％、１億８，７００万円増の７億

４，６００万円でありました。 

 県支出金につきましては、大雪による農業被害への補助金があった２６年度に対しマイナス

１４．３％、５，１００万円の減額となっております。 

 その他の歳入では、繰入金が前年度に対し６億５，７００万円増の９億２，９００万円、町

債が１億５００万円増の６億６，２００万円と、それぞれ前年度より大幅に増加しております

が、いずれも南条小学校建設にかかわる文教施設整備基金繰入金及び学校教育施設等整備事業

債が主な増額の要因となっているものであります。 

 歳入全体では、前年度対比１４．１％、金額で９億７，３３８万８千円の増額となった状況

であります。 

 次に、歳出につきまして、性質別に主なものを申し上げます。まず、投資的経費につきまし

ては、継続事業のＡ０１号線道路改良事業や橋梁修繕事業などのほか、南条小学校建設事業や

３小学校の天井落下防止工事等大型事業の実施により、普通建設事業費全体で前年度の

２．３倍となる１７億３，７００万円の決算額となりました。 

 義務的経費につきましては、人件費で１．１％の増となりましたが、扶助費については臨時

福祉給付金等の給付額が減額されたことなどから１．６％の減、公債費につきましても地方債

残高の減少や低利率での借り入れにより１．５％の減となり、義務的経費全体でも０．４％の
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減額となりました。 

 その他経費につきましては、マイナンバー制度の施行に伴うシステム改修や、特別展として

開催いたしました「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」の業務委託などの増により物件費が

６．１％の増、下水道事業特別会計への繰り出しなどの増により繰出金が１０．８％の増とな

りましたが、補助費等については坂城駅エレベーター設置工事負担金の支出があった２６年度

に比べ９．６％の減となっております。 

 歳出全体では前年度対比１４．４％、金額で約９億７，９７１万４千円の増額となったとこ

ろであります。詳細につきましては、決算書の事項別明細書及びお手元にお配りいたしました

主要施策の成果及び実績報告書のとおりであります。また、内容の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長から説明をいたします。 

 続きまして、議案第３５号「平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定

について」ご説明申し上げます。 

 平成２７年度本特別会計歳入歳出決算額は、歳入総額３，６７０万５千円、歳出総額

３，５９６万７千円で、歳入歳出差引残額は７３万８千円、このうち５０万円を設備基金に積

み立て、残りの２３万８千円を平成２８年度に繰り越しをいたしたところでございます。 

 歳入の主なものでございますが、有線放送電話使用料３，１２３万４千円、各種事務手数料

及び広告放送料等７９万７千円、工事費負担金８５万７千円でございます。 

 歳出の主なものでございますが、設備基金積立金６６４万３千円、電力柱等共架料及び電柱

敷地等借上料４２４万２千円、有線施設設置移転等工事４３４万８千円でございます。 

 次に、議案第３６号「平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 平成２７年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１９億１，９７６万７千円、歳出総額

１９億１，６３３万５千円で、歳入歳出差引残額は３４３万２千円、このうち１００万円を国

民健康保険基金に積み立て、残りの２４３万２千円を平成２８年度に繰り越しをいたしたとこ

ろでございます。 

 歳入の主なものでございますが、国民健康保険税３億２，２０５万１千円、国庫支出金３億

４，３３６万８千円、前期高齢者交付金６億６１万４千円、共同事業交付金３億７，４１５万

６千円でございます。 

 歳出の主なものでございますが、保険給付費１２億３，０３３万５千円、後期高齢者支援金

等２億２９０万５千円、共同事業拠出金３億７，６９０万２千円でございます。療養給付費、

療養費、高額医療費を合わせた支払額を前年度と比較いたしますと、全体では５．３％の増と

なっており、制度別の医療費の内訳では、一般被保険者分で８．５％の増、退職被保険者分で

は、２８％の減となっております。後期高齢者支援金等は、前年度対比１．６％の減、共同事
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業拠出金につきましては制度の変更があり、１２９．２％の増となっております。 

 続きまして、議案第３７号「平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」ご説明申し上げます。 

 平成２７年度本特別会計歳入歳出決算額は、歳入総額３０３万４千円、歳出総額３０２万

１千円で、歳入歳出差引残額の１万３千円につきましては、平成２８年度に繰り越しをいたし

たところでございます。 

 歳入の主なものでございますが、貸付金元利収入で２９４万８千円、県補助金で６万４千円

でございます。 

 歳出の主なものでございますが、元利償還金で１４０万７千円、一般会計繰出金で１５１万

１千円でございます。 

 続きまして、議案第３８号「平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」提案理由をご説明申し上げます。 

 公共下水道の整備は、南条、上平地区の整備により、平成２７年度末で供用面積は４７８ｈ

ａに達し、整備面積の進捗率は７８％となっております。 

 平成２７年度の決算につきましては、歳入総額７億２，２５８万３千円、歳出総額７億

１，１３５万８千円で、繰越明許費繰越額の１，０７９万８千円を除いた４２万７千円が実質

収支額となりました。 

 歳入の主なものでございますが、受益者負担金４，６８７万円、下水道使用料１億

３，３３２万９千円、国からの交付金６，５００万円、一般会計からの繰入金３億円、町債

１億２，８３０万円でございます。 

 歳出の主なものでございますが、上流処理区維持管理費負担金５，８５９万１千円、下水道

管渠工事費１億４，６６１万１千円、千曲川流域下水道上流処理区事業費負担金１，９９６万

円、長期債元利償還金３億４，１４８万３千円でございます。 

 続きまして、議案第３９号「平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

 平成２７年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１２億５，６９９万１千円、歳出総額

１２億５，３０８万７千円で、歳入歳出差引残高は３９０万４千円、このうち４０万円を支払

準備基金に積み立て、残り３５０万４千円を平成２８年度に繰り越しをいたしたところでござ

います。 

 歳入の主なものでございますが、介護保険料３億５５９万円、国庫支出金２億７，３６５万

５千円、支払基金交付金３億３，１４７万９千円、県支出金１億７，２７９万３千円、繰入金

１億６，６７２万８千円でございます。 

 歳出の主なものでございますが、保険給付費１１億７，２５３万９千円、地域支援事業費
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２，４３８万８千円、要介護認定事務等の総務費１，４８８万円、基金積立金３，５３１万

３千円でございます。 

 次に、議案第４０号「平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明を申し上げます。 

 平成２７年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１億７，９５１万７千円、歳出総額１億

７，９１４万７千円で、歳入歳出差引残額は３７万円、全額を平成２８年度に繰り越しをいた

したところでございます。 

 歳入の主なものでございますが、後期高齢者医療保険料１億３，８５６万１千円、一般会計

繰入金４，０５６万４千円。 

 歳出の主なものでございますが、後期高齢者医療広域連合納付金１億７，８２６万２千円、

事務費等総務費８７万３千円でございます。 

 次に、議案第４１号「坂城町生活環境保全条例の一部を改正する条例について」ご説明申し

上げます。 

 空家の対策につきましては、平成２６年１１月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施

行されたところでございます。本町では空家等の適正管理につきましては、坂城町生活環境保

全条例に基づき対応してきたところでございますが、本条例の条文中に改めて「空家等」を明

確に位置づけ、特別措置法で規定する「特定空家等」に至るまでの空家について、引き続き指

導等の対応をしてまいるものでございます。 

 次に、議案第４２号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第６号）について」ご説明申

し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，２２８万５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を６２億８７万８千円とするものであります。 

 補正予算の内容でございますが、歳入の主なものにつきましては、地方交付税１億

８，０１１万３千円、個人番号カード交付事務費補助金等の国庫支出金６１４万２千円、Ａ

０１号線代替用地売り払い等の財産収入１，３４８万２千円、前年度繰越金２，５６８万９千

円、臨時財政対策債等の町債１，０９５万６千円をそれぞれ増額し、基金からの繰入金を合わ

せて１億５，０７７万４千円減額するものでございます。 

 一方、歳出の主なものにつきましては、ふるさと納税事業１，０２０万円、マイナンバー制

度に係るシステム改修委託４７４万３千円、マイナンバーに係るカード関連事務交付金

３７１万４千円、びんぐしの里公園施設改修等の公園管理一般経費２，９７０万円、村上小学

校体育館天井改修事業２，６３３万１千円、文化施設等駐車場整備負担金５７０万円をそれぞ

れ増額いたすものでございます。あわせて、人件費につきまして、現在の職員配置に合わせた

調整を行うものでございます。 
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 また、町道Ａ０１号線道路改良事業に関し、平成２９年度予算で精算払いとなる用地及び物

件補償に係る契約を締結するための債務負担行為の補正につきましても、あわせてご審議を賜

りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第４３号「平成２８年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第１号）

について」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２万７千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を３，４４４万７千円とするものであります。 

 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては前年度繰越金、歳出につきましては設

備基金積立金２２万７千円をそれぞれ増額するものでございます。 

 次に、議案第４４号「平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７６１万６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１８億６，４１６万２千円とするものであります。 

 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては国庫支出金９９万６千円、療養給付費

交付金４６８万９千円、前年度繰越金１９３万１千円を増額するものでございます。 

 歳出につきましては総務費９９万７千円、退職被保険者等高額療養費４６８万９千円、国庫

支出金返還金１４８万６千円、予備費４４万４千円を増額するものでございます。 

 次に、議案第４５号「平成２８年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第１号）について」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２７７万３千円とするものであります。 

 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては前年度繰越金、歳出につきましては一

般会計繰出金１万２千円をそれぞれ増額するものでございます。 

 続きまして、議案第４６号「平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」提案理由をご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１２万７千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を８億２，３５７万４千円とするものであります。 

 今回の補正は、平成２７年度決算の繰越金の確定に伴う補正、流域下水道事業の追加工事に

伴う補正、公共下水道事業の進捗等に合わせて予算組みかえを行うものでございます。 

 歳入につきましては、汚染処理施設整備交付金を１千万円減額し、町債を１，２７０万円、

繰越金４２万７千円を増額するものでございます。 

 歳出につきましては、流域下水道事業費を２７０万円、一般会計繰出金を４２万７千円をそ

れぞれ増額するものでございます。 
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 続きまして、議案第４７号「平成２８年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９５万９千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を１４億２，１２０万円とするものであります。 

 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては県負担金交付金１３７万７千円、支払

準備期金積立金７万９千円、繰越金３５０万３千円を増額するものでございます。 

 歳出の主なものにつきましては、国庫支出金返還金１７１万９千円、支払基金交付金返還金

１２８万７千円、支払準備期金積立金１７６万５千円を増額するものでございます。 

 最後に、議案第４８号「平成２８年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６万８千円を追加し、歳入歳出予算を

１億８，５２０万８千円とするものであります。 

 補正予算の内容について申し上げますと、歳入につきましては繰越金３６万８千円を増額い

たすものでございます。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金３６万２千円、予備費６千円を増額い

たすものでございます。 

 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（塚田君） 続いて、各課長等に、議案第３４号「平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決

算の認定について」詳細説明を求めます。 

 初めに歳入について説明を求めます。 

財政係長（伊達君） 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の内容につきまして、順次ご説

明申し上げます。 

 まず、歳入全般について、決算書事項別明細書の１１ページ、町税からご説明申し上げます。

款１町税につきましては、収入総額が２８億５，００７万円で、前年度と比較いたしまして、

金額で１億５，９５２万５千円、率にしてプラス５．９％の増収となりました。内訳でござい

ますが、町民税につきましては、新興国経済の減速による影響も懸念されたところですが、個

人、法人とも堅調に推移し、個人町民税では２，３９８万５千円、法人町民税では１億

２，７７８万８千円の増収となり、町民税全体では１２．２％の増という状況でございます。 

 固定資産税につきましては、土地価格の下落はあったものの、償却資産の増により全体で

０．５％のプラスとなっております。また、軽自動車税につきましては率にしてプラス

１．７％、町たばこ税もプラス０．８％といずれも増収となりましたが、入湯税につきまして

はマイナス１．９％といった状況でございます。 

 続いて、１２ページにかけての款２地方譲与税につきましては、地方揮発油譲与税、自動車
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重量譲与税とも増額となり、決算額は６，３８３万円、前年度対比４．７％のプラスでござい

ます。 

 １２ページの交付金関係では、款３利子割交付金が決算額２８８万８千円で、前年度に対し

５８万７千円の減、款４配当割交付金は決算額８０８万９千円で１８２万４千円の減、款５株

式等譲渡所得割交付金につきましては、決算額８３３万２千円で、７７万３千円の増となって

おります。 

 次に、款６地方消費税交付金につきましては、決算額３億２，１５８万６千円で、平成

２６年４月の消費税率引き上げ分が満額反映されたこと、また事業年度によりばらつきがあっ

た企業決算への反映などにより、前年度に対し６１．３％の大幅な増となっております。 

 続きまして、１３ページにかけての款７自動車取得税交付金につきましては、決算額が

１，１９０万３千円で、エコカー減税の縮小などにより前年度対比８３．５％の増となってお

ります。 

 款８地方特例交付金につきましては、住宅借入金等、税額控除に係る地方公共団体の減収を

補塡する交付金で、決算額は前年度に対し３万４千円増の６１７万３千円となっております。 

 次に、款９地方交付税でございます。交付税の決算額は前年度に対し９．１％減の１１億

７，７４５万３千円で、内訳としまして普通交付税は法人を中心として自主財源となる町税収

入の増加により、行政経費を賄う基準財政収入額が前年度よりプラス１６．６％の増額算定が

されたことで、前年度対比マイナス１０．７％の１０億４，５５０万１千円が交付されました。 

 また、特別交付税につきましては、平成２６年２月に発生しました大雪対策経費の算入など

があり、前年度対比では６％増の１億３，１９５万２千円の決算額でございます。 

 なお、財政力指数につきましては、平成２５年度から２７年度までの３カ年平均が

０．６５８で、県下における当町の順位につきましては、昨年同様全市町村中６番目、町村で

は軽井沢町、南相木村に次いで第３位という状況でございます。 

 続いて、款１０交通安全対策特別交付金につきましては、決算額２０３万円で、前年度に対

し２６万４千円の増となっております。 

 次に、１４ページにかけての款１１分担金及び負担金につきましては、保育料の多段階化や

子ども・子育て支援新制度による保育標準時間の導入などによる児童福祉費関係の負担金の減

少などで前年度対比マイナス４．７％の９，１９６万４千円の決算額となっております。 

 続いて、１４ページから１６ページにかけての款１２使用料及び手数料につきましては、特

別展として開催いたしました「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」などによる施設使用料の増収な

どで前年度に対し１２．８％増の決算額８，４１３万８千円であります。 

 続きまして、１６ページから１９ページまでの款１３国庫支出金につきましては、大型事業

であります小学校建設への補助等により、決算額は７億４，５７９万円で、前年度との比較で
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はプラス３３．５％、１億８，７１１万１千円の増額となりました。 

 次に、１９ページから２３ページにかけての款１４県支出金につきましては、決算額３億

７３３万５千円で、前年度に比べ５，１４６万３千円の減となりました。一昨年にございまし

た大雪による農業災害への補助金の減額などによる減少が主なもので、前年度対比マイナス

１４．３％となったところでございます。 

 ２４ページにかけての款１５財産収入につきましては、普通財産の貸し付け、公有財産売払

収入として土地の売り払い、また基金積立金利子が主なものであります。決算額は

３，３７７万６千円で、前年度に比べ１５６万２千円の増となっております。 

 続いて、２４ページの款１６寄附金につきましては、教育、商工、民生関係及びふるさと寄

附金としてご寄附をいただいたものでございます。教育関係などへ多くのご寄付をいただき、

決算額は１，２２２万２千円で、前年度の１２７万円と比較しますと９．６２倍、約１０倍近

いご寄付を頂戴したところでございます。 

 次に、２５ページにかけての款１７繰入金につきましては、事業目的に応じた特定目的基金

からの繰り入れが主なもので、南条小学校建設に伴う文教施設整備基金からの繰り入れなどに

より、決算額は前年度に比べ６億５，６８２万４千円増の９億２，８６０万６千円となってお

ります。 

 次に、２５ページの款１８繰越金につきましては、決算額４，３００万３千円で、繰り越し

事業への充当財源の減少などにより、前年度に比べ１億１，６４４万２千円の減となっており

ます。 

 ２５ページから２８ページにかけての款１９諸収入につきましては、決算額５億７８４万

９千円で、前年度対比０．９％の増となっております。主なものとしましては、町税の延滞金、

町預金利子、中小企業振興資金貸付金元利収入、学校給食費納入金等でございます。 

 歳入の最後になりますが、２８ページの款２０町債でございます。決算額は６億

６，２３２万８千円で、道路改良事業などに係る公共事業等債、地方交付税の代替財源である

臨時財政対策債のほか南条小学校建設事業に係る学校教育施設等整備事業債、３小学校体育館

の天井落下防止事業に伴う全国防災事業債の発行により、前年度と比べ１億５１３万８千円の

増となったところであります。 

 以上、歳入総額は７８億６，９３６万５，５９６円で、前年度と比較してプラス１４．１％、

金額で９億７，３３８万８千円の増額となりました。なお、調定額に対する収納率でございま

すが、全体で９６．６０％でございます。 

 以上で、歳入につきまして詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（塚田君） 次に歳出について説明を求めます。 

 なお、議会費は省略いたします。 
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総務課長（青木君） 歳出につきまして順次ご説明申し上げます。 

 なお、事業ごとの詳細説明につきましては、平成２７年度主要施策の成果及び実績報告書を

ご覧いただきたいと存じます。 

 それでは３２ページをご覧ください。３２ページから３４ページの款２総務費、項１総務管

理費、目１一般管理費は、特別職及び職員の人件費等経常的経費でございます。健康スクリー

ニング検診委託は、人間ドックを受診していない職員、短期雇用の臨時職員が受診しており、

職員が何らかの検診を受けるよう健康管理に努めているところでございます。職員研修事業と

いたしましては、人事評価制度業務のための委託費及び接遇研修などを実施したところでござ

います。 

 ３５ページ、目２文書費は、役場全体の文書発送用の通信費、文書配達委託費、コピー機の

賃借料が主なものでございます。３６ページにかけての目３財政管理費は、積立金につきまし

ては財政調整基金、広域行政事業基金等への積み立てでございます。 

 なお、決算状況につきましては「広報さかき」に掲載し、主要施策の成果及び実施報告書に

つきましては、町ホームページで公開しております。 

会計管理者（塚田君） ３６ページ、目４会計管理費ですが、印刷製本費についは決算書、封筒

などの印刷、役務費については公金収納、派出業務の手数料です。 

企画政策課長（柳澤君） 続きまして、目５財産管理費は、町の普通財産の管理等に係る経費で

ございます。主なものは、地方自治体における統一的な基準による地方公会計制度運用を図る

ため、節１３にて土地建物など公有資産の台帳整備を行いました。 

 次に、目６企画費ですが、企画政策推進費では３７ページ、節１９にて長野・上田両広域連

合への負担金のほか、町内在住高校生を対象としたタイ国研修の負担金を支出いたしました。

温泉管理事業につきましては、節１５にて温泉源泉送水ポンプ、中継ポンプなどの改修工事、

節１９では町民優待券の利用実績に応じた割り引き入館料の２分の１負担、節２５では振興公

社からの納付金を基金として積み立てました。 

 ３８ページにかけての、まちづくり推進事業では節１にて行政協力員の報酬、節１３にて文

書配布等の行政事務委託など、節１９では地域づくり活動支援としてコミュニティ活動に助成

を行いました。国際交流事業につきましては、節１９で町国際交流協会へ補助金の交付でござ

います。 

 スマートコミュニティ構想事業では、産学官連携によるテクノさかき工業団地内における電

力の効率利用に向けた調査研究を行うとともに、スマートエネルギー設備導入補助につきまし

ては、住宅用太陽光発電システムのほか、家庭用リチウムイオン蓄電池システム、家庭用エネ

ルギー管理システムなど補助対象を拡充して、エネルギーの効率的な利用促進を図りました。 

 ３９ページ、繰り越しの地方創生先行型事業につきましては、当町のまち・ひと・しごと創
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生総合戦略に盛り込む施策を国の交付金事業実施計画に基づき先行型として実施しました。少

子高齢社会への対応とともに人口減少に歯どめをかけ、快適で住みよい環境を確保するため、

町第５次長期総合計画後期基本計画、町人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策

定を行いました。また、合同企業説明会などの中小企業人材確保に係る補助事業、企業の出展

補助事業、コトづくりイノベーション補助事業、太陽光発電システム設置補助事業、高校生タ

イ国研修補助事業、小・中学校外国語指導業務委託などを行いました。 

 目７広報広聴費ですが、広報広聴一般経費につきましては、庁舎内のインターネット環境保

持等に係る経費で、主なものは節１３インターネット系のサーバーとシステムの保守を委託し

たほか、節１４ではこれらハードウエアのリース料と回線の使用料などでございます。広報発

行事業につきましては、「広報さかき」の印刷が主なものでございます。 

 ４０ページ、有線放送電話特別会計繰出金事業では、節２８において同特別会計へ繰り出し

を行いました。電子自治体事業につきましては、国の施策として行政情報の提供や申請、届け

出手続の電子化に向けて市町村行政ネットワークが構築されています。これに係る経費として

節１４ではデータセンター使用料、節１９では県へのネットワーク負担金の支出が主なもので

ございます。 

 目８電算費につきましては、窓口業務等に係る電算化の主たる経費の支出でございます。節

１３において機器などの保守料、国で進める社会保障・税番号制度運用開始に向け、情報の連

携機能に係るシステム改修、節１４ではソフトウエアの使用料、ハードウエアのリース料、節

１９では社会保障・税番号制度運用に必要な中間サーバーに係る負担金でございます。 

 繰り越しの電算一般経費につきましては、社会保障・税番号制度開始に向け、番号の利用機

能に係るシステム改修を平成２６年度から繰り越して行ったところでございます。 

総務課長（青木君） ４０ページ一番下の下段から４１ページにかけての目１０業務管理費につ

きましては役場庁舎全般に係る光熱水費、エレベーター等の設備の保守点検料、修繕料、総務

課管理の庁用車に係る燃料費等でございます。 

 昨年度は役場に来られた方の利便性を図るため、１階に相談用の個室を設置いたしました。

また、節電対策といたしましては、窓の一部に遮光用フィルムの設置などを実施したところで

ございます。 

住民環境課長（金子君） ４１ページから４２ページにかけての目１１防犯対策費でございます

が、節１１需用費の主なものは、防犯灯に係る光熱水費、修繕でございます。節１９は更埴防

犯協会連合会等関係団体への負担金、補助金でございます。 

 続きまして４３ページにかけての目１２交通安全対策費の主なものは、節１交通指導員の報

酬のほか、節１１需用費のうち毎年、新入学児童に配付しております交通安全ヘルメット等の

消耗品費、節１９の千曲交通安全協会坂城支部等に対する補助金が主なものでございます。 
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 続きまして４３ページ、目１３消費生活費の主なものでございますが、節１の消費生活指導

員の報酬と節１９の消費者の会の活動に対する補助金でございます。 

企画政策課長（柳澤君） 続きまして、目１４男女共同参画推進費の主なものは、節１にて女性

専門相談員の報酬、節１９において女性団体連絡会、男女共同みんなの会への活動補助を行い

ました。 

収納対策推進幹（池上君） ４３ページから４４ページ、項２徴税費、目１税務総務費は固定資

産評価審査委員の報酬、職員の人件費等経常的経費でございます。また、負担金では長野県地

方税滞納整理機構への支出があり、今後も滞納整理機構と連携し、未納額の減少に取り組んで

まいります。 

 同じく４４ページから４５ページ、目２賦課徴収費の印刷製本費は納税通知書等であり、通

信運搬費は納税通知書及び督促状の送付に係るもの、委託料は平成３０年度の評価がえに向け

ての固定資産評価基礎資料整備等で、償還金・利子及び割引料は町税の還付金・還付加算金で

ございます。 

住民環境課長（金子君） ４５ページから４６ページにかけての項３戸籍住民基本台帳費、目

１戸籍住民基本台帳費の主なものは職員の人件費と経常的経費でございます。４６ページの節

７賃金はマイナンバー制度の施行に伴う個人番号カード交付にかかわる事務処理のための臨時

職員の賃金でございます。節１３委託料は住基システム及び情報等の維持管理、人口統計媒体

作成等の委託費、節１４は戸籍機器、戸籍システム、住基ネット機器にかかわるものでござい

ます。節１９のカード関連事務交付金は個人番号カード発行にかかわるカードの作成、発送業

務など関連業務を地方公共団体情報機構（Ｊ－ＬＩＳ）に一括委任し、費用を交付金として支

払ったものでございます。 

総務課長（青木君） ４６から４９ページにかけては選挙費でございます。目１選挙管理委員会

費につきましては選挙管理委員の報酬が主なものでございます。４７ページ、目５農業委員会

選挙費は、昨年５月１３日に農業委員会選挙を実施した際の職員の手当等でございます。目

６県議会議員選挙費は、昨年４月１２日に実施しました県議会議員選挙の経費で、実施した際

の職員の手当等でございます。４８ページ、目７町長・町議会議員選挙費は、昨年４月２６日

に選挙を実施した際の経費で、内容は職員手当、ポスター掲示場の経費に係る委託費等でござ

います。 

企画政策課長（柳澤君） ４９ページから５０ページにかけての項５統計調査費、目１統計調査

総務費、統計一般経費につきましては、県民手帳の購入費でございます。目２委託統計調査費

につきましては２６年度に実施した工業統計、世界農林業センサス、商業統計調査の集計事務

を行うとともに、５年に一度我が国の人口・世帯の状況などを明らかにする国勢調査、学校基

本調査を行いました。また、２８年度実施の経済センサス調査の準備作業を行いました。 
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総務課長（青木君） ５０ページ、項６監査委員費は、目１監査委員費は監査委員さんの報酬等

の費用でございます。 

議長（塚田君） 詳細説明の途中ですが、昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５８分～再開 午後 １時３０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 会議に入る前に、１４番 入日時子さんから欠席の届け出がなされております。これを許可

してあります。 

 引き続き、詳細説明を求めます。 

福祉健康課長（大井君） それでは、５０ページからの民生費についてご説明を申し上げます。

５２ページにかけての社会福祉一般経費は、職員の人件費のほか福祉委員の報酬、福祉委員協

議会補助金、民生委員活動費交付金などが主なものでございます。５２ページにかけての社会

福祉協議会補助事業は、社協が実践する地域福祉推進事業の補助金が主なものでございます。

国民健康保険特別会計繰出金事業は、国保特別会計への繰出金でございます。 

 ５２ページから５３ページにかけての臨時福祉給付金給付事業は、平成２６年４月の消費税

率の引き上げに伴い低所得者の経済的負担を軽減するために行った臨時的な給付措置に要した

経費でございます。 

住民環境課長（金子君） ５３ページ、目２国民年金事務費でございますが、節１１需用費のう

ち消耗品費では、成人者への啓発として年金手帳ケースを購入し、成人式での配付を行いまし

た。節１３委託料は、国民年金加入等の日本年金機構報告用データ作成にかかわる電算委託が

主なものでございます。 

福祉健康課長（大井君） 続きまして、目３老人福祉費でございますが、５３ページの老人福祉

一般経費は、長野広域連合負担金、更埴地域シルバー人材センター負担金、老人クラブに対す

る補助金などでございます。５３ページから５４ページにかけての老人福祉町単事業は、高齢

者祝賀行事への補助、敬老祝金事業が主なものでございます。 

 ５４ページの高齢者生活支援事業は、医療機関等への送迎など外出支援サービスに要した経

費でございます。続きまして、介護保険特別会計繰出金事業は、介護保険の給付に係る町負担

分など特別会計への繰出金でございます。後期高齢者医療保険事業では、長野県後期高齢者医

療広域連合への負担金、特別会計への繰出金などでございます。５４ページから５５ページの

介護予防施設管理等運営事業は、ふれあいセンターの管理運営に係る経費で、２７年度の主な

ものといたしましては、大広間へのエアコンの設置を行いました。 

 ５５ページの老人保健事業は、平成１９年度の老人保健の診療報酬について、医療機関の請

求誤りに伴う精算分でございます。年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業は、一億総活躍

社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方々を支援するた
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め、２８年度に給付金を給付する事前準備といたしまして、対象者の抽出作業に要した経費で

ございます。 

 次に、目４心身障害者福祉費でございます。５５ページから５６ページにかけての心身障害

者福祉一般経費は、障害程度区分認定審査会に係る長野広域連合負担金、障がい者が働く福祉

施設の自主製品販路拡大等の事業に係る補助金などでございます。５６ページの重度障害者介

護慰労金支給事業では、６５歳未満の重度障がいのある方を在宅で介護されているご家族の方

などに介護慰労金を支給したものでございます。福祉タクシー委託事業では、重度障がい者の

外出等の負担軽減のため、タクシー利用券を交付したものでございます。 

 次に、心身障害者町単事業では、腎臓機能障がい者の通院や障がい者施設等への通所費の補

助、重度心身障がい者の福祉年金、難病患者への見舞金などでございます。５６ページから

５７ページにかけての福祉医療給付事業ですが、福祉医療費の給付に係る国保連等への審査委

託、重度の障がいのある方へ福祉医療費の支給を行ったものが主なものでございます。

５７ページの自立支援給付一般事業費は、障害者自立支援給付に係る事務的な経費でございま

す。介護・訓練等給付事業は、居宅介護支援や生活介護支援、また就労移行支援や就労継続支

援など障がい者福祉サービスの給付が主なものでございます。 

 自立支援医療事業費では、身体障がい者の障がいの除去や軽減を図るための手術などの医療

費について自己負担分に係る医療費の給付を行ったものでございます。５８ページの補装具支

給等支援事業費は、身体機能を補う補装具について給付を行ったものでございます。地域生活

支援事業費は、障害者総合支援法に基づき地域活動支援センターの委託や日常生活用具の支給

など、障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むために支援を行ったものでございます。 

企画政策課長（柳澤君） ５９ページにかけての目５人権同和推進費につきましては、節１３で

は同和対策集会所の管理委託、節１９では解放運動団体への補助金交付が主なものでございま

す。次に、６０ページにかけての目６隣保館運営費ですが、職員の人件費と隣保館の運営に係

る経常的な経費の支出となっています。この中で福祉の向上と人権啓発の拠点としての窓口相

談、各種講座の開催、隣保館ふれあいフェスティバルの交流事業を実施しました。 

福祉健康課長（大井君） 同じく６０ページの目７高齢者対策費は、養護老人ホームへの入所措

置費が主なものでございます。 

 次に、目８地域包括支援センター費でございますが、６１ページにかけての地域包括支援セ

ンター一般経費は、臨時職員の賃金、介護予防ケアマネジメント業務委託が主な経費でござい

ます。老人福祉センター管理等事業は、老人福祉センターの管理運営を社会福祉協議会へ委託

したものでございます。住宅整備事業は要介護認定３から５の方や重度障がい者の方が日常生

活している居室や浴室、トイレなどを改修することに要した経費の一部を補助するもので、

２７年度は重度障がい者の方の住宅改修１件に補助をいたしました。 
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 次に、生きがい活動支援事業は、高齢者の寝たきりや認知症予防のための通所事業を社協に

委託して実施いたしました。また、６２ページにかけての家族介護支援事業では在宅介護者の

支援として介護慰労金の支給を初め訪問理美容サービスの委託、おむつなどの介護用品購入費

の補助などを行い、福祉の向上に努めたところでございます。６２ページの緊急通報体制整備

事業では、独り暮らし老人訪問員の報酬、あんしん電話の保守等委託料が主なものでございま

す。 

 次に、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費でございますが、６２ページの児童福祉一般経

費は保育園等運営委員会を開催した際の報酬や事務的な経費でございます。６３ページにかけ

ての児童手当では、中学校卒業までの児童を養育している保護者等に児童手当を支給いたしま

した。６３ページの子ども医療費給付事業ですが、子供の医療費の自己負担分について助成す

るもので、２６年度は中学生の入院まで給付したものを２７年度は中学生の通院まで対象を拡

大して給付を行いました。出産祝金事業は出生のお祝いとして、出産した親御さんに対し町の

商品券を支給したものでございます。 

 長野子育て家庭優待パスポート事業は、１８歳未満の子供もしくは妊婦がいる全ての家庭が

使える長野子育て家庭優待パスポートの全国展開によるパスポートの切りかえにより、新しい

パスポートを対象世帯に発送いたしました。また、１８歳未満の子供が３人以上いる世帯に発

行される多子世帯応援プレミアムパスポートの交付に係る経費でございます。障害児通所等支

援事業では、障がい児施設の通所等に係るサービス給付が主なものでございます。子育て世帯

臨時特例給付金給付事業は、平成２６年４月の消費税引き上げに伴い子育て世帯の経済的な負

担を軽減するために行った臨時的な給付措置に要した経費でございます。 

 続きまして、目２母子父子等福祉費でございますが、母子父子等福祉事業費では、母子や父

子の家庭等の児童・生徒に対し小・中学校の入学時、中学・高校の卒業時に激励祝金の支給を

行ったものでございます。母子・父子医療給付事業は、母子や父子の家庭の福祉医療費でござ

います。 

子育て推進室長（小宮山君） ６４ページから６５ページにかけての目３保育園総務費でござい

ますが、主に人件費関係、給食の賄材料費及び給食調理業務の委託料でございます。また、節

１９は他市町村への広域入所にかかわる負担金が主なものでございます。 

 ６５ページから６９ページにかけまして、目４南条保育園費、目６坂城保育園費、目７村上

保育園費は、それぞれ保育園の運営にかかわる経常的な経費で、保育教材等の消耗品費、暖房

用あるいは給食調理用の燃料費、電気、水道の光熱水費、保育園管理等に係る委託料でござい

ます。通常保育のほか特別保育事業といたしまして早朝並びに夕方の時間外保育、障がい児保

育、一時預かり保育等の実施や未就園児に保育園を開放する、なかよし広場、地域のお年寄り

等と交流を図る世代間交流等を実施いたしました。 
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教育文化課長（宮下君） ６９ページから７１ページにかけましての目８児童館運営費、目９放

課後児童健全育成費につきましては、町内３児童館の運営にかかわる経費で、館長、支援員な

どの人件費等経常的な経費でございます。各児童館それぞれが工夫を凝らす中で、児童が健全

に過ごせる遊びの場を提供いたしました。 

子育て推進室長（小宮山君） ７１ページから７２ページの目１０子育て支援センター事業費は、

賃金を初めとする子育て支援センターの事業運営にかかわる経常的な経費でございます。家庭

児童相談員、臨床心理士による相談事業や子育て家庭への支援事業など子育て支援施策の充実

に努めてまいりました。 

福祉健康課長（大井君） 続きまして７２ページの項３災害救助費、目１災害救助費は、住宅火

災により罹災された方への見舞金及び炊き出しにかかった経費を支援いたしました。 

 次に款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費でございます。７２ページから

７３ページにかけて保健衛生一般経費では、人件費などの経常的な経費のほか、厚生連篠ノ井

総合病院施設整備について補助を行いました。７３ページの精神保健福祉等事業は精神障がい

者を支援するため、こころのリハビリ教室の開催に係る経費が主なものでございます。 

 次に、目２予防費でございます。７３ページから７４ページにかけての予防費一般経費は、

休日における在宅当番医療体制を千曲医師会等へ委託するとともに、２次救急医療体制として

長野地域において輪番制病院運営事業を実施いたしました。また、上田地域と共同で行う上田

市内科・小児科初期救急センター並びに信州上田医療センター医師確保事業負担金などが主な

ものでございます。 

 ７４ページの結核関係一般経費は、６５歳以上の町民を対象に、感染予防のため結核レント

ゲン検診を実施したものでございます。７４ページから７５ページにかけての乳幼児健診事業

は、乳幼児の健診における医師手数料、妊婦一般健診の委託料が主なものでございます。

７５ページの予防接種事業は、予防接種法に基づき感染の発生及び蔓延を予防するため、各種

予防接種を実施したもので、ワクチン等の購入費に係る医薬材料費、医療機関への予防接種委

託料が主なものでございます。 

 次に目４健康増進事業費でございます。７５ページから７６ページの健康増進事業は健康診

査及び各種がん検診などを実施し疾病の予防と早期発見に努めたところでございます。また、

節目年齢の女性にがん検診無料クーポン券を配布し、受診の促進を図りました。７７ページの

後期高齢者健康増進事業では、７５歳以上の高齢者を対象に人間ドックや健診、肺炎球菌予防

接種を実施し、健康増進に努めました。７６ページから７７ページの食育健康づくり推進事業

は、食育基本法に基づき食育や健康づくりのための教室や講演会などを開催したものでござい

ます。 

 次に、７７ページの目５保健センター管理費は、保健センターの管理に要した経常的な経費
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でございます。 

住民環境課長（金子君） ７７ページから７８ページにかけての目６環境衛生費の主なものでご

ざいますが、環境衛生一般経費では環境衛生委員の報酬、雑排水浄化槽汚泥処理委託事業は浄

化槽汚泥の収集、中間処理、堆肥化の委託、自治区環境整備補助事業は各区の環境浄化整備事

業に対する補助、不法投棄ごみ撤去事業は主要道路、河川、山林等の公共用地における不法投

棄防止パトロール及びごみ撤去委託、７８ページの狂犬病予防事業は獣医師会への狂犬病予防

注射などの委託でございます。 

 続きまして、目８環境保全対策費でございますが、主なものは町内の主要河川等及び地下水

の水質調査にかかわる委託料でございます。 

建設課長（宮嶋君） 続きまして、目９上水道費、上水道一般経費でございますが、小網地区へ

の上水道布設に伴う県営水道への負担金でございます。目１０合併処理浄化槽設置費につきま

しては、合併処理浄化槽設置に係る補助金と小網地区合併処理浄化槽維持管理に対する補助金

が主なものでございます。 

住民環境課長（金子君） ７８ページから７９ページにかけての項２清掃費、目１清掃総務費で

ございますが、清掃総務費一般経費は毎年全戸配布しております、ごみ・資源物分別収集カレ

ンダー等の印刷製本費、節１２はごみ指定袋あっせんに伴う自治区への手数料、ごみ危険物収

集所整備補助事業は、区が実施したごみ収集所の整備に対する補助金が主なものでございます。 

 続きまして、目２塵芥処理費でございますが、塵芥処理一般経費の節１１需用費は可燃ご

み・不燃ごみ・事業系ごみの指定袋の作成・購入であります。節１３委託料は可燃・不燃ごみ、

資源物等の収集運搬処理、粗大ごみ不法投棄処理にかかわる委託料、節１９は長野広域連合及

び葛尾組合の負担金でございます。資源物回収奨励事業はＰＴＡ等の非営利団体が実施した資

源物回収事業の奨励金でございます。８０ページにかけてのごみ減量化容器等設置補助事業は、

個人で購入した生ごみ処理機等に対する補助でございます。 

 続きまして８０ページ、目３し尿処理費は千曲衛生施設組合の負担金及びし尿投入手数料に

係る負担金でございます。 

産業振興課長（山崎君） ８０ページから８１ページ、款５労働費、項１労働諸費、目１労政費

です。労政一般経費では、職員の人件費、テクノハート坂城協同組合への運営補助が主なもの

です。 

 ８１ページにかけての勤労者福祉対策事業の主なものは、節１９で千曲市からも負担いただ

いている更埴地域勤労者共済会への補助金、節２１で勤労者生活資金貸付預託金です。勤労者

総合福祉センター管理一般経費では、節１３のセンターの管理委託料を支出しました。 

 次に、款６農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費ですが、８２ページにかけての農

業委員会一般経費では、農業委員１６名分の報酬と職員の人件費、農地情報の公開に伴うデー
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タ整備委託が主なもので、８３ページにかけての農業者年金業務では加入者の手続等の事務及

び加入推進に向けた経費を支出しています。目２農業総務費の農業総務一般経費は、職員の人

件費等の経常経費が主なものです。 

 ８４ページにかけての目３農業振興費の農業振興一般経費では、節１９で中山間地域直接支

払事業等を実施し、４５歳未満の新規就農対策として青年就農給付金を８名の方に交付いたし

ました。 

 ８５ページにかけての地域営農推進事業では、節１９で農業支援センターへの補助や地場産

直産所への運営補助を行い、需給調整推進対策事業につきましては、国の施策である米の経営

所得安定対策事業に基づき水田活用の直接支払いや畑作物の直接支払い交付金などのほか、坂

城町農業再生協議会を通じた生産調整農家への転作推進補助金の交付を行いました。 

 農振地域整備促進事業は、農業振興地域整備計画の実施と推進についての経費で、農地銀行

活動促進事業は町内６カ所のファミリー農園の用地借上料が主なものです。８６ページにかけ

ての農産物加工施設管理費では、農産物加工センターの光熱水費が主な支出となっています。 

 さかきブランド推進事業は、町のマスコットキャラクターねずこんによるＰＲの経費やホー

ムページ管理委託等です。さかきワイナリー形成事業については、ワイン用ブドウの品種適性

を実証するための試験圃場の栽培管理に係る作業員賃金のほか、長野大学へのワイナリー形成

に向けてのビジネスデザイン作成委託が主なものです。 

 ８７ページにかけての有害鳥獣対策事業では、節１３で有害鳥獣駆除を猟友会に委託し、節

１９では農作物を守る電気柵等の設置補助金を交付しました。 

 ８８ページにかけての目５農地費、農地一般経費では、節１９でこれまで実施した土地改良

事業に係る農林漁業資金の償還負担金と六ヶ郷用水組合、各土地改良団体の負担金を支出しま

した。 

 農道等基盤整備町単事業は、町内６カ所の水路等改修工事が主なもので、町単補助事業では

自治区からの要望を受け、原材料支給や工事に関する補助を行い、１５地区の整備を実施いた

しました。 

 県営かんがい排水事業は、六ヶ郷用水及び埴科用水の改修工事の負担金です。多面的機能支

払交付金事業では、町内の５団体が行う農地・農業用水の保全管理や、水路・農道等の長寿命

化のための補修・更新活動に対し補助金を交付いたしました。 

 次に８９ページ、９０ページにかけての項２林業費、目１林業総務費、林業総務一般経費は

職員の人件費のほか、県の森林づくり推進支援金を活用した里山景観整備や、節１９間伐対策

事業補助金として、森林造成事業による間伐事業へのかさ上げ補助が主なものです。 

 目２林業振興費、松くい虫防除対策事業については、総合的な松くい虫防除対策として伐倒

駆除及び枯損木処理、有人ヘリによる空中散布や無人ヘリによる薬剤散布を実施いたしました。
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なお、空中散布を実施するに当たっては、住民説明会の開催などリスクコミュニケーションの

強化及び薬剤安全確認調査を実施いたしました。 

 ９１ページにかけての町有林管理事業は下草刈りや除伐・間伐等作業にかかわる賃金、林業

委員の報酬が主なもので、特用林産振興事業では、五里ヶ峰トンネル横坑前に建設した特用林

産物生産施設に係る光熱水費等を支出しました。 

 目３林道事業費、林道事業一般経費は、林道の維持管理に伴う作業員賃金のほか、重機借り

上げ及び補修用材料の購入が主なもので、節１５の工事請負費で林道水晶線など４カ所の補修

整備を行い、節１４及び節１６では地域発元気づくり支援事業を活用し、地域住民が林道の舗

装整備等を行う際の重機借上料と補修用材料の支援を行いました。 

 次に９２ページにかけての款７商工費、項１商工費、目１商工総務費、商工総務一般経費で

すが、その主なものは職員の人件費で、節１９において中小企業能力開発学院事業への補助、

さかきテクノセンターへの職員派遣団体補助金を支出しました。 

 ９３ページにかけての目２商工振興費、商工振興一般経費では、節１９において商工業振興

補助金を町内事業所２９社に、商工会の経営改善普及事業及びまちづくり事業等への補助金を

交付しました。中小企業対策事業では１９節で融資に係る保証料補給金１６件、節２１貸付金

では中小企業振興資金の貸付預託金を町内４金融機関に支出し、２７年度では県制度資金、町

制度資金合わせ１６件、約９，３００万円の融資を行いました。 

 ９４ページにかけての中心市街地活性化事業については、中心市街地コミュニティセンター

及び商業インキュベーターに係る維持管理費、株式会社まちづくり坂城へのコミュニティセン

ターの管理委託が主なものです。繰越商工振興一般経費では、プレミアムな商品券事業補助金

を商工会へ支出いたしました。 

 ９５ページにかけての目３観光費、観光一般経費では南条記念公園等の桜の手入れ作業や葛

尾城等の遊歩道整備について、地元区等への謝礼及び賃金を、また節１９においては各種観光

団体等へ負担金を支出しています。町民まつり事業では、実行委員会へ補助を行いました。 

 ９６ページにかけての目４商工企画費、商工企画一般経費では、Ｂ．Ｉプラザの光熱費の支

出のほか、節１９において工業関係各種団体へ負担金・補助金を交付し、節２５で寄附金

３００万円をふるさとまちづくり基金へ積み立てました。工業団地整備事業では、主に工業振

興施設等整備基金の利子分の積み立てを行い、坂城テクノセンター支援事業については、同セ

ンターの運営補助、試験機器整備及び施設改修の補助を行いました。 

 ９７ページにかけて、鉄の展示館管理一般経費では、鉄の展示館の管理に係る経費が主なも

のですが、昨年度は第６回新作日本刀刀職技術展覧会、特別展「高倉健さんからの贈りもの」

ほか、季節ごとの平常展等を開催し、節１３の委託料では、施設管理等の業務について、株式

会社まちづくり坂城へ委託料として支出しました。特別展「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」事
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業は同展の開催に係る経費で、節１２で広告業務を、節１３で運営業務を委託し、全国各地か

ら約１万３千人の方にご来場いただきました。 

建設課長（宮嶋君） ９７ページから９９ページにかけての款８土木費、項１土木管理費、目

１土木総務費につきましては、職員の人件費が主な内容でございます。 

 項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費、道路橋梁総務一般経費は、道路照明灯の電気料と道

路台帳の保守管理業務に係る委託経費が主なものでございます。町単補助事業は、町内２２区

が実施した土木事業２２カ所に係る補助金でございます。交通安全施設整備事業では、カーブ

ミラー、ガードレール転落防止柵等１０カ所を整備いたしました。 

 １００ページにかけての目２道路維持費の道路維持一般経費でございますが、節１３は町道

の街路樹の剪定、除草、道路ストック総点検に伴う舗装の点検、町内主要幹線道路の除雪、融

雪剤散布の委託が主なもので、節１５は道路、側溝等の維持補修工事費、節１６は道路補修用

材料、冬季の道路用融雪剤等の購入費でございます。 

 １０１ページにかけての目３道路新設改良費、道路改良事業（Ａ０１号線）につきましては、

節１３は金井工区、酒玉工区の用地測量、設計業務委託、節１５は金井工区、酒玉工区の道路

改良工事、節１７は同じく金井工区、酒玉工区の用地購入費、節２２は酒玉工区における建物

等の補償費でございます。効果促進事業では、防犯灯の整備を行いました。 

 道路改良事業（舗装修繕）につきましては、節１３は鼠橋通り町道Ａ０５号線、上平出浦地

区町道Ｂ０３３号線の調査設計業務の委託、節１５は同じく町道Ａ０５号線、町道Ｂ０３３号

線の舗装修繕工事費でございます。 

 繰越道路改良事業Ａ０１号線につきましては、節１７は酒玉工区の用地購入費、節２２は同

じく酒玉工区の建物等の補償費でございます。 

 目４橋梁新設改良費、橋梁補修事業につきましては、節１３は産経大橋、昭和橋の橋梁詳細

調査・設計業務の委託、節１５は昭和橋の橋梁長寿命化修繕工事費と金井橋の修繕工事費でご

ざいます。 

 続きまして、項３河川費、目１河川総務費では、河川環境の整備を実施した愛護団体への補

助金交付が主な内容でございます。目２河川改良費、河川改良一般経費では、河川、水路の

しゅんせつ工事と３カ所の河川改良工事が主なものでございます。 

 １０１ページから１０３ページにかけての項４住宅費、目１住宅管理費の住宅管理一般経費

につきましては、職員の人件費のほか、町営住宅及び改良住宅に係る維持管理修繕の経費でご

ざいます。公営住宅等総合改善事業は、横尾団地の下水道接続工事に係る施工管理委託及び工

事請負費でございます。住宅リフォーム補助事業では、平成２５年度から実施している事業で、

住宅の改修工事に対して補助金の交付をいたしました。目３住宅・建築物耐震改修事業費では、

精密診断実施委託と耐震補強工事に伴う補助金の交付をいたしました。 
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 １０４ページにかけての項５都市計画費、目１都市計画総務費、都市計画総務一般経費では、

都市計画事務事業に係る職員の人件費が主なものでございます。目３下水道費につきましては、

下水道事業特別会計への繰出金でございます。 

 １０４ページから１０６ページにかけての目４公園管理費のうち公園管理一般経費は、びん

ぐしの里公園、和平公園など、さかき千曲川バラ公園を除く公園緑地の管理及び事業費で、節

１３は株式会社坂城町振興公社への委託と遊具等施設の保守点検及びびんぐしの里公園屋外ス

テージに係る設計及び監理業務の委託が主なもので、節１５は、びんぐしの里公園屋外ステー

ジ改修工事及び下水道接続工事、びんぐしの里公園・こんぴらミニパークの遊具等施設の維持

補修工事費で、節２５は公園整備基金への積立金でございます。 

 花と緑のまちづくり事業は、さかき千曲川バラ公園の維持管理と都市緑化事業が主なもので、

節７は公園の管理を行っているローズガーデナーの賃金、節１３はバラ公園、清流公園の剪定、

消毒等の委託費、節１５はバラ公園ウオーキングステーション改修、つるバラ用タワーの改修

や手すり設置等の工事費、節１６は１０区、２団体へ苗木の配布等でございます。 

 １０７ページにかけての項６高速交通対策費、目１高速交通総務費、高速交通対策一般経費

は、節１１需用費のうち光熱水費は坂城駅前トイレの電気料・上下水道料、高速バス停駐車場

やテクノさかき駅外灯などの電気料、節１３は坂城駅及びテクノさかき駅の管理業務委託費及

び町内巡回バスの運行事業の委託費、節１４は循環バス２台のリース料等で、節１９は、しな

の鉄道等各種団体への負担金が主な内容となっております。 

 繰越高速交通対策一般経費では、平成２６年度のしなの鉄道鉄道施設の老朽化に伴う整備事

業への負担金でございます。 

 目２高速交通対策整備事業費、渇水対策事業につきましては、節１１需用費のうち光熱水費

では渇水対策として設置した町内８カ所の井戸ポンプの電気代、節１５は老朽化した渇水対策

用井戸３カ所の改修工事でございます。 

 １０８ページにかけての項７地籍測量費、目１地籍調査事業費は、地籍調査事業坂城４区の

調査測量委託費が主な内容でございます。 

住民環境課長（金子君） １０８ページ、款９消防費、項１消防費、目１常設消防費は、千曲坂

城消防組合及び消防防災航空隊の負担金でございます。 

 続きまして、目２非常備消防費でございますが、節１報酬は消防団員に係る報酬、節８報償

費は消防団員の退職報償金、節１９は埴科消防協会等関係団体への負担金及び消防団員退職報

償金支給責任共済等の共済負担金のほか分団運営補助金、婦人消防隊運営補助金、消防団員出

動交付金等が主なものでございます。 

 続きまして、１０９ページから１１０ページにかけての目３消防施設費でございますが、消

防団詰所、ポンプ車、積載車等の機械器具や防火水槽・消火栓の維持管理に関する経費でござ
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います。主なものといたしましては、１１０ページにかけての節１４配信システム等使用料は

すぐメール及びＵＣＶのＬ字放送システムの年間使用料、節１８備品購入費は各分団の更新用

として消防用ホース等の購入、また第１１分団の小型動力ポンプを購入いたしました。節

１９の消火栓工事負担金につきましては修繕２基分でございます。 

建設課長（宮嶋君） 続きまして、目４水防費でございますが、これは水防用備蓄資材の購入が

主な内容でございます。 

教育文化課長（宮下君） 続きまして、１１０ページからの款１０教育費について申し上げます。

項１教育総務費、目１教育委員会費の一般経費は、教育委員の報酬を初め委員会を運営するた

めの経常的経費でございます。 

 １１１ページ、目２事務局費の一般経費は特別職、一般職の人件費のほか、教育コーディ

ネーターを加え臨床発達心理士、スーパーバイザーの資格を持つ教育・心理カウンセラーを配

置して教育相談、就学相談委員会の充実を図りました。１１２ページの節１９負担金補助及び

交付金は、児童・生徒が加入する災害共済掛金等の負担金、節２５積立金は文教施設整備基金

への積み立てでございます。 

 教育振興事業については、節１９負担金補助及び交付金では町奨学金、村上小学校校歌制定

１００周年事業にかかわる教育振興補助、特色ある学校づくり交付金が主なものです。節

２８繰出金は、奨学基金への繰り出しであります。 

 １１３ページ小中学生国際交流事業では、中国上海市実験小学校から教育訪問団が来町し、

教育・文化交流事業を行い、親善を深めたところです。また、国際交流村事業として小学６年

生・中学１年生を対象に和平キャンプ場で「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐ」を行い、外国の人々

との交流を通じて国際感覚を養いました。私立幼稚園補助事業は、私立幼稚園に通園する園児

の就園奨励としての補助事業や町内幼稚園の振興・運営補助でございます。教員住宅管理事業

につきましては、教員住宅の維持管理に要する経費であります。 

 学力向上事業では、小学校２年生以上中学３年生までの児童・生徒を対象に相対評価テスト

を実施し、テスト結果を分析する中で学力の向上を図りました。また、体力テストやクラスの

状況を分析し、学級運営の向上を図るためＱＵテストを実施したところです。 

 １１４ページ、大峰教室と自立支援事業は学校への登校が困難な小・中学生を対象に、大峰

教室への通室により、学校に復帰できるよう指導員や補助員を配置し、学習援助、相談活動な

どを行いました。児童生徒支援事業では各学校の状況に合わせ、教室で授業を受けることが困

難な児童・生徒などへの支援、医療ケアの必要な児童への支援を行ったところです。 

 １１５ページにかけての項２小学校費、目１小学校総務費の一般経費では職員の人件費のほ

か、節１３委託料は外国語指導講師の委託料、節１５工事請負費は町内３小学校の体育館つり

天井の落下防止対策の工事を行いました。南条小学校建設事業につきましては、小学校建設に
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かかわる工事管理委託と工事費が主なものでございます。 

 目２南条小学校管理費は、学校運営及び校舎設備の維持管理のための経常的経費で、以下管

理費につきましては各小学校ともほぼ同じ内容ですので、南条小学校について申し上げます。

節１報酬は学校医、薬剤師の報酬、節１１需用費は燃料費、電気、水道などの光熱水費など校

舎管理にかかわる経費です。節１３委託料は、警備保障、電気保安等の設備管理や学校庁務の

業務委託料などとなっております。 

 １１６ページ、目３南条小学校教育振興費ですが、教育振興費についても各小学校ともほぼ

同じ内容でございますので、南条小学校で説明させていただきます。教育振興費は教科学習に

係る費用が主なもので、節８報償費は体験学習やクラブ活動指導の講師謝礼、節１１需用費で

は教科学習用の消耗品と教材用品などを購入したところであります。節１８備品購入費は理科

実験用、家庭科など教科用備品を購入したものです。節２０扶助費は就学援助費、特別支援教

育就学奨励費でございます。 

 続きまして１２０ページ、項３中学校費ですが、目１中学校総務費の一般経費では、節

１３委託料の外国語指導講師に係る委託料が主なものです。節１５工事請負費は図書室の空調

設備工事、節１７公有財産購入費はテニスコート北側の土地を土地開発公社から買い戻しをし

たものでございます。 

 １２１ページ、目２学校管理費は小学校同様学校の運営、校舎設備の管理のための経常的経

費で、需用費として消耗品、光熱水費など経常経費、委託料として設備管理委託、学校庁務の

業務委託等が主なものです。１２２ページの目３教育振興費は、節１１需用費は教科学習の消

耗品、各教科の教材備品の修理、節１８備品購入費では各教科で使用する教材用品等が主なも

のであります。節２０扶助費は就学援助費等でございます。 

 続きまして１２３ページ、項４社会教育費、目１社会教育総務費について申し上げます。社

会教育総務一般経費は社会教育委員、生涯学習審議会委員の報酬、職員人件費のほか、

１２４ページ、節１９負担金補助及び交付金では文化協会など各団体への補助でございます。

文化の館事業は、光熱水費などの経常的経費、駐車場の借上料等でございます。 

 １２６ページにかけての目２公民館費、公民館一般経費では、節１報酬は館長、副館長、分

館役員の報酬ほか、節１９負担金補助及び交付金では、分館活動費の補助が主なものです。各

種公民館事業は、節８報償費として講座等の講師謝礼ほかで、文化講座を初め納涼音楽会、成

人式、文化祭の開催、また体育授業として春のスポーツ大会、町民運動会などを行い、大勢の

皆さんにご参加いただいたところでございます。節１１需用費は公民館報の印刷が主なもので

す。分館施設整備補助事業は分館活動の基盤となる地区公民館の改修・修繕にかかわる補助を

行ったものでございます。 

 １２７ページにかけての目３図書館費では、一般経費の節１館長の報酬、節７臨時職員賃金
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のほか、節８報償費は図書館講座に係る講師謝礼、節１３委託料では館内清掃委託、電気保安

点検等施設の維持管理にかかわるものであります。備品購入費は一般図書の購入費でございま

す。図書館ネットワークシステム事業として、２市２町１村１大学の図書館及び学校図書館と

の連携により、図書の検索、予約、貸し出し等の充実を図りました。システムの保守委託、賃

借料、共通経費の負担が主な支出であります。 

 １２７ページから１２８ページにかけまして目４文化財保護費の文化財保護一般経費につき

ましては、節１報酬は文化財保護審議会委員の報酬、節７賃金は一般事務及び作業員の賃金で

あります。節１９負担金補助及び交付金は、文化財の保護、伝統芸能の保存継承のための保存

団体、無形文化財保持者等への補助が主なものです。また、１０年ぶりに信濃村上氏フォーラ

ムを開催いたしました。１２８ページ、坂木宿ふるさと歴史館管理一般経費は、施設の管理運

営にかかわるものでございます。村上義清を主体とした信濃村上氏の展示、また「坂城のお雛

さま」を共催で行いました。 

 １３０ページにかけての埋蔵文化財発掘調査事業では、開発行為に伴う立ち会い調査、試掘

調査を行い、遺跡の保護に努めたところです。節１３委託料では青木下遺跡出土の金属製品の

保存処理を行いました。大木久保遺跡発掘調査事業は、南条小学校改築事業に伴い旧校舎敷地

区域において発掘調査を行うとともに、今回の調査全体の整理作業及び報告書を作成した経費

でございます。 

 目５資料館管理費は、格致学校歴史民俗資料館の管理運営に係る費用が主なものです。図書

館まつりと連携を図る中で、県宝としての文化遺産のＰＲに努めたところです。 

 続きまして１３１ページにかけての目６文化センター管理費の一般経費は、文化センターの

維持管理にかかわるものが主なものでございます。節１３委託料では宿日直、清掃、ボイラー

業務のシルバー人材センターの委託等であります。節１９負担金補助及び交付金は、文化セン

ター仮設駐車場の整備にかかわる土地開発公社への工事等負担金です。この整備によりまして、

利用者の利便性の向上が大いに図られたところであります。 

 次に、目７青少年育成一般経費では、子ども会リーダー研修会、青少年健全育成交流会など

に支援をし、青少年の健全育成に努めました。節１９負担金補助及び交付金では、青少年を育

む町民会議への補助が主なものであります。 

 １３２ページ、目９生涯学習振興費につきましては、「いつでも、どこでも、だれでも」を

テーマにさかきふれあい大学を運営し、生涯学習推進に努めました。節８報償費は教養講座、

専門講座を開催し、大勢の皆さんにご参加をいただきました。その他、長野大学坂城町講座等、

講師謝礼等にかかわる費用が主なものでございます。節１３委託料は、ライフステージエコー、

小中学生のＩＣＴ講座の開催にかかわる経費であります。 

 １３３ページにかけての項５保健体育費、目１保健体育総務費の一般経費では、節１スポー
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ツ推進委員等への報酬や、節８報償費では競技審判、競技役員への謝礼、大会参加賞などであ

ります。節１９負担金補助及び交付金では体育協会、スポーツ少年団への補助を行いました。

各種スポーツ教室開設事業ではキッズスポーツ教室、スキー・スノーボード教室などスポーツ

教室の指導者謝金が主なものです。１３４ページにかけての体育施設整備事業では、節１３委

託料としてグラウンド等体育施設の整備委託、節１４使用料及び賃借料は体育施設用地借上料、

節１８備品購入費では鼠マレットゴルフ場のコース整備にかかわる備品が主なものであります。 

 目２武道館管理費の一般経費は施設の管理にかかわるもので、指導者賃金のほか光熱水費な

ど経常的な維持管理経費が主なものとなっております。 

 １３６ページにかけての目３食育・給食センター運営費についてですが、食育・学校給食セ

ンターでは地産地消の推進を図るとともに、児童・生徒に栄養バランスのとれた給食を提供し、

心身の健全な発達を促進し、体力及び学力の向上を図ったところであります。主な支出内容は

職員の給与、賄材料費、調理業務委託、ボイラー管理や給食配送委託でございます。 

財政係長（伊達君） 続きまして、１３６ページの款１２公債費についてでありますが、これは

長期債の償還元金とその利子分の支出ということでございます。款１４予備費につきましては、

文化センターのボイラー故障に伴う修繕について４６万８千円の充当をしてございます。 

 なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく実質公債費比率につきましては、

平成２７年度は３カ年平均で９．７％になっており、前年度と比べ１．６ポイント減少という

ことでございます。また、同法に基づきますその他の財政指標につきましては、主要施策の成

果及び実績報告書２ページにてご報告をいたしております。実質赤字比率、連結実質赤字比率

につきましては、いずれも黒字であり数値は入りませんが、参考といたしまして括弧書きで黒

字を示すマイナスの比率をお示ししてございます。 

 将来負担費比率につきましては、一般会計等の地方債残高のほか、下水道事業特別会計や一

部事務組合、広域連合への元利償還金に対する繰出金、負担金、さらに土地開発公社等に対す

る債務負担も含めた自治体が背負っている実質的な将来負担の重さを示す指標であります。平

成２７年度におきましては９．２％と、前年度に対し７．６ポイント上昇いたしましたが、実

質公債費比率、将来負担比率とも基準に比べ健全な状況で推移をいたしているところでござい

ます。また、下水道事業に係る資金不足比率につきましては、資金が充足されているため、数

値は入ってまいりません。 

 以上、歳出総額につきましては７７億９，２６８万８，３６７円で、前年度対比プラス

１４．４％、９億７，９７１万４千円の増という状況になってございます。予算に対する執行

率でございますが、全体で９９．２７％ということになっております。 

 以上で平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（塚田君） 以上で各課長等によるの詳細説明が終わりました。 
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 ここで、テープ交換のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時２８分～再開 午後 ２時３８分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、日程第８「議案第３４号」から日程第１４「議案第４０号」までの７件は、平成

２７年度一般会計及び各特別計の決算認定案であります。 

 これらについては、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により決算審

査が実施されましたので、監査委員の審査所見を求めます。 

代表監査委員（大橋君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、過日実施いたし

ました決算審査の結果についてご報告申し上げます。お手元に配付されております、平成

２７年度坂城町一般会計・特別会計の決算及び財政健全化判断比率に関する審査意見書として

取りまとめてあります。 

 なお、この意見書は昨日ですけれども、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づきまして

町長に報告し議長に提出してございます。 

 まず、審査の概要についてです。審査の期間は７月２２日から８月２日までと８月１７日に

坂城町役場庁舎内において実施いたしました。地方自治法第２３３条第２項の規定による決算

審査に当たりまして、町長から審査に付されました平成２７年度坂城町一般会計・特別会計の

歳入歳出決算は七つの会計でございます。坂城町一般会計歳入歳出決算、坂城町有線放送電話

特別会計歳入歳出決算、坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、坂城町同和地区住宅新築

資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算、坂城町介護

保険特別会計歳入歳出決算、坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算であります。 

 また、決算審査にあわせまして、次の監査も実施いたしました。地方自治法第２４１条第

５項の規定による基金の運用状況、また、地方自治法第１９９条第５項の規定による平成

２７年度に施工しました工事、それから地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団

体として、本年度は坂城町文化協会及び坂城町体育協会の平成２７年度歳入歳出決算。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率の審査であり

ます。審査の対象となる法律及び政令で定める決算附属書類は記載のとおりでありまして、そ

れぞれについて確認いたしました。 

 審査の方法は、歳入歳出決算書類等をもとにしまして、会計管理者所管の関係諸帳簿と照合

するとともに計数の正確性を審査し、関係各課等より主要施策の成果及び実績報告書をもとに

しまして事業内容について説明を聴取し、審査を行いました。基金の運用状況の審査について

は、決算審査に関連していますので、その折々に取り上げて実施しております。なお、例月監

査においても、毎月の基金残高を確認しているところであります。 

 また、町が補助金を交付している団体として坂城町文化協会及び坂城町体育協会についても
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関係書類をご持参いただき、担当者から説明を聴取し、町から補助している金額についてその

使途を確認し、全体の運営状況について審査いたしました。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政健全化判断比率の審査は、その比率

の算定の基礎となる書類をもとにしまして計数の正確性を審査し、担当課から説明を聴取して

行いました。 

 審査の結果でございます。 

 各会計の歳入歳出決算及び附属書類は、いずれも関係法令の定める様式に従って作成されて

おり、決算の計数は諸帳簿と符合して正確であることを認めました。坂城町文化協会及び坂城

町体育協会についても、いずれも正確に処理されておりまして、適正であると認めました。ま

た、財政健全化判断比率及びその算定書類は、関係法令の定める様式に従って作成されており

まして、比率の計数は算定書類と符合して正確であるとを認めました。 

 以上が審査の概要と結果の報告であります。 

 次に決算の概要についてですが、審査の所見を添えながら詳細についてご説明いたします。

なお、決算額については、既に説明されているところでありますが、数値が記述されておりま

すので、適宜読み上げますので、よろしくお願いします。 

 まず総括として全ての会計について取り上げております。平成２７年度の一般会計の決算は、

歳入総額で７８億６，９３６万５，５９６円、歳出総額は７７億９，２６８万８，３６７円、

差引残高で７，６６７万７，２２９円となっております。前年度と比較しまして、歳入歳出そ

れぞれ９億７，３３８万７，７０２円、また９億７，９７１万３，８００円と増加しておりま

すが、差引残高は６３２万６，０９８円の減少となりました。 

 一方、特別会計については６会計の合計額をもって歳入歳出額を記載しております。ここで

は全会計の合計額について、歳入歳出差引残高は９，６３５万８，３２５円となりますが、こ

れも前年度と比較して３，９２９万７，１３９円の減少となっています。この残高に基金の積

立残高を加えますと坂城町全体の資金残高になるわけです。本年度は基金残高についても２億

２２６万４，４４７円の減少となりましたので、町全体の資金残高が減少となっております。

これは単年度の結果と判断いたしますが、次年度は残高の回復を期待しております。 

 次に、総括として財政に関する指標をとりまとめました。四つの指標についていずれも比率

をもって評価するものでありますが、一つの目安として受けとめていただきたい数値でありま

す。まず、経常収支比率です。これは経常的な経費、例えば人件費、公債費、物件費などです

が、それに係る一般財源の総額に対する割合でございます。比率が高いほど、財政の硬直化が

進んでいるという見方になるわけですけれども、本年度は分母となる町税、とりわけ法人町民

税の収入が増加したんですけれども、分子となる経費も増加しました結果、前年よりも

１．１ポイント増の８０．９％という結果となりました。経費の抑制には十分な配慮が必要で
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あると感じております。 

 次に、財政力指数であります。これは基準財政収入額の基準財政需要額に対する割合であり

ます。それぞれの数値は総務省の定める基準に沿って算定する理論的な指数になりますけれど

も、数値が１に近いほど財源に余裕があると言われております。なお、この基準財政収入額が

基準財政需要額に満たない場合には、普通交付税が交付がされるという仕組みにもなっていま

す。坂城町の状況は、３年平均値において０．０１９ポイントの増となりました。引き続きこ

の水準を維持して財政健全化に向けて努めていただきたいと思っております。 

 公債費比率は、地方債元利償還金の標準財政規模に対する割合でございます。当町で実施は

しておりませんが、繰上償還は除かれることになっています。また、実質公債費比率は下水道

会計等を含めて計算した数値でありまして、坂城町の公債費比率９．３％ないし実質公債費比

率の９．７％は財政に負担のない数値と判断いたしております。起債しますと、それに伴う元

利償還金が増加するわけですけれども、財政に対する負担割合が増すという関係にあります。

運用には財政規模との均衡を保ちながら十分留意する必要があると感じております。 

 次に、一般会計の詳細についてであります。決算額については繰り返しになりますので、読

み上げは省略いたしますが、差引残高の７，６６７万７，２２９円のうち３，６００万円を地

方自治法２３３条の２の規定により基金として積み立て、残額の４，０６７万７，２２９円を

翌年度に繰り越しております。 

 その下、平成２７年度の歳入状況について款別収入状況を表にしてあります。項目として予

算現額、調定額、収入済額、収入未済額、収入率、構成比について記載のとおりであります。 

 次のページにちょっと移ります。一般会計の歳入のうち歳入の構成比率が３６．２％を占め

る町税について、その収入の状況をまとめてあります。町民税の収入済額は１３億

９，４０５万４，１０４円で、前年度と比較して１２．２％の増となり、中でも法人町民税に

つきましては、６億７，５３８万５，２００円で前年より２３．３％の引き続き増となってお

ります。町税全体の収入済額では入湯税が若干減少したものの、固定資産税、軽自動車税、町

たばこ税の増収もあり、金額は２８億５，００６万９，９１１円で、前年度比５．９％の増加

となりました。 

 一方、収入率について、町税全体では前年度比０．８ポイント向上しており、収入未済額の

残高につきましても、本年度は多額の不納欠損を処理はしていますが、前年と比較して

３，６９１万３，０７２円が減少しており、徴収の努力の成果が見受けられます。また、長野

県地方税滞納整理機構への移管による増収の効果もあると思われます。未納額の解消には大変

ご苦労されているところではありますが、引き続き徴収率の向上に努めていただきたいと思い

ます。なお、不納欠損の処理につきましては、地方税法の規定に基づくものであり、やむを得

ないものとして認めました。 
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 一方、歳出の状況についてですが、歳出額は前年度と比較して９億７，９７１万

３，８００円の増となっております。本年度も前年に引き続き教育費の増がその要因となって

おります。南条小学校の建設事業に充てられたものであり、例年で見ると健全な財政運営の状

態にあると考えます。 

 款別支出状況を表にしてあります。項目として予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、

執行率、構成比について記載のとおりであります。下段ですけれども、平成２７年度の主な事

業を聞き取りしたものをまとめております。各事業年度について誠意取り組まれているものと

感じております。引き続き、住民、企業、行政がそれぞれ連携して活力ある地域づくりに取り

組まれて、適切かつ効率的な予算の執行を望んでおります。 

 右のページに行きまして特別会計の詳細ですが、各会計について歳入歳出決算額は表のとお

りでございます。各会計ごとに収納の状況及び不納欠損の状況をまとめてありますので、お目

通しいただくことで説明のほうは省略させていただきます。 

 ページちょっと進ませていただきます。１２ページ、実質収支に関する調書についてご報告

いたします。決算書のそれぞれの会計の末尾のページに記載されておりますが、いずれも適法

に作成されており、計数は正確であるものと認めました。 

 右のページ、基金の運用状況についてです。一般会計には新たに広域行政事業基金が設置さ

れまして１５基金、また特別会計は３基金となっております。基金の積み立ては適正な方法に

よって積み立てられており、また取り崩しは一般会計においては基金名でいいますと文教施設

整備基金、工業振興施設等整備基金、水資源対策・営農推進基金、びんぐし湯さん館施設整備

等基金、ふるさとまちづくり基金、公園整備基金等々、また特別会計においては、本年度は国

民健康保険基金について、それぞれの基金について適正な取り崩しと認めました。 

 次のページですが、次の１５ページになります。７月２９日おきまして、本年度施工された

工事のうち、表に記載されております４カ所について巡検いたしました。工事等検査箇所一覧

表にまとめたものであります。いずれも計画どおり執行されていることを確認しております。 

 次に、指摘事項でございます。まとめ方として一般会計については各課ごとに、また特別会

計については会計ごとにまとめてあります。過日実施した決算審査におきまして、それぞれの

課から事業内容を聴取する中で、今後の課題として検討していただきたいものについて取りま

とめました。各課におかれましては、実現に向けて取り組んでいただきたいと思っております。

 なお、記述には至らなかったですが、そういう指摘事項につきましては、その場でその都度

口頭にて検討をお願いしてあります。また、財政援助団体については、監査の折にその内容を

伝えてあります。財政援助団体については１８ページのところに記載されております。個々の

内容についてはちょっと省略いたします。お目通しいただきたいと思います。 

 最後になりましたけれども、財政健全化法に基づく財政健全化判断比率の審査結果について
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であります。数値的には既にそれぞれの立場でもう報告がなされているところでありますので、

お目通しいただくことで説明は省略させていただきます。 

 いずれにしましても、坂城町の数値は全てにおいて一応基準値の範囲内にあります。引き続

き将来に向け健全な財政運営を期待しております。 

 以上ですけれども、平成２７年度の決算審査の報告とさせていただきます。 

議長（塚田君） 以上で提案理由の説明及び決算認定案に対する代表監査委員の報告が終わりま

した。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日２日から９月７日までの６日間は議案調査等のため休会といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日２日から９月７日までの６日間は議案調査等のため休会とすることに決定いた

しました。 

 次回は９月８日、午前８時３０分より会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ３時０４分） 
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９月８日本会議再開（第２日目） 

１．出席議員     １３名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君    

２．欠席議員     １４番議員  入 日 時 子 君 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開  議   午前８時３０分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）一人ひとりが健康を守るためにほか 西沢 悦子 議員 

 （２）「あいさつの町」復活についてほか 柳沢  収 議員 

 （３）坂城高校存続の危機 山﨑 正志 議員 

 （４）工業用地についてほか 中島  登 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、会議に入る前に、１４番 入日時子さんから欠席の届け出がなされており、これを許

可してあります。また、本日から一般質問の期間中、カメラ等の使用の届け出がなされており、

これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塚田君） 質問者はお手元に配付したとおり、１１名であります。質問時間は答弁を含め

て１人１時間以内でありますので、理事者等は通告されている案件について、簡明に答弁され

るようお願いいたします。 

 なお、通告者もこれには格段のご協力をお願いいたします。 

 それでは順番によりまして、最初に７番 西沢悦子さんの質問を許します。 

７番（西沢さん） おはようございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、

通告に従い一般質問を行います。 

 １．一人ひとりが健康を守るために 

 高齢化が進み、２０２５年、団塊の世代が７５歳を迎えると介護保険制度が始まった当初、

全国に９００万人だった後期高齢者は２千万人を超えると予想されています。その結果、医療

費や介護費用の高額化など高齢者介護が大きな不安要素となってきます。 

 この大きな問題に立ち向かうために、町民一人一人がみずからの健康を守るという意識を強

く持って、行動を起こしてもらいたい。また、そのためには行政には最大限の支援と知恵と工

夫をお願いしたい。以上の思いから次の質問をしたいと思います。 

 イ．健康診査について 
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 ４０歳から７４歳の公的保険加入者はそれぞれの保険者が行う特定健診を受けなければなり

ません。坂城町国民健康保険加入者は、毎年１回町が実施する特定健診を受けることになって

います。また、それ以外の２０歳から３９歳と７５歳以上の町民に対しては一般健康診査を実

施しています。 

 平成２０年度より導入された特定健診は、生活習慣病予防対策として受診率６５％以上を目

標としてきました。毎年この目標達成に向け、さまざま取り組みを実践して成果を上げてきた

ことに対し敬意を表しますが、まだ６５％には届いていないのが現状です。健診を受け、自分

の健康は自分で守るという意識をより多くの町民に持ってもらうことが、健康なまちづくりの

第一歩と考えます。 

 そこで、特定健診の受診率について伺います。２７年度の結果は出たのでしょうか。２５年

度から３カ年分についてお答えください。また、受診率向上に向けてどのような取り組みをし

たか、２７年度の取り組みについてお尋ねいたします。 

 次に、集団健診では夜間・休日健診も行われていますが、平日と比べてどのようなメリット

があるでしょうか。 

 次に、特定保健指導について。昨年中、受けられなかった人はいたのでしょうか。また、そ

の人に対してどのように対応したのでしょうか。また、特定保健指導の具体的な内容について

お聞きします。 

 ロ．検診について 

 特定の病気かどうか早期に見つけ、早期治療に結びつけるために、町では前立腺がん検診、

骨検診、肝炎ウイルス検診、大腸検診、胃検診、乳房検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、結

核レントゲン検診を実施しています。早期発見、早期治療により効果が得られる場合も多く、

毎年計画的に検診を受けることができるよう１年分をまとめて申し込みができるようになって

います。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の重要業績評価指標で大腸検診率、肺がん検診率について、

ともに平成３１年度目標値３０．０％と設定されています。ちなみに２７年度現状値は大腸検

診率２５．３％、肺がん検診率２５．６％です。この二つの検診率、３０％達成を目標とした

理由についてと、この検診率を上げるための具体的方策についてお伺いいたします。また、検

診の結果について報告された後の相談等はどのようにしているのでしょうか。 

 次に、主な死因については、その傾向により今後の検診の課題が見えてくると思います。男

女別に１位から３位まで、また悪性新生物によるもの、がんについても同様にお聞きします。 

 以上で１回目の質問といたします。 

町長（山村君） 私からは今ご質問のありました中のイの健康診査についてを中心にお答えをさ

せていただきまして、その他詳細につきましては担当課長から答弁させていただきます。 
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 今、お話がありましたように、平成２０年度より実施している特定健診は４０歳から７４歳

の国民健康保険加入者を対象として、健康で自立した生活を送るため早期から生活習慣病の発

症予防、重症化予防を図り、医療費の適正化につなげるための重要な事業でございますので、

保険者といたしましても特定健診受診率６５％を目標にさまざまな取り組みをしているところ

でございます。私も５年前からあらゆる機会を通じまして６５％ということを訴えてきたつも

りでございます。 

 この特定健診の受診率につきまして申し上げますと、平成２５年度から３年間の受診率を見

ますと、平成２５年度は４７．１％、平成２６年度が４８．５％、平成２７年度は最終回は出

ておりませんけれども、８月末暫定値でございますが、５３．７％となり年々向上しておりま

す。当初３０％台が今は５３．７％になったというところであります。しかしながら、まだま

だ６５にはまだ至っていないというところであります。 

 さて、受診率向上を図るための取り組みといたしまして、平成２６年度から特定健診の開始

年齢である４０歳の方に４０歳スタート健診として健診料金の補助を行い、健診の受診勧奨と

健康意識の啓発を図ってまいりました。また平成２６年度、２７年度につきましては各公民館

において地区健康づくり講座を開催いたしました。この講座には２年間で述べ４６０人の町民

の方々にご参加いただき、生活習慣病の予防や食事の大切さなど健康づくりや食育について、

また健康づくりの第一歩となる特定健診やがん検診等の重要性について、町民の皆様とともに

考えてきたところでございます。 

 さらに集団健診では夜間、休日も行い、受診しやすい新体制づくりといたしまして、平日の

昼間に受診できない方を対象といたしまして、夜間健診あるいは休日健診を取り入れておりま

す。また、平日と比べメリットといたしましては、平成２７年度におきましては夜間が５９名、

休日が５９名で合計１１８名、全受診者の約１０％が受診されております。忙しくて平日に受

診できない方への利便性や受診率の向上につながっていると考えております。 

 また、集団健診や個別健診などを受診されなかった方で、既に持病等などにより病院等で治

療されておられる場合、特定健診の必須項目の検査を受けていれば、その検査結果表を提供し

ていただくということで特定健診を受診したものとみなし、平成２７年度から特定健診の受診

者として保健指導を実施しており、これも受診率の向上につながっておると考えております。 

 国民健康保険の加入者の皆様が健康で自立した生活を送るためにも、今後も特定健診の受診

率の向上を図るとともに、保健指導等の早期介入などにより生活習慣病の予防・改善を支援し

て、加入者の皆さんの健康増進を今後も図ってまいりたいと考えております。 

福祉健康課長（大井君） イの健康診査についてから順次お答えをいたします。 

 初めに、特定保健指導の具体的な内容と受けなかった方への対応についてお答えを申し上げ

ます。平成２７年度の特定保健指導に出席いただけなかった方につきましては、１４８名の受
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診指導を行った中で３９名がいらっしゃいましたが、保健師、栄養士が担当を決めて訪問や電

話などで健診結果の説明を行うようにし、それでも連絡がとれない場合、最終的には特に注意

していただきたい事項などを検査通知書とあわせてお送りをいたしております。 

 集団で実施しております特定健診受診後の保健指導について、町では独自に結果報告会を開

催し、受診者全員を対象として行っております。また、受診者の皆さんのお仕事の都合に合わ

せ、平日の昼間だけでなく夜間・休日もただいま申し上げたとおり行っております。 

 結果報告会ではお一人３０分の個人相談を実施し、健診結果の説明とともに食生活などの生

活習慣の改善への支援や必要に応じて専門医療機関等への受診勧奨を行っております。例えば

高血圧の方については、家庭での定期的な血圧測定の勧奨を行い、体重コントロールや減塩な

どの生活習慣の見直しや必要に応じて医療機関への受診勧奨を行っております。特に注意すべ

き事項がなく、結果が良好であった方についても保健指導を実施し、ご自身の健康状態を知る

ことで健康維持に関心を持ち、次の健診の受診へつなぐことができると考えております。また、

特定保健指導の対象者につきましては定期的な面接相談等を行い、生活習慣の改善状況を確認

しながら継続的な支援に努めております。 

 国保加入者が特定健診を受診し生活習慣を改善することは、健康を維持するための第一歩と

考え、今後もさらなる受診率の向上に努めるとともに、特定保健指導のあり方の研究及び関係

医療機関等との連携を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロの検診について順次お答えを申し上げます。 

 初めに、まち・ひと・しごと創生総合戦略のご質問についてですが、大腸・肺がんの検診率

３０％についてでございますけれども、以前から町民の皆様に対し、がん検診の重要性などに

ついては普及、啓発を行ってまいりましたが、なかなか受診率が向上しなかったのが現状で、

それは全国的にも同様の状況となっております。このような状況の中、当町の死亡原因の上位

が男女とも大腸がん、肺がんとなっておりますので、現在の受診率を少しでも向上させるよう

設定をしたものでございます。 

 また現在、町で実施しているがん検診は胃がん、大腸がん、肺がん、男性のみ実施している

のが前立腺がん、女性のみ実施しているものが乳がん、子宮頸がんで、合わせて６種類ござい

ます。乳がん・子宮頸がんの検診については節目年齢の女性を対象に検診料金を無料にするな

ど積極的に受診勧奨をし、受診率の向上に努めているところでございます。 

 がん検診全体の受診率の向上のための取り組みといたしましては、がんに関する正しい情報

や検診の重要性の啓発を行うがん教育の実施や個別の受診勧奨、未受診者への再勧奨、また受

診しやすい検診体制の整備として、医療機関での個別検診の導入や市町村間相互乗り入れ制度

の導入、特定健診とのセット検診、乳がん・子宮頸がんのセット検診等について今後検討して

いく必要があると考えております。 
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 続きまして、検診の結果報告された後の保健センターでの対応についてお答えを申し上げま

す。がん検診等で検診実施期間から受診者全員に結果通知が行われております。要精密検査等

の結果が出ている場合について保健センターへご相談をいただいた場合は、受診者の方に現在

の状況をじっくり説明し、ご納得をいただく中で速やかに専門の医療機関への受診・治療をお

勧めしております。なお、精密検査未受診者については、町や検査実施期間から早期検査を受

診されるよう再勧奨を行っております。 

 次に、当町の主な死因の男女別１位から３位についてお答えを申し上げます。男性は１位が

がんで、２位が心疾患、３位が肺炎となっており、女性は１位がやはりがんで、２位が肺炎、

３位が脳血管疾患となっております。また悪性新生物・がんにつきましては、男性の１位は肺

がん、２位が大腸がん、３位はすい臓がんとなっており、女性の１位は大腸がん、２位は胃が

ん、３位は肺がんとなっております。がんは多くの方が発症する可能性がある病気であります

が、早期発見による早期治療が死亡率の減少に有効となっております。住民の皆さんにがんに

対する正しい知識を身につけていただきますよう、がんに対する啓発や検診の充実、周知に努

め、未受診者の勧奨を行うなど受診率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

７番（西沢さん） それでは２回目の質問をいたします。イの健康診査について、３点について

お伺いいたします。今、ご答弁の中で各地区での健康づくり講座、２年間で参加者が約

４６０人ということでございました。大変な取り組みだと思いますが、その効果を高めるため

にも、この健康づくり講座に保健補導員が主体的にかかわり、地区から健康意識を高めてもら

いたい。これにつきましては、昨年同僚議員からも提案がされていますが、保健補導員さんが

みずから健康意識を高めるだけではなく、地区の健康づくりに積極的にかかわってほしいと

願っていますが、お考えをお聞きします。 

 次に、役場庁内の関係各課等の各部署で町民の健康づくりに関し連携し、連携会議を開いて

いるということをお聞きしております。この会議から一歩踏み出して、この新しい事業に取り

組むということについてはどのようにお考えでしょうか。 

 それから最後に、私が２６年１２月議会で坂城町の歌に合わせた健康体操をつくって、町全

体で健康意識を高めたらという提案をいたしました。昨年１２月議会で健康体操ができ、健康

づくり増進に役立てたいということでございました。私もぜひ覚えたいと思っていますが、い

まだに機会にめぐり会えません。指導をする方がまだ少ないと聞いておりますが、これをもっ

と広めていただきたいと思います。お考えをお聞きします。 

福祉健康課長（大井君） 順次お答えを申し上げます。初めに保健補導員さんの活用の部分でご

ざいますけれども、現在、町の保健補導員さんは２３３名の方にご委嘱を申し上げております。

現在の主な活動はご質問にもございましたけれども、担当地区のがん検診等の案内通知とか各

種健診の取りまとめを行っていただいております。保健補導員さんは各種研修会や講習会にも
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参加をしていただいて、みずからも健康意識を高めるというようなことも行っていただいてお

ります。 

 今後の活用につきましてでございますけれども、地区健康づくりを開催した場合は、そう

いった運営スタッフというようなことも考えられると思いますし、先ほど申し上げました各種

健診等の取りまとめを行う前に特定健診ですとか、がん検診の重要性ということを十分に認識

をしていただく中で、取りまとめの際には受診をしていただくような積極的な勧奨をしていた

だくというようなことを図ってまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、関係機関との懇談会についてでございますけれども、現在、小中学校健康づく

り関係者連絡会という形で懇談会を設けてございます。この会議につきましては、各小・中学

校の校長先生のご代表であったり、養護教諭、教育委員会の職員や教育コーディネーター、町

の保健師・栄養士などがメンバーとして加わっていただいております。 

 この中で出された意見などを反映し、生徒・児童の健康状態を記録する成長と健康の記録を

作成したりとかですね、小学校５年生と中学２年生を対象として、その全児童・生徒、５年と

中学２年生の全生徒・児童の血液検査を行い、ハイリスクとなった児童・生徒に対しましては、

生活習慣病予防健診などの説明会を実施したというような経過もございます。今後につきまし

ても、この連絡会の中で必要なものは実施をしてまいりたいというふうに考えております。 

 最後に、健康体操につきましては坂城町の歌、それからねずこんの歌について体操を町のス

ポーツ指導員さんのほうに考案をしていただきました。今後の活用についてでありますが、介

護予防サポーターですとか、それぞれボランティアのサポーター等の講習会を現在開催もして

おります。そういった中でこの体操についても習得していただいて、その方々はいずれ地域に

戻って活動していただきますので、そういった中で広めていただければというふうに考えてお

ります。 

７番（西沢さん） 次に、ロの検診について２回目の質問をいたします。生活習慣病を予防する

ことにより防げる場合が多い疾患や肺炎のように新たに高齢者向けに予防接種が始まったもの

もあります。ふだんから健康チェックをすることが大切と思います。国立がん研究センターは、

今年、新たにがんと診断される患者数について１０１万２００人になると予測しました。がん

対策は予防と早期発見に尽きます。そのため、検診を受けやすくする工夫についてどのように

お考えでしょうか。 

 また、次に乳がん検診のマンモグラフィーについてですが、乳腺濃度によりがんの判別が困

難な場合があり、特に日本人は高濃度の人が多く、結果について要精密検査、異常なしだけで

は不十分であるという報告がされています。当町ではどのように対応しているでしょうか。ま

た、乳房タイプについて本人が知ることにより検診の方法を選べるということから、この乳房

タイプを通知することについてはどのようにお考えでしょうか。 
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福祉健康課長（大井君） 検診を受けやすい検診体制ということですが、先ほども申し上げまし

たように、例えば特定健診とがん検診をセット検診にするですとか、女性特有の子宮がん検診

と乳房検診、そういったものをセットにするとかですね、あと各医療機関で個別に検診を行っ

ていただくというようなことを進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それから乳房検診についてでございますが、乳房検診、マンモグラフィーの検診につきまし

ては、検診の結果及び検査結果を受診者に報告する事務を当町については長野県健康づくり事

業団に委託をしてございます。事業団からは受診者に送られます検査結果については全く問題

がないと確認された場合は「異常なし」、何らかの異常があると確認された場合は「要精密検

査」に加えまして、「乳腺密度が濃く、マンモグラフィー検査では十分な所見が読み取ること

が困難です。超音波装置を用いた詳しい検査を受けられることをお勧めします。」といった三

つの検査報告をいたしております。マンモグラフィーでは確認できないような場合は問題なし

とするのではなくて、そういった別の検査方法をお勧めしますという報告をさせていただいて

ございます。 

 ただいまのような検査結果がありますので、乳房タイプについてというところでは、今は検

査報告をしておりませんけれども、再検査といいますか確認ができないので、別の方法を受診

してくださいというご案内を申し上げておりますので、この形で進めてまいりたいと考えてお

ります。 

７番（西沢さん） ２．地域に暮らし続けるために 

 イ．国保運営の広域化について 

 誰もがすぐに安価で最高水準の医療を受けられたこの国の医療保険制度が崩壊直前の危機に

直面し、さらに健康保険が危ない一番の原因は国民健康保険の財政問題だと言われています。

市町村が経営している国民健康保険は、自営業や農林水産業に従事する人のほか、６５歳から

７５歳までのいわゆる前期高齢者や失業者などが加入する健康保険の最終避難所的な役割があ

るわけで、国・県・町からの負担金、健保組合などからの支援金を得てもなお財政状況は悪化

の一途をたどっています。 

 そして、その最大の原因は高齢加入者の増加にあるということですが、高齢化が進み超高齢

化社会目前の今当然のことで、その中で国保財政の立て直し、基盤強化を図るために、平成

３０年度より国民健康保険が広域化されることになっています。国保の運営をあと１年半後に

町から県へ移行するという計画です。計画の状況をお聞きする前に、現在の坂城町国民健康保

険の現状についてお尋ねします。まず、国保の加入者数と町民全体に対する割合、次に１人当

たり医療費及び県全体での順位、先ほどもお尋ねいたしましたけど、特定健診受診率の県内順

位、それと現在の基金残高についてお尋ねいたします。 

 国保財政を立て直し基盤強化を図り、国保制度が安定的に継続されてこそ健康でこの町で暮
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らし続けるための大きなよりどころになることと思います。そのためには国保事業の広域化を

進めるわけですが、経営を県に移行させるには、これからどのような段階を経ていくのか、次

の３点についてお聞きします。まず、この計画はどこまで進んでいるのか、次に、町民への周

知の方法について、それから保険料の賦課徴収、保健事業について町のかかわりはどうなるで

しょうか。 

 ロ．在宅医療について 

 誰もが病を抱えながらも住みなれた家で暮らし続けたいと望んでいます。その望みが実現で

きるためには在宅医療のシステムを構築し、運営ができなければなりません。団塊の世代が全

て７５歳以上になる２０２５年にかけて医療需要が急増する中、国は必要性の低い人の入院を

減らし、在宅医療に移行させる方向を打ち出しています。２０２５年には医療・介護のベッド

数が全国で２０万床近く減る一方、必要とする人は３０万人以上増える見込みということで、

このままだと多くの医療・介護難民が生まれてしまいます。 

 そこで、平成２７年度から在宅医療と介護の連携推進が市町村事業として取り組まれること

になりました。訪問介護、訪問看護、在宅医療と切れ目なく地域で支えていくシステムの構築

に向けて、町としてどのように連携推進事業に取り組んでいるのでしょうか。その状況につい

てお尋ねいたします。 

 高齢者の多くは自宅での最期を望んでいるとのことですが、在宅でみとりを行う医療機関が

少ない中、本人の考え方や希望、家族一人一人の思いなど実現には多くの課題を解決しなけれ

ばならないわけですが、自宅で最期を迎えたいとの選択肢も用意できることが、今後の在宅医

療のシステム構築の中でも大切な柱になると思います。 

 ただ、この在宅みとりについては誰もが希望や考え方についてオープンに話ができる状況に

はないと感じています。そこでいろいろな機会を捉えて、この問題について議論を深める取り

組みが必要と考えますが、この在宅みとりについて、例えば講演会を開催するなど、さまざま

意見が出せる場を醸成してほしいと思います。お考えをお聞きします。以上で１回目の質問と

いたします。 

福祉健康課長（大井君） イの国保運営の広域化から順次お答えを申し上げます。 

 初めに町の国保の現在の状況についてでありますが、国保加入者と町民全体に対する割合に

ついては、加入者数が年々減少してきており、平成２８年８月末現在で３，６２０人となり、

町民全体に対する割合は２３．６％であります。一方、医療機関への受診率が高くなる６５歳

から７４歳の前期高齢者は増加傾向にあり、被保険者数に占める割合は前年から３．４％上昇

し５０．９％となっており、２人に１人が前期高齢者となっております。 

 続きまして、１人当たりの医療費及び特定健診受診率の県内順位についてでございますが、

１人当たり医療費について過去３年間の状況を申し上げますと、２５年度は３６万
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４，８３２円、２６年度につきましては３６万９９円、２７年度は速報値でございますが、

３９万３，８１７円で、前年から３万３，７１８円のプラスとなり、県内順位についても

７７保険者中高いほうから８番目という状況になっております。 

 また、２７年度の特定健診受診率は、先ほど町長からも申し上げましたように暫定値でござ

いますが、５３．７％となっており、県内順位は２５位となっております。 

 次に、国保の基金残高についてでございますけれども、平成２７年度末の基金残は約１億

３，１６０万円で、平成２８年度の当初予算編成時において４，４７３万円ほどを繰り入れ、

現在の基金残は約８，８００万円となってございます。 

 次に、国保の制度改革、広域化等についてですが、平成２７年５月２７日に国民健康保険法

等の一部を改正する法律が成立し、国民健康保険の運営については平成３０年度から県と市町

村が共同で運営をすることとなります。中でも財政運営については県が責任主体となり、安定

的な財政運営や効率的な事業運営の確保等中心的な役割を担うこととなります。県は各保険者

の納付金の額を定めると同時に、納付金に対して標準的な算定方式により算出した保険税率を

保険者に公表することとされており、この標準的な保険税率により保険者が被保険者に賦課す

べき保険税の税率等を決定していくこととなります。これにより町は医療費水準や年齢階層、

所得の水準などにより調整を行った上で、県に納める納付金を算定いたします。納付金額の算

定については今年度から県が試算を行い、来年度の本算定に向けて準備を進めております。 

 広域化への進捗状況につきましては、国保保険者事務処理システムの改修により事務の共同

処理や広域化が図りやすくなり、今後、国保連との情報連携に係るシステム改修なども見込ま

れております。町としては保険税の賦課徴収、加入・喪失などの資格管理、高額療養費等の届

け出など窓口における業務については今までと同様町が行うこととされておりますので、住民

の皆様に大きな混乱を招くことなく相談や手続を行うことができると考えております。 

 県においてワーキンググループで検討している標準保険税率の算定に必要な計数や方針など

詳細については、いまだに明確な内容が示されておりませんので、具体的な周知ができない状

況となっておりますが、今後住民の皆さんには納付金・標準保険税率等の仕組みが提示された

時点で広報等への記載、転入手続の際の窓口でのチラシ配布、納税通知書発送時に文書を同封

するなど広くお伝えをしていきたいと考えております。 

 次に、ロの在宅医療についてですが、高齢者は慢性の病気が多く複数の病気にかかりやすい、

また介護を必要とする状態になりやすいなどの特徴があり、必然的に医療と介護の両方を必要

とすることが多くあります。このような高齢者が、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生

の最期まで続けることができるよう在宅医療と介護を一体的に提供することが重要で、団塊の

世代が７５歳以上となる２０２５年、平成３７年に向け体制の整備が急務となっております。 

 しかし、医療と介護についてはそれぞれ支える保険制度が異なることなどにより、各職種の
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相互理解や情報の共有が十分にできないなど、必ずしも円滑な連携がなされていないという課

題がございました。このような背景において在宅医療と介護を一体的に提供するため、さまざ

まな対策がとられましたが、平成２７年度から介護保険法の地域支援事業の中に在宅医療・介

護連携推進事業として位置づけられ、全国的にも取り組むこととなりました。具体的な内容と

いたしましては、市町村が地域の医療・介護の関係団体と協力し、医療・介護関係者による会

議の開催や研修、在宅医療・介護連携に関する住民からの相談の受け付けなど、取り組みを実

施することなどでございます。 

 この事業の実施については、千曲市と共同で千曲坂城地域在宅医療・介護連携推進委員会を

平成２７年２月に立ち上げました。委員会の構成メンバーは医師、歯科医師、薬剤師、訪問看

護師、ケアマネジャー、ヘルパー、デイサービスの事業所の代表、社協及び行政の職員で、平

成２７年度から本格的な活動を開始しております。この委員会では医療や介護関係者の連携を

より進めるため、まずは顔の見える関係づくりを大切にしながら情報交換会や研修会を実施し

ておりますが、今までそれぞれの職種の交流が少なかったことから、お互いの抱える課題を共

有できずに連携にも支障が生じているということが改めて認識できました。 

 また、ご質問いただきました在宅のみとりに関する講演会につきましても、この委員会で今

年度内の開催を予定しているところでございます。今後この委員会を通じて高齢者ができる限

り住みなれた地域で生活を継続できるよう、医療と介護の連携推進を図ってまいりたいと考え

ております。 

７番（西沢さん） それでは２回目の質問をいたします。イの国保運営の広域化についてです。

国保の状況についてお答えをいただきました。さきに通告してありましたのでお聞きしました

が、広報９月号に保健センターだよりとして、町の１人当たり医療費について掲載がされてい

ました。町の１人当たり医療費は県の平均より５万円高額です。検診を受けて医療費を抑えま

しょう。これ非常にいい内容だと思います。ただ、この中で保険税の値上げにも触れています

が、ご答弁にもございましたように詳しい状況が判明してからではなくて、平成３０年に広域

化される事実を知らせるべきではなかったかと思いますが、お考えをお聞きいたします。 

福祉健康課長（大井君） 国保の広域化の周知についてご答弁申し上げます。国民健康保険の広

域化の周知については、先ほども申し上げましたように広域化の全容がいまだに示されていな

い中で、被保険者や住民の皆様にお知らせしづらい部分がございますが、昨年の広報１０月号

において国民健康保険の保険証の切りかえのお知らせにあわせて、概略についてはお知らせを

いたした経過がございます。また、今年度も１０月に発行いたします広報で保険証の切りかえ

がございますので、そこにもあわせて広域化のお知らせをしていきたいというふうに考えてお

ります。また、今年度は切りかえた保険証を送付する際の通知文にも広域化についてご案内を

書き添えまして周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 
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７番（西沢さん） 国保の広域化に向けては、国保財政立て直しのために会社員などが加入して

いる健保組合や公務員の共済組合の負担金を増やす方向が出されています。広く現役世代の負

担を重くしなければ成り立ちません。より多くの町民の皆さん、あるいは国民が自分の健康を

守るという意識を強く持ってもらいたいと願っています。 

 次に、ロの在宅医療について２回目の質問をいたします。取り組みは始まったばかりという

ことです。この連携推進事業の今後の計画についてはどのようにお考えでしょうか。それと、

在宅みとりについてですが、講演会を計画しているとのご答弁でございました。ぜひお願いし

たいと思います。 

 厚生労働省は、今年初めて全国市町村別の在宅死の割合を発表しました。２０１４年のもの

ですが、坂城町は９．５％、千曲市とほぼ同じ数字です。全国平均は在宅１２．８％、病院

７５．２％、残りが老人ホームとなっています。県内では在宅死３０％を超える村が４村あり、

この差は在宅医療の成果と特養の充実、あるいは在宅しか選べないの二つの理由だと分析して

います。在宅みとりの実現には医療体制の充実と家庭の覚悟が求められるということから、望

んでいる人が家族や地域の人に自分の思いを話せる環境づくりにあわせて、誰でも参加できる

継続的な勉強会など計画を進めていただきたいと思いますが、お考えをお聞きします。 

福祉健康課長（大井君） 在宅医療・介護連携推進事業の今後の計画についてでございますけれ

ども、住みなれた地域で最期まで暮らし続けることができることを目標に、昨年度から医療・

介護連携推進委員会での取り組みを進めてきたところでございます。まず、医療・介護にかか

わる各職種などでお互いの役割や抱える課題などを理解することにより、効果的な連携が可能

になると認識をしております。今後はこの各職種の相互理解を基盤に事業を推進することで、

委員会活動をさらに充実した委員会にするとの共通認識も図られております。 

 今後、具体的な活動といたしましては、地域の住民の皆さんへの普及・啓発事業として講演

会の開催、医療・介護の関係者を対象とした他職種の合同研修会や事例検討会の開催、住民向

けの在宅医療・介護に関する相談窓口の設置について検討するなど、委員会の事業を計画して

いるところでございます。 

 次に、在宅でのみとりに関する家族の勉強会などのご質問でございますけれども、現在入院

による高度の手厚い医療や施設での介護サービスの充実などにより、各家庭において在宅での

みとりをイメージすることが難しい状況になっているというふうに考えております。地域の住

民の皆さんに在宅で療養介護に関して理解していただく機会を設け、在宅でのみとりという選

択肢もあるということを広く知っていただく必要があるというふうにも考えております。ご質

問の在宅でのみとりをテーマにした学習会や教室、住民の皆さんが元気なうちからみずから希

望する医療・介護について考えてみるといった機会をつくるために、講演会などの開催につき

ましては、今後推進委員会の事業として検討してまいりたいというふうに考えております。 
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７番（西沢さん） ３．学校教育について 

 イ．学習指導要領改定に向けて 

 文部科学大臣の諮問を受けた中央教育審議会は、２０２０年から小・中・高と順次実施する

学習指導要領の中間報告を発表しました。その中で英語については小学校５年生から教科化し、

そのほかの全教科には討論などを通じて主体的に学ぶアクティブ・ラーニングを導入するとい

うものです。およそ１０年ごとに学習指導要領の改訂が行われ、そのたびに教育内容が変化し

てきました。次世代の人材を育成するという目標を掲げ、最近では学習内容の増加に伴い授業

時間も増加の一途をたどっているように感じます。学校現場では、もちろん指導要領に沿って

進めなければならないのは当然のことと思いますが、授業時間を生み出すために子供たちが楽

しみにしている行事などにしわ寄せがいっていないか心配です。行事や体験学習の実施につい

て、町内の小学校ではどのような状況でしょうか。 

 ロ．小学校英語について 

 前回、２０１１年より実施の指導要領の改訂により、小学校５年生から外国語活動が新設さ

れました。当町でも特色ある教育として位置づけ、英語教育の充実を図ってきたことは承知を

いたしております。特に昨年度からは外国語指導講師（ＡＬＴ）を３名体制で外国語活動を

行っていることということでございます。指導要領で示された狙いを含めて、どのような狙い

で具体的な活動をしているのでしょうか。また、小学校で学んだ英語が中学でより生かせるた

めには、どのようにお考えでしょうか。以上、１回目の質問といたします。 

教育文化課長（宮下君） ３の学校教育につきまして順次ご答弁いたします。 

 まず、イの学習指導要領改定に向けてについてお答えいたします。平成３２年度から小学校

を皮切りに実施が始まります次期学習指導要領につきましては、これまでの審議をまとめた素

案が先月、中央教育審議会教育課程企画特別部会より示されました。この改訂案では、これま

での改訂の中心であった何を学ぶかという指導内容の見直しに加えて、どのように学ぶか、何

ができるようになるかといった視点が追加され、この方策の一つとして全教科にアクティブ・

ラーニングが導入されることとなりました。 

 これは教員が一方的に教えるのではなく、児童・生徒が議論や発表などを通じて主体的に授

業に参加する学習方法のことでございます。特に小学５・６年生の英語教育につきましては、

現行では外国語活動として聞くこと・話すことを中心に学習しておりますが、さらに読むこ

と・書くことが加わり教科化され、授業時間数は週１時間から週２時間となります。また、

３・４年生は新たに外国語活動が必修となり、週１時間行うこととなります。これにより３年

生から６年生につきましては週１時間授業時間数が増加することとなります。授業時間数の増

加につきましては、２３年度に開始された現行の学習指導要領におきましても、生きる力の育

成や思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを図ることを目的に、低学年で週２時間、
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中・高学年で週１時間増加となったところであります。 

 ご質問の授業時間数の増加による学校行事や体験学習への影響でございますが、各学校にお

きましては指導要領で定められた各教科の時間数を確保する中で、授業時間数の増加が原因で

子供たちが楽しみにしているスキー・そり教室や音楽鑑賞教室などの行事が減少しないよう、

年間の総時間の配分を十分考慮し対応しているところでございます。例えば児童会活動の時間

を短縮したり、運動会の練習を体育の授業にカウントをするといったような比較的影響の少な

い部分で工夫をしながら対応をしているところでございます。また、ねずみ大根の収穫などの

体験学習につきましては、前々回の改訂で新設されました総合的な学習の時間で対応しており

ますので、現状では影響はない状況であります。 

 ご質問のとおり、次期学習指導要領では５年生から英語が教科化されるなど、教科時間数は

増加するわけですが、まだ具体的に行事等の実施に影響を与えるかは何とも言えない状況であ

ります。今後、校長会等で検討していく中で対応してまいります。 

 続きまして、ロの小学校英語につきましてご答弁いたします。先ほど申し上げましたが、現

行の学習指導要領で５・６年生の英語の授業は必修となったことから、小学校においては外国

語活動として聞くこと・話すことを中心とした学習を行っております。この学習の目標としま

しては、英語になれ親しむことにより言語や文化について体験的に理解を深めるとともにコ

ミュニケーション能力の育成を図ることでございます。 

 当町では低学年から英語に触れることで抵抗なく英語学習に取り組めるように、ネーティブ

スピーカーの外国語指導講師を増員し、２６年度からは１年生から４年生についても英語学習

を行っております。低学年については１０分から２０分程度の短い時間で同じ内容の学習を繰

り返すモジュール型の学習を取り入れるなど、工夫を凝らし英語学習を行っているところでご

ざいます。また、昨年度からは３名の外国人指導講師により、各学年週１時間程度の英語学習

を行っているところでございます。 

 小学校で学んだ英語学習を中学校の中でより生かすためには、小学校の英語教育で培ってき

た英語学習能力のレベルを維持し、中学校でさらなるレベルアップをするためにも日ごろから

中学校の英語教員が中心となり、各小学校の英語担当教員や外国語指導講師との調整、連携を

図り、小中一貫した英語教育を確立する必要があることから、中学校の英語の専科教員の人的

を含めた充実を図ることが重要であると考えております。 

 来年度に向けましては、中学校に英語教育に精通している意欲のある教員を配置するため、

県教育委員会が実施している市町村の特色ある教育を支援する教員配置事業への申請を昨年に

引き続き進めているところでございます。今後とも小・中学校における英語教育の指導体制の

強化を図り、当町の特色である英語の学力向上を推進してまいりたいと考えております。 

７番（西沢さん） ２回目の質問をいたします。イの学習指導要領改定に向けてですが、授業時
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間の確保が難しい中、工夫して何とか行事や体験学習を継続させているということです。小学

校の運動会や音楽会、スキー・そり・スケート教室、農作業体験など、その子にとっては貴重

な体験になるわけです。授業では得られないたくさんのことを学ぶ機会になるはずです。これ

からもこのような機会を大切に継続させていただきたいと思います。これは要望ですので、答

弁は結構です。 

 ロの小学校英語についてですが、特色ある教育の取り組みとして充実した活動内容が実践さ

れていると感じます。以前、県内で先進的に取り組んでいる町の小学校で英語活動の時間を見

学いたしました。指導者も子供たちももう一つ乗り切れないという感じで、難しいものだとい

う思いをいたしました。 

 そこでつい先日ですが、町内小学校５年生の外国語活動の時間を見学させてもらいました。

それまでの心配は見事に吹き飛びました。内容はとにかく楽しい。全員が伸び伸びと学習に参

加していました。指導しているＡＬＴ、支える担任の先生、学校全体で取り組んでいる状況が

よくわかりました。これならば学力も十分ではないかと感じましたが、学力についてはいかが

でしょうか。 

 また、ご答弁にもございました。現在は３人のＡＬＴで保育園にも出向いているということ

ですが、今のカリキュラムを完全に、また継続的に行っていくというふうに考えると、もう一

つマンパワーの充実を望みたいと思います。これはぜひ町長にお答えいただきたいと思います

が、いかがでしょうか。以上で２回目の質問といたします。 

町長（山村君） 学力の状況については教育課長のほうから答えますけれども、ちょっと一言時

間がないのであれですけれども、５年前に英語教育を充実しなきゃいけないということで、そ

の取り組みをしてきました。私がお願いをしたのはですね、今、議員が言われたように楽しく

勉強すると。これは失敗すると、もう一生英語は嫌な子ができちゃいますので、とにかく楽し

く勉強ができるということを目的としました。 

 もう一つ坂城町で特色あるのは、小学校の先生が英語の勉強を始めたということです。小学

校の先生たちがにこにこ笑って楽しいという環境でなければ、子供たちも嫌になってしまうと

いうことで、坂城町の特徴は子供も勉強しているけれども、小学校の先生たちも坂城へ来ると

勉強をするシステムが５年前からスタートしているというところであります。そのほかは教育

のほうから答えます。 

教育長（宮﨑君） 英語教育の関係でご答弁させていただきますけれども、英語の学力、先日見

ていただいたわけですけれども、客観的なデータとして町の学校職員会がですね、信州大学の

学術研究員、それの酒井英樹先生をちょっと学校職員会、要は先生の指導等についてお願いし

ているわけですけれども、客観的なデータとして先生のご指導の中でですね、実は英検のです

ね、公益財団法人の日本英語教育検定協会、ここのジュニアのブロンズというグレードの試験
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を昨年全小学生、３年以上ですけれども、町内の各校の子供たち見てもらいました。その前の

年は一部の学校でということでございましたが、このところ受験者は大体４００人ということ

ですけれども、ほかの先生が見ておられる県内の地域と比べて、点数的にはよかったと。さら

に英検ですから全国の話ですけれども、これもよかったということで、客観的に見ても実力が

あるんだとなと。 

 それと、先ほども町長も言いましたけれども、アンケートをとっておりましてですね、要は

英語が好きかどうかということで、坂城の子は８３．９％が好きだということで、国が調べた

調査よりもですね、８ポイント近く上だというようなことで、時間の関係もありますので、そ

んなことで頑張っておりますので、よろしくお願いいたします。 

７番（西沢さん） 健康で暮らし続けたいと願う人たちを支え続ける町で会ってほしいと、この

質問をするに当たって願っています。以上で一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時３０分～再開 午前 ９時４０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、５番 柳沢収君の質問を許します。 

５番（柳沢君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をさ

せていただきます。 

 今回で６回目の質問になります。今回も、地方自治の基礎でありますコミュニケーションの

問題から入らせていただきます。 

 学校と地域のコミュニケーションにはいろいろな形があります。大人からのあいさつ運動も

そのうちの一つであります。地域の子供たちに自己有用感を実感していただき、元気になって

もらう目的で始められたこの運動も今月で１５回を迎えます。県の信州あいさつ運動からおく

れること１年、そんなスタートでありましたが、今や県の運動の中核に位置づけられる運動に

まで成長しました。ここに県民会議機関誌「青少年ながの」の９９号がございます。長野県青

少年育成県民会議の事務所から送られてきたものでございますが、この表紙にですね、村上小

学校における、大人からのあいさつ運動の風景が掲載されております。９８号にも運動の様子

が載っておりましたが、今回は桜が満開時で低学年生のヘルメットがとても大きく感じられる

楽しく初々しい写真でございます。 

 大人からのあいさつ運動は、町内三つの小学校と中学校で実施されておりますが、その都度

写真を事務局に送っております。それぞれの学校で写真を撮り続けることは大変なことで頭が

下がる思いでございます。お聞きするところによりますと、毎日校門付近で子供にあいさつ運

動をしている先生もおられるとのことです。スクールゾーンで子供たちの安全に気を配ってお

られるグループや個人の方がおられることも知っております。まことに感謝の念にたえません。 
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 朝のあいさつ運動に始まり、学校はあいさつにあふれております。無理強いするのは嫌いな

たちでありますので、産業道路などで子供たちに挨拶することはありませんが、子供たちから

挨拶されたときは大きな声で素早く応えるようにしております。最近は、子供たちから挨拶さ

れることがとみに増えてまいりました。 

 子供の世界の充実に引きかえ、大人はどうでしょうか。コミュニティーの重要性を強調しな

がら、その実現に向けた動きは十分なのでしょうか。災害時には助け合えるのですか。心配で

なりません。災害時の助け合いを心配される方もたくさんおられますが、そのような方は平時

の挨拶に注意を向けていただきたいと思います。昔の言葉に村八分というのがあったそうです。

地域生活における１０の共同行為のうち八つについては絶縁するという意味だそうです。では、

残りの二分は何でしょう。葬式の世話と火事の消火活動という説でございます。火事以外の災

害時における相互扶助は二分に入っていないのです。このような考え方を類推しますと、つま

り火事以外の災害に遭ったときは、日ごろのおつき合いがないと助けてもらえない確率が高く

なるのであります。ばかの一つ覚えのようにあいさつ運動、あいさつ運動と言うわけでありま

すが、生活弱者に対する優しい災害対策も含まれておるのであります。 

 学校のあいさつ運動、最近のものには目を見張るものがあります。このまま伸びていけば十

分かなと思う反面、大人同士のあいさつ運動は心もとない限りでございます。行政は災害時に

助け合うことを強要するのではなく、日ごろの挨拶に注意を注いでいただきたい。そんな思い

で大人のあいさつ運動にも関心を寄せていたとき、インターネットで須坂市役所のあいさつ運

動を知りました。平成２６年から理事者や職員のあいさつ運動をしているとの話です。乗り気

でない人もいるとの記事にも接しましたが、実際はどんな内容なんだろうと思いました。須坂

市在住の知人に伺ったところ、市役所内の雰囲気がとてもよいとのことでした。どんなふうに

いいのかと尋ねましたが、いい、いいと言うだけでそれ以上はわかりませんでした。 

 それからしばらくして、須坂市があいさつ課を立ち上げるとの記事に接しました。雰囲気の

よい市役所がさらによくなる。住民はそれだけでも得ですよね。そう思うと一度訪問してみた

くなって行ってみました。５月、ちょうど６月議会開会中に町長さんが須坂市を訪問したとの

記事が新聞に載った前ですけれども、突然の訪問だったので、あいさつ課の課長さんはおられ

ませんでしたが、窓口の担当者が具体的な動きはこれからですなどと笑顔で言いながら、資料

を取り出し渡してくれました。帰りがけに庁舎の出口にアンケート用紙があることに気づきま

した。職員の接遇に関する項目もありました。須坂市を訪問された観察力の鋭い理事者や職員

は既にお気づきかと思います。行政が真剣に市民と向き合っている姿をかいま見ました。あれ

から３カ月、あいさつ課はどうなったのでしょう。 

 須坂市には須坂病院があります。ここでも信州あいさつ運動に先立ちあいさつ運動が実施さ

れております。お聞きしたところによると、院長の方針だとのことです。病院があるってすば
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らしいことですよね。挨拶にあふれた病院というものは非常に温かい。須坂市のある社長さん

が挨拶は相手の存在を認めるという意味があります。マザーテレサは愛の反対は無関心と言い

ましたが、挨拶がないのは無関心と同じです。挨拶はまさに愛なのですと言っておられました。

しかし、人への愛より物への愛着が強い人がいることも残念ながら認めざるを得ないのではな

いでしょうか。 

 翻って我が町を見ますと、古民家は修復・保存される方向で、動かぬ廃電車も何百万もかけ

てお色直しを終了させたようですが、町内のあいさつ看板は寂れて、かつてのあいさつの町坂

城は見る影もない地域が多くあります。理解の深い四ツ屋地区では新しい看板も見られ、あい

さつ運動は復活していただいておるのが救いでありますが、町全体には広がっておりません。 

 ６月の定例会の一般質問を顧みましても、災害関係のことは当然としまして、町の関心事は

ワイナリー、古民家、動かぬ中古電車に集中しております。町政の優先順位がございますから

あいさつ看板が隅に追いやられることはいたし方ないとしましてもですね、町の歌にもない、

こんなものがあったりしたのでは目ざわりとばかり取り壊されるのではないかと、そういうこ

とのないことを祈るばかりでございます。財政上の優先順位もございましょうが、須坂市型の

あいさつ課などは費用もかからないとのことです。 

 そこでお尋ねします。須坂市のあいさつ課の仕組みと取り組みに対する理解はどこまでいっ

ておるのでしょうか。また、坂城町にあいさつ課はつくれないのでしょうかの２点についてお

答え願います。 

町長（山村君） 今、柳沢議員さんからあいさつの町復活について、坂城町にあいさつ課をとい

うご質問をいただきました。また、あいさつ運動を積極的にやっておられることに敬意を表し

たいというふうに思います。 

 私は前から何回か申し上げたと思うんですけれども、日本人が大切にしてきたもの、江戸期

を通してもそうですけれども、まず子供に対して親が指導してきたのは洒掃応対、進退といい

まして、洒掃は後片づけ、掃除ですね。それから応対は応対する、挨拶。それから進退という

のは時間が決まったら遊んでいても家に帰ってきなさいと、そういう出処進退。この三つを徹

底して子育ての基本としてまいりました。それは家だけではなくて、周りの自治体、村・町で

行ってきたということであります。 

 それから、私も挨拶については大切なものだと考えておりますけれども、私が申し上げたい

のはですね、まず挨拶というのはさっき柳沢議員も言われた無理強いではいけないということ

だと思っております。挨拶の言葉の意味をご存じでしょうか。挨拶の「挨」というのは、言葉

の意味ですよ、漢字の意味、これは背を打つなりと。強く打って殴って後ろから押しのけると

いうのが「挨」という意味であります。それから挨拶の「拶」、これはほかを押しのけて争う

という意味なんです。挨拶は従ってですね、囚人が互いに前に出て争って押し合うというのが
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挨拶という漢字の意味なんです。したがって、本来の用語の意味と今使われている意味が甚だ

しく異なる言葉の一つだろうと思っております。 

 しかしながら、これもご存じだと思いますけれども、禅宗でですね、禅語で一挨一拶という

言葉で、相手に対して呵責ですね、いろいろ質問をして、一問一答で質問をするということで

一挨一拶ということから始まって、その質疑応答をするんで挨拶という言葉が今のような使わ

れ方になったというところであります。したがいまして、でき得るならば無理強いじゃないと

いうところが理想だと思っております。 

 先ほど柳沢さんがいろいろお話がありました。私はですね、町の中、誰でも、どこでも、い

つでも、挨拶をするというのが理想型だろうと思っております。須坂市での取り組み、お話伺

いました。私もいろいろ調べてまいりました。これは須坂市のいろいろ資料、それから私ども

の職員が確認した内容であります。また、始まってまだ４月からということであります。状況

だけご説明申し上げますと、須坂市のあいさつ課につきましては、本年４月から新規採用職員

の研修の一環として組織されたものでありまして、特に挨拶に注目して、１、あいさつによる

明るく前向きな職場づくり、２、あいさつ課における活動を通じた新規採用職員の自己ＰＲ、

３、あいさつ課における活動を通じた新規採用職員の研修を目的に、新規採用職員を中心に活

動を行うもので、行政としての正式な組織ではありません。課ではありません。 

 ４月から始まった事業でもあり、職員同士だけでなく来町されたお客様への積極的な挨拶を

行うほか、現段階では庁舎の各フロアで接遇も含めた調査を行い、分析して次の活動につなげ

たいとしております。今後は市内小・中学校と連携した活動ができないかという検討をしてい

る段階とのことであります。 

 したがいまして、坂城町にあいさつ課をつくらないかというご質問でございますけれども、

須坂市の場合も正式な課ではなくて、職員の研修の一環として仮想化された、バーチャルな課

の設置という観点でございます。したがいまして当面ですね、坂城町にあいさつ課をつくるか

ということであります。これはつくりません。 

 また、坂城町での取り組みについて若干申し上げたいと思います。私が町長に就任したとき

にですね、始めました職員の提案制度、チャレンジＳＡＫＡＫＩというものを始めました。こ

のときに職員による提案で、接遇研修を始めたいという提案がありました。これはすばらしい

提案だと思いました。当時１３０名の職員が自覚していた問題だと思います。ぜひとも職員研

修、接遇研修を、挨拶を含めた接遇研修をお願いしたいということでありまして、それ以来、

窓口あるいは電話応対とあわせて、挨拶は接遇研修の基礎として全職員が毎年数回、少なくと

も２回はやっておりますけれども、全職員が毎年研修をそれ以来続けております。こういった

形で接遇研修を全職員が受けている自治体は恐らくほかにはないと思っております。 

 なおかつ、役場採用から５年までの職員による若手会議というものを開催しておりますが、
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この会議はメンバーにより毎回会議のテーマを定め、新規採用職員だけではなく、複数年勤務

し経験のある若手職員と交えて、協議したり先輩からのアドバイスをいただいたりするもので

すが、この会議でも挨拶を含めた接遇については何度も取り上げられるなど、職員一丸となっ

て重点を置いているところであります。 

 加えて、毎年新規採用職員の新鮮な目で役場を見てもらうとともに、研修の一環として今日

からスタート、チャレンジＳＡＫＡＫＩとして、自分自身が役場職員として取り組みたいテー

マをプレゼンテーションするという形でも発表してもらい、スキルアップにつながる研修も継

続して開催しているところであります。 

 私は、毎日大体７時には役場へ来て執務室におりますけれども、７時過ぎてしばらくすると、

毎日掃除をしていただけるスタッフの方が来ていただいております。柳澤浩子さんというのが

私のいる２階のフロアを担当していますけれども、毎日私が部屋の中にいても、外から大きな

声で「おはようございます」、声をかけていただいています。まことに気持ちよく一日がス

タートできるというところで、今ご存じでしょうか、役場の中、非常にきれいに掃除していた

だいている外部から入った皆さんたちも、スタッフたち皆さんも挨拶をしていただいておりま

す。恐らく５年前に比べるとですね、目に見えて変わってきたと思いますけれども、ただ私は

まだまだ、１００点満点はまだまだだと思います。継続して続けていきたいと思っております。 

 須坂市で実施している活動につきましては、自治体の規模や地域によってもさまざまであり

ます。須坂市の職員は坂城町の約３倍おります。また新規採用職員数も違いがあろうかと存じ

ます。しかしながら、来庁される住民の皆様への適切な対応といった目的は同じであると思い

ますし、当町といたしましても接遇については研修を重ね、住民の皆さんの立場になって対応

していけるよう心がけてまいりたいと考えております。したがいまして、ご提案のあったあい

さつ課というものは設置はいたしません。 

 しかしながら、今日のご質問の中でですね、町の中にあったあいさつの看板がさびて朽ちて

いるという話もありましたので、それはもう１回見直したいと思います。それから役場の中に

もですね、挨拶に関する標語が、これだけやっているんですからつくってもいいかなというふ

うに思っておりますので、それは検討していきたいというふうに思っております。 

５番（柳沢君） 看板についてもですね、新しく検討していただける、あるいはまた標語につい

てもですね、検討していただけると、こういうお話は本当ありがたいご答弁だなというふうに

思いました。しかしですね、挨拶の言葉の最初が囚人がどうのと。じゃあね、言葉がなかった

ときに挨拶はなかったのかと、言葉がある前に挨拶はなかったのかと、言葉の時代ができて初

めて挨拶ができたのか。私はどうもですね、そこら辺のところがですね、この言葉の字義から

引っ張ってきてどうのこうのということじゃないですよ。もうね、人間、言葉がなくても会え

ば挨拶はあるというふうに私は考えているんですけれども、やはり違う、町の考え方とは違う
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ような気がします。 

 通告書の質問の表題にもありますようにテーマはですね、「あいさつの町さかき」の復活で

あります。その先頭に立って誰がやるのか、誰が立たねばならぬのかというところで、町には

人に対する強い関心が認められない、言葉に対する関心は認められる。大人からのあいさつ運

動は、大人が子供に勇気や元気を与える運動であります。その大人の勇気や元気を与える運動

の先頭に立つのが、やはり須坂市のように町の職員ではないかと。かつて坂城町は、そのよう

な役場だったそうです。昔の役場は明るかったなんていう発言を職員から聞かされますと、非

常にさみしい気分になります。当時おられなかった方はお知りではないでしょうから、そんな

時代があったそうです。 

 町民は、町職員に対して絶大な期待を寄せております。こういっては何ですが、議員とは比

べることもできない。それは私に対してかもしれませんけれども、そのような絶大な期待をで

すね、町民の方はしております。町民は元気を与えてほしいのです。過分なお願いかと思いま

すけれどもですね、皆様方にしかできないことでありますので、その点を酌んでですね、実行

に移されることを切に望みます。 

 さらに、理事者の皆様がお好きな、つけ加えますと、ということをやりますとですね、須坂

市が何もまだ動いていませんよというのはですね、奥ゆかしさなんですね。あれもやった、こ

れもやったというグローバル化した町との違い。これがあるのかもしれません。４月には市在

住の挨拶の達人をお呼びして研修会を開き、７月にはチェック表を作成し部課ごとに職員同士

の挨拶がどの程度できているのか調査したそうです。ところが、その調査結果の評価がどの課

でも非常に高い。あいさつ課では、この調査は信用できないと判断したそうです。非常にです

ね、この表面を捉えないですね、物の見方、こういうことをされております。長野県ローカル

の市町村には謙虚なところもございます。 

 さらにお伝えしますと、８月９日には市内に四つある中学校の一つである東中学で行われた

サミットにあいさつ課の職員が出向し、市と中学校が一緒になってあいさつ運動で何ができる

か話し合ったそうです。その結論は出なかったそうですが、今までの運動を拡大するようなこ

とは避け新しい動きをしたいと、抱負を語っておりました。 

 議員は調査力が命でありますから、町の知らないことを知っている場合もありますが、町職

員はしっかりとした執行をしていっていただくことを町民は望んでおります。それで十分だと

思いますが、ただ地方公共団体は坂城町だけではありません。近隣の市町村にも目を向けて、

関心を持って学んでほしいのです。須坂市は優しいところですので、本気になって時間をかけ

て聞けばいろんなことを教えてくれます。次回の一般質問でも取り上げますので、ご対応をお

願いいたします。町民は職員を本当に頼りにしております。今後のご活躍に期待します。次の

質問に移ります。 
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 町内六つの医院には休日の当番医もしていただいたり、頼れる身近なお医者さんとして十分

なものがございます。小さいころからお世話になり、家族全員が頼りにさせていただいており

ます。したがいまして、町内に病院が一つあったら、町の医療体制は完璧だなと思うわけでご

ざいます。 

 議員になる公約でドクターヘリを掲げてまいりました。それに対し町内に病院を建ててほし

いとの要望がございました。お子さんが病気になられ、入院したときの体験がもとになってお

られるとのことです。自宅と職場、それに病院が離れて点在すると通うのが大変だとのことで

す。確かに３０分も乗れば近隣市の病院に行くことができるという見方もできますが、帰宅時

間帯の渋滞を考えれば大変なご苦労でございます。 

 近隣の町を見渡したとき、飯綱町にも信濃町にも小布施町にも長和町にも御代田町にも軽井

沢町にも佐久穂町にも小海町にも病院はあります。かつては上山田町にも丸子町にも東部町に

も望月町にも病院はありました。今ないのは人口で坂城町より少ない山ノ内町と立科町、それ

と財政が豊かとうらやましがられる坂城町だけです。坂城町に今まで病院がなぜなかったのか

不思議でございますが、そのようなことは脇に置いて建てればよいのです。今まで多くの実績

を残された現町政が続いている間に建てていただければよいのです。坂城町の実力からして病

院を持てないことはないのです。できないとすれば、気がないだけと言われかねません。 

 町民の生命と財産を守るのが地方自治体の使命と言いながら、病院が一つもないのです。そ

してこのことの異常さに気づかないとすれば、神経が麻痺させられているか、物に心を奪われ

てしまったのかもしれません。働いて働いて税金を納めて、入院することになったら、税金を

納めていなかった他市町村に行ってくださいと言われているんですよ。ないんです。約８割が

病院で最期を迎える現代の我々にとって、さみしい現実です。８割の方は今の体制でいけば坂

城町ではなく、ほかの市町村へ行ってみとられる。どんなに繕っても言葉巧みに言いくるめて

も、これが事実なんです。町に誇りを持ちたい、最期まで見てほしい、そう願わずにはいられ

ません。 

 坂城町の女性の平均寿命は県下で最下位であって、しかも唯一全国平均以下であるというこ

とを何人の人が知らされているでしょうか。危機についてはほとんど強調されていないのが不

思議です。坂城町が健康な人だけで、そのような町であることをアピールしたいのでしょうか。

牧歌的な歌に錯覚を覚え込まされ、やがては現実の自覚もないようになっていくのではないの

でしょうか。現実に目を向けましょう。明日の飲み水が汚染されてしまうのではないかと恐怖

心を抱いて暮らしておられる方も町にはおります。そのような人に寄り添うのは誰でしょう。

えたいの知れない作法を教え込まれ、へらへらしている場合ではありません。目を覚ます必要

があります。物ではなく人に目を向けていただきたいと思うのは、この町ではご法度でしょう

か。 



 

－ 67 －  

 ふるさと納税の企業版が行われている間に何らかの手を打てないものでしょうか。総合戦略

策定に当たり多額の費用をつぎ込まれたようでありますが、ぱっとしたものは出てきたので

しょうか。そもそも周りの地方自治体の動向に同調する傾向が薄いのでありまして、主張して

みても始まらないわけでありますが、「真田丸」はどこでも話題でありますが、坂城町の駅に

おりますと、その片りんを探すのが大変です。坂城町と同じ思いを持っている千曲市では、

「真田丸」のＰＲが行き届いております。４００年も前のことにこだわっちゃやっていけない

というのが理由だそうです。古物と廃棄物の町になる前に、厚生施設のシンボルとなる病院を

１個ぐらいは早急におつくりいただきたいものです。 

 全国一律の少子化問題はどんなに議論したって解決できないかもしれません。それよりも小

児科のある病院を建てましょう。そしてできたらＡＩ、すなわち人工知能を利用した最先端の

診断システムを備えた病院を持ちませんか。買い物は隣の市で病院も隣の市で、これで結構快

適なんですよなんて言っていて若者はついてくるのでしょうか。若い世代に寄り添うところも

見せていきましょう。まずは小児科のある病院を建て、周りの市民のお役にも立つ、ここから

始まる気がいたします。ご答弁お願いいたします。 

福祉健康課長（大井君） 初めに私どもの施策といたしましては、住民に向けて施策を展開させ

ていただいております。物に向けてではなく、住民の皆さんに対して施策を展開させていただ

いております。そういった立場でご答弁させていただきます。 

 初めに、当町の子供に対する医療体制についてご説明を申し上げます。町内において開業さ

れております医療機関は６カ所ございます。この開業されております６カ所の医療機関は、い

ずれも入院施設はございませんが、小児科も診療科目としている医療機関は２カ所ございます。

また、小児科を診療科目としていない町内医療機関でもけがであったり、子供の状況に応じて

診療している医療機関もございます。さらに、午後８時から１１時までの間、突然ぐあいが悪

くなった場合、応急的な内科的診療を行う施設として上田市内科・小児科初期救急センターを

上田市医師会、小県医師会、上田薬剤師会、信州上田医療センター、信州大学附属病院の協力

により上田市と東御市、長和町、青木村、坂城町の５市町村の共同で運営をしております。 

 当町の利用状況といたしましては、２７年度において年間約１００名の子供が受診をしてお

り、緊急時においての対応を行っているところでございます。また、小児科を診療科目として

入院ができる医療機関といたしましてはＪＡ長野厚生連篠ノ井総合病院、同じく松代総合病院、

信州上田医療センターを初め当町から通いやすい地域に総合病院などが開業をしております。 

 このように小児科も含めました医療体制につきましては、一つの自治体に全て備えるのでは

なく、一定の地域の中でいかに充実した医療体制を整えることができるかが重要であると考え

ております。また、ここしばらくの間は医師・看護師や医療事務等の従事者の不足につきまし

ても深刻な問題となっており、質の高い医療を提供できるスタッフを集めることも非常に困難
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となっております。したがいまして、当町に入院できる小児科を診療科目とした医療機関の誘

致を行うのではなくて、坂城町を中心とした地域の中で医療体制を充実させていくことを進め

てまいりたいと考えております。また、ご質問にございましたＡＩ、人工知能を活用した病院

につきましても、地域の中で今後医療体制のあり方を検討していく中で検討されるべきものだ

と考えております。 

５番（柳沢君） これだけね、いろいろやったというお話を聞きながら病院一つ建てられないと。

そういう気持ちもないと、こういうことに非常な失望感。もうこれね、在宅みとりをどうのこ

うのって、もうそうせざるを得ないじゃないですか。坂城町で最期を迎えたいということにな

れば。もうそこへ持っていくしかないですね。もう８割はね、今病院なんですよね。これが坂

城町にないということは、もう８割の人はですね、もう坂城町以外で亡くなると、こういうの

が現実ではないかと、そんなふうに思います。 

 サプライズがお好きな現町政でございますから、我々の知らないところでですね、もう既に

病院の建設計画が着々と進んでおりましてね、そして福祉厚生、まあぱっとこうね、発表とい

うことになるかもしれませんけれども、ぜひ期待したいなと。今後も福利厚生計画の推進をで

すね、進めていっていただきたいとお願いする所存でございます。次の質問に移ります。 

 ３．寄り添う自治 

 イ．生活環境について 

 古物に廃棄物、中古電車に古民家が話題の昨今ではございますが、さきに述べさせていただ

きましたとおり、それらに関してですね、発生するかもしれない問題の解決策を見出すべく、

生活環境パトロールの実施状況と成果についてお伺いいたします。さらには、これらの生活環

境を下支えするであろう生活環境教育の具体的実施計画についてもお伺いいたします。 

 ロ．坂城どんどんについて 

 今年は第３９回の町民まつりが盛大に開催されたわけでありますが、例年その反省会が

１１月ごろに行われます。実施時期をかなり過ぎての反省会には意見も出ないわけですが、そ

こでこの場を借りてご提案をさせていただきます。踊り流しに南条地区の踊り連を増やせない

かということです。会場から遠いとのご指摘もございますが、それは村上地区も同じでありま

す。ぜひ同地区を参考にして工夫をしていただければありがたいわけでございます。以前は参

加も多かったようですが、あいさつの町同様に後退してしまうと復活は難しいということで

しょうか。 

 そんな中、南条小学校の６年２組が南条小学校としては初参加をされました。しかも正調の

部のコンテストで第２位と大活躍されたことは特筆すべきことであります。準備に取りかかっ

たのが遅かったとのことで、参加は１クラスのみでありましたが、来年度は多くのクラスが参

加されることを期待しています。ご存じのように南条小学校にはハッピーブラスというすばら
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しいバンドがございます。しかし、このバンドに参加していない児童もいるわけで、そのよう

な児童にも何か発表の場をということで坂城どんどんが活用されることを望みます。 

 また、企業連の少なさも気になるところでございます。土曜日の参加ということで労務管理

上の問題があるとのお話も聞きますが、長野びんずる、上田わっしょい、松本ぼんぼん。私も

転勤族で、これらみんな出ましたけれども、このような問題はございませんでした。坂城町の

風土でしょうか。ともかく働く場所でしかない坂城町の象徴にしてはいけません。企業参加の

ご努力を期待したいと思います。 

 ハ．若者支援について 

 若者交流会は前回も取り上げさせていただきましたが、画期的な取り組みで大いに期待して

おります。これからも回を重ねるとのご答弁をいただき心強い限りでございますが、欲を言う

ならば、町内の在住の若者、特に中小企業の経営者や若者にも範囲を広げていただけるとあり

がたい次第でございます。 

 先月は成人式にお招きいただき、成人のお祝いを一緒にさせていただいたわけでありますが、

彼らが今後において一堂に会するのはいつだろうと考えたとき、行政はそのことに気づかなく

てもいいのだろうか、何もしなくていいのだろうか、せっかく代表者がいて実行委員会がある

ならば、彼らに対し５年後にこの会場で再会しませんか、１０年後はいかがですか、町が主催

することは難しいですけれども、望まれるならばこの場所を提供しますというような提案を成

人にできないものでしょうか。ありとあらゆる機会を捉えて、町のアピールをしていくことが

人口減少対策として必要なのではないでしょうか。答弁を求めます。 

住民環境課長（金子君） ３．寄り添う自治、イ．生活環境についてのうち、生活環境パトロー

ルの実施状況と成果についてお答えいたします。町では町内の山林や河川等への不法投棄が見

受けられることから、これらの不法投棄物を早期に撤去し、投棄させない環境、投棄できない

環境を維持するために、主に主要道路、河川、山林、林道などの公共用地につきまして不法投

棄防止パトロール及び撤去作業を実施しているところでございます。 

 現在、業務につきましては、シルバー人材センターに委託し、２人体制で冬期間を除き月

２回から３回、年間２９回実施しており、回収したごみは分別するとともにそれぞれの処理施

設に搬入しているところでございます。なお、パトロール以外での不法投棄物につきましては、

職員により現地確認を行い、回収等の対応をしているところでございます。 

 また、不法投棄しやすい場所や常習性のある場所等につきましては、不法投棄防止の看板等

の設置や、区の協力を得る中でバリケードの設置など不法投棄の未然防止に努めているところ

でございます。パトロール等において不法投棄物を確認し、内容物などから投棄者が判明した

場合につきましては警察へ通報し、対応をお願いしているところでございます。 

 不法投棄防止についての周知等につきましては、現在も広報やホームページ等により行って
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いるところでございますが、引き続きさまざまな機会を捉え周知を図り、不法投棄の未然防止

に努めてまいりたいと存じます。また、森林の保全遵守につきましては、林道等の状況や植物

の状態など不法投棄パトロールにあわせて実施しておりますが、異常等があれば担当課におい

て対応してまいります。 

 次に、不法投棄防止パトロールによるごみ撤去の成果でございますが、可燃物、不燃物、テ

レビ・冷蔵庫など家電６品目、タイヤ・自転車・家具などの粗大ごみごとに平成２７年度の実

績を申し上げますと、可燃物は１，２１５ｋｇで前年比９０．７％、１２５ｋｇの減、不燃物

は４５５ｋｇで前年比６０．７％、２９５ｋｇの減、家電６品目は４台で前年比５０％、４台

の減、粗大ごみは２２点で前年比６８．８％、１０点の減となっており、年々減少傾向となっ

ているところでございます。引き続き不法投棄防止パトロール等を実施し、生活環境及び自然

環境の保護や美しいまちづくりの実現に向けて取り組んでまいりたいと存じます。 

教育文化課長（宮下君） イの生活環境についての質問のうち、私からは生活環境教育の具体的

実施計画はについて、学校で取り組んでいる環境学習の内容についてお答えいたします。 

 まず、小学校における生活環境に関する教育といたしましては、４年から６年生の社会科の

授業を中心に行っております。内容としましては、４年生ではごみの処理や減量化、水の循環、

上下水道の仕組みなどについて、５年生では公害や環境改善・保全について、６年生では地球

温暖化等環境問題にかかわる日本の役割についてなどでございます。また、児童会活動では、

アルミ缶・牛乳パックの回収等を行っております。また、南条・村上小学校におきましては太

陽光発電システムが学校に設置されていることから、その環境を利用して省エネルギー対策に

ついて学習しております。 

 次に、中学校の生活環境教育についてでございますが、千曲川クリーンキャンペーンには全

生徒及び職員が参加いたしまして、地球環境保護意識の育成を図っております。生徒会活動で

はアルミ缶・牛乳パックの回収を、また各教室にごみ箱を設置し、資源ごみ等の分別を行い、

資源リサイクル意識の高揚につなげております。また、親子作業として１・２学年では親子で

学校の環境美化に取り組んでいるところでございます。小・中学校それぞれの段階において生

活環境教育を実施しておりますが、引き続き授業や活動を通じまして児童・生徒の環境保全意

識を高められるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

産業振興課長（山崎君） ロ．坂城どんどんについてご答弁申し上げます。南条地区の参加や企

業の参加を増やせないかというご質問でございますが、坂城どんどん夜の部の踊り連参加につ

いては、参加を希望する区や団体から踊り連参加申し込みをいただいております。この踊り連

参加申し込みの内容は４月、５月に開催される町民まつり企画委員会で踊り流しを含め町民ま

つりの内容を企画し、６月に開催される町民まつり実行委員会に諮り決定いたします。そして、

踊り連への参加については、「広報さかき」や有線放送、町ホームページなど機会を捉えて町



 

－ 71 －  

民の皆さんにお知らせしております。 

 町民まつり実行委員会では、区長さんを初め分館長さんや組合長さんが委員になっていただ

いておりますので、実行委員会の場においても各区の皆さんへ参加を呼びかけております。加

えて、行政協力委員会でも複数回、坂城どんどん踊り流しへの参加を呼びかけております。ま

た、町民まつりの踊り流しでは、大勢の子供たちに参加いただくことが、にぎわいにつながり

ますので、多くの子供たちに参加していただけるよう教育委員会を通じ校長会や教頭会、ＰＴ

Ａなど学校へも呼びかけております。中之条・南条地区や村上地区などのように、町民まつり

会場が離れている場合には送迎用のバスどんどん号を用意するといった対策もとっており、参

加しやすい環境整備に努めているところでもあります。 

 ご質問にもありましたが、今年度ＰＴＡの方々のご努力により南条小学校６年生の１クラス

と、その保護者の皆さんのご参加をいただきました。町民まつり実行委員会として非常に喜ば

しいことであり、来年度以降も続けて参加していただけるよう学校側にも呼びかけていきたい

と思います。 

 踊り流しの企業の参加につきましても、町民まつり実行委員会開催後各企業宛てに踊り流し

参加申込書をお送りし参加を呼びかけております。今年度においては町内の金融機関さんから

大勢の皆さんの参加がありました。以前から参加されていた八十二銀行さんに加え、今年度は

商工会の踊り連に加わる形で、けんしん、長野銀行、信金の皆さんにもご参加いただきました。

多くの連と大勢の皆さんにご参加いただくことが、坂城どんどんを盛り上げることにつながり

ますので、来年度に向け引き続き各区や学校、企業、団体など参加を呼びかけてまいりたいと

考えております。 

 次に、ハ．若者支援についてご答弁申し上げます。町では、まち・ひと・しごと創生総合戦

略を策定し、町や企業、働く方々が元気であること、町外への人口の流出を抑制し新たな流入

を図ることなどを目指し、移住・定住促進事業に取り組んでおります。町内人口の増、移住・

定住対策の一つとして、町内の事業所に勤めている若者たちに坂城に住んでもらえるよう、ま

た坂城に住んでいる方には定住してもらえるよう坂城町の魅力を発信し、企業の枠を越えた交

流や情報交換を行っていただくため、若者交流会を開催しております。 

 ５月２１日、第１回の交流会を開催し、１１事業所から５５名という多くの若者にご参加い

ただきました。参加対象を、目安として入社５年目ぐらいまでの方及び若手社員として開催い

たし、年齢により参加者を限定はいたしませんでした。１０月中旬に予定しています第２回に

は、特に年齢や入社年数による参加制限を設けずに、坂城町に在住・在勤中の社会人として、

対象をより広くしたいと考えております。また、ご質問にもありましたが、お勤めの方だけで

なく企業の若手経営者などの方にも参加を呼びかけていくことについても検討してまいりたい

と思います。 
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 次に、成人式後５年、１０年の集いを開催できないかというご質問でございますが、ご提案

の方法も若者交流会の一つの形態であろうとは考えておりますが、当面は現在の方法で開催し、

参加者の皆さんなどのご要望やご意見をお聞きする中で、よりよい交流会になるよう改善に努

めてまいりたいと考えております。 

５番（柳沢君） 前向きなご答弁ありがとうございました。築２５年の中古住宅を買い求め、住

み続けて１０年以上がたつわけでありますが、新築の家に住みたくてもですね、ほかにほしい

ものがあれば後に回す。今は新しい文化センター等の施設よりも病院が欲しいような気がしま

す。さきの須坂病院の例を出すまでもなく、自分の町に病院があるとないとでは、見えない部

分で全く違うのです。安心できる、安心に全力を尽くす町政を望みます。以上で質問を終わり

ます。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３１分～再開 午前１０時４１分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、１０番 山﨑正志君の質問を許します。 

１０番（山﨑君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 新聞報道等でご存じの方も多くいらっしゃるとは思いますが、第２期長野県高等学校再編が

始まります。田中知事時代の平成１６年に高等学校改革プラン検討委員会を設立し、少子化に

よる学校数のあり方を主な議題とし、県立高校の再編に向け議論・討議されたのが発端であり

ます。第１期長野県高等学校再編におきましては、坂城高校の存続というよりは坂城高校の全

日制普通科高校から多部制・単位制高校への転換が焦点となったわけであります。そのときは

ＰＴＡ、同窓会、町当局、商工会等住民の多くの方のご協力により、坂城高校は全日制普通科

として今日まで存続することができました。しかし、今回の第２期長野県高等学校再編計画は、

前回とは全くスタンスが違うということを頭の中にしっかりたたき込んで私は質問いたします。

それでは質問に入ります。今回の一般質問は大見出し、小見出しともに１項目のみであります。 

 １．坂城高校存続の危機 

 イ．第２期長野県高等学校再編について 

 この項目のみ議論していきたいと思っております。それでは、順次１回目の質問をいたしま

す。第１として坂城高校を取り巻く状況はどのようになっているのか。次に、第１期高等学校

再編時はＰＴＡ、同窓会、町当局と地域住民等の一体感で坂城高校の全日制普通科存続へと

なったわけですが、その活動内容はどのようなものだったのか答弁を求めます。 

 １回目の質問の最後といたしましては、第２期長野県高等学校再編計画を踏まえ、坂城高校

存続に対する町の考え方です。県教委はこの１０月、学びの基本構想（案）を公表します。し
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かし、これは玉虫色の社交辞令であり、聞いたふりだけして、実は今年度末、来年の３月には

統廃合する学校の名前を挙げてくる腹づもりではないかと私は思っているわけであります。 

 前回の第１期高校再編では、県教委は、ＰＴＡ、同窓会、地域住民等の反発を受け、やり残

したことが多くありました。今回は同じ轍は踏まないように用意周到であるはずであります。

坂城高校は長野県を通学区１２学区制にしていたときの第４通学区に所属していました。旧第

４通学区には県立高校が７校あります。学級数の増減はありましたが、その７校は現在も存続

しております。今回は旧学区ごとで学校数のあり方も含めて考えていくということになってお

ります。全く手のついていなかった第４通学区からは、私は１校はなくなるのではないかとい

う危惧を持っております。 

 この第２期高校再編は前回と全く様相が違う、坂城高校は再編の対象になることが危惧され

ていますというよりも、廃校になるかもしれないということを頭の中へ入れていかなければい

けない。そういう状況であることを鑑みて、これから町はこの危機にどのように対応していく

のか答弁を求めます。以上をもちまして、坂城高校存続の危機の１回目の質問といたします。 

町長（山村君） 県立高校ではありますけれども、坂城町に唯一、一つしかない坂城高校の危機、

私も大変な危機感を持っております。今ご質問のありました坂城高校存続の危機につきまして

は、私からは第２期高等学校再編にかかわる町の考え方について、今までの経緯も含めまして

ご答弁させていただいて、そのほかは担当課長から申し上げます。 

 今お話がありましたけれども、県立高校の再編につきましては、平成１９年度から始まりま

した第１期の高等学校再編が今年度で終了となります。今回の再編により県立高校数は８９校

から７９校まで減少したところでございます。第１期再編では坂城高等学校につきましても統

廃合の候補に取り上げられ、多部制・単位制校に変換する案が示されました。しかし、坂城高

校を発展させる会を中心とした地域住民の皆さんによる全日制普通科高校存続に向けた運動が

展開され、その結果、全日制普通科高校として存続となったところでございます。 

 現在、県の教育委員会では平成３０年代の少子化に対応するため、平成４０年ころまでをめ

どとした第２期高等学校再編について検討を進めております。このたび７月に開催されました

県の定例教育委員会におきまして、第２期再編計画にかかわる今後のスケジュールが示された

ところでございます。そのスケジュールでは来月、再編計画の基本理念・方針に関する考え方

を含む、学びの改革 基本構想（案）の公表が行われます。その後、パブリックコメントの実

施や若手教員・高校生との意見交換が実施され、３月に学びの改革 基本構想が策定されると

いうことになります。 

 ２９年度には基本構想をもとに首長を初め地域の皆さんとの懇談や教育関係者等の意見交換

を行った上で、１０月に旧通学区ごとの再編計画の方向性に関する考え方を含む、学びの改革

 実施方針（案）の公表が行われ、その後、再度地域懇談会の開催等を経た後、３月に、学び
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の改革 実施方針が策定されることとなっております。そして、３０年度以降、この実施方針

により旧通学区ごとに検討が進められ、まとまったところから具体的な再編計画が策定される

予定でありますので、現時点では坂城高校の扱いが具体化されるのは３０年度以降となる見込

みでございます。 

 さて、坂城高校は組合立農蚕学校として創立以来１００余年、時代の要請に応えて、その立

ち位置を変化させつつ歴史を重ね、その間１万１千余名の卒業生を送り出し、地域産業・地域

社会に貢献する人材を育成する使命を担ってきたところであります。また、平成２１年度以降

におきましては、「３Ｃで行こう」という合い言葉に、この三つのＣ、これはコミュニケー

ション、コラボレーション、キャリアの頭文字のＣのことを指しますが、県下普通高校に先駆

けて「産業社会と人間」を必履修科目として教育課程に位置づけ、地域の企業との連携を活用

したインターンシップ事業等のキャリア教育を軸に教育活動に取り組んでおります。 

 ご案内のように坂城町の中での各企業様からも好意的に受け入れられ、毎年毎年企業の中の

見学とか実習、インターンシップをやっているところでございます。また、坂城どんどん等の

町行事への参加や保育園、小・中学校、地域との交流を積極的に行っており、地域の高校とし

て重要な役割を果たしているところであります。 

 いずれにしましても今申し上げましたように、町内唯一の県立高等学校である坂城高校はま

ち・ひと・しごと創生総合戦略、駅周辺の活性化など町の施策を進めていく上でも、地域の高

校として欠かせない存在であることに何ら変わりはないところでございます。第２期再編計画

により、坂城高校が現状どおり存続するのかどうかは、県教育委員会の動向を注視する中で、

坂城高校を発展させる会の皆様方とも連携を図る中で、存続に向けて私も精力的に取り組みを

していきたいというふうに考えております。いろいろ皆様方とご相談しながら、存続に向けて

動き出そうというふうに思っております。 

教育文化課長（宮下君） 私からは坂城高校の状況及び第１期高等学校再編時の経過と取り組み

につきましてご答弁いたします。 

 まず、坂城高校の現在の状況でございますが、学級数は１学年４クラスの１２学級で、４月

現在の生徒数は１学年１３４人、２学年１２１人、３学年１０５人で、男子２２２人、女子

１３８人の合計３６０人でございます。また、平成２８年度の生徒募集定員は１６０人でござ

います。生徒の出身市町村につきましては上田市、千曲市、長野市、坂城町の４市町で全体の

９５％以上を占めており、坂城町においては４９人で全体の約１４％でございます。遠方では

須坂市、佐久市、軽井沢町、また県外出身者もおります。次に、卒業生の進路でございますが、

２７年度につきましては就職した生徒が４９％、進学した生徒が３９％という状況でございま

す。 

 坂城高校の学習プログラムの大きな特徴としまして、学習指導要領にない学校設定科目とし
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て「産業社会と人間」という科目を１・２学年が必修で学習しております。これは産業カウン

セラーによる定期的な支援・指導を受けながら、町や企業との連携を活用したキャリア教育を

軸に据えた学習であり、企業見学やインターンシップもこの中に含まれます。まさに工業の町、

坂城町にある高校としてのメリットを十分生かした学習であり、将来の進路選択にもつながる

ものとして力を入れて取り組んでいると聞いております。 

 また、先ほど町長答弁にもありましたが、「３Ｃで行こう」を合い言葉に坂城どんどんの参

加はもとより、今年初めて納涼音楽会へも参加するなど町・地域行事にも積極的に参加し、交

流を図っているところであります。 

 次に、第１期高等学校再編時の経過と取り組みについてでございますが、第１期高校再編に

おいては平成１７年に県教育委員会から県立高校再編整備候補案として統廃合候補の学校名が

公表され、坂城高校は全日制普通科から多部制・単位制校という新しいタイプの高校に変換さ

れるという案が示されました。坂城高校が多部制・単位制に転換することになれば、坂城町や

戸倉上山田地区を含む更埴地域南部から全日制普通科高校がなくなり、中学生の進路選択にも

大きな影響があることから、町や関係する方々で構成する坂城高校を発展させる会が発足し、

その存続に向けた運動が展開されました。坂城高校を発展させる会の関係者による坂城高校全

日制の存続と発展を願う集いを開催し、また、生徒会も加わり、県教育委員会や高校改革プラ

ン推進委員会に坂城高校全日制普通科の存続を強く要請を行ったところであります。 

 その結果として、平成１８年に坂城高校の全日制普通科高校としての存続が決定し、以来今

日まで坂城高校を発展させる会では継続した取り組みが行われているところであります。 

 以上、第１期再編時の取り組みを申し上げましたが、これから始まる第２期再編においても

坂城高校の存続にかかわる問題に対しましては周辺地域を含め、学校、ＰＴＡ、地域、行政等

が一体となり、知恵を絞る中で取り組んでいく必要があると考えるところでございます。 

１０番（山﨑君） 町長及び課長から答弁いただいたわけですけれども、前回の第１期長野県高

等学校再編、あのときは高校改革プランという形で、うちの町長、前町長ですね、中沢一町長

が改革プラン推進検討委員会の委員でもありました。平成１７年度、私は坂城高校の当時ＰＴ

Ａ会長をやっておりました。署名活動等も各中学校へお願いに回った経緯もあります。当然坂

城中学校、あと千曲市で戸上中学校、更埴地区の中学校も回らせていただきました。当時、屋

代中学校は武井校長先生で元坂中の教頭先生をやられていた方でした。埴生中学校の校長先生

は坂井校長で、南条小学校の校長をやられた方でした。また、千曲市の教育長さんは坂城中学

校で校長をやられた何たっけな、済みません、ど忘れしました。その方にも会って、それぞれ

嘆願書を出すに当たって許可をいただき、各中学校を回った経緯があります。そうやってＰＴ

Ａ及び住民、町、商工会等皆さんの協力を得て動いたわけであります。 

 とりあえず、第１通学区から私が説明しますけれども、第１通学区は、今、飯山北高校を中
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心として飯山南、北部高校を一つの学校にしようとしています。また、副町長の出身校である

須坂も同じように須商と須坂園芸が一緒になる、まあとんでもないことを今の県教委はやった

わけですよ。私ね、これを見ていて何かそういうことが全く何も起きていない旧４区で起きる

んじゃないかということを危惧するわけであります。第３通学区においては、中条高校は長野

西の分校となりました。犀峡高校は篠ノ井高校の分校となりました。第２通学区は全く手がつ

いていません。 

 第５通学区上小地区ですね。あそこは全く高校数も変わらず、学校も増やさず、学級数の対

応のみでやってきました。上田高校は私の母校であって、もう一番多いときには、ベビーブー

ムのころには１０か１１クラスまで増えた経緯があります。ほかの染谷にしても東高校にして

も、そうやって対応をしました。だから、多分第５通学区は手をつけないでしょう。丸子実業

は今、丸子修学館と名前を変え、総合学科になりました。東部高校は東御清翔という形で、今

回は多部制・単位制になっております。 

 県教委は以前の高校改革プランの中で、各学区ごとに多部制・単位制を設けると。東信地区

は東部高校がなった。中信地区は松本筑摩が多部制・単位制となった。南信地区は箕輪工業が

多部制・単位制となったと。まだ北信地区にはありません。当時、なぜ坂城高校が多部制・単

位制にふさわしくないかといって手を挙げたのか。飯山から坂城まで来ますか。北信に１校

だったら、町のど真ん中へつくれというのが私の考えです。何か数合わせだけで多部制・単位

制を坂城高校に持ってくる。そんなことをやっている県教委に、私ははっきり言って反発しま

した。そういう経緯があって坂城高校の全日制普通科を存続させるのぼり旗までつくって、署

名までやって、そうやって起こして、坂城町の宝ですよ。町の母校と言ってもいいくらいの宝

です。それをなくさないということは我々の使命だと思っております。 

 はっきり言って前回、私も何度もこの質問をしました。前町長はそれに対してほぼ９０％町

長が答弁の側に回って話しております。私は坂城高校存続に対して自分の子供が５人とも坂城

高校、まだ一番下の子はお世話になっています。しっかりと４人とも巣立って、３人は町内企

業に勤めております。１人は、長女はどうしても教員をやりたいと今どうにか本採用になりま

した。なかなか私もどうなのかと思ったけれども、彼女の努力により埼玉県の中で本採用に

なったと。それは坂城高校が育ててくれたから、自分たちの子供があると思っています。また、

１２年ぶりに来年度、坂城高校のＰＴＡ会長をやることに私なりましたもんで、またこのめぐ

り合わせかと私は思っております。前回のときも高校改革、今回も高校改革。これもめぐり合

わせで天命かなと私もこれもやる以上、前回と同じように全力を尽くしていきたいと思ってい

ます。 

 町長ね、本当に宝だと町長も思っていると思います。インターンシップあるいは企業体験、

保育園の体験、うんとやっている。私、前町長にも言ったことがあります。せっかくの町、工
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業の町であると、その部分をインターンシップ、確かにそれはいい。もっと生かせる方法はな

いのかと。坂城町、はっきり言って工業科をつくってもいいんじゃないか、工業科とは言わな

い。カリキュラムでそういう部分も持ってこれるんじゃないかと。はっきり言ってできない事

実です。県教委はうんと言わないと思います。千曲高校に工業科がある、でもって長野工業が

ある。でも、４区には更級農業はあるけど、あそこは工業はありません。できればそういう部

分も含めて、町長はその辺どのようにお考えでしょうか。 

町長（山村君） 私が５年前に町長になってきたときにですね、坂城高校の同窓会ですとか、そ

れから坂城高校を発展させる会にお招きいただいて、毎年ですね。そこでお話しているんです

けれども、そのときからずっと申し上げているのは、次の再編がどうなるかわからないけれど

も、坂城高校がもっとよりよく特色を持った高校として体をなさないと、どういう状況変化に

なるかわからないよと。もっとも３年、４年前はですね、私も町村会の関係で県の教育委員会

といろいろ話をしたことがありました。そのときは多分、坂城は乗らないだろうというふうに

受けとめていました。いろんな条件からですね。そのとき県の教育委員会に私が申し上げたの

は、決してですね、機械的に人数がこれだけ減ったから、クラス数がこれだけ減る、学校が減

るという機械的な計算はやめてくれということをずっと申し上げてきたわけであります。 

 それでいよいよ次の再編ということになりましたので、平成３０年以降ではもう間に合わな

いと思いますので、そろそろですね、皆様方、多分坂城高校を発展させる会が一つの母体とし

て前回と同じように運営していくんだろうと思っております。この会でも申し上げました。そ

ろそろ準備しようと。そろそろというか準備しなきゃいけないと。 

 それから、今の坂城高校の校長さんにも申し上げているんですけれども、３Ｃといってコ

ミュニケーション、コラボレーション、キャリアと言ったけれども、これはいわゆる建学の精

神ではないんですね、もっと実務的な話なので。もう１回ここで坂城高校は何のためにある学

校なのかという、いわば新たな建学の精神というものをみんなで考えましょうということで、

今、校長先生がいろいろ考えていただいているようであります。誰の目から見ても坂城高校は

このためにこの町にあるんだと、またこの町は工業の町ですから、工業の町と工業高校じゃな

い普通高校だけれども、いろんなオールラウンドなキャリアを形成するための高校として、す

ばらしい地盤があるんだということを掲げてですね、運動を始めたいと思っておりますので、

新しいＰＴＡ会長さんと一緒に頑張っていきたいと思っておりますので、具体的な行動に移り

たいと思っておりますので、いろいろ相談していきたいと思っております。 

１０番（山﨑君） 前回のときは生き残れた。確かにその部分では前町長も努力された。我々住

民も努力した、一体感になっていった、町ぐるみでした。はっきり言って、屋代南高校に多部

制・単位制という形になったときには、そういう案が出たときには私も署名の用紙を各中学校

にね、千曲市の中学校に配ったけれども、回収できなかったっていきさつもあります。それは
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いたし方ないと。当然ながら、おらの町から高校がなくなるとなれば、どこの地区だって中核

にそういう学校があるわけですから、住民が反対するのは当たり前です。こう言っては何です

けれども、長野県坂城高等学校ですよね。長野県立とは書いていないんです。明治４３年、

１９１０年に農蚕学校として町の有志の方たちによって設立されたのが坂城高校であります。

今年で百何年になるのかな、１０６年ですかね。それだけの歴史があるわけです。それが結局

県に移管されたと。そういう部分で地域の宝である坂城高校です。それは我々住民が結束して、

本当に先代がつくったんだぞという意識を持って守っていくべきものだと思っております。 

 はっきり言いましょう。私はね、長野南、長野東、あれはプレハブ校舎です。たまたまベ

ビーブームで人口が増えた、じゃあ増築しましょう。じゃあ子供が減ったからプレハブを壊せ

ばいい。そうすればもとへ戻るんですよ。私はそういうふうに思っております。持論ですけど

ね。南条小学校はプレハブをつくらなかったけれども、そのまんま壊して新しい校舎ができま

した。もしプレハブをつくって新しい校舎ができたら、そっちへ移るというのが普通ですよね。

私の中ではそういうふうに思っているんですよ。長野南と長野東は県立高校です。県がつくっ

た高校です。そういう部分で私は持論を持っております。私の持論はこれとして、はっきり

言って長野東、長野南を更地にしてもとの体系に戻す。そして坂城高校は今のまんま存続する、

あるいはもっとカリキュラムを増やして、子供が学べる学びやをつくる。 

 今、上田市から１００人以上の生徒が来ています。なぜだかわかりますか。東部高校が今は

東御清翔ですね。あそこが多部制・単位制になったからですよ。坂城中学校から行かなかった。

今、しようがないですよね。坂城中学は今１年生は３クラスしかない。１０５人で３クラスで

すよ。それは当然ながらパイがないんだから坂城高校へ行く生徒も減ってきますよ。しかし、

坂城高校のいいところは、生徒の伸びしろがでかいということです。そういう高校は絶対必要

です。この高校を残すためにも皆さんのご協力を願って、私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時１３分～再開 午前１１時２３分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、１１番 中嶋登君の質問を許します。 

１１番（中嶋君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

させていただきます。前田工業団地が販売できたことは大変よかったと思いますが、中沢町政

のころからこの案件に関しては５回の一般質問をしております。言うなれば今回で６回目、ま

さにその６であります。少しおさらいをしてみますと、アガツマ精機、チクマ精工、そして京

阪精工と名前が変わっております。平成１８年の６月議会で初めての質問を私はしております。

概略とその後の経過でありますが、当時、中沢町長が初めて全協の場所に相談に来まして、議

員のお知恵を借りたいとの話でありました。坂城町にとっては負の遺産であり、買って怒られ、
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買わずに怒られという跡地でありましたが、一部メッキ工場もあり六価クロムやシアンなどの

重金属がどのぐらい入っているかわからない。そしてまた土壌をきれいにするには大変大きな

お金がかかるので、民間が買えば土壌汚染の上にアスファルトを敷き、工場を建ててしまうと

いう心配があり、必ずや町で買うべきであると当時私がご提言を申し上げました。当時そのと

きの議員全員一致で購入したほうがいいぞと、そういうことで決定した流れ、いきさつがござ

いました。 

 さて、ここで買うことにはなりましたが、普通の不動産を購入するのであれば、そんなに問

題はないのですが、競売という難しい購入方法でしたので、当時私は不動産関係にも携わって

おり、町から相談もかけられたので、例えば、ぽっきり２千万円なんていうのはだめだから、

ご縁があるように２千万５円なんていう一円単位の数字を入れるのが競売で落とすコツである

よなんていうようなことを当時の、これはもう時効でありますから、総務課長の中村さんにお

話を申し上げました。 

 なぜそのようなことを言ったかというと、民間の例えば暴力団絡みの悪徳不動産屋に買われ

てしまえば、国道１８号からも見える、しなの鉄道からも見える坂城町の中心であり、一等地

の跡地へ合法的に廃棄物を、産業廃棄物など山積みにされないように、必ずや町で落とすよう

お願いをしたことは言うまでもありません。後日談ではありますが、悪徳不動産屋が１日、日

を間違えて入札に来たとのことでありました。ということで、当然町が購入できたわけで、こ

のときばかりは町も議会も胸をなでおろしたものであります。 

 購入金額は２，００６万５１７円であり、当時適正価格を大きく下回った価格では購入はで

きましたが、言うなればその後が大変でありました。大きな工場でありましたで、鉄骨・鉄筋

やコンクリートの建屋を含め、解体工事には数週間、１カ月以上かかったのかもしれませんね。

そういう状況で壊しまして、更地にしてから今度また大変です、先ほどの話のように。土壌汚

染を調べるために碁盤の目のように１ｍ真角に線を引き、あったところの土を３０ｃｍから

１ｍぐらい掘り起こし全調査を行い、何カ所かやはり重金属が出てきたわけであります。であ

りまして、ダンプカーで数千台だったと思いますが、客土をして入れかえがこのときに行われ

ております。その後、汚染調査も２回行われております。 

 当時、私は委員会が三つありまして産業建設委員会で私は副委員長を務めておりました。追

跡調査ではありませんが、ダンプカーで持ち出したこの汚染土は、新潟県のセメント工場であ

る明星セメントにお願いをして処理をいたしました。工場長の話では、汚染土を１，２００度

の温度にかけるとほとんどの重金属は飛んでしまい、無害化するというお話でありました。そ

してそれをどうするんですかとお尋ね申し上げましたら、それはまさにセメント屋でございま

す。セメントの材料にするんだと、これは立派なことだなと。ただそこらへ持っていって穴で

も掘っておいて捨てちゃうということじゃなくて、ちゃんとリサイクルをしていると。ただ、
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私のことでありましたので、工場長にちょっとこすったようなことを言いましてね、坂城から

金をもらっておいて、またセメントの中へまぜてダブルでもうけるだからいい商売ですななん

ていうようなことを言ったら、なかなかそうは言っても、その１，２００度の温度で焼くとい

うことには大変なお金がかかるんだと、そんなようなこともそこでお話を承った記憶がござい

ます。 

 このように歴史のある土地でありますが、大分知っている人が少なくなってしまったので、

町側、我々議員の中でもこの話はあんまり昔の話でありましたので、遠のいておったというこ

とでありましたので、今この場所でですね、私の思いを少し述べさせていただくとともに、当

時の現況をご報告申し上げたわけであります。 

 そんな流れでありましたので、そして町で使うにしても、民間に買ってもらうにしても安

心・安全になったので、地元要望も含めて、ここからは私の持論でありましたが、桜１００本、

坂城中央公園をつくるよう、このころから町に提言をしておりましたが、このたび町長の所信

表明にもございましたが、ミヤリサンが工場手狭のため、この場所を購入し工場を建てたいと

のお話であり、当然これは坂城町が誘致して来ていただいたミヤリサン、会社であります。そ

の流れからいけば、私もこの話は大賛成であります。でありますので、公園の話はまた違うと

ころを考えるとか、違う視点で考えていって、また私は一般質問をさせていただきたくは思っ

ております。 

 ここでお願いをしておきたいことがあります、町長に。ミヤリサンが工場を建てた暁にはで

すね、当然であります。坂城町の町民を優先に雇用をするようお願いをしておきたいものであ

ります。よろしくお願いいたします。大変前置きが長くなりました。 

 １．工業用地について 

 イ．用地取得を 

 前段の話のように前田工業団地、これは約７千ｍ２が売れたということは、坂城インター工

業団地３千ｍ２となってしまいました。少なくとも基幹産業である工業の町としては２ｈａぐ

らいなものはいつも、ここが大事ですよ、いつも確保しておき、日置電機さんのように町外へ

出て行ってしまったなんていうことは絶対にないようにしなければ私はいけないと思うもので

ありますが、その辺も含めまして町のお考えをお尋ねをいたします。１回目の質問とさせてい

ただきます。 

町長（山村君） 中島議員さんから工業用地について用地取得をということでご質問をいただき

ました。前田工業団地については６回目ということで１０年間の歴史も賜りました。前回、

前々回、その前は桜を植えろということでありましたけれども、こういうことで決着いたしま

した。 

 さて、ご質問にお答えいたします。坂城町は、もちろん工業を中心とするものづくりの町と
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して発展いたしました。現在、製造業約２４０社が集積しております。町としましても工業の

発展が町発展の原動力と捉え、工業の振興に努めてまいりました。平成元年より現在のテクノ

さかき工業団地事業に着手し、分譲面積約１６万２千ｍ２を造成いたしました。現在、２０社

の企業が立地し、分譲可能な区画はもうない状況となっております。 

 また、平成５年にはさかきテクノセンターを建設し、工業団地の企業を初め町内企業の技術

の高度化や研究開発の支援を行ってまいりましたし、平成９年には勤労者総合福祉センターを

建設し、企業の福利厚生事業の支援を行ってきたところであります。また、平成１１年にはテ

クノさかき工業団地内にしなの鉄道テクノさかき駅を建設し、工業団地内に働く方々の通勤の

利便性の向上を図るだけでなく、住民の方々の交通の拠点となっております。 

 このようにテクノさかき工業団地につきましては、町の工業発展を見据えてインフラ整備に

努めてまいったところであります。平成１７年には坂城インターチェンジそばに坂城インター

工業団地、分譲区画面積約１万４，３００ｍ２、４区画を造成し、現在２区画、約３千ｍ２を

残すのみとなっております。そして、先ほどお話のありました平成１８年に用地を取得しまし

た前田工業団地約７，２００ｍ２につきましては、今回ミヤリサン製薬さんに売却したいと考

えております。本議会の開会日において坂城町工業地域開発事業特別会計予算をお認めいただ

きましたので、最終日には前田工業団地の造成地取得及び処分についての議案を上程させてい

ただく予定でございます。 

 工業用地の確保、工業団地の造成につきましては、農振除外ですとか地権者の皆さんとの用

地交渉など課題が多くございます。また、県等との調整や地権者を初め町民の皆様のご理解と

ご協力をいただかないとできないわけでございますが、工業用地の確保は工業の発展ひいては

町の発展のために不可欠なものであります。 

 ご質問のありましたとおり、私も一定規模の工業団地を確保しておくことは工業振興を図る

上で必要なことであると考えております。また現在、当町では国道１８号バイパスや坂城イン

ター線の延伸等の事業が進みつつあり、町発展の大きなチャンスであると捉えております。工

業団地の造成につきましては、企業の皆さんの工業用地についての意向もお聞きしながら地権

者や地元の皆さんのご理解をいただく中で、時期を逸することなく取り組む研究を進めてまい

りたいと思っております。今２ｈａとお話がありましたけれども、そう言わずにその２倍、

３倍ぐらいを目標にですね、頑張っていきたいというふうに思っております。 

１１番（中嶋君） すばらしい町長のご答弁をいただきました。今２ｍ２ぐらいって言ったら、そ

の３倍だぞというようなね、２ｈａか、ちょっと算数がだめなもんで。今のあれですか、書い

ておいたのを見れば、そんなあれがすぐ出てくるんです。今の３倍論、これはもしかしたら町

長の考えていることでありますから、テクノの例の毎年のお祭りのときの挨拶の中にも少し

入っておりましたが。私は今の２ｈａというのは一つの工場ぐらいに思っておりましたけれど
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も、町長の考えはもしかしたら、これは工業団地をまたね、つくっていこうなんて私は構想だ

と思っております。とてもすばらしいことだと私は思っております。それには今言ったように

やっぱり農業委員会の関係ですとか、また県・国、いろんなところへお願いすることがあるで

しょうけれども、そこまで私は町長に請求して、ここでまた答弁しろなんてことは私は言いま

せんが、速やかにですね、やっていただきたいと思います。間に合わなくなっては困ります。 

 というのは、例えば私は思ったんですが、今度はテクノ工業団地のですね、これはもう前か

ら言われていたんですが、テクノ工業団地の南側の田んぼがあります。南側の田んぼがあるん

ですが、あそこから伸ばしていくのがいいのか。それからまたもう一つはですね、坂城イン

ターをすぐおりた左側、あれは昔、壊廃して碁盤の目のようにしようじゃないかなんて話が

あったんですが、その話が国から予算２千万もいただいて設計したら頓挫しちゃったなんて話

がありまして、多少私に言わせれば中之条の人の責任もある、私の責任もあると思いますが、

そんな流れでありました。でも逆に言うと、今こういう時代になってくれば、あそこの場所も

いいところなのかなと。またもうちょっと下へ下って右側は当時セイキ紡績、今ではＫＹＢと

いう格好になっておりますが、そのぐらいのものは、反対側のほうですね、十分私はあそこで

きる場所であると思っております。 

 それからまた、いよいよインター先線が具体化されて、中之条の地権者の皆さんに説明会が

あって、みんな賛成をしていただいて、県は着々と準備を進めて、もうじきたつとあそこに立

派な道路ができて、千曲川のですね、土手の際まで行くんじゃないかというふうに見ておると。

そうするとそこのちょうどインターを下ってきたところで、左側はもうあれは今、テクノさか

き工業団地という名前になっていますが、当時は金井中之条工業団地なんていうような名前に

なっておりました。でありますので、そのことを考えると、そこは下ってきて左側でありまし

たので、今度は下った右側の田んぼ、たくさんあいております。これは中之条の地域の田んぼ

でありますが、そこのところをひとつ壊廃すれば、またちょうど第２テクノさかき工業団地の

ような格好で、あそこもいいのかなと。ざっくりな言い方ではありますが、私が見た範疇では

その３カ所ぐらい工業団地をつくるという想定をなされれば、その程度かなと。あとはもう坂

城町、ないんじゃないかというようなことを思っています。あとは竹内製作所のあの周辺のと

ころ、あと村上は穀倉地帯だなんて言われていますから、あの周辺もまたいいんでしょうけれ

ども、その辺のところぐらいかなというふうに考えておりますので、ぜひひとつですね、取り

組んでいただいて、さっきも申し上げましたが、日置さんだって本当は早く用意しておけば行

かなかったんですよ、上田へなんかね。 

 そういうことを考えると、今私がちょっと危惧して心配しているのは、坂城の大手２０社が

あるわけでありますが、町長これはもう百も町長は承知だと思いますが、もうぼちぼち手狭に

なってきた工場も、ミヤリサンはよろしゅうございましたが、ほかの工場で、これは名前は挙
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げませんが、何社かはもうちょっとおらちも工場を広げたいぞと。それにしちゃちょっと手狭

になっているからなんて話もちらほら私は聞いております。ですから、そういう部分も考えれ

ば、先ほども大きな声を出して私は言いましたが、加速度をつけて工業団地をつくることをこ

こでお願いをしておきたいと思います。でありますので、今言ったように２０社の大手の部分

で大きな工場をつくりたいというところに対処できるように。 

 それで、これもまたこれからも私は一般質問をどんどんしていきます。前々回ぐらいにして

おきましたけれども、やはり町長ね、こんな時代だからこそですよ、我が坂城町は工場を誘致

していかなきゃいけない。絶対これはやっていかなきゃいけませんよ。とまっちゃいけません、

これは。そのためには、やはり今の団地を早くつくって、その両方を町の中小企業がでっかく

なってきたときの対処。それからなおかつ全国に向かって、坂城の町へぜひひとつ工場をつ

くっていただきたいと、これは声高らかにこの時代だからこそ、町長やっていかなければ私は

いけないと思っています。 

 あんまり答弁、町長にすばらしい答弁をいただきましたので、第２質問で町長に問いただす

ことはありません。でありますので、２番目の質問に入らせていただきます。 

 ２．工業団地について 

 イ．公園（緑地帯）数は 

 町内に幾つかの工業団地はあるが、緑地帯は幾つあるのかをお尋ねをいたします。 

 ロ．今後の活用法は 

 テクノ駅前の公園は整備されているが、谷川の右側にある公園は、たしか当時、近藤町長の

時代には南条保育園や貞明保育園、今度は一つに合併なされたんですが、当時は南条保育園も

ありまして、貞明保育園もありまして、園児のハイキングコースになっており、お昼のお弁当

を食べたり遊び場として大変にぎわっていた時代もありましたが、今ではこういうのは余り言

いたくないんですが、古ぼけたベンチと手の入っていない植木が巨木化しており、地元でも

困っているようであります。その後、少しシルバーさんにお願いしたのかな、きれいに整備は

少しはされてはいたが、根本的にはただ草刈ったかな、ちょっと木切ったかなぐらいの私は感

じに見ております。 

 そしてまたこの件に関してはですね、行政相談員の大池令子さん、一人で坂城町で頑張って

いただいていますけどね、お名前を出しても私はいいと思ったもんで。大池さんも名前を出し

てもいいよなんて言っていましたもんで、そんなお話をするんですが。大池さんが言うにも、

やはりテクノ駅前で電車に乗る人も増えているので、無料駐車場をつくってほしいなんていう

ようなことをですね、地元の方から要望されたなんていうようなことをちょっと大池さんから

も聞きました。私も、いやこれ俺一般質問しようと思っていただわいと。いいときにちょうど

偶然にも相通じる話があったなと。というようなことでありますので、私としてもできればあ
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そこの場所をもう少し整備なされてですね、車をとめれば２０台、３０台はどうかわかりませ

んが、そんなような場所だというふうに思っておりますので、ここの場所をですね、言うなれ

ばテクノ駅の電車に乗るお客さんが増えるように、できれば無料の駐車場をつくって、言うな

れば用途変更ができないものかどうかお尋ねをしたいと思います。以上であります。 

産業振興課長（山崎君） 私からはイ公園（緑地帯）数はについてご答弁申し上げます。町内の

幾つかの工業団地があるが、公園や緑地帯数はどのぐらいあるかというご質問でございますが、

都市計画法に基づき工業団地の造成など一定規模以上の開発行為を行う場合は、県知事の許可

を受ける必要があります。この許可に当たっては、工業団地を造成する場合、開発区域全体面

積の６％以上の公園、緑地または広場を設けなければならないと定められております。なお、

平成１６年６月までは３％以上でございました。 

 この規定に基づきまして、平成６年度までに完成したテクノさかき工業団地は、ご質問のあ

りました公園を含めて計２カ所の公園と緑地合わせて３％以上、平成１７年度に完成した坂城

インター工業団地は公園はございませんが、６％以上の緑地を設けております。 

建設課長（宮嶋君） ロ．今後の活用方法はについてお答えいたします。テクノさかき工業団地

にはテクノさかき駅の前にある工業団地緑地公園と谷川の北側ミヤリサン製薬株式会社様、株

式会社アルプスツール様への進入路となる道路東側にある公園の２カ所がございます。 

 ご質問がありました公園、谷川の北側にある公園でございますが、この公園は谷川沿いに位

置し、さつき園芸さんに隣接しており、ツツジなどの植栽が施され、ベンチが３基設置されて

いる小さな公園となっております。現在、公園を利用されている方が少ないというような状況

ではございますが、公園として休憩等にご利用していただけるよう草刈り等を実施して管理し

ております。 

 テクノさかき駅を利用される方の駐車場にできないかということでございますが、工業団地

造成に当たりましては、都市計画法に基づき公園・緑地または広場を設けなければならないと

定められており、その基準によって造成された公園でございますので、駐車場として利用する

ことは大変難しい状況であると考えております。同公園につきましては駐車場として用途変更

するのではなく、引き続き公園として工業団地にお勤めの皆さんや地元の皆様などが憩いの場

としてご利用していただけるよう管理してまいりたいと考えております。 

１１番（中嶋君） それぞれですね、両課長にお答えをいただきました。大変よくわかりました。

さっきの工業団地の話じゃないんですが、新しく整備された法律の関係で３％であるとか６％

なんていうようなことでありますから、それはよくわかりました。私は工業団地と名前がつく

ところはもう全てのところにそういうものがなければいけないのかなと。でも、私これ言いま

すとね、この場所だから私は言いますが、本来こんなものは悪法なんですよ。この長野県みた

いに、しかもあれですか、周りを見れば全部緑のところへ緑地だなんて、これはね、私もこれ
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はあれですか、薬品関係にいるときなんか、薬品の工場をつくるときは大変なことだったんで

すよ。もうそれこそ工場のもう何十倍も広い場所をとって植木を植えなきゃいけないとか、そ

ういう時代があったんです。だからもう薬品会社の社長連中はもう頭を抱えたんですよ。弱っ

ちゃったわな、一等地はやたら高いのに、会社は大阪にありましたけれども、本社が。工場を

つくるっていってもつくれないと、そんな話があったところをこれを結びつけると、これは都

会の本来話で、ＣＯ２削減であるとか、それから地球温暖化だとか、そんなような部分でなおそ

れで今、課長のご答弁をいただければ前は３％で今度は６％やれなんて、こんなものは本来、

これは悪法ですよ。そうは言いましてもね、法律でありますから、法といえどもやっぱりこれ

はきちっと守っていかなきゃいけないと。よく言うんですが、坂城の人間でありますが、私も

坂城の町会議員でありますが、そうは言ったって長野県人、日本人でありますからね、一番上

の国が決めたことだから、ここでもしようがないかとは思っております。 

 ただ、そうは言いましても、そうなると今度私、そこへ結びつけて申しわけないんですが、

できるだけきれいに整備をして、町長の大好きなＰＲをしてね、大いに、町民に。知らない人

も多いと思います。ですからそこへ言うなれば夕涼みがてら遊びに来ておくんなとか、何かま

たいい方向でですね、活用する。それからまた、工場にいる人たちは大勢います。ご飯、お昼

を食べに来るときに、ちょっとそこの場所でもちょっとお昼を食べようかとか、いろんなアイ

デアがあると思いますので、何かいいアイデアを考えてやっていただければありがたいのかな

というふうに思っております。 

 今の、それから両課長にお答えいただいたんですが、駐車場なんていうのもね、これも本当

俺は一つの手だとは思ったんですが、今の悪法絡みでいけばしようがないかと。ただ、これも

ちょっとわかりませんけれども、特区みたいなことで外すようなテクニックがあれば、あそこ

にはあんなものは要らないなと私は思っていますので、駐車場のほうがいいなと。ただの駐車

場ならまたかえってＣＯ２削減になりますよ。車で行かないで、長野へちょっと行くにあそこ

まで乗ってくるけれども、テクノの駅からなんていうようなふうに、私はそっちのほうがいい

ような気もしますので。その辺のところは、これも今はあれですが、きちっとご答弁いただき

ましたので、第２質問要りません。その今のご検討はしてみてください。そうは言ってもね、

特区みたいなことでできるのかどうか、そのぐらいの私は宿題は言いつけておきたいと思いま

す。それでは、次の質問に移っていきたいと思います。 

 ３．避難所について 

 イ．お寺と提携を 

 前回のときには我々議員もそれこそ熊本でああいうことがあったもんでね、大勢の皆さんが

やっぱり坂城、そういうふうに遭遇したら困るぞということで、大いに我々議員の中から質問

が出たわけでありますが、私もそのあれですか、今日はちょっと延長線上みたいな部分のとこ
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ろでお話ししたいと思うわけでありますが、例えばですね、東北の３．１１や、さっき言いま

したけれども熊本地震、そしてまたですね、また今日も台風が来ているようですが、せんだっ

ての台風の１０号などね、記憶に新しいところであり、これもやっぱり温暖化の影響であるか、

また百年、千年に一度のことが起こり始めており、新しいハザードマップもいよいよ町も作成

をされて、安心・安全のまちづくりを進めておりますが、町が災害のときに避難所は幾つかあ

りますが、畳の部屋が少ないので、弱者であるとか老人のために町内の全お寺と提携できない

かをお尋ねをいたします。 

住民環境課長（金子君） ３．避難所について、イ．お寺と提携をについてお答えいたします。 

 坂城町の指定避難所は坂城町地域防災計画において災害に応じた指定をしてございます。ま

ず、大地震や大規模災害発生直後の屋外避難場所として４０カ所を指定しております。これは

各区に公民館等１カ所以上の指定がなされておりますが、避難場所は全ての施設の広場、駐車

場となっております。地震による災害の場合は建物の倒壊等の危険があり、また大規模火災の

場合には延焼の危険があることから建物内への避難は指定しておりません。大地震や大規模火

災が発生した場合には、区民等の皆さんが一旦この避難場所に避難していただき安否確認等を

行い、その後中核避難所へ移動していただくこととなります。 

 次に、応急避難所として各地区公民館や集会所を３２カ所指定をしております。これは、大

地震や大規模火災以外の水害等で住宅等が被災した場合に指定している、宿泊も可能な収容避

難所となっております。 

 次に、中核避難所でございますが、町体育館、文化センター、各小学校・中学校、坂城高校、

各保育園１０カ所が指定されております。なお、体育館は物資輸送拠点、文化センターは役場

庁舎が被災した際の対策本部設置予定施設となっております。 

 さて、新たに避難所の指定をする場合には、災害対策基本法において被災者が一定期間滞在

する場としての避難所については、円滑な救助活動を実施し、また一定の生活環境を確保する

観点から政令で定める基準に適合する公共施設、その他の施設を指定場所として指定しなけれ

ばならないとなっております。政令で定める基準につきましては、災害対策基本法施行令に定

められておりまして、主に四つの条件項目がございます。 

 まず一つ目の条件として、避難所の規模条件でございますが、「避難のため立ち退きを行っ

た居住者又は被災者を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること」となっており

ます。適切な規模については地域の実情によって異なることから、具体的な基準は設けられて

おりませんが、避難所は被災者の生活の場となることを踏まえ、地域の実情に応じて想定され

る被災者の数に対し十分な面積を有することとなっております。次に二つ目の構造条件としま

して、「速やかに被災者を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構

造又は設備を有するものであること」となっております。具体的には多数の被災者等の出入り
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に適した出入り口や受け入れに必要となるトイレ、水道等を有していることが挙げられます。

次に三つ目の立地条件でございますが、「想定される災害による影響が比較的少ない場所にあ

るものであること」となっております。最後に四つ目の交通条件でございますが、「車両その

他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること」となっております。 

 指定避難所の指定にはこのような条件がございます。しかしながら、さきの熊本地震など実

際に災害が発生した際には、自治体の指定避難所だけでなく民間施設等に一時的に避難してい

るケースもございます。災害の際には、まず自分の身の安全を確保することが第一になります

ので、周囲の被災状況を把握し安全な場所に速やかに避難していただくことが重要でございま

す。消防庁の見解でも指定避難所として指定していない施設を災害発生後の状況に応じ一時的

に避難所として使用することは問題ないとしております。 

 ご質問のお寺との提携につきましては、ご自分の判断で指定避難所以外の施設へ避難された

方がいた場合には、その施設と連携をしていなくても自主防災会等やお集まりになっている

方々の要請を受ける中で、避難所への物資の供給や生活環境の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

１１番（中嶋君） 課長に懇切丁寧にご説明をいただきました。よくわかりました。私も実はで

すね、私は壇家であります西念寺へ行くことがときどきあるんですが、その中で和尚さん、奥

方にいろいろお話を聞くと、例の３．１１のときにお手伝いに行ったようです。お寺さん同士

の関係で。そうしましたら、向こうのお寺へ行ったら、避難に大勢のやっぱり年輩者の人たち

ですとか身障者の人たちが、やっぱり今の床の間じゃちょっときついなと言う人たちが大勢集

まって寝泊まりをしておったようです。そしたらどういうわけか、あのときはちょっと異常で

ありますから、課長答弁があったからいいんですが、物資が届かなかったんだそうです、お寺

に。それで、できれば物資のことを考えたりすると、もう普通の平時のときにですね、やっぱ

り事前に提携でもしておけば、そのときに、いやあそこにはもしかしたらいるぞというような

ことでもってですね、今の電話もだめでしょうからね、そのときには。携帯ちょっと私はよく

わからないんですが、携帯も最終的には電池がなくなっちまったなんていえば聞こえなくなる

から、そんなときには今言われたように、私も中之条区の自主防災会の会長をやっていますか

らね、当然今のお話を聞けば、ちょっとお寺をちょっと見てこなきゃいけないから見てこいな

んていうような、私は命令を出すつもりでありますけれども、そうは言いましてもね、坂城町

にたくさんのお寺さんがありますので、地域ごとにある感じですのでね、そのときに提携でき

ればいいなと。 

 ただ、私もちょっと気なしでいたのは、これは大地震のときはだめですよね。もしかしたら、

これ言うと、また俺お寺の和尚さんに怒られるけど、１００年、２００年もたっている本堂で

ありますから、潰れるところもあるんじゃないかななんていう心配で、これまたいつかここで
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一般質問をやらせてもらいますが、あそこらもまたきちっと耐震をやっていかなきゃいけない

んじゃないかなとか、これは町長予告しておきます。 

 そんな部分でありますので、ちょっと規制を考えるとね、そうは言っても例えばの話ですが、

あんまりこんなことあっちゃいけませんが、大水ついてですね、あれですか千曲川が、これは

ないと思いますが、何か決壊でもするとか、それから場合によっては御堂川、谷川あたりに大

水が出て周りがあれしたなんていうときの大水害のときであるとか、それからまたこれもあっ

てはいけませんが、大火事になってしまったと、そんなようなときは今のお寺は十分活用でき

るのかななんていうふうに思います。これはご答弁要らないです。これは答えろっていっても、

ちょっとあれなんでしょうから。もしあれでしたら、ご研究なされてですね、今のちょっとお

かしな言い方でいけませんが、ただ災害、十把一絡げするんじゃなくて、この災害のときはこ

んなふうに、この災害のときはこんなふうにということで少しきめ細かくですね、考えておけ

ばそんな手法もあるのかなと私は思いますので、その辺はまたいろいろ町当局がお考えになっ

ていただいて、提携できる範疇であればぜひぜひそういうことをしていただきたいのかなとい

うふうに思っております。あんまりあれですよ、スムーズなご答弁いただきましたので、第

２質問はやめておきます。 

 それではですね、最後の質問となります。 

 ４．ふるさと納税について 

 イ．今年度の状況は 

 ふるさと納税の言い出しっぺでもあり、３回目のこれは質問になります。その３ですな。昨

年度の一般質問の中で、農産物などの返礼品をやるのかやらないのかという問答になったとき

に、町長にやりますとのお答えをいただいて、そこから加速度がつきまして、今年度いよいよ

予算何と大きな６００万も盛っていただきまして、一流の会社でありますパソコン関係のレッ

ドホースというところに依頼をして、町のふるさと納税の言うなればホームページ、カタログ

のようなものをつくっていただき、私もちょっと気になるので見てきましたら、やはりブドウ

ですとかリンゴですとかワイン、ケーキ、肉など各種、また町内の農業者、そしてまた商業の

皆さんは頑張っていっぱい載っていました。中にはもう完売が幾つも出ておりました。私がこ

んなことを言うよりも、皆さんやっぱりパソコンが得意でね、議員もみんなパソコンをやって

いますから、こんなことは、おらみんなよくわかっているわと、皆さん周知のとおりではある

と思います。 

 ここで問題が起きちゃうんですよね。それなのにですよ、信濃毎日新聞に２回も赤字報道さ

れちゃって。長野市もそうだしなんて言ってね。坂城なんか一番悪いようなほうへ入っている

ように、赤字だと、ふるさと納税は坂城町は。こんなつまらないこと言われて腹立たしかった

ですよね。今日は信毎来ていませんが、来たら気合いを入れるところですよ。つまらない今の
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報道をしたり、本当かと。ただ、そうは言いましてもね、私は５００万から１千万ぐらいの黒

字になっていると思っておったんですが、これはどういうことなのか。町民の皆さんもちょっ

と心配している人がいたんですよ。赤字になっているだかいなんて言ってね。そんなことも含

めて、ここでどんな実情になっているのか、本当に赤字なのか、そこをお尋ねしておきたいと

思います。 

 ロ．企業版の取り組みは 

 いよいよですね、企業版ふるさと納税も始まり、これはもう信濃町を初め長野県内でも何カ

所か、四、五カ所ぐらいあったのかね、幾つかの市町村も手を挙げ始めておりますが、そうい

う中で今後、坂城町としてはどのように取り組んでいくのかをお尋ねをいたします。以上であ

ります。 

企画政策課長（柳澤君） ふるさと納税につきまして順次答弁申し上げます。ふるさと納税制度

は、生まれ育ったふるさとに貢献できる制度あるいは自分の意思で応援したい自治体を選ぶこ

とができる制度として創設され、自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税

を行うことができる仕組みで制度が運用されております。 

 当町におきましても、生まれ育った坂城町を離れ全国各地で活躍されている皆さん、また坂

城町を第２の故郷として思いを抱いている皆さんに、ふるさと坂城のまちづくりを応援してい

ただくため、平成２０年度から信州さかきふるさと寄附金制度を設け取り組んでまいりました。 

 イの今年度の状況はについてでございますが、初めに新聞にて報道のありましたふるさと納

税の状況につきましては、昨年平成２７年の状況について総務省のまとめに基づいて報じられ

たものでございます。平成２７年度の状況につきましては、坂城町へご寄附いただきました寄

附金収入額は３７万円でした。一方、坂城町に住んでいる方が町外の他の市町村にご寄附され

た場合、ふるさと納税制度によりその方の町民税が控除を受けることとなり、その額は

４７６万８千円で、差し引きではマイナス４３９万８千円となっております。平成２７年度に

つきましては、当町においては寄附をいただいた金額より控除した額のほうが多いといった状

況となったところでございます。 

 続きまして、今年度の状況についてでございます。昨年度まではご寄附をいただいた方への

いわゆる返礼品といった特典は設けずに行ってまいりましたが、これまでの状況を踏まえる中

で今年度から地元特産品等のＰＲ、地域経済の活性化を目的とし、町へご寄附いただいた方へ

のお礼として特産品などを提供していくことといたし、当初予算にて必要な経費を計上させて

いただきました。 

 ４月以降、返礼品を提供いただく事業者との打ち合わせ、業務委託の手続やサイトへの掲載

などの準備をして６月から運営を開始いたしたところでございます。現在までの状況につきま

しては、６月２０日からおよそ２カ月半を経過した８月末の時点でございますが、寄附者数
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５９２名、寄附件数６０２件、寄附金額９０１万円となっております。当初予定をしておりま

した寄附金額を超えるお申し出をいただいている状況から、今議会に補正予算の計上をさせて

いただいたところでございます。制度の運用に当たっては、ふるさと納税専門サイトなどへ当

町の情報を掲載し、町や町の特産品のＰＲに努めているところでございます。 

 今後につきましては、多くの方に当町を知っていただき、またサイトをご覧いただくにはＰ

Ｒにつながる多彩な返礼品の確保が必要であり、町内の多くの事業者の皆さんにご協力いただ

くことが重要と考えております。引き続きふるさと納税の取り組みやメリットについて事業者

の皆さんにご説明し、ご理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次にロ．地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の取り組み状況についてでござい

ます。この制度は今年４月に成立、施行されました改正地域再生法に基づいて創設された制度

で、国が認定する地方自治体の事業に寄附を行った企業に対し、従来の約２倍の税額控除の措

置がなされるものでございます。企業版ふるさと納税の具体的な手続についてでございますが、

まず自治体におきまして地方創生に係る事業の企画立案をして、本社がその市町村外に所在す

る企業に相談を行い、寄附の見込みを立てます。次に自治体は見込みの立った事業を地域再生

計画に盛り込み、国に申請をいたします。次の段階で自治体は国の認定を受けた事業を実施し、

事業費を確定させた後、企業は事業費の範囲内で寄附を行います。そして、企業は寄附したこ

とにより税制上の優遇措置を受けるといった流れが手続の概略でございます。 

 留意をしなければならないところは、国に事業申請をするに当たり、企業からの寄附の見込

みが必要であること。また実際に企業が寄附を行う時期が自治体の事業が完了した後である必

要があり、事業の完了時期と企業の決算時期のタイミングが合わないと事業の計画立案もなか

なか難しいといったことがございます。このような点から、今年度、町ではこの企業版ふるさ

と納税制度を利用した事業展開には至っていないところでございますが、全国の事例等を踏ま

えご支援いただける企業とご相談をしながら事業の検討を進めてまいりたいと存じます。 

１１番（中嶋君） 今日はあれですね、町長の答弁から始まって課長答弁、見事な答弁をしてい

ただいてありがたく敬意を表するものであります。今も課長にですね、よくわかりました。ど

うも俺も頭へきていましてね、さっきの話じゃないけど、つまらないことをやたら信毎が書い

て、二度も赤字だ赤字だなんて、よくからくりがわかりました。要はあれですね、返礼品のな

いときのその金額と。それで今のあれで６００万盛ったとか、そのあれです、時間差と言いま

しょうかね、そんなところでの算数をやって、おかしな数字を出してきたなと。赤字になるわ

けですよね。 

 ただ、今の実情を報告いただければ、約１千万近いものが集まってきているぞと。そんなの

単純計算すれば、もうすぐそこで６００引けば、俺みたいばかでも指を使うんだけれども、こ

れ４００万ぐらい、だから３００万、４００万もうかっているかと。こんな理論になるわけで
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ありまして、大変よかったなと思っています。ここで払拭できました。町民に堂々と言えます

よ。そんなことないぞ、俺たちの町はと。ふるさと納税をやって、おいどんどんあれだ、言葉

は悪いですが、もうかっているよと、よかったぞと。こんなことを言えるように私はなってよ

かったと思います。からくりが暴露されました。 

 ただ、今もう一つ申し上げましたように企業版のふるさと納税、これも今のお話聞いたらや

やこしいですね。何かすっきりしないね、何だか。国へ頼んだとか何だとか。それから今の決

算がどうだとか。言うなれば坂城町の出身で東京へ行って、すてでっけえ工場をやって大金持

ちになったと。そういうような人がいればね、まあセブンイレブン、あとはちょっと鈴木さん

のような、ああいうような方が大勢あれしてというようなふうに思いましたけれども、そこら

はそうは言いましてもあれですか、またいろいろご研究なされて、大出世する人もいるかもし

れませんので、いい方向づけを持っていっていただければ幸いかなというふうに思います。あ

んまり先ほども、もう１回言います。答弁よくわかりましたので、２回目の質問は申し上げま

せん。 

 まとめではありませんが、今年度前半が終わろうとしておりますが、まさに若者が注目され

るとともに大活躍した半年間、年となりました。今年の参議院選挙より初の１８歳からの選挙

となり選挙戦も大いに盛り上がって、私なりに議員でありますから、選挙で当選してくるもの

でありますので、大いに手応えを感じました。１８歳頑張れと。彼らのためにまたひとつここ

で何か物を言っていかなければいけないということも考えている次第であります。 

 また、せんだって閉幕をいたしましたリオデジャネイロ、リオのオリンピックでありますが、

これもまた若者が大活躍をいたしまして立派なオリンピックとなりました。私ちょっとまたイ

ンターネットで調べてみたら、金メダルが１２個ですか、銀メダルが８個、銅メダルは２１個

と。合計４１個メダルを大量獲得をして、何とこの時代に世界６位になったと。この疲弊して

いる日本に大きな元気と寝不足を与えてくれました。 

 そんなオリンピックでありましたが、坂城に目を向けてみると、この間、塩野入さん率いる

坂城町陸上スポーツ少年団が、またまた大快挙をなし遂げました。ニュースになったのでご存

じの方も大勢いると思いますが、全国大会において小学校６年生の女子リレーで４位入選を果

たしたということであります。大変なことだったという話であります。塩野入さんに聞いたら、

苦労したわいと。私もよく頑張っていただいてありがたいというようなねぎらいの言葉をかけ

ておきました。でありますのでですね、練習を重ねて４年後の東京オリンピックには我が坂城

町からも必ずやメダリストが誕生することを、これはもう間違いないと私は思っております。

最後に一句沿えます。 

 若者に元気もらったリオ五輪 若者に元気もらったリオ五輪 

 以上で私の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。 
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議長（塚田君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日、９日は午前８時３０分から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ０時１７分） 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）総合事業で介護はどう変わるのかほか 塩入 弘文 議員 

 （２）土砂災害警戒地域の対策についてほか 朝倉 国勝 議員 

 （３）運転免許証返納について 塚田  忠 議員 

 （４）ワイナリー形成事業について 小宮山定彦 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、会議に入る前に、１４番 入日時子さんから欠席の届け出がなされており、これを許

可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塚田君） 最初に９番 塩入弘文君の質問を許します。 

９番（塩入君） おはようございます。ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に従

い一般質問をします。 

 安倍内閣が経済対策として、総額２８兆１千億円という大規模な事業計画を決めました。

１億総躍進社会の実現のため、７千億円を充てています。しかし、社会保障費は縮小の方向で

今検討をされています。来年度に向けて、厚労省の案では国民の負担増がめじろ押しです。例

えば医療費では、入院中の食費や居住費が患者負担になります。また、７５歳以上の人の窓口

負担が１割から２割と倍にする計画も進んでいます。 

 介護はもっともっとひどい負担です。７月２１日の信毎によりますと、要介護１・２の生活

援助も介護サービスから除外されようとしています。ヘルパーさんなどによる訪問介護の半数

以上はこの生活援助が中心です。これが介護サービスから外されようと計画されている。要支

援１・２の人も介護サービスから除外されました。そして今度は、要介護１・２の生活援助も

介護サービスから除外されようとしているわけです。要支援１・２と要介護１・２を合わせる

と、介護認定者の半数以上を占めていて、それが介護サービスの対象から外されてしまう、こ

ういう事態がこれから来ようとしているわけです。若いときから、何のために介護保険料を

払ってきたのか。今は４０歳から集めておりますが、今、厚労省でも年齢を引き下げて、
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２０歳まで引き下げるという案も検討されています。本当に長い間、保険料を国民に負担をか

けて、利用するときにはサービスが受けられなくなる、これでは何のための介護保険か問われ

ていると思います。しかも、６５歳以上の利用料がまた１割から２割と２倍にする計画も今進

んでいます。ますます介護サービスを受けたいときには受けにくくなる。これでは在宅介護が

難しくなり、介護離職も増えるばかりです。 

 私は、まずヨーロッパ並みに社会保障費を増やし、老後も安心して暮らせる日本にしていく

必要があると考えています。アベノミクスによって貧富の格差が広がり、子供の貧困率は６人

に１人となりました。社会保障を充実させることが、この貧富の格差をなくし、国民一人一人

の生活を保障することになります。 

 私は今回、介護問題について一般質問をしますが、一昨年総合事業について質問しました。

要支援１・２の人が介護保険サービスから外され、市町村の総合事業に移されたわけです。介

護サービスが低下するのではないかという質問に対して、そのときは国がガイドラインを示し

たばかりですから、具体的な答弁はありませんでした。しかし、町長や担当課長からは、絶対

にサービスは低下させないという答弁をいただきました。いよいよ来年４月からは全ての市町

村が総合事業に基づいて実施することになります。既に２３の市町村が実施しており、来年

４月からは４０市町村が計画されています。坂城町も来年４月からの予定なので、まずイとし

て、総合事業の取り組み状況についてお尋ねいたします。 

 第１に、訪問介護・通所介護サービスはどう変わるか。緩和されたサービスＡ、Ｂ、Ｃ等に

ついて、サービス内容、サービス提供の考え方、実施方法、サービス提供者等についてお尋ね

します。 

 第２に、町内の介護利用者の要望をどう把握しているか。 

 第３に御代田町のポイント制などを参考に、町独自の取り組みを考えているかどうか。 

 ロ．地域支援事業の充実を 

 第１に今年度初め計画された介護予防サポーター養成講座の取り組み状況はどうか、講座内

容、参加者数、今後の課題についてお尋ねします。 

 第２に、地域住民グループ支援事業をどのように強化していくのか。かつて盛んだったこの

地域住民グループも最近休会しているところが目立っています。その原因を調べ、今後もっと

活発にしていくために、代表者会を持って交流会をしたらどうかと思いますがどうでしょうか。

今後、住民の自主的な組織として大変重要なので、町としても財政的援助も含め支援ができな

いか。私は総合事業を進める上で、大変重要な事業だと思っています。 

 第３に、社会福祉協議会は坂城町の住民福祉や総合事業をする上で最も重要な事業所の一つ

です。私も社協で経営状況や要望などを聞いてまいりました。今、財政を支えている訪問介護

事業の収益が減ってきていると。その理由は、入浴介護は３分の１に減ってしまった。訪問介
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護を受けている人が施設に入る希望者が多くて減っていると、こういう状況です。今後町とし

て、社会福祉協議会への支援強化を活動内容、財政面、人づくりの面からどのように図ってい

くのか質問します。 

 以上で、第１回目の質問とします。 

町長（山村君） ただいま塩入議員さんから、総合事業で介護がどう変わるのか、総合事業への

取り組み状況についてというご質問の中で、私からは全体的なといいますか、基本的な考え方

を述べさせていただいて、詳細につきましては詳しく担当課長から説明をさせていただきます。 

 さて、平成２９年４月から実施いたします介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新し

い総合事業は市町村が中心となり、地域の実情に応じて多様なサービスが提供できるよう、国

が定めた基準を緩和したサービスの提供が可能となります。この新しい総合事業は急速に進む

高齢化社会の中で、平成３７年には団塊の世代の方々、私も含まれますけれども、みんな

７５歳を超えるということで、介護を必要とされる方が増加されるということが見込まれる中

で、介護認定者を支える介護保険法において地域の支え合いを軸にした事業を実施することに

より、住みなれた地域での生活を継続するため、地域で活動している各種団体などの協力を得

ながら推進する事業であります。 

 現在、要介護認定により比較的軽度とされる要支援１・２の方の訪問介護・通所介護につき

まして、介護予防給付として事業所がサービスを提供しておりましたが、来年４月からは新し

い総合事業として各事業所がサービスを提供することとなります。また、介護予防給付で実施

しておりました訪問介護・通所介護の各サービスについては、来年４月以降においても、各自

治体が定める基準の中で現行どおりのものとして残り、現時点で受けているサービスと変わら

ないサービスを受けることも可能となっております。総合事業の基準を定めてまいります町と

いたしましては、総合事業への移行に当たりまして、決してサービスが滞ることなくスムーズ

に、またサービス内容を低下させることがないよう、サービスの基準を定めてまいりたいと考

えております。 

 また当町におきまして、来年４月から実施いたしますサービスにつきましては、先ほど申し

上げました現行どおりのものとして行われますサービスに加え、新しいサービスとして通所型

の国の基準を緩和させたサービスＡについて、各事業所から提供することを予定しております。

来年４月以降も利用者やサービス提供事業所の意見をお伺いする中で、サービス内容を固定化

することなく必要に応じて見直しを行い、高齢者の方を町全体で支えるため、より地域の実情

にあったサービス内容を研究し、多様なニーズに応えられるよう今後の介護予防サービスの提

供に向けて検討してまいりたいと考えております。 

 先日開催されました、また塩入議員さんも参加されたある集会でも私申し上げましたけれど

も、繰り返して申し上げておりますけれども、決してサービスの低下はさせない、しないとい
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うことで担当課とも相談しております。内容につきまして、これから担当課長からご説明させ

ていただきます。 

福祉健康課長（大井君） イの総合事業への取り組み状況についてから順次お答えを申し上げま

す。来年度からの総合事業の実施に当たりましては、介護認定において要支援と認定された高

齢者の方などに現行どおりのサービスに加え、新しくそのサービスの基準を緩和した町独自の

基準によるサービスを各事業所により提供していくこととなります。 

 ご質問の訪問介護・通所介護サービスはどう変わるかでございますが、国のガイドラインで

示している総合事業における訪問介護・通所介護の各サービスは、大きく分けて四つあり、現

行どおりのサービス、緩和した基準によるサービスＡ、住民が主体となり支援するサービスＢ、

短期集中予防サービスＣに分類されます。 

 具体的に各サービスの内容を申し上げますと、現行どおりのサービスにつきましては、現在

と同じサービスを同じ負担額でご利用いただけるサービスであります。次に、緩和した基準に

よるサービスＡにつきましては、利用されている方が自立に向け、今できる能力を維持しつつ

現在実施しているサービスから不要とするサービスを省いたり、時間を短縮することにより利

用者の負担を軽減するものとなります。また、住民主体によるサービスＢにつきましては、自

治区・ボランティア・住民の皆さんなどがサービスの提供者となり、多様なサービスの提供が

可能となってまいります。短期集中予防Ｃにつきましては、保健師や医療の専門職により提供

されるサービスで、３～６カ月の短期間で行われるサービスとなります。保健師等による居宅

での相談指導や体力向上に向けた支援など、高齢者の状態の変化に合わせて支援を行うサービ

スとなります。 

 町が来年度から基準を定めますサービスといたしましては、通所介護において現在要支援と

認定されている方が利用している現行のサービスに加え、現行のサービスの基準を緩和した

サービスを予定しており、現行どおりのサービスに加え、新たなサービスの選択も可能となる

ため、サービスが低下するものとは考えておりません。 

 続きまして、介護利用者の要望をどう把握しているかにつきましては、日ごろ在宅のサービ

ス利用者の一番身近なところで、その声を聞く役割はケアマネージャーとなります。また、ケ

アマネージャーからの相談等は、地域包括支援センターの主任ケアマネージャーなどが対応し

ております。定期的に開催している町内のケアマネージャーと、地域包括支援センターとの連

絡会は、ケアマネージャーからの意見・要望を把握する場ともなっており、例えば現在サービ

スを利用されている皆さんから総合事業について当初、今利用している訪問介護サービスや通

所介護サービスが使えなくなるのかといった利用者の不安の声が、ケアマネージャーの会議で

報告されました。現在利用しているサービスについては今後も利用可能であるという説明をし、

ご理解をいただいたところでございます。 
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 続きまして、御代田町のポイント制についてですが、御代田町で実施しているポイント制度

は、住民が町に高齢者の支え合いのメンバー登録をして、登録後は自主的に施設に出向いての

ボランティア活動に対してポイントが得られ、１時間を１ポイントとして蓄積されたポイント

は年度末に換金されます。御代田町においては、県下でいち早く総合事業を開始し、多くの市

町村の先駆けとなっております。住民のボランティアに対する意識も高く、住民主体による多

様なサービスＢ型が提供されております。当町においても先進的に実施している保険者の総合

事業を参考にしつつ、町に必要とされるサービス内容を慎重に協議し、提供できる体制を整え

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロの地域支援事業の充実について、初めに介護予防サポーター養成講座の取り

組み状況についてお答えを申し上げます。今年度、町社協と共催で介護予防サポーター養成講

座を７月から開催いたしました。全１２回の講座を週１回開催しておりますが、現在１７名ほ

どの方が毎回熱心に参加していただいております。内容といたしましては、理学療法士の指導

によるひざ腰元気体操やねずこん体操などを取り入れながら、介護予防のための運動プログラ

ムを習得していただいております。また、運動以外にも口腔ケアや栄養についても学び、高齢

者の健康について正しく理解していただく内容となっております。 

 次に、住民グループ支援事業につきましては、現在１３の地域支援グループが活動しており、

それぞれ地域で自主的な活動が行われております。ご質問の代表者の交流会などにつきまして

は、グループの代表者を対象にした連絡会を開催し、情報交換や研修会を開催し、また各グ

ループが講師等の派遣を希望された場合は、講師料を町が負担するなどの支援を行っておりま

す。財政面での支援につきましては、今後の状況を見る中で判断してまいりたいと考えており

ます。今後は、この地域支援グループを先ほど申し上げました介護予防サポーターと連携させ、

高齢者が住みなれた地域で安心して生活していくために、地域全体で支えるという活動を支援

してまいりたいと考えております。 

 次に、社会福祉協議会の支援についてでありますが、活動または事業への支援といたしまし

ては、ただいま申し上げました介護予防サポーター養成講座や、在宅介護者の介護教室、認知

症サポーター養成講座など、町と社協が連携して事業を実施する中で支援を行っております。

また、ボランティア養成講座では町の専門職の職員が講師として協力するなどの支援を行って

おります。 

 財政面の支援といたしましては、地域住民グループ支援事業や生きがい活動支援通所事業な

どの事業につきましては、町の予算で講師を派遣し、また社協への活動補助といたしましては、

今年度３８０万円の補助をいたしており、昨年度より１８０万円増額して補助を行っておりま

す。今後につきましては、社協の財政状況等を見る中で必要に応じて検討してまいりたいと考

えております。 
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９番（塩入君） 今、町長や担当課長から前向きな答弁をいただきました。しかし、今後、介護

保険サービスが次から次と削減してくる中で、サービスを低下させないということは大変難し

い課題です。そこで２回目の質問をしたいと思います。 

 まず第１に、４点質問をしますが、第１にこれから介護を必要とする人が窓口へ来てチェッ

クリスト、または要介護認定の申請を行うわけですけれども、一つは専門職がかかわってやる

のかどうか、それから二つ目は、要介護認定の申請をしたい人、今までと同じ現行のような支

援を受けたい人は、いわゆるチェックリストだけで済ませるのではなくて、そういう申請をし

たい人にはきちっと対応してやれるのかどうか、その２点です。 

 それから２番目に、総合事業の財政的見通しはあるのかどうか。これは２９年度は第６期の

計画ではですね、今までの２倍の５，５１３万計上されています。それで足りるのかどうか、

その辺見通しとしてお願いします。 

 ３番目にですね、坂城町の介護サービス利用事業所は大変少ないわけです。私も調べていた

だいたわけですが、サービス利用者で坂城町の施設を利用しているのは、わずか１２カ所です。

ところが町外は１４６カ所あるんです。今年６月までの坂城町の要支援から要介護５までの人

の人数は７１１人います。このうちこの６１８人が今の介護サービス事業所を利用しているん

です。今度町外の施設を利用している人が、今実態的に見ると町外の施設を利用している人が

圧倒的に多いわけですけれども、これから総合事業が始まると、本当にそういう人が今度は町

外から来る人を制限すると、断ってしまうという事態も考えられると。例えばですね、地域密

着型の小規模事業所が断ってくる可能性というのは非常に強いと思います。そういう中で、や

はり町としても広域行政の立場から、ほかの市町村と協力体制をどうつくっていくのか、これ

が非常に大事じゃないかと。 

 それから４番目ですが、町内の事業所、他町村と比べて非常に少ないわけですけれども、坂

城町にも小規模の介護通所型の事業所を増やすことができないか。例えば、宅老所とか空家を

活用して、町としてサポートしながらそこへ小規模の介護通所型の事業所をつくっていくと。

しかもこれは顔が見える、本当に住民が顔が見える状況の中でつくっていくわけですから、非

常に利用しやすいと思うわけです。そんな点、どう考えているか。以上４点です。 

福祉健康課長（大井君） 再質問に順次お答えを申し上げます。 

 初めにチェックリスト等についてでございますけれども、窓口において介護認定の相談をお

受けする際には、地域包括支援センターの専門職がいる場合は、その場で申請に来られた方か

らサービスを必要とする高齢者の身体の様子をお聞きする中で、比較的軽度の方で介護予防な

どの対象であると思われる方につきましては、まずチェックリストを受けていただくようご案

内をしてまいります。 

 また、チェックリストではなく介護認定の申請を希望される方には、やはり高齢者の状態を
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確認する中で介護認定の申請をしていただくことも可能でございます。また、チェックリスト

により総合事業の対象となった場合は、地域包括支援センターの職員などがご本人と面談によ

り状況を把握した上で、適切なサービスや支援につなげてまいります。また、窓口において

チェックリストの記入などの説明につきましては、専門職ではなくても対応が可能であります

ので、職員が共通の認識を持ち進めてまいりたいと考えております。 

 次に、財政面のご質問ですが、第６期の介護保険事業計画で見込まれる２９年度の総合事業

の中の地域支援事業の予算につきましては、第６期の事業計画作成時、平成２６年度当時に見

込みました見込みの額でございますので、３年前の状況と今では様子も変わってきており、総

合事業に係る経費は再度試算をしてまいります。そういった中で平成２８年度で介護予防給付

に計上いたしました要支援の方が利用する訪問介護サービス、通所介護サービス、それぞれの

経費のうち総合事業の経費となる部分を、予防給付から総合事業の中へ予算を組み替えること

により必要な予算は計上できると考えております。 

 次に、事業所の関係でございますけれども、ご質問のとおり通所介護サービスにつきまして

は、この４月から１８人以下の小規模の通所介護事業所につきましては、地域密着型というこ

とで、その所在市町村の方だけがご利用できるというものになってございます。１９人以上の

大規模な通所介護サービス施設につきましては、現在どおり他市町村にも通所ができますので、

そういった中で総合事業も対応してまいりたいというふうに考えております。 

 最後に、町内においての介護事業所等の増設といいますか、開設についてでございますけれ

ども、今後新たな介護サービス事業所についてでございますけれども、町外において事業を実

施したいというようなご相談があった場合は、前向きに検討してまいりたいと考えております。 

９番（塩入君） 今、課長から質問４点については前向きの姿勢で検討していかれるという答弁

がありました。ぜひ、これからもお願いしたいと思います。 

 時間の関係もありますので、一応あと私の意見はちょっとほかの部分でつけ加えたいと思い

ます。それは、地域住民グループの事業ですけれども、かつては１９あったわけですね。それ

が５地区減ってしまって、私たちが今住んでいる金井も休会しているわけですけれども、また

新たに北日名は立ち上げられたという状況の中で、現在は２７区の中のわずか１３と半分以下

ですね、しかできていないわけです。やはり顔が見えるところでお互いに支え合った、地域で

支え合える、そういう場所をつくっていきたいというのが一番の願いだと思うので、その辺で

すね、先ほど答弁の中でも、今までもずっと経済的にも交流会やっていろいろな問題について

も対応されてきているということを答弁されました。ぜひ、これから私は自主的な組織だと思

いますので、上からやられたからやるというんじゃなくて、本当に自分たちが立ち上げている

住民グループ事業なので、ぜひ、これを社協と一緒になって前向きに進めていただきたいとい

うことを要望しておきます。 
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 ２．地域創生のとりくみについて 

 イ．地方創生推進交付金の活用をどう考えているか 

 安倍内閣は昨年、先行型交付金を出しました。昨年１０月までに総合戦略をつくった自治体

には約１千万円程度上乗せしたわけです。県内では３８市町村が恩恵を受けました。早い者勝

ちというか、そういう交付金のやり方です。次に、今年３月には加速交付金というものを出し

たわけです。そして最後の第３弾には、地方創生推進交付金を６月１７日に締め切りました。

そこで申請したのは、わずか１１市と２０町村、合わせて３１市町村で半分以下だったんです

ね。何が一体問題なのかと。約２カ月という短期間の中で本当にそれぞれの市町村の独自性と

か、先駆性とか数値目標とか、達成状況をタイプでチェックしていくとか、さまざまな条件が

ついている中で、本当にこういうやり方が果たして民主的で、かつ自主的なやり方かどうかと

いうふうに僕は思います。 

 安倍内閣が自治体同士で短期間に競わせて、国の意向に合った自治体には交付金を与えてい

くと、こういうやり方ですね。今までの交付金のやり方とは違ってきているんじゃないかと。

今までは自治体が自由に使えるお金が大分多かったですね。それがだんだんだんだん少なく

なっていくと、こういうことはやはりまずい傾向だと僕は思います。本来、町の新しい事業は

職員が十分に検討して、それをもとに議会や住民が参加して決めていくのが住民自治だと思い

ます。それを無視して短期間に決めさせて、しかも効果が出ているところへはやるけれども、

効果が出ないところはやめてしまうと、このように国が地方を操っているような地方創生推進

交付金というのは、非常に問題があると僕は考えています。しかし、今の自治体の実態からす

れば交付金は少しでも多くもらってきたいというのは、どこの市町村も願っているところだと

思います。そういう点において、まずどう考えているかお聞きしたいと思います。 

 次に、町としてはね、三つの交付金が出されたわけですが、どの交付金に申請したのか。そ

の結果はどうだったのか、質問したいと思います。 

 ロ．若者に魅力ある町に 

 第１に、町内企業に勤める若者たちの交流会を春、持ちました。その状況について、参加者

数、男女別に、それから内容・要望・今後の課題についてお尋ねいたします。 

 第２に、子育て支援で、子供の医療費窓口無料化を実現するために、この４月から坂城町独

自で、さかき福祉医療費サポート資金貸付制度を実施しました。県下では非常に注目されてお

ります。利用者数、利用者や町民の反応をどう受けとめられたか。町として今後の課題は何な

のか。 

 次に第３として、若者たちが魅力あるまちづくりに取り組むために、町として何ができるの

か。総合戦略のアンケート結果や、意欲的に取り組んでいるグループを参考にして答弁を求め

ます。 
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 以上、第１回目の質問とします。 

企画政策課長（柳澤君） 地方創生の取り組みについて、イの地方創生推進交付金の活用につい

てお答えいたします。 

 我が国の人口は、加速的に減少することが危惧されており、坂城町におきましても少子高齢

化への対応とともに、人口減少に歯どめをかけ、地域の活性化を図るため本年３月に坂城町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、地方創生に向けた取り組みを進めているところでご

ざいます。 

 国では地方の総合戦略に位置づけられた事業のうち、地方自治体の自主的・主体的で先駆的

な事業について、これまでの地方創生関係交付金を発展、拡充する形で、地方創生推進交付金

を創設し、複数年度にわたり安定的・継続的に支援することとしたところでございます。地方

創生に向けた町総合戦略に掲げる事業を展開する上では、地方創生推進交付金を含め、その他

の国や県からの助成など支援制度を有効に活用していきたいと考えております。 

 地方創生推進交付金の要件ですが、今年４月に成立・施行された改正地域再生法に基づき、

地方自治体が地域再生計画を作成し、国の認定を受け、当該計画に記載された事業について交

付がなされます。交付金の対象事業は、しごと創生や地方への人の流れ、あるいは働き方改革、

まちづくりといった地方版総合戦略に位置づけられました事業全般ですが、このうち先駆性を

有するものとして、自立性あるいは官民協働、地域間連携、また政策間連携等が要件とされま

して、特に事業の将来的な自立性や周辺自治体との地域間連携が重要とされております。 

 また、事業の評価につきましては、事業の実施状況に係る客観的な指標となる重要業績評価

指数を設定し、ＰＤＣＡサイクルによる事業の効果を検証することとされ、その結果の公表や

国への報告が地方創生推進交付金の申請に当たっての主な条件となっております。 

 次に、当町における地方創生推進交付金の申請についてでございますが、町といたしまして

も、これまでも平成２６年度補正予算で創設されました先行型交付金や、平成２７年度補正予

算で創設されました加速化交付金を活用し、就職希望者向け企業説明会や企業の技術開発支援

等の町内の企業支援や、県内外から町への就職を促進するため、ＵＩＪターン就職促進事業、

あるいはワイナリー形成事業などを展開し、地方創生の取り組みを推進しているところでござ

います。 

 ４月の改正地域再生法成立後、地方創生推進交付金の内容、条件を精査して、申請に向けた

検討を進めてまいりました。５月には国による申請を予定している地方自治体向けの事前相談

会に参加し、検討している事業計画の内容について、内閣府地方創生推進事務局の担当者に相

談・確認をしてきたところでございます。その中で、交付金の当初交付決定が８月予定である

ことや、本年度町総合戦略に位置づけて取り組んでいる事業について、既に着手済みの事業は

交付決定後の事業費しか交付金対象とならないこと、また周辺自治体との連携について検討が
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必要となったことなどから、複数年度の計画を考える上で事業初年度から交付金を効果的に活

用するため、来年度において交付金の申請を予定することといたしました。 

 いずれにいたしましても、こうした国の交付金を活用しながら、産業への支援による人口の

社会増対策や、子育て支援などによる自然増対策に取り組み、心にゆとりを持って安心して暮

らせる環境を形成することで、坂城町に住みたい、住み続けたいと思えるまちづくりを目指し

たいと考えております。 

 続きまして、ロ、若者に魅力ある町にの中で、町内の若者たちが魅力あるまちづくりに取り

組むために何ができるかについてでございます。若者に魅力ある町ということで、まずは若者

の当町に対する意識を把握したり、理解をしておく必要があることから、昨年度町の人口ビ

ジョンを初め、総合計画、総合戦略を策定するに当たり、若者を中心に幅広い年代の町民の皆

さんを対象として、まちづくりに関する考え方や、定住意向等を把握するためのアンケート調

査を実施し、あわせて町内在住経験があり、町外から見た本町の特徴を明らかにするため、当

町を転出した方を対象としたアンケート調査も実施いたしました。また、平成２６年度には若

い世代の女性や中学生・高校生を対象に働く女性の実態や意向、また中学生・高校生の将来の

希望などについてアンケート調査を実施しております。 

 これらのアンケート結果につきましては、町人口ビジョンの中でお示ししておりますが、住

みやすさの評価では町民の約６０％、町外に転出された方においては約６５％が住みやすいと

評価されており、定住意向については町民の約７０％が当町に住み続けることを希望している

ことがわかりました。 

 一方で、今後坂城町を担っていく中学生・高校生においては、約７５％が将来町外で暮らす

ことを想定しており、その理由としては結婚と仕事の関係が多く、特に仕事においては自分の

能力が発揮できることや、やりがいを重視する生徒が約８０％と多く、その中で希望する勤め

先がないとする回答は約４０％を占めておりました。 

 また、町民が考える今後のまちづくりに重要なテーマでは、医療や福祉の充実、子育て支援

の充実、就業機会や雇用の創出、商業の活性化が挙げられており、若者定住策としての重要

テーマでも、同様のテーマが重要とされております。これらのアンケート結果を踏まえた今後

のまちづくりを考えていく中では、若者の定住策は重要課題であり、総合戦略においても雇

用・就業の機会を増やし、若者の定住を図ることで社会動態の増加を促進し、子育て支援や教

育環境の充実を図ることで出生者数を増やし、自然動態の増加を目指すという目標を設定いた

しました。この総合戦略の目標を達成させるためには、地域の皆さん、特に若い世代の皆さん

と若者が定住したいと思う魅力ある町について、ともに考え、ともに汗をかいて取り組んでい

くことが必要であると考えます。 

 当町には、商工会青年部を初め、ニューリーダー研究会、あるいは経営革新塾、農業クラブ、
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子育てサークルなど、これからの坂城町を担っていただく若い世代を中心とした団体やグルー

プがあり、それぞれの分野において、まちづくりに参画、ご尽力もいただいております。まず

はそれらの団体やグループから、それぞれの活動や実践を通してのまちづくりに対してお話を

聞いたり、意見交換の機会を考えていきたいと思います。いずれにいたしましても、若い世代

の皆さんの声をお聞きする中で、官民協働で若者に魅力ある町を目指してまいりたいと存じま

す。 

産業振興課長（山崎君） ロ、若者に魅力ある町についてのうち、町内企業に勤める若者たちの

交流会の状況についてご答弁申し上げます。 

 町内人口の増、移住・定住対策の一つとして、町内の事業所に勤めている若者たちに坂城に

住んでもらえるよう、また坂城に住んでいる方には定住してもらえるよう、坂城町の魅力を発

信し企業の枠を超えた交流や情報交換を行っていただくため、若者交流会を開催しております。 

 第１回若者交流回は、５月２１日文化センター体育館とシンフォニックヤードにおいて開催

いたしました。参加者は１１事業所５５名で、男女別では、男性４０名、女性１５名でありま

した。まず、文化センター体育館において参加者を８チームに分け、ふらばーるバレーを行い

ました。ふらばーるバレーは専用のボールをワンバウンドさせてからバレーをする競技で、使

用するボールは丸くなく、全面に突起が出ており、どこにはねるかわからないといったユニー

クな競技で、参加者にとっては新鮮な体験だったと思います。また、知らない人同士であって

も、チームスポーツを行えば緊張もほぐれ、自然とコミュニケーションがとれ、親近感が生ま

れたものと感じております。お昼にはシンフォニックヤードに移動して、バーベキューを行い

ました。ただ食事をするだけでなく、火をおこしたり食材を焼いたりと共同作業をする中で会

話も弾み親睦を深めていただきました。 

 要望や今後の課題、見通しについてのご質問ですが、参加者の皆様からは「勤めている企業

の枠を超えて親睦を深めることができた」と大変好評でした。若者・子育て世代支援策のパン

フレットを配布し、参加した皆さんに坂城のよさをＰＲいたしましたが、参加者の話を聞いて

いると、町外から通勤している人も多いようで、坂城町に毎日通勤してはいるものの坂城町の

ことをまだよく知らない方も多いようであり、坂城町の一層のＰＲが課題であると感じました。 

 １０月中旬に予定している第２回については、坂城町をよく知ってもらうため、坂城町にま

つわるクイズ大会などを計画しております。また、第１回目と同様、年齢や入社年数による明

確な参加制限を設けずに、坂城町に在住・在勤中の社会人として対象をより広くしたいと考え

ております。若者交流会につきましては本年度初めての試みでありますので、企業や参加者の

皆さんのご意見・ご要望を反映させながら、よりより交流会にしていきたいと考えております。 

福祉健康課長（大井君） ロの若者に魅力ある町にのうち、さかき福祉医療費サポート資金貸付

制度についてご答弁を申し上げます。 
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 この制度は、福祉医療費受給者の医療費を事前に貸し付けすることで、医療機関での窓口支

払いのときの自己資金の負担を軽減し、早期適切な医療機関への受診や医療費の家計への負担

軽減を図るため、今年４月に創設し運用を開始いたしました。現在１８歳までの子供、母子・

父子家庭、障がい者の約３，１００名が対象で、１回当たり９千円の貸し付けを行っておりま

す。利用状況でございますが、これまで１５人に対して貸し付けを行っており、医療機関や薬

局で約４０回の受診等に活用され、利用された方から大変喜ばれております。また、電話や窓

口で現在借りていない方からも、「いざというときに医療費を借りることができる制度でとて

も安心」というお言葉を多数いただいております。これまでも広報やホームページで制度紹介

はもちろん、個別案内や学校・保育園等を通じて対象者全員に対して貸付制度の案内を行うな

ど周知に努めてまいりました。さらに、町内医療機関や薬局にもチラシの掲示等をお願いした

ほか、制度のご紹介もさせていただいております。 

 次に、今後の課題といいますか懸念でございますけれども、これから寒い季節となり、医療

機関等に受診する機会も増えてくることが考えられます。子育てを行う保護者の方を初め、対

象者の方が一時的な医療費の負担を懸念して、医療機関での受診をためらい、病気が重症化す

ることがないよう今後も積極的に制度の周知を行っていくほか、民生児童委員、まいさぽ、子

育て支援センター、社会福祉協議会など各支援機関に対して制度の周知を再度行い、支援機関

側からも子育て家庭に対してこの制度について提案できるよう対応してまいりたいと考えてお

ります。 

９番（塩入君） ただいま、それぞれの課長から答弁をいただきました。前向きにお話をしてい

ただいたのが幾つかあります。ここで私の考えも含めてですね、ちょっと意見と質問を、２回

目の質問をしたいと思いますが。 

 まず、地方創生推進交付金についてですが、町の考え方はわかりました。やっぱり住民と慎

重にこれからやっていきたいという考えがわかりました。今度の交付金に当たりまして、一番

特徴的な町村の例として飯綱町ですね。飯綱町は副町長がいるんですが、国から副町長を招い

て、それでやってきている町です。その町はですね、積極的にこの先行型から始まって推進交

付金を活用しようということでやってきて、既に５千万円以上の恩恵を受けています。私もそ

の内容についてちょっと聞いてみたんですが、あそこは山間部が多いんですけれども、ある山

間部ではこれから５年後に５０人子供を増やすんだと、子供たちを。そういう案とか、それか

ら米やリンゴが中心の町ですけれども、農産物の加工を含めて５年間で農業所得を２倍にして

いくというような案を出しながらやってきていると。そういう中で国からも認められて交付金

がおりたと。 

 しかし、今の案を見てもですね、本当にこれ大丈夫かな、本当に農業所得５年間で倍にでき

るのかどうか、５０人子供を増やすことができるのかどうか、非常にこれは大変な課題だと思
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うんですけれども。そういう中でですね、また数年後には国から来た副町長も多分引き揚げる

だろうし、推進交付金が果たして当初のとおり続けていくのかどうかわからないと、あとは自

治体任せと、こういうふうになってしまうんじゃないかなという心配も持ったわけです。そう

いう中で当町はさっき答弁がありましたように、やっぱり住民としっかり練って具体的にまた

やっていきたいという答弁がありましたので、ぜひ交付金に踊らされることなく、やっぱり住

民の立場からやっていただきたいと、そんなふうに考えます。 

 それから、今度質問ですけれども、先ほど課長から若者たちに魅力あるまちづくりについて

答弁がありました。昨年度行われた坂城町人口ビジョンについてアンケートですね、若者アン

ケートの実態もるる報告があったわけですが、私が一番ポイントとして大事に思ったのは、

１５歳から３４歳などの若者が進学、就職、結婚での流出が増えていると。それで流入は減っ

てきていると。さっき課長の答弁でも、やっぱり４０％近い人が、若い人が、町外に就職した

いとか、いろいろそういうアンケートの意見もあるということで、この辺をどうするかという

のが、これから若者に定住してもらうためにも非常に重要な課題だというふうに思っています。 

 それには子育て支援の充実とか、医療費、福祉の充実、商業の活性化とかさまざまな重点課

題があると思うんですが、私は本当にさっきの答弁の中にも、若者たちがさまざまなグループ

でいろいろやってきております。そういう若者たち、工業分野、農業分野、商業、それぞれの

分野の若者たち、意欲的な若者たちが、これから魅力あるまちづくりを立ち上げる実行委員会

みたいなものを自分たちからつくっていこうじゃないかというような雰囲気になる、そういう

お膳立てを町としてはどんなふうに考えているのかという点をお聞きしたいと思います。 

企画政策課長（柳澤君） 今後の事業展開の中で、これからやはり多くの若者の皆さんが住みた

い、住みやすい町というところをやはり考えていかなければいけないと思うところでございま

す。そういったところの中で、これまでも役場の事務局で携わっている部分もございますけれ

ども、各種の団体がございます。そういったところをまず、これまでの実践等を踏まえる中で

どんなことが必要なのか、あるいは自分たちとすればどんなことができるのかといったところ

をまず、いろいろなところで意見交換をさせていただきたいと思います。その後の段階でそれ

らの方々がうまくまとまるのか、あるいは独自で行動をされていくのかというところ、意見交

換の中で検討を考えてまいりたいと思います。 

９番（塩入君） 今、課長から答弁がありましたけれど、特に若者たちが本当に自主的に立ち上

がってまちづくりに参加していくと、これは本当に大きな課題です。いろいろなグループはあ

るんですけれども、やっぱり坂城町の職員の中にも若い人たちがたくさんいるわけですね。そ

ういう若い人たちがこれからいろいろな場に出向いて、そういう若者たちの要望や願いを

キャッチしてね、それをもとにしてそれじゃあ何ができるのか、そういうこともね、町内の若

者たちがどういうふうにしたらいいのか、町長さんを含めて検討していただければ、やっぱり
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町も本気でやっているということが町民にも伝わっていくんじゃないかというふうに僕は思い

ました。その点でぜひ検討してください。 

 以上、幾つか質問しましたけれども、特に今、福祉医療費サポート貸付制度についても答弁

がありました。本当にこれは坂城町独自ですばらしいアイデアでつくられていると、ぜひ全県

にも広げながら、また県としても窓口の無料化を県独自でやるというように働きかけていただ

きたいと、坂城町の実績をもって働きかけていただきたいというふうに思います。 

 まとめに入りますけれども、今日は来年度から始まる総合事業はどんな内容か、また、今ま

での要支援１・２の人たちがどんなサービスを受けられるのか、低下しないのか、そういう点

について質問してまいりました。特に地域包括支援センターを中心にしながら、社協や事業所

とタイアップしながら、今後地域でお互いに支え合えるシステムをつくっていくということで、

前向きの答弁もいただきました。 

 町民の一番大事になるのは、これからやはり地域で助け合うシステムをつくっていくために

はボランティア活動ですね。やはり、町民の意識変革というか意識改革が非常に求められてい

るんじゃないかと。そういう意味で町もリーダーシップをとっていただきながら、その辺の広

報なりいろいろな場面でやっていく必要があるんじゃないかというふうに感じております。ま

た、坂城町と社会福祉協議会の果たす役割は今後ますます重要になってくると、先ほど課長か

らも答弁がありました。本当にこれから大変な中では、内容面でも財政的にも支援していきた

いと、一体となって進めていきたいという答弁がありました。ぜひそうしていただきたいと思

います。 

 それから、要介護１・２の人が今度は生活援助のサービスが切り捨てられる案が今、国会で

出されようとしているわけですが、それが決定してくるとまた大変になってきます。そのとき

のことも含めてですね、坂城町が本当に現行サービスを低下させないという、今まで答弁して

いただいたことを基本に総合事業をぜひ進めていただきたいというふうに思っています。特に、

坂城町にはまだ事業所が少ないです。そういう中で広域で話し合ったり、独自に小規模の事業

所をつくるための努力をぜひ先頭に立ってやっていただきたい。そして、本当に介護が必要に

なったときに安心して暮らせる、そういう坂城町にするためにも、行政と町民がともに力を合

わせて取り組んでいきたいというふうに思っています。 

 以上で私の一般質問を終わりにします。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時２８分～再開 午前 ９時３８分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、３番 朝倉国勝君の質問を許します。 

３番（朝倉君） おはようございます。ただいまから、議長から許可をいただきましたので、通
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告に従い一般質問をさせていただきます。 

 今年も台風シーズンが始まりまして、岩手県、北海道では大変な被害が発生しております。

この場を借りて被災した皆様方に心よりお見舞いを申し上げたいと存じます。特にここ温暖化

が始まって、どこの地域でも今まで経験したことのないような気象条件の変化により、いつど

こでもどんな大災害が発生してもおかしくない、こんな日本の情勢でございます。昔から災害

は忘れたころにやってくるとか、あるいは備えあれば憂いなしということわざがあります。私

どももこのようなことを心にしながら、私どもの居住する地域での安心・安全の確保に向かっ

て最善の努力を払う必要があると考えます。このような観点から私は今回の９月の一般質問に

おきましては、土砂災害地域の対策について、そして二つ目は、地方創生についてを議題とし

て一般質問をさせていただきたいと思います。 

 上平地区におきましては、ここ数年の間に自在山北斜面、出浦地籍と島地区九竜山につなが

る東斜面におきまして、表層崩壊による土砂災害事故が発生をしております。この二つの事故

を検証してみますと、自在山の崩落は松くい虫による被害木が多量に発生し、伐倒駆除により

大幅な保水力の低下と、腐葉土の堆積した二、三十ｃｍの表土に、雪解けの水や春の雨による

雨水がしみ込み、表土と岩盤の中に水が入り込み、土壌の重量が大幅に増えることによって雑

木や草ではこらえられなくなって、急斜面の勾配の部分が表面崩落したものと推察するもので

ございます。 

 一方、島地区で発生を見ました事故は、杉やヒノキの成木林で、保水力も十分ある、一見私

どもが見るといい山だなあという場所で発生を見ました。この事故は、上平地区につきまして

は表土が浅いところでございまして、杉やヒノキが植わっておりました。このような木につき

ましては、松のように岩盤に深く根が張る性質がないものですから、やっぱり平らに根が張っ

てしまうということで、堆積した土壌が、先ほどの話と同じように、雨を多量に含みますと土

壌の重さが増え、木の根ではもう土壌の重さに耐え切れないで、成木の杉やヒノキが土壌とと

もに大規模に崩落をしたと考えます。 

 この２例は、私は相反する事例として今後町の土砂災害対策として重要な意味を含めたもの

と考え、問題提起をしているものと判断をしております。また、自在山の中腹から住宅近くは

松林がほとんど消滅をしまして、保水力が大幅に低下をし、そのため自在山にある沢は雨水に

よる浸食が大変激しく、土砂の流出が増えております。集中豪雨の発生があれば大きな災害の

発生を感じるところでございます。そのようなことから、早急に何らかの手を打つ必要が重要

と考えるところでございます。 

 このような状況から、周辺に存在する天神沢、十二沢、出浦沢、猪鼻堰、福沢川を含め、豪

雨時の土砂の流出対策と河川の護岸対策も喫緊の課題と考えるところでございます。これらに

つきましては、国・県との連携による対策を強く要望するところでございます。とりわけ温暖
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化が進行する中で、気象条件は想定外での発生が想定をされます。上平周辺の山では土壌の性

質から今後大雪や大雨が発生した場合に、急斜面のところにおいて、一見安全と思われるとこ

ろでも表層崩壊の発生の危険が考えられます。近々町としてハザードマップが見直され、各戸

に配布の予定と聞いておりますが、私が提起した事象が完備していることを望むものでござい

ます。 

 前段、このような状況判断に基づいて３点について質問を申し上げたいと思います。 

 一つは、上平地区で発生した表層崩壊に対する対策をどのように考えているか。また、自在

山の伐倒駆除した部分が、今まで松林が正常なときには松の根により落石や岩石の崩落が防止

されたと言われておりますが、現状は松がなくなりまして岩が露出しております。落石防止対

策も急務と考えております。これに対する見解を求めたいと思います。 

 二つ目は、松くい虫の被害林の治水対策は大変重要な課題でございます。自在山の沢が雨水

による浸食が従来より大幅に増し、それに伴い土石流の流出対策が必要と考えます。治山・治

水対策として堰堤等の設置を含め、県・国との連携を必要と考えますが、今後どのような考え

方が、あるいは対策があるのかお伺いしたいと思います。 

 ３点目は、自在山周辺は砂防林・保安林・風致地区の指定もあります。したがって、災害防

止対策上も大変重きを置く必要があろうかと思います。地元では毎年地域の協力で植林をして

まいりました。今後、治山・治水対策として樹種転換を含めた大規模な植樹の考え方はないの

か、県との連携の状況はどうなっているか。また、周辺には天神沢、十二沢、出浦沢、猪鼻堰、

福沢川が存在します。土石流の流出が従来に比し増している中で、気象条件の変化に伴う豪雨

の発生の可能性を考えると、河川の護岸について危険度の点検と対策が急務と考え、あわせて

町の見解を伺いたいと思います。以上で１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） ただいま朝倉議員さんから１、土砂災害警戒地域の対策についてということで、

イからハまでご質問をいただきました。大変重要な問題であります。また本件につきましては、

かねてより地元の皆様に大変なご協力をいただいて進めていることに、改めて感謝を申し上げ

ます。まず、私のほうから基本的な考え方について述べさせていただきまして、イからハの詳

細につきましては細かく担当課長から答弁させます。 

 まず、坂城町内の土砂災害警戒区域につきましては、急傾斜地の崩壊４０カ所、土石流

３９カ所を平成２２年及び平成２３年に長野県が指定し、平成２８年には地すべり１カ所が新

たに指定されたところであります。県は土砂災害警戒区域の防災対策として、平成２４年度に

洞岩沢川、平成２５年度に名沢川の土石流を防ぐための砂防堰堤工事に着手し、平成２５年度

には網掛区と上平区との間、境にあります入川につきましても、土石流を防ぐ渓流保全工事に

着手しております。 

 また、土砂災害警戒区域の崩壊の危険性がある急傾斜地に指定された網掛地区につきまして
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も、平成２７年度より十六夜観月堂下の山裾に土砂崩落被害を防ぐための重力式擁壁の設置工

事に着手しております。また、自在山周辺の急傾斜地の崩壊区域と土石流の指定区域につきま

しては、防災・減災対策に伴う工事を県に要望したいと考えております。また、松くい虫被害

等により保水力の低下や落石、山崩れなど、山林の持つ機能が低下し、山地災害の危険性があ

ると判断された町内の山林については、地元の要望を受け、県による治山工事を実施していた

だいております。 

 また、ご質問のありました、上平、島地区の治山事業につきましては、平成２６年度に表層

崩壊（山腹崩壊）が発生しまして、町では地元の要望を受け、県に要望書を提出し、県による

治山事業として取り組んでいただいております。平成２７年度は、かご枠工、植生マット工、

丸太筋工、植生水路工などの山腹土留工を実施し、平成２８年度は崩れ落ちた倒木の整理を行

う予定でございます。上平の自在山周辺の沢筋が深くなるなどの状況は、現地調査で県の担当

者とともに確認し、平成２７年度の県単治山事業により土砂流出防止対策工事を一部実施して

おります。小網の胡桃沢地区では、平成２７年度に県道の長野上田線の隣接の宅地通路に落石

があり、今年度、県による落石固定工を実施する予定となっております。 

 次に積極的な植樹事業のご提案をいただきました。上平自在山周辺では地元上平区のご協力

をいただく中で、環境適用にすぐれている実生のアカマツなどの天然更新をしてきており、さ

らに上平区の皆さんによるアカマツの植樹が平成２５年度から毎年行われております。４月に

びんぐし山で開催した植樹祭では、松くい虫の抵抗性アカマツ３００本、山桜６０本、ヤマツ

ツジ１００本を参加者の皆さんに植えていただくなど、植樹事業を進めているところであり、

一定の効果が出てくると考えております。前にも申し上げましたけれども、先人木を植え、後

人涼を楽しむという言葉があります。後世の人たちに立派な松を残し、山を残してくれたと言

われることが私どもの責務であると考えておりますので、引き続きご協力いただいて事業を推

進していきたいと考えております。 

産業振興課長（山崎君） イからハまで順次答弁申し上げます。 

 まずイ、上平地域で発生した表層崩壊に対する対策はについてですが、上平の島地区につき

ましては、平成２６年度に表層崩壊が発生しました。町では地元の要望を受け、県に要望書を

提出し、平成２７年度及び２８年度の県単事業として、先ほど町長が申し上げましたが、県が

主体となって対応いただいております。なお、治山事業を実施するには保安林などの指定をし

なければならず、個人財産の使用制限が生じます。また、治山事業の採択には面積、荒廃の度

合い、保全対象など幾つかの条件がありますし、工事に当たっては工事用道路を開設する必要

があったり、工事の音などが発生することもあり、地元の総意として要望を上げていただいて

おります。 

 次にロ、松くい虫の被害林の治水の対策はについてでございますが、今までも植栽工、アカ
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マツ伐木整理、丸太筋工などを実施する中で、沢筋とならないよう努めてきております。松く

い虫の被害地区で大変急峻な地形の箇所もあり、地元区・県・町で現地確認をしているところ

でございますが、災害の発生防止に向けて治山事業として対応していただくよう県と協議を進

めてまいります。 

 次にハ、治山・治水に対し植樹等の計画はについてですが、坂城町は複合的な方策を取り入

れた総合的な松くい虫防除対策を進めてきており、さまざまな国庫補助事業などを取り入れて

きております。ただ松くい虫被害木の伐倒・くん蒸処理事業では、補助事業の性格上、植樹ま

ではできませんので、地元区の要望をお聞きし、国・県の適切な事業を取り入れる中で実施に

努めてまいりたいと考えております。また、山の土壌に適応しており、簡単には枯れない実生

のアカマツなどを育てていくことも山の再生には大切であると考えております。 

３番（朝倉君） ただいまご回答をいただきました。町としましても、自在山については町長を

先頭にしていただいて、松くいの総合対策をしていただいたことに対しては大変敬意を表する

ところでございます。総合対策をしておるわけでございますが、植樹したもの、あるいは実生

の松が生えるまでの間というのは、大変危険を感じるところでございます。 

 今、課長からもご回答がありましたが、地方事務所の担当官には私どもの説明会の中で話が

ありましたんですが、今まで伐倒駆除だけで終わっていたところが、国・県の予算で植樹もで

きるというふうな制度もあるような話を聞いております。ぜひ、そういうことも一つ視野に入

れてやっていただきたいということと、２、３日前のテレビ報道で、県の森林税、私ども

５００円ですかね、年間負担しているんですが、執行率が３分の２程度でおさまっていると。

大北の問題があって手をこまねいている問題があると思うんですけれども、３分の１が余って

いるわけです。そういう予算をやっぱり県との連携をする中で、ぜひ有効に私どもの坂城町全

体を見てやっていただけないかということと同時に、私は住まいが上平でございまして、松く

い虫の被害が一番上平が大きいということで、焦点を上平に、私の知っている範囲で今日は質

問しているわけでございますけれども、坂城全体の山の占める面積が、全体で７０％と言われ

ておるんですけれども、全般見渡しましても非常に松くい虫の被害が増えてきているというこ

とが指摘できると思います。 

 ということになると、自在山だけではなくて、その部分の保水力というのは当然落ちてくる

わけでございまして、急峻なところ、あるいは土砂崩落が起きるようなところの積極的な手を

今打っているというお話がありましたけれども、先ほどの事例を参考にしながら、町全体の水

平展開に努めていただきたいということが私の町に対する依頼でございます。回答は要りませ

んけれども、ぜひ先ほど申し上げましたように備えあれば憂いなしという言葉があるとおり、

温暖化に伴って本当に一月分の雨が１日で降っちゃうとか、一晩で降っちゃうとか、こういう

ことがこの町でも起こらないとは限らないわけでございます。そういうことも十分頭に入れな
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がら、この土砂災害警戒地域の対策について、町長初め担当課長の努力をひとつぜひお願いを

して、この質問については終了させていただきます。 

 二つ目でございますが、先ほど塩入先輩議員から質問がありまして、かぶる部分があるかと

思いますが、ちょっと私アドリブをさせていただいて、違う角度からちょっとご質問させてい

ただきたいと思います。 

 地方創生は、国の目玉政策としてデフレ脱却や東京の一極集中から地方へ、また、大企業か

ら中小零細企業へと景気の実感を届けるように国の肝いりの事業で地方創生を推進しているも

のと考えているものでございます。先ほど申し上げましたように、７月１８日の信毎報道では、

地方推進交付金が長野県で７７市町村ある中で、３１市町村しかなかったという状況の中で、

坂城町がそこの中に含まれていないということで、先ほど企画政策課長のほうから報告があり

まして、中身は承知をしているところでございますが、私は交付金を受ける受けないというの

は問題ではなくて、町として後期５カ年計画の策定も終え、重点計画も明示されておるところ

でございます。そして、まち・ひと・しごと総合戦略、それから人口ビジョンというようなも

のも、その総合戦略の中に位置づけられて今後事業展開がされているところでございます。 

 そういう中で、私は町民としてもこの交付金が受けられなかったということについては町が

大丈夫かいという心配も一つありまして、その辺の明確な回答をひとついただきたいという部

分と同時に、私が知りたいのは、５カ年計画のですね、本当に重点計画が予定どおり進行でき

るのかどうかということが、私は一番心配をしているところでございまして、町民としてもそ

の辺を一番聞きたいなという思いでいると思います。その辺について、ひとつご回答をいただ

きたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

企画政策課長（柳澤君） 地方創生につきまして、イ、公金を活用したまちの事業計画はについ

てお答えいたします。一部答弁が重なる部分がございますが、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 まち・ひと・しごと創生法が平成２６年１１月に公布・施行され、我が国の人口減少と地域

経済縮小の克服を目指して、全国で地方創生に向けた取り組みが展開されております。我が国

の人口は加速的に減少することが危惧されており、当町においても少子高齢化社会への対応と

ともに人口減少に歯どめをかけ地域の活性化を図るため、本年３月に坂城町まち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定し、地方創生に向けた取り組みを進めているところでございます。この

地方創生に向けた取り組みでは、これまで平成２６年度補正予算で創設された先行型交付金や、

平成２７年度補正予算で創設された加速化交付金といった国の交付金を活用し、町総合戦略で

示す地方創生事業の推進を図っております。 

 先行型交付金では、平成２７年度において、平成２６年度からの繰り越し事業として町総合

戦略策定のほか、ＩＣＴ等利活用による地域活性化事業、地域産業パワーアップ事業、若者・
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子育て世代応援プロジェクトを実施いたしました。ＩＣＴ等利活用による地域活性化事業では、

スマートコミュニティ構想の実現に向けた調査研究や、スマートエネルギー設備設置に対する

助成を行い、地域産業パワーアップ事業では合同企業説明会や企業見学会による若者と地元企

業のマッチング、町内企業の販路開拓に向けた展示会等出店補助、新たな価値創造に向けたコ

トづくりや地域ブランド化への助成を行いました。また、若者・子育て世代応援プロジェクト

では、結婚相談事業に対する助成や、未来を担うグローバル人材の育成に向けたＡＬＴによる

外国語指導業務委託、高校生タイ国研修事業への助成を行いました。 

 加速化交付金では、平成２７年度から今年度への繰り越しによる地域間連携事業として、当

町のワイナリー形成に向けた取り組みの一環となる、千曲川ワインバレー特区連絡協議会事業

のほか、当町の試験圃場実証実験やさかきワインの開発と販売に向けた事業を進めております。

また、長野地域の市町村が連携して行う首都圏での合同企業説明会や合同面接会など、県内外

から当町への就職を促進する長野地域ＵＩＪターン就職促進事業を進めているところでござい

ます。 

 このような中で本年度、国ではこれまでの地方創生関係交付金を発展、拡充する形で地方創

生推進交付金を創設し、地方の総合戦略に位置づけられた事業のうち、地方自治体の自主的・

主体的な取り組みで先駆的な事業について、複数年度により安定的・継続的に支援することと

いたしたところでございます。この交付金は今年４月に成立・施行された改正地域再生法に基

づき、地方自治体が地域再生計画を作成し国の認定を受けた場合に、当該計画に記載された事

業について支援するものとされております。また、従来の市町村ごとの事業だけでは対応し切

れない課題に取り組む地方を支援する観点から、具体的なＰＤＣＡサイクルの確立のもと、官

民協働、地域間連携、政策間連携を促進するとともに、先駆的優良事例の横展開を積極的に支

援することとしており、特に事業の将来的な自立性や周辺自治体との地域間連携が重要とされ

ているものでございます。 

 ご質問の地方創生推進交付金の申請についての経緯でございますが、推進交付金の要件に照

らし、その活用について検討を重ねてきたところでございます。推進交付金の申請を検討する

段階では、本年５月に国による交付金申請を予定している地方自治体向けの事前相談会に参加

し、検討している事業計画の内容について内閣府地方創生推進事務局の担当者に相談・確認を

してまいりました。その中で交付金の当初交付決定が８月予定であることや、本年度総合戦略

に位置づけて取り組んでいる事業について、既に着手済みの事業は交付決定の事業費しか交付

金対象とならないこと、周辺自治体との連携について検討が必要となったことなどから、複数

年度での計画を考える上で、事業初年度から交付金を効果的に活用するため、来年度において

交付金の申請を予定することといたしました。 

 地方創生に向けた町総合戦略に掲げる事業を展開する上では、国や県からの助成など支援制
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度を有効に活用していきたいと考えておりますが、今回の推進交付金については制約も多く全

ての事業が対象とはなりませんので、来年度での申請についても十分に検討していく必要があ

ると考えております。なお、地方創生における国の財政措置としては、地方創生関係交付金以

外にも各種補助金や特別交付税による措置などの支援制度が用意されており、国の考え方とし

ては各省庁の補助事業を優先することとし、補助金の対象外となった事業について交付金で支

援する方針としております。 

 当町の総合戦略重点プロジェクトの推進においては、国の交付金を初め、さまざまな補助事

業を積極的に活用していきたいと考えております。総合戦略の重点プロジェクトというような

部分でございますけれども、坂城スマートタウン構想推進事業におきましては、テクノさかき

工業団地のスマート工業団地化に向けた事業化可能性調査に取り組んでおり、町と企業の共同

参画のため町予算に計上はありませんが、補助率１０分の１０の国の補助事業を活用しており

ますし、さかきワイナリー形成推進事業につきましては繰り越しの加速化交付金事業を活用し

ております。また、トータルメディアコミュニケーション「つながる あんしん 坂城町」構

想推進事業では、防災行政無線の整備について交付税算入のある地方債を活用する計画です。

また、重点プロジェクト以外の町総合戦略に位置づけられた事業についても、各種支援制度の

中で最も有利な財源を選択し、その確保に努めてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、総合戦略における四つの基本目標を達成するため、国の支援制度

を活用しながら人口減少対策に取り組み、将来像である地域の活力と暮らしの豊かさを創生す

る町を目指してまいりたいと考えております。 

３番（朝倉君） 企画政策課長のほうから、るる説明をお聞きして、交付金をもらうもらわない

ということは先ほど申しましたように余り重要なことではありません。私どもの町としての重

要事業が、簡潔にできるかということが重要だというふうに思うんです。特に地方創生推進交

付金については制約が多く、弱小の市町村では計画に手間取っちゃって、特に小川村では申請

したんだけれど８万８千円しかついてこないと。それをもらうばっかりに膨大な資料をつくっ

て、それでやった結果膨大なまた報告をしなきゃいけないという、そんな無駄な費用は、町で

はかける必要は私はないと思っています。先ほども課長からもお話がありましたように、前向

きに５カ年計画の重点事業をできるということもありますし、他に計画しているものについて

もほかの補助金で対応ができるというふうなことも伺いましたので、大変力強く思っていると

ころでございます。ぜひひとつ前向きな展開をお願いしたいというところでございます。 

 ちょっと時間が早いんですけれどまとめに入りたいと思いますが、最初に私が質疑いたしま

した土砂災害につきましては、本当に安心なまちづくり、周囲が山に囲まれている地域柄いつ

何どきどんなことが起きても不思議じゃないということを、私どもは常に頭に入れていただき

ながら、国や県との連携を密にしてぜひ町民が安心・安全で住めるまちづくりにぜひ努力をし
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ていただきたいと。 

 それから、５カ年計画重点事業も着実に進めていただいている考え方が見えました。ぜひ町

長初め町の幹部の皆さんにお話したいのは、今お聞きしたようなことがはっきり言ってＰＲが

下手だということを、失礼ですけれど、ご指摘申し上げて、もうちょっとやっていることを宣

伝してもいいんじゃないかと。それがまた町の町民に対する説明責任を果たすことでもありま

すし、町民が本当に町の施策に前向きに協力していただける一つの糧になるような気がいたし

ます。ぜひそんなことをお願いして、ちょっと時間が早いですけれども、私の質問を終わらせ

ていただきます。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時１２分～再開 午前１０時２３分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、１３番 塚田忠君の質問を許します。 

１３番（塚田君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般

質問を行います。 

 １．運転免許証返納について 

 最近、高齢者の免許返納が話題になっています。今年は県内の交通死亡事故が多く、信濃毎

日新聞９月３日によると１月１日から９月１日までに８５人で、昨年同期の４５人増、その中

で高齢者が４１人、うち歩行者が１８人と報じられています。事故発生から２４時間以内の死

亡者数を集計しているので、実際には事故が原因で死亡された方はもっと多く、また死亡事故

に至らなかった高齢者の事故数も多いのではないかと推測されます。 

 高齢者の運転はとっさの判断力も鈍り、手足の動きも遅くなり、高齢者が運転する交通事故

を何件か目撃しました。運転免許証返納制度、適性検査を実施する前の話でありますが、

７０代の男性で若いころプロとして運転経験のあった人が、時々車をぶつけたり、こすったり

するので、子供たちが車に乗らないようにと車のキーを取り上げ家の中に隠しました。しかし、

子供たちのいない留守にキーを探し出し乗り出して、ガードレールのない用水路に飛び込んだ

事件がありました。また、ある大きな店の駐車場で８０歳近い男性がバックで駐車しようと駐

車ゾーンに入り、後ろの車にぶつかっているにもかかわらずアクセルをふかし続けている状態

を見たことがあります。また、９０代男性が２００ｍほど離れた店に買い物に行くというので

軽トラに乗り出し、雪がわずかに積もった町道のＴ字路で直進してガードレールを壊してし

まった事故も見ました。いずれも高齢から来る動作や感覚がずれ、とっさの行動がとれない事

故と感じます。 

 高齢者運転適性検査を適切に受け、眼鏡を変えたり補聴器を変え、無理して適性検査をパス

することはいかがなものかと感じます。このような人に一日も早く事故を防いで安全な生活を
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送っていただきたいのです。 

 免許を返納した実態を体験しました。最近私の近くであった話をさせていただきます。年齢

は８９歳、男性で１０年ほど前に奥さんに先立たれ高齢者のひとり暮らしであります。なお、

内容につきましては個人情報ですが、本人に承諾をいただいておりますので一般質問に取り上

げさせていただきます。免許証を取得して５４年経過しております。現在も頭はしっかりして

おり、運転技術も確かであります。過去５４年間無事故、無違反と自慢しております。免許証

書きかえ期日が今年の８月８日でした。最近では高齢者の書きかえには運転適性検査に合格し

なければ免許更新ができなくなっています。今年の春ごろから適性検査で両眼とも０．７以下

ということで、眼鏡をつくらなければ免許証が更新できないと相談されました。 

 現在彼の運転日課は、毎日午後２時ころ湯さん館に行き、月に１回中之条の医院で血圧の薬

をもらい、２カ月に一度千曲市の眼科にかかり、年に４回くらい松代の病院で健康診断を受け

ているようです。病院通いのほか、趣味の詩吟の会に年３回くらい千曲市まで運転しています。

眼鏡もつくらず７月半ばになり、適性検査不合格となれば８月１０日に運転資格が失効となり

ます。それで、それ前に免許証を返納すれば運転経歴証明書が発行され、タクシー利用の際、

証明書を提示することにより代金を１割引きにしてもらえると聞いておりましたので、地区の

民生委員さんに相談し返納を説得していただきました。 

 ひとり暮らしの年金生活者にとってタクシー代金は高額であります。自分のためにも周りの

安全のためにも免許証返納は勇気のある決断であります。その後、私も立ち会うからというこ

とで、本人と千曲警察署へ行き相談したところ、運転経歴証明書交付手数料が千円かかるとい

うことでした。千曲警察署で手続をすると、ほかに手数料が２千円かかり二、三日後に運転経

歴証明書を送付するとのことでした。長野市の運転免許センターに行けば、即日運転経歴証明

書が発行されるというアドバイスをいただき、その足で長野運転免許センターまで行き、手数

料千円で済ませました。 

 イ．坂城町の対応は 

 道路交通法で高齢者運転適性検査はどのように行われているか。高齢者に運転免許証の返納

啓蒙はどのように行われているか。先日、坂城町交番で坂城町の免許証返納状況を確認しまし

た。ここ１年半の間に１０人ほどの人から、どのような手続をするかという問い合わせがあっ

たということです。しかし、具体的な内容については確認できませんでした。交通事故抑止の

ため、運転不適格者の免許返納を推奨しているにもかかわらず、返納手続に金がかかるという

ことでは返納者はちゅうちょすると感じます。 

 ロ．返納者に支援は 

 県内警察署ごとに交通安全協会というボランティア団体があります。免許所有者はほとんど

の人が安協に加入し会費を納めています。その会費の一部が活動費として各支部に還元される
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と思います。その一部分を安協加入者に返納祝い金として支給できないかお伺いいたします。

返納祝い金を支給することにより返納者の数が増えるようになり、交通事故抑止にもつながり、

千曲交通安全協会の加入者も増えるのではないかと感じます。 

 町内在住の免許返納者に、乗り物代金の補助はできないかお聞きいたします。例えば、町内

巡回バスの利用を無料、しなの鉄道坂城駅・テクノさかきで切符購入者には半分くらい町で負

担することにより、両駅の乗降客の数も伸びると思います。 

 県内の返納者に対する支援状況を調査してまいりました。現時点で運転経歴証明書の所有者

には、県タクシー協会加盟会社が経歴証明書の提示により、タクシー料金の１割を支援してい

ます。長野交通安全協会では交通安全協会会員のみに、市内運行バス「おでかけパスポート」

千ポイントを支給。この近くの自治体では、支援状況は、東御市でデマンド交通送迎用に１万

円分を支給、小諸市ではコミュニティバス乗車券１万円またはタクシー券１万円を支援してい

ます。下伊那の下條村ではタクシーチケット５００円分を月に２回、年間２４枚、申請後毎年

継続して発給しているようです。県内では２２の市町村がいろいろな形で支援をしています。

坂城町でも免許返納者に対し何らかの支援をしていただきたいと考えますので、以上お答えを

いただきます。 

町長（山村君） ただいま塚田議員さんから運転免許証返納について、イとロについてご質問が

ありました。いろいろご説明をいただきましたけれども、私からは現在の状況とイについて、

坂城町の対応についてお答え申し上げまして、そのまたイの詳細、並びにロにつきましては担

当課長から答弁させます。 

 状況ですけれども、長野県内における６５歳以上の人口は、平成２７年度では約６２万７千

人で約３０％を占めております。１０年前の２４％から６ポイント上昇していると。今後もさ

らに高齢化が進むと予想されております。当町におきましても６５歳以上の人口は平成２７年

度末で約３３％となっておりまして、１０年前の２５％から８％上昇して、同じく高齢化が進

んでいるというところであります。 

 このような高齢化の進行に伴いまして高齢者の免許所持者も年々増加しており、平成２７年

末現在、県人口に占める高齢者の免許所持者の割合は１８．８％で全国１位ということになっ

ております。また、県の人身事故の最近の特徴としまして、高齢者の方が関与する交通事故及

び高齢者の運転による交通事故の割合が増加傾向にあります。さらに以前は高齢者は被害者と

いう立場でありましたけれども、ここ数年は加害者においても高齢者が占める割合が大きく

なっているという傾向にあります。 

 このように、高齢者の方が起因する交通事故が近年大きな問題となっていることを受けて、

国が高齢者に勧めているのが運転免許証の自主返納制度であります。この制度は、加齢に伴う

身体機能や判断力の低下などにより運転に不安を感じている、もう運転しないので運転免許証
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を返納したいという方が、自主的に免許証を返納できるものでございます。運転免許証を自主

返納するには、県内の運転免許センターや各警察署で申請をすることができます。 

 また一方、高齢者ドライバーといっても安全意識や運転能力には個人差があり、一概に年齢

により判断できるものではないと考えます。６０歳代で運転能力が大きく低下してしまう方が

いらっしゃる一方で、８０歳でも運転能力の高い方もいらっしゃいます。運転能力の衰えにつ

いてはなかなか自覚しづらい面がございます。他人の運転を見て危ないと感じても自分は大丈

夫だと思い込みがちでございます。そのような中で、一緒に車に乗る機会の多いご家族や友人

などに運転をチェックしていただき意見を聞く中で、ご自分の運転能力について客観的にご判

断をいただくことが大切であると考えているところでございます。 

 また、免許の自主返納をためらう理由として、病院や買い物に行かれなくなる、生活が不便

になるといった高齢者の方ももちろんいらっしゃいます。町では高齢者の方の支援として、坂

城町の循環バスの利用者で６５歳以上の方を対象にパスカードの発行をしております。この

カードを提示していただきますと、運賃が半額になるというものでございます。このパスカー

ドは役場の福祉健康課で発行しております。町内の交通手段としてぜひともご利用いただきた

いと存じます。 

 以下、イの詳細からロにつきまして担当課長からご説明を申し上げます。 

住民環境課長（金子君） イの坂城町の対応はについてお答えいたします。 

 まず、道路交通法で高齢者運転適性検査はどのように行われているかについてお答えいたし

ます。まず、本年の千曲警察署管内の交通事故発生状況は、８月３１日現在事故件数が

１８３件、前年同月比で３４件の減、死者数は３人で、前年同月比３人の増、負傷者数は

２３１人で、前年同月比４０人の減となっております。そのうち高齢者の関係する事故につき

ましては７０件で、前年同月比８件の減でございますが、死者数は２人で、前年同月比２人の

増、負傷者数は４１人で、前年同月比４人の増となっております。 

 さて、道路交通法では満７０歳以上の方が運転免許証を更新する際の高齢者講習の前に、満

７５歳以上の方は講習予備検査が義務づけられております。この講習予備検査は記憶力や判断

力を測定する検査で、時間の見当識、手がかり再生、時計描画という３種類の検査がございま

す。検査の内容でございますが、最初に実施する検査の見当識は、検査時における年月日、曜

日及び時間を回答します。２番目の手がかり再生は、一定のイラストを記憶し、採点には関係

しない課題を行った後に、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、回答できない場合は

ヒントをもとに回答します。３番目の時計描画は、時計の文字盤を描き、さらにその文字盤に

指定された時刻をあらわす針を描きます。検査終了後に採点が行われ、点数に応じて１分類と

して記憶力・判断力が低くなっている方、２分類として記憶力・判断力が少し低くなっている

方、３分類として記憶力・判断力に心配のない方と３分類に分けて判定が行われ、検査結果は
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その場で書面にて通知がされます。 

 高齢者講習では、記憶力・判断力に合わせたわかりやすい講習が行われます。特に車を運転

するときには、講習予備検査の結果に基づいて助言がされます。また、先ほど申し上げました

講習予備検査の結果で１分類の記憶力・判断力が低くなっているとの結果であっても、運転免

許証の更新はできますが、この１分類の方が信号無視や一時停止など特定の交通違反を更新前

に行っていた場合や、更新後に行った場合は警察から連絡があり、専門医の診断を受けるか主

治医の診断書を警察に提出することとなります。診断等の結果、認知症であるとされた場合に

は免許が取り消しとなります。なお、一般の運転適性検査と同じく、両眼とも０．７以上ない

方は眼鏡等を使用しなければ免許の更新ができません。 

 次に、高齢者に対し運転免許証返納啓蒙はどのようにされているかについてお答えいたしま

す。申請による運転免許証の返納手続につきましては、現在長野県警察のホームページでご案

内がされているところでございます。町や坂城町交番では運転免許証の返納に関するご相談が

あった場合には、申請の方法や必要書類等につきましてご案内をしているところでございます。

また、県警の運転免許の返納手続に関する取り組み方針として、高齢運転者の交通事故防止対

策の観点から、身体能力の低下等により自動車等の運転に不安を覚える高齢者の心情に配慮し

つつ、申請による運転免許証取り消し制度の適正な運用及び申請者の移動手段の確保がなされ

るよう、自治体等の公共交通政策部門と連携し、高齢者がみずからの運転によらず移動できる

環境づくりに配慮をしていくとなっていることから、町としましても警察機関と連携してその

ような環境づくりをしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロの返納者に支援はについてお答えいたします。 

 まず、返納者に対し返納祝い金の支給はできないかについてお答えいたします。住民の交通

安全思想の普及と高揚を図り、交通事故のない安全で安心して住める社会づくりに寄与するこ

とを目的に設立された団体が交通安全協会でございます。活動組織は中央団体として一般財団

法人全日本交通安全協会、地方には都道府県交通安全協会、各地区には警察署単位に地区安全

協会が設立されております。長野県内では県の団体として一般財団法人長野県交通安全協会が、

また、県内２９地区に地区交通安全協会が設立され、約９８万人の方に入会いただいておりま

す。坂城町は千曲交通安全協会に属し、会員数は千曲市を含め約２万５千人でございます。 

 交通安全協会の主な事業活動といたしましては、交通安全運動の実施や協会の役員等による

街頭安全指導や交通指導所への参加、広報活動として会報「交通しなの」の発行や、リーフ

レット、チラシ、ポスターの作成・配布等を行っております。この活動の支えになっているの

が交通安全協会に入会された方々の会費でございます。入会は任意でお願いをしておりますが、

納められた会費は居住地の交通安全協会の活動に活用されており、会費の額は運転免許証の有

効期間が３年の方は１，４００円、４年の方は１，７００円、５年の方は２千円となっており



 

－ 120 －  

ます。千曲交通安全協会から坂城支部分会に支払われている活動費につきましては、主に役員

さんの街頭指導や安全施設の管理等に活用がされております。交通安全協会に入会されている

方が免許証を自主返納する場合の返納祝い金の支給につきましては、交通安全協会の事業の活

動の一つとして今後可能であるか、交通安全協会という組織の中でお考えいただけるものと考

えております。 

 次に、返納者の外出時、乗り物代金補助はできるかについてお答えいたします。運転免許証

自主返納に対する支援施策としましては、議員さんがお調べのとおり、県タクシー協会加盟会

社のタクシー料金１割引きや、長野交通安全協会で交通安全協会会員へ市内運行バスで使用す

る、おでかけパスポートに千ポイント、これは１０回乗車分でございますが、これを１回限り

チャージするものがございます。また、県内２２市町村において、巡回バスの乗車回数券の交

付やタクシーチケットの支給等が行われております。 

 先ほど町長も申し上げましたが、当町では坂城町循環バスの利用者で６５歳以上の方が、福

祉健康課に申請いただくとパスカードを発行いたします。乗車の際にこのパスカードを提示い

ただくと、循環バスの運賃が２００円のところを半額の１００円で利用することができるよう

になります。今後もこのような制度があることを高齢者の方にも積極的に広く周知してまいり

たいと考えております。 

１３番（塚田君） それぞれお答えをいただきました。県内高齢者免許取得者が１８．８％、全

国１位と誇らしいことではありますが、ちょっと心配することも多いと思います。ロの件で、

一般質問通告後１週間足らずで結論を出してくれということは無理ですので、今後検討をして

いただきたいと思いまして再質問をさせていただきます。 

 高齢者は６５歳以上になれば誰でもがパスカードをいただける、無理に返納しなくても、返

納した人には少しハンディをつけてもらいたいということで今回取り上げたわけなんですが。

だから、半額になるのは６５歳以上の申請した人ですが、運転経歴証明書の提示により、その

半額の半分くらいに、半分の半分ぐらいにしていただけたらと思ってご相談申し上げたわけで

すが。 

 それで、返納祝い金につきまして、安全協会という組織の中で今後考えていくというお答え

をいただきましたが、県内の支援状況を見ると２２の市町村は自治体が支援しているんです。

安全協会だって長野だけなんですよね。したがいまして、千曲市なんかえらい気にすることな

く、千曲安協に頼らず、坂城独自で支援を考えていただきたいと思います。 

 返納手続の手数料ですが、これは安協が主体となって免許証をやっているんですよね。取る

ときにも安協がらみで取っているし、会費はそこに納めているんだから、返納を推奨している

以上、ご褒美として無料にすべきと考えますが。この席上に安協の千曲の会長もいることです

からよく相談して、何とか坂城の支部の活動費から捻出するようなことも考えていただきたい。
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返納するには警察署まで行き手続を行いますが、帰りには免許証がないわけですから往復交通

機関に頼るわけです。それもプラスしてもらえればと考えるところです。 

 しなの鉄道利用者についてのお答えはいただけませんでしたが、障がい者同様に割り引きの

できるような検討をお願いしたいと思います。即お答えはいただけないと思うので、これを宿

題というか検討していただいて、金が伴うことですので、後日検討結果を報告していただけれ

ばと思います。要望を申し上げて、後日お答えをいただきたいということで、時間が大分あり

ますので県内の支援状況、先ほど４例ばか申し上げましたんですが、ほかでは大町市が出して

います。安曇野市、それから池田町、木曽、大体６千円から１万円ぐらい。箕輪町、岡谷市、

富士見町、下諏訪町、佐久市、辰野町、飯田市、高森町、喬木村、阿智村、天龍村、南箕輪村、

伊那市、野沢温泉村がそれぞれ大体多いので１万５千かな、そのぐらいの額で乗り物チケット

を出しているところが多いので、坂城町は裕福だからそこら辺よく倣って検討していただきた

いと思います。 

 以上、今回の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５３分～再開 午前１１時０４分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、４番 小宮山定彦君の質問を許します。 

４番（小宮山君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これから通告に従い一

般質問を行います。 

 昨年１２月から、ワイナリー形成事業についてをテーマとした質問を続けてみました。今回

で４回目になります。もともと個人的にワインには興味・関心がありますし、また申すまでも

なく山村町政の重点プロジェクトであり、坂城ＮＥＷチャレンジの数ある事業の中でもチャレ

ンジ度がナンバーワンでありますから、引き続きやってもいいのではないかと思いますが、担

当課長から３カ月ごとじゃそうそう違った答弁もできないし、同じような内容の繰り返しに

なってしまうと言われ、さもありなんと思いました。よって、今回で一区切りをつけたいと思

います。そのため、今回テーマを絞ってワイナリー形成事業、これ一本にしたいと思います。 

 山村町政一期目の早い時期からワイナリー形成事業が出発したことは承知しております。が、

当時は議会にも出ていなかったわけで、初発の姿、意気込み等についてはよくわかりません。

ただ、以前から面識のあった中島議員とたまたまお会いしたとき、立ち話でしたが「町長、ワ

イン本気だぜ。ワイン好きなんだから協力しろや。」と言われたことを覚えています。何と答

えたかよくは覚えていませんが、その構想もわからぬまま「趣味でやるんならいいけど、町で

やるの。失敗したら退職金を返上するとでも言ってくれればわかるけど。」ぐらいの軽口の返

事をしたと思います。 
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 それはさておき、当時のマスコミの記事を探しました。ありました。まず２５年３月、長野

県が発表した信州ワインバレー構想の中の千曲川ワインバレーの項で、東御市以外では唯一坂

城町のことが以下のように特記されていました。「坂城町では、町がワイン用ブドウの農地を

確保し、新規参入を受け入れる動きも出ています。」また、全国版にもありました。全国町村

会のホームページに、注目すべきトピックスとして、平成２５年度の町村ナビに取り上げられ

ていました。一部紹介します。「長野県坂城町／官民協働の小規模ワイナリー設立へ」という

タイトルのもと、「町は、醸造用ぶどうの産地化とワインによる６次産業化を図るべく、

２０１４年度中を目途に実施主体となる組織化を進め、将来的には小規模なワイナリー設立を

目指すと発表した。」とありました。また「既に、多様な形態でのワイン振興を目的としたワ

イナリー形成事業に着手した。」とあります。大きな意気込みが感じられます。町が主語なの

です。その後、事業が町主導で始まったことがわかります。その後進展したことは確かにあり

ます。試験圃場の設置、巨峰ロゼワインやスパークリングの委託醸造・販売、試験圃場のブド

ウを使った昨年の試験醸造、試作ワイン、さらに今年の秋収穫するブドウを使っての委託醸

造・販売も間違いなく実現されると思っております。 

 一方、進展というか進捗状況について疑問符のつくものもあります。例えば２６年度に計画

された横坑トンネル利用のための実証実験の内容とその結果とか、町内企業による醸造機材の

開発状況のこととか、各種イベントで供されることになっていた試作ワインのこととかが気に

なっております。しかしながら、最重要なのは、肝心かなめのことは、そして今回私が一番聞

きたいのは、ワインの産地化につながるワイン用ブドウの生産拡大のこと、それと今後の展開

についてです。そこに限定して質問に入ります。 

 イ．進捗状況について 

 第１点は、現在町内のワイン用ブドウの植えつけ面積と収穫樹面積はどのくらいでしょうか。

また、試験圃場の今年度及び３年後のワイン用ブドウの収穫量予測はということです。 

 第２点は、前回も似たようなことをお聞きしましたが、再度、ワイン用ブドウの栽培農地を

拡大するための耕作放棄地の解消状況についてお聞きします。 

 第３点として、苗木不足対策を初め、ワイン用ブドウの生産量を増やすために、実施されて

いる施策にどんなものが現在あるかということです。進捗状況については以上です。 

 ロ．今後の展開 

 これも三つにまとめてお聞きします。 

 第１点、ワイナリービジネスデザインプランが先ごろでき上がってきましたが、このプラン

の利用方法とプランの概要を示していただきたいと思います。 

 第２点は、ワイナリー形成推進事業検討委員会の立ち上げ時期や、ワイナリーの経営主体の

決定の時期などスケジュールはどうなっているのでしょうか。 
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 最後に第３点目として、昨年の６月に千曲川ワインバレー東地区特区の認可がおりたのを受

けて、構成８市町村による連絡協議会が今年の２月に発足したと聞いています。この協議会に

おいてどんな活動がなされて、どんな事業が計画されているか。以上、イとロを合わせ六つが

１回目の質問です。 

町長（山村君） ただいま小宮山議員さんから１、ワイナリー形成事業について、それから進捗

状況、今後の展開ということで、るるご質問をいただきました。ご質問の内容を拝見しますと、

恐らく私以上にワインを愛され、好きな小宮山さんの熱意が見えてくるということで歓迎いた

します。私が全体を説明しまして、残りを担当課長からお話し申し上げます。 

 さて、今もいろいろお話がありましたが、当町の農業環境を見た場合に、特産である巨峰で

すとかシャインマスカットなどのブドウや、リンゴなどの果樹栽培を筆頭に、水稲や施設園芸

などによる花卉など地形的条件を生かした多彩な農業生産が展開される中で、高齢化ですとか

担い手不足などの影響で、今もご指摘ありました荒廃農地や耕作放棄地が増加している現状が

ございます。 

 こういった状況の中でワイナリー形成事業につきましては、１次産業に限らず、これからの

産業を考えたときの次のステップとして、ワイン産業の創出による６次産業化とあわせ、町の

活性化などを目的に平成２３年度に関係団体の皆様方と検討を開始いたしました。農業委員の

皆様ともよくご相談をして、すぐに米国のカリフォルニアの最先端のワインづくりを行ってい

るナパバレーのロバート・モンダヴィ・ワイナリーなどを見学して、視察していただきました。

２年目となる平成２４年度には、ワイン用ブドウの品種適性の実証と栽培技術の習得などを目

的といたしまして、四ツ屋地籍に２カ所の試験圃場を設け、農業支援センターとともに公募に

より選考した担い手２人などと連携し、サントリーワインインターナショナル株式会社のご指

導も賜りまして、ワイン用ブドウの栽培管理などの事業を進めてまいりました。 

 先ほどもお話がありましたけれども、平成２７年度には試験圃場での実証試験３年目を迎え

まして、約７００ｋｇのワイン用ブドウを収穫する中で、このサントリーさんに試験醸造を委

託いたしました。でき上がったさかきワインの試作につきましては、今年２月にご関係のある

皆様を集めた懇談会を開催するとともに、試飲会を開催いたしました。感想やご意見などもい

ただきました。私も試飲させていただきましたけれども、このサントリーワインインターナ

ショナルの専門家からの話によりますと、ブドウ及びワインの分析と品質評価の結果をいただ

く中で、でき上がったワインにつきましても、３年目の初なりのブドウでここまでの味が出せ

ると、成木になったときに大いに期待ができる。ほかの有名な産地と比較して、全く遜色のな

いレベルで潜在能力も十分にあるという高い評価をいただき、私も大変うれしく思ったところ

であります。 

 同社は、世界的に見ても高品質なワインづくりに取り組んでおられる会社でありますし、特
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に産地にはこだわり、国産ブドウを使用したジャパンプレミアム産地シリーズには大変力を入

れており、輸入ワインと違った価値観で提供しておられます。また、世界各国の名門ワイナ

リーの経営にも携わるなど、グローバルなワインビジネスを展開しているところであります。

このようなところとかかわりを持ちまして、国際的なレベルの評価をしていただくということ

で、今後のワイナリー形成事業推進していく上でも非常に大きな財産になると考えているとこ

ろであります。 

 さて、今年度につきましては苗木の定植後４年目を迎えました。今年収穫予定のワイン用ブ

ドウにより、引き続き同社に醸造を依頼しまして、巨峰ワインなどと同様に坂城町振興公社に

よる販売を、これは来年になると思いますけれども行う予定であります。 

 次に、イの進捗状況についてでありますが、現在の町内ワイン用ブドウの栽培状況は、当町

がワイナリー形成事業を事業化した平成２４年度当初では、わずか１１ａの植えつけ面積であ

りましたけれども、県の補助事業である耕作放棄地再生利用緊急対策交付金や、町単独のワイ

ンぶどう産地化補助などの活用により、現時点では試験圃場や個人の生産者の方を含め９９ａ、

約１００ａ、栽培地も戌久保や四ツ屋、中之条、南日名など、町内随所に少しずつではありま

すが広がっているというところであります。定植後間もないことから、収穫には至らない栽培

地もまだありますので、現在ワイン用ブドウがとれる収穫樹面積は７４ａとなっておりますが、

今後の樹齢の経過とともに品質面でも期待されるところであります。また、耕作放棄地を再生

利用しての栽培希望者の動きもあるように伺っております。 

 今年度、試験圃場のワイン用ブドウは、栽培管理を町農業支援センターに委託する中で進め

ており、苗木定植後４年目を迎える品種のほか、３年目になる品種も一部収穫される見込みで

あります。今年は春先から温暖な気候により、ブドウの糖度も比較的早く上昇し順調に生育し

ているところから、糖度と酸度のバランスを見きわめた上で収穫してまいりたいと考えており

ます。また、つけ加えますと、収穫予定量につきましては、今年度は１ｔから１．５ｔ程度収

穫できるのではないかなというふうに思っております。以前に小宮山議員からご質問ありまし

たけれども、今年はその程度かなと思っております。３年後の２０１９年の収穫量は、現在の

試験圃場５５ａだけで換算しても、３．６ｔ程度できるかなと、３．５ｔから３．６ｔ程度で

きるかなと考えております。 

 また、ワイン用ブドウの栽培面積拡大のための耕作放棄地の解消につきましては、ワイン用

ブドウの生産希望者の方の発掘や、土地所有者の協力のほか、実際にワイン用ブドウを生産す

るに当たっての栽培技術の構築や研修制度などの課題もございます。耕作放棄地の農地再生の

ための補助制度の活用や、信州ワインバレーにおける栽培技術指導の活用に当たっての周知・

相談など町としても側面から支援していきたいと考えております。 

 また、ワイン用ブドウの苗木につきまして、これも前回のご質問でもご心配いただいたとは
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思いますけれども、現在、苗木購入者に対しての補助制度を活用していただいているところで

あります。つけ加えますと、近来全国的な苗木不足ということもありますけれども、苗木の確

保につきましては原則生産者本人に行っていただいて、その補助をするという形をとっており

ます。 

 ロ今後の展開についてでございますが、ワイナリービジネスデザインプランにつきましては、

町と連携協定を結んでいる長野大学へ委託して作成をいたしました。今回につきましては、

バージョンゼロというところで１回目でございます。これまでの経過や今後の６次産業化に向

けた基本的な構想などをまとめて整理していただいたというところであります。今後ワイナ

リー形成推進事業検討委員会でもお示しをする中で、事業展開の参考として活用していく予定

であります。内容につきましては、この後担当課長から説明いたします。 

 次に、ワイナリーの経営主体についてでありますが、以前から何度か答弁をさせていただい

ておりますが、ワイナリーの創業にはさまざまな経営主体、あるいは創業方法があります。一

つのケースとして、現在長野市でレストランなど３店舗経営し、昨年から醸造の勉強も進めて

おられるという坂城町出身のシニアソムリエの方がおられます。この方が２年後、３年後には

坂城町において現在の試験圃場で栽培を行っている担い手の皆さんとともに、ワイナリー創業

の計画があるというようなこともお聞きしております。彼らの計画によっては、ワイナリー形

成事業の中心的存在になるのではないかと思っておりますが、ほかのケースのワイナリー創業

を希望する方も含め、今後町としての支援方法などを検討してまいりたいと考えております。 

 また、千曲川ワインバレー特区連絡協議会につきましては、今年７月に初総会が開催され本

格的に動き始めました。今年度の事業といたしましては、特区内の良好な土壌環境を醸成する

ことを目的といたしました土壌分析調査を行います。これは先日新聞にも出ておりましたけれ

ども、また、一般向けの講演会及び販路拡大イベントの開催などをいろいろ計画しているとこ

ろでございます。県と連携による事業も計画しているところでございます。そのほか詳細につ

きましては、担当課長よりご説明を申し上げます。 

産業振興課長（山崎君） 最初にイ、進捗状況についてのワイン用ブドウの栽培面積拡大に関す

る耕作放棄地の解消状況につきましてお答えいたします。 

 耕作放棄地の農地再生のための補助制度は、長野県農業再生協議会が申請窓口となっている

耕作放棄地再生利用緊急対策事業がございます。これは農地再生を実施する上で、再生利用を

行う場合に１０ａ当たり５万円、または重機などを使用して再生する際の事業費の２分の１を

補助する制度であります。今年度は３件の申請がある中で、そのうちの２件、計７８ａがワイ

ン用ブドウ栽培を見越した農地再生に取り組んでいただいております。これらの計画では、実

際にワインブドウの苗木を定植するまでに伐採、整地、土壌改良などの作業を実施するため、

２年から３年の期間を要する内容となっておりますが、栽培面積の増加に向けて着実に裾野が
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広がりつつあると考えております。 

 続いて、苗木不足に対する施策についてのご質問でございますが、町ではワインブドウ産地

化を支援するため、ワインぶどう産地化補助を実施しております。具体的には、ワインブドウ

の苗木購入に対し２分の１、ワインブドウの棚の敷設などの資材費の購入助成に３分の１を補

助する制度でございます。 

 町長からも答弁申し上げましたが、ワインブドウの苗木供給が需要に追いつかず、全国的に

苗木が不足していると聞いております。苗木の確保については、基本的には生産者ご自身で苗

木を調達していただくことが原則と考えております。現状の苗木の供給不足がいつまで続くの

か予想できないのが現実でありますが、近隣のワイナリーでも行われている自家増殖による苗

木生産の方法がございます。これは、台木にワインブドウの穂木を接ぎ木する方法で、生産者

自身が苗木を生産するものでございますが、これも一つの方法であると考えております。 

企画政策課長（柳澤君） ロ、今後の展開についてお答えいたします。 

 ワイナリービジネスデザインプランにつきましては、昨年７月に長野大学と委託契約を結び、

平成２７年度事業で作成をいたしたところでございます。概要でございますが、第１章から第

４章までの全６４ページから構成をされております。 

 第１章につきましては、長野県におけるワイン産業についてとして、信州ワインバレー構想

策定の背景と趣旨や、長野県におけるワイン産業の現状などがまとめられております。第２章

につきましては、坂城町におけるワイン産業の現状として、これまでの試験圃場での実証試験

栽培の取り組み状況や課題について、また、昨年の試験醸造のため収穫したワイン用ブドウの

成分分析結果などがまとめられております。第３章につきましては、ワイナリービジネスデザ

インとして６次産業としてワイナリー形成を進める中で、町内事業者の参画による新たな産業

づくり、ワイン用ブドウの生産振興による農業の活性化、町内の工業技術を生かした製造部門

との連携、ブドウ畑とワイナリーによる新たな景観づくり、千曲川ワインバレーの知名度を生

かしたさかきワインのブランド化、また、販売網の確立及びレストランなどの３次産業の活性

化や、ワイン関連イベントなどによる観光客の誘致など、町民が参画するまちづくりを想定し

たプランがまとめられております。第４章につきましては、まとめといたしまして、栽培、加

工、販売などについての今後の課題がまとめられております。 

 次に、ワイナリー形成推進事業検討委員会につきましては、現在構成メンバーについて調整

を行っており、この秋に委員会を開催したいと考えております。検討委員会にてビジネスデザ

インプランをお示しし、課題への取り組みなど、ご意見をいただきながらワイナリー形成事業

の方向性や支援策などを検討してまいりたいと考えております。 

 ワイナリーの経営主体の決定時期などのスケジュールについては、これまでもお話をさせて

いただいているところではございますが、ワイナリーの創業につきましては町が直接関与する
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場合のほか、さまざまな方法があると考えております。現在、試験圃場の栽培管理を行ってい

る担い手の方が個人創業、または農業生産法人などを立ち上げる中で創業する場合、あるいは

ほかに町内外からの希望者でワイン用ブドウの栽培からワイナリー創業までを計画される方や、

町内外の企業が出資により新たな会社組織を立ち上げる場合、また、大手ワインメーカーが進

出する場合などが考えられます。 

 先ほど、町内でのワイナリー創業の計画もあるということでございますので、経営主体の決

定の時期を現段階で申し上げることは難しいところでございます。それぞれの動向を見きわめ

る中で、経営主体にどのような支援策が有効なのか、６次産業化を見据えた調査・研究などの

今後の取り組みとあわせまして、ワイナリー形成推進事業検討委員会によりご意見をいただく

中で検討してまいりたいと考えております。 

 千曲川ワインバレー特区連絡協議会でございますが、当町初め、上田市、小諸市、千曲市、

東御市、立科町、青木村、長和町の８市町村で構成する千曲川ワインバレー特区におけるワイ

ンの生産振興を図るとともに、地域と調和のとれた特区内産ワインの発展に寄与することを目

的に、今年７月に設立後の初総会が行われたところでございます。事業といたしましては、各

種事業を行うための連携体制の構築のほか、特区内産ワインのプロモーション、原料供給体制

の構築、栽培・醸造の新技術及びワインの改良・開発、荒廃農地活用の推進、新規就農者育成

のための連携などを柱に、毎年具体的な計画を策定し事業を計画していく予定でございます。 

 今年度の事業といたしましては、土壌分析診断事業を外部機関に委託して行うほか、千曲川

ワインバレー内循環バス実証事業といたしまして、県内及び首都圏からの消費者や栽培希望者

にワイナリーや景観として魅力的なヴィンヤードへ誘導することにより、高品質なワインや景

観を実感、発信することによって、次の消費者などへつなげることを推進し、その効果等を検

証することとしております。新幹線の軽井沢駅と上田駅を発着とし、特区内のワイナリーや

ヴィンヤードのほか、各市町村のワイン関連イベントなどの会場を運行ルートとして設定する

事業を計画しているところでございます。また、１１月には先進地におけるワイナリーの取り

組みの視察の予定、また平成２９年の２月には一般向けの講演会及び販路拡大イベントの開催

を計画しているところでございます。 

４番（小宮山君） ２回目の質問に入る前に、この事業に対する賛成、反対の立場といいますか、

自分の立ち位置について少し申し述べます。 

 ワイナリー形成事業の構想には、はっきり言って賛成です。坂城の傾斜のある中山間地で農

業振興を考えるとき、水田は考えられませんし野菜で食べていくことも不可能です。果樹しか

ないと思います。ただ、リンゴや生食用のブドウはその農作業の性質から７０歳を超えるとか

なりきつく、ワインブドウだと８０歳になってもその作業はできるということです。荒廃農地

を再生しワイン用ブドウの産地化をとか、逆に言うとワインブドウで荒廃農地の解消、それも
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可能性があると思っています。６次産業化につながる可能性も確かにあると思っております。

だから、はっきり賛成です。 

 そしてそれが証拠に、６０代の有志５人で南日名の集落を抜けて和平へ行く途中に遠入とい

うところがあるんですが、そこの荒廃農地６６ａの再生事業に着手しました。耕作放棄地再生

利用緊急対策交付金を使えるかの実験の意味もありました。坂城では２１年度以降ほとんど使

われていなかった交付金でありますから、それが本当に使えないのか、もっと簡単に使えない

のかと思いまして、その申請を町にお願いしました。それと、その産業振興課の担当職員の方

の大きな尽力もあって県の審査も通り、採用の内示を受け取りました。そこにワイン用ブドウ

を植える予定です。当座は集落営農の形で行きますが、行く行くは新規就農者にバトンタッチ

することも考えております。 

 ２回目の質問に入ります。 

 まず、先ほど栽培面積について、あるいは収穫量についてお答えをいただきましたが、千曲

川ワインバレー東地区特区、構成８市町村の中で、栽培面積、植えつけ面積と収穫樹面積を足

したものですが、その面積はこの８市町村中何番目でしょうか。 

議長（塚田君） 今、答える準備がありませんから、後ほど小宮山議員に答えたいというふうに

思います。ですから、その質問はこの次の質問に関係することですか。 

４番（小宮山君） はい。直接関係します。 

議長（塚田君） 関係します。通告がなかったということで、答弁が今すぐにはできませんから。 

４番（小宮山君） 面積についての通告はしてあります。 

議長（塚田君） 町内の面積について。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前１１時３７分～再開 午前１１時４２分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 町外の面積については、この資料がなかったということで暫時休憩にいたしました。今、資

料がそろいましたから答弁にしたいと思います。 

企画政策課長（柳澤君） 千曲川ワインバレー特区内の情報ということで、資料のほうが、通告

いただきませんでしたので用意してございませんでした。ということで、お時間をいただいた

ところではございますけれども、現在手元にある資料で申し上げますと、２８年の３月現在の

ものでございます。ワイン用ブドウの作付面積でございますけれども、不明という市町村がご

ざいますので、それらを除きますと当町においては６番目ということになっております。 

４番（小宮山君） 長野大に作成を依頼していた坂城町ワイナリービジネスデザインプランの

３８ページに一応表は出ていました。６番目は間違いだと思います。８市町村中の最下位です。

でも、これ以上ここをやるつもりはありません。なぜかと言いますと、最下位であっても構わ
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ないと思います。これから広げるお気持ちがおありだったら、私も協力します。ワインブドウ

の産地化といったら、産地化というのは遠い先のことだと思うんですが、ワインブドウの産地

化といったときには、とにかく農地がなければならないわけで、その農地をどういうふうに確

保するかということは、今までも議会で何度も質問しているんですが、まず必要とお考えかど

うか、確認のためにまずお聞きします。それとも、このままでいいのかとかいうことです。こ

れ以上広げる必要があるとお思いかということです。 

町長（山村君） 私から答えます。もちろん拡大してもらいたいと思います。ですから、小宮山

さんがやられることだったら大歓迎であります。私はそもそも先ほども申し上げましたけれど

も、ワイン事業を始めようと思ったのは、稲玉徳兵衛さんにせっかくやっていだいた耕地がで

すね、耕作放棄地になっていると、これはまことに申しわけないということもありました。で

すから大いに拡大していきたいと思っております。だけれども、ゼロからさあどうぞというの

はできないと思いますので、試験圃場をつくってやってきたと。いよいよその機が熟してきた

ということだと思います。 

 先ほど千曲川ワインバレー特区内の植えつけ面積、お手元の資料、これは長野大学でつくっ

た資料、植えつけ面積が上田市、千曲市、東御市、立科、長和、坂城とありまして、小諸、青

木村ではカウントでいうとｈａ単位ですからカウントゼロということで、上から６番目という

ところであります。これは間違いだと言われたんでは長野大学には申しわけないと思っていま

す。以上です。 

４番（小宮山君） 間違いです。そのことはいずれ別の機会にと思います。まだ質問したいこと

がありますので。 

 拡大を大いに進めたいという今の町長のご答弁がありました。それでなんですが、今町で

やっている支援というのは、荒廃農地再生利用緊急対策交付金ですが、実績がないんですよね、

今まで実績がないです。町で試験圃場のときにやった２６ａ分、全部合計しても６８ａだった

かな、それしか実績がないんですよね、この交付金を使った実績がない。まあこれからそれが

使えるというめどが立ちましたから、どんどん増やしていけばいいとは思います。 

 ただ、前回、その緊急対策交付金だけだとなかなか大変だと。果樹の場合は初期投資がかな

りかかりますもので、収入を上げるまでにはかなりの年数が必要なもんだから、それを荒廃農

地の再生ということは、なかなか手がつかない現状です。そこで町独自の、町単独予算での上

乗せをして、それを再生事業を加速化していくというお考えはありませんかというふうに、

６月議会のときにお聞きしましたところ、現状ではそれは非常に困難なことだと考えられます

という課長さんからの答弁がありました。今こそ、現状というのを今のところというふうに

とっていますけれども、今のところそういう上乗せというのは考えていないとすると、これい

つまでも圃場の拡大にはつながらないんじゃないでしょうか。 
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 そこで、広域特区に参加している８市町村に直接その辺のことをお聞きしました。まず、東

御市では、その国からの緊急対策交付金プラスの部分です。荒廃農地復旧に対する補助として

再生事業、障害物除去、深耕、整地、土壌改良等に要する経費に対する補助は２分の１となっ

ています、総事業費の。それから小諸市では国の交付金が２分の１、それと市から２分の１出

しています。補正も入れて５００万円用意しているとのことでした。５００万円というのは、

１反歩につき５万円の補助をすれば１０町歩分の補助ができます、１０町歩分の補助、１０ｈ

ａ分の。これで小諸市の場合は平成２７年の解消面積はそれで１７．２ｈａ解消したそうです。

それから千曲市、お隣の千曲市では、抜根、土壌改良、深耕、整地、焼却、機械運搬費で実施

面積５ａ以上が採択基準となっておりますが、やっぱり２分の１です。２分の１は、総事業費

の２分の１を補助すると。それから上田市では、支援策として、国の耕作放棄地にかかわる交

付金とは別に、上田市単独の補助金１０ａ当たり５万円を補助しております。立科町、緊急対

策交付金とはやはり別に、荒廃農地復旧対策として事業費のやっぱり２分の１補助をすると。

青木村は、特別そういう補助金は出しておらないということでしたが、青木村は前にもちょっ

と言いましたが、緊急対策のこの交付金をもうできたときからずっと継続して、青木村はそれ

を使って荒廃農地の解消というものを進めております。それと長和町は、今年度から黒曜ワイ

ンぶどうプロジェクトというのを立ち上げたそうで、予算は１，６００万を使って始動し始め

たと、そうおっしゃっておりました。 

 現在のところ坂城町のワイン用のブドウの栽培面積が少ないこと、それはいいです。これか

ら増やしたい。増やすときには緊急対策交付金だけでは無理です。ぜひとも町単独での予算に

よる再生事業に対する補助金を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

産業振興課長（山崎君） 再質問にご答弁申し上げます。町単独の補助金を上乗せできないかと

いうご質問でございますが、その前に、先ほど耕作放棄地補助金を使って耕作放棄地を再生し

た面積はまだないという、それは２４年度に６８ａございます。それを１点申し上げておきた

いと思います。 

 それでご質問のワインブドウの栽培に係る補助金の上乗せ補助といいますか、町単独の補助

でございますが、ただいま他市町村の状況をいろいろお話いただきましたけれども、６月議会

でもご答弁申し上げましたけれども、現在のところ町といたしましては難しいものと考えてい

るということでございます。そこら辺で、苗木の補助、あるいは資材の補助という町のやって

いる補助施策を活用いただいたり、あるいは県の耕作放棄地の補助金を活用いただいて、ワイ

ン用ブドウを栽培していただけるよう、またＰＲに努めながら生産希望者の掘り起こしに努め

てまいりたいと、そのように考えています。 

４番（小宮山君） 今のことを町長に伺ってもよろしいでしょうか。 

町長（山村君） 改めて、何回か説明しています。例えば、坂城町独自では先ほど申し上げたよ
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うに、ワインブドウの件については、苗木の購入の２分の１の補助、それからワインブドウの

棚の敷設、これなんかには３分の１の補助を出すとやっています。それから県の事業を利用し

て、先ほど話がありましたけれども、農地再生を実施する上で再生利用を行う場合に１０ａ当

たり５万円、それから重機などを利用して再生する場合の事業費も２分の１を補助する制度を

やっています。 

 私は、ワイン事業を始めるときから申し上げましたけれども、ワイン事業というのは息の長

い事業であります。１０年、２０年かかるでしょう。その間にいろいろな施策というのは考え

ていかなきゃいけないと思います。実際に耕作をやられている中でですね、あれが困った、こ

れが困ったといろいろ出てくると思います。そのときに、どんどん施策を増やしていきたいと

いうふうに思っております。今現状で何をやると言われてもちょっと困っちゃいますけれども、

そういう方向で考えます。 

４番（小宮山君） 済みません。ワイン産地化補助金の苗木の補助とか、トレリスなんかの補助

のことではなくて、農地を拡大するための補助、それは無理でしょうか。 

町長（山村君） 繰り返し申し上げますが、再生利用する場合に耕作放棄地の解消ですね、その

ために１０ａ当たり５万円、重機等利用した場合には２分の１を補助する制度がありますので、

これを利用していただきたいということでございます。それから先ほど申し上げたように、い

ろいろな施策をどんどんどんどん考えなければいけないと思います。ですが、それは皆さんと

相談しながらですね、状況を見ながら進めていきたいというふうに思っております。 

４番（小宮山君） 国からの緊急対策交付金、それのみでどうやって栽培面積の拡大をなされる

のか全くわかりません。町長、以前の議会で、耕作放棄地を再生利用したワインブドウ、そう

いうものに対しては積極的な支援をするというお話がありました。それとも合わないんじゃな

いでしょうか。その交付金だけ、反別当たり５万円だけでどうしろって言うんだということで

す。広がらないです、これは。ぜひもう一度ご検討いただきたいと思います。 

 それから、苗木対策についてもなんですが、これもほかの市町村は坂城町よりかはずっと積

極的な対策を考えております。一つ二つ例を挙げますと、小諸市では、マンズワインの栽培責

任者が定年退職したのを市のほうで臨時職員として雇用し、ワインブドウグロワーズクラブと

いう生産者の団体、町もメンバーに入っているそうですが、そこで苗木のやり方の実技指導と

か栽培指導というようなことも行われておるということですし、千曲市でも苗木の圃場をつく

る計画が間もなく始まるそうです。坂城町では一言で言えば、それは生産者がやりゃあいいん

だと。生産者が調達するもんだと。基本的にはそうだと私も思いますけれども、ただ助けはワ

インぶどう産地化補助金の苗木を買った場合の２分の１補助ぐらいしかないんです。しかもそ

の苗木は買えないです、今。苗木が増えないです。接ぎ木でやるしかないんですね。ちょっと

もう一つ言いたいことがありますので、このことについては以上とします。 
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 今後の展開についてなんですが、ワイナリーデザインビジネスプランという仰々しいタイト

ルの冊子が、ホチキスどめですがいただきました。これ寄せ集めじゃないですか。何の寄せ集

めか。企画政策課でいただいた、この坂城町ワイナリー形成事業概要、それから今年の２月

２５日のときの試飲会で配布された、町長の坂城町ワイナリー形成事業についてというこの冊

子、それから去年の９月に農業支援センターのほうで出した、これですね、耕作放棄地再生利

用緊急対策交付金等による醸造用ぶどう栽培実証圃場整備成果報告書、この丸写しです、これ、

これの第２章というのは。文体をですます調には変えてあるんです。それとか写真のレイアウ

トも変えてあります。内容は全くこれの丸写しです。それと第１章の長野県の状況、これはま

あいいと思うんですけれど、出典も明らかにしてありますから。「信州ワインバレー構想」長

野県に載ってたやつ、これのものをそのまま引用しております。全く１００％とは言いません。

１００％とは言いませんが。 

 販売に関しては特に提言があります。提言がありましたけれども、その提言というのが、

ペットボトル容器にワインを入れてワイン用の自動販売機を町内の各所に設置する、それを検

討する。首をかしげたくなるような提案、提言でした。それと議会での答弁内容。それで今挙

げたこれらの冊子、これをただ編集というかまとめて１冊にしたのが、この報告書です。私こ

ういうふうに断定的に言いましたが、私が言ったこと以外に何が目新しいものとしておありで

しょうか。僕はビジネスプランというからには、その構想を、ビジョンをどうしたら達成でき

るかを具体的な方法を示すなり、そうする事業計画書のようなもの、そのようなものを期待し

ていたものですから、今まで言ったことのただまとめたもの、それじゃあ全くもって期待外れ

でした。今度検討委員会で、これをもとに委員会が開かれるということですが、その委員会の

傍聴はできますでしょうか。議事録はとるんでしょうか、お聞きします。 

企画政策課長（柳澤君） 一言申し上げます。寄せ集めというようなお話でございますけれども、

これにつきましては、これまでの経過をまとめる中で、例えば栽培につきましては当町の試験

圃場の様子からどのような仕立ての方法があるのか、あるいは定例の年間スケジュールを紹介

して、そういう管理が必要だというようなことをまとめるというような趣旨で入れたというと

ころでございます。また、当町の将来に生かしたワイナリーの形成というところで、町内事業

者の参画ですとか、工業技術の製造部門との連携といったところにも触れられておりますし、

当町の地形的な部分、あるいは交通体系からワイナリーの設置や販路の拡大の拠点として望ま

れる部分の提案というようなところが出たところでございます。また、ワイナリーの運営主体

につきましては、さまざまな手法で生産者の確保ですとか、資金の調達、経営知識の調査、あ

るいは販路、レストランなどについて触れられているようなところでございます。こういった

ところで、ワイナリー形成を進めていく上での取り組まなければいけない課題等も述べられて

いる状況であります。 
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 こういったことで、これまでの経過をまとめる中で、さまざまな観点、課題というような部

分をまとめて、深く掘り下げられたところになっていないところもややございますけれども、

初めてのビジネスプランということでまずは受けとめているところでございます。それから

ペットボトルのご提案、これは大学側のほうでご検討いただいて提案をされたものでございま

す。お話の中では、新幹線の軽井沢駅というようなところでは行われておりますので、そう

いったところの部分を参考にしてはいいのではないかといったところをお伺いしたところでご

ざいます。 

 それから、検討委員会に関します傍聴でございますけれども、基本的には検討委員会の中で

傍聴する、傍聴しないというようなところの運営は定めてまいりたいと思いますけれども、基

本的にはプライバシーに関することですとか、そういった以外の議論の内容については公開を

する方向で考えていくというふうに思っております。あと、議事録については作成をする予定

でおります。 

４番（小宮山君） わかりました。その検討委員会なんですが、正確に言いますとワイナリー形

成推進事業検討委員会、この秋ぐらいには立ち上げがあるということでしたが、その委員会の

役割、それは計画を策定する機関なのか、懇話会のようなものなのか、あるいは何か諮問機関

のようなものなのか、その委員会の性質についてお尋ねします。なぜかといいますと、前の委

員会のときでは、数年間で２回しか会議が行われなかったという話も聞いておりますものです

から、今度の委員会では…。（「時間、時間」の声あり）済みません、終わります。 

企画政策課長（柳澤君） ワイナリー形成推進事業検討委員会の役割でございますけれども、

６次産業を見据えました調査・研究などの今後の取り組み、あるいはワイナリー創業に関する

支援策などのご意見等をいただきたいというふうに考えております。あわせまして、この事業

の進捗の点検とか評価といった部分について、ご尽力をいただきたいというふうに考えており

ます。 

議長（塚田君） 小宮山議員、席に戻ってください。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 次回は１２日、午前８時３０分から会議を開き、一般質問及び一般会計決算案総括質疑、各

特別会計決算案総括質疑等を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労様でした。 

（散会 午後 ０時１１分） 
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９月１２日本会議再開（第４日目） 

１．出席議員     １３名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君    

２．欠席議員     １４番議員  入 日 時 子 君 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 代 表 監 査 委 員  大 橋 房 夫 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開  議   午前８時３０分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）食品ロス削減の推進をほか 吉川まゆみ 議員 

 （２）選挙と投票所についてほか 滝沢 幸映 議員 

 （３）高齢者の認知症支援についてほか 塩野入 猛 議員 

第 ２ 議案第３４号 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ３ 議案第３５号 平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 ４ 議案第３６号 平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 ５ 議案第３７号 平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

第 ６ 議案第３８号 平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 ７ 議案第３９号 平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ８ 議案第４０号 平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、会議に入る前に、１４番 入日時子さんから欠席の届け出がなされており、これを許

可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塚田君） 最初に８番 吉川まゆみさんの質問を許します。 

８番（吉川さん） おはようございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、

通告に従い、私の一般質問を行います。 

 １．食品ロス削減の推進を 

 今、地球環境は大きく変化をし、さまざまな課題を抱えています。ここのところの異常気象
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もその一つであります。さて、もったいないもったいない、この言葉、日本特有の言葉のよう

ですが、ケニアのワンガリ・マータイさんは環境を守るために大切な３Ｒ、リデュース・リ

ユース・リサイクルを一言であらわしたすばらしい言葉と絶賛し、国連の会議で出席者ととも

にもったいないと唱和し、この言葉を世界に向けて発信をいたしました。そして今では世界共

通語になっております。 

 このもったいないの思い、皆さんの心にはいつもありますか。私は子供のころと今を比べる

と、随分当たり前のようにもったいないことをしてきていると大変反省をしております。今、

発展途上国などで食糧不足、飢餓が深刻な問題となる一方、まだ食べられる食料が廃棄をされ、

いわゆる食品ロスの解消が大きな課題となっております。食べられる状態にもかかわらず廃棄

される食品ロスは、家庭やスーパー、レストランなどあらゆるところで見受けられます。 

 農林水産省の平成２５年度推計では、日本では年間約１，７００万ｔの食料廃棄物が発生し

ており、このうちの４割近い６３２万ｔが食品ロスと推計されております。そして、そのうち

約半分は家庭からの廃棄が占めていると伺っております。 

 先進的な自治体では、既にさまざまな食品ロス対策が行われてきております。皆様もご存じ

のとおり、松本市では宴会の食べ残しを減らすため、乾杯後の３０分と終了前の１０分は自席

で食事を楽しむ３０・１０（さんまる・いちまる）運動を進めております。また、ＮＰＯの活

動としては、消費期限が迫った食品を引き取り、生活困窮者へ無償提供するフードバンクが有

名であります。当町におきましても社会福祉協議会で始まりました。 

 食品ロス削減は、国連の持続可能な開発のための２０３０アジェンダに掲げられた国際的な

重要課題でもあります。また、本年４月新潟で開催されましたＧ７農業大臣の会合の宣言にお

いても、食料の損失及び廃棄が経済、環境、社会において非常に重要な世界的問題であること

が明記されました。さらに、食品ロス削減は食品事業者、消費者、行政、それぞれにメリット

があります。過剰生産の抑制による生産・物流コストの削減や廃棄コストの削減、食費の軽減、

焼却時の環境負荷の軽減にもつながってまいります。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 イ．対策の状況と今後の取り組みについて 

 長野県では平成２２年から食品ロスの削減を目指し、「食べ残しを減らそう県民運動」と銘

打ち推進をしてまいりました。当町ではどうでしょうか。これまでに食品ロス削減に向けてど

のような取り組みを行ってきたのでしょうか。その内容についてお伺いいたします。 

 ロ．食育、環境教育について 

 まずは、学校や保育園など教育施設における学校給食や食育、環境教育などを通して食品ロ

ス削減のための啓発が最も大事になってくると思いますが、現在行われている食育、環境教育

の取り組みの内容についてお伺いいたします。 
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 ハ．生ごみの削減について 

 先日ごみ減量化・資源化懇談会に参加をしてまいりました。ごみ減量化推進委員の皆さんが

丁寧に分別の仕方、また段ボール堆肥のつくり方を実演していただきました。そして、新ごみ

処理施設が稼働するようになると、ごみの排出量によって負担金が変わってくるという説明も

あり、特に可燃ごみの中の生ごみを減らす努力を町を挙げて取り組んでいかなければいけない

と再確認をいたしました。 

 そこでお尋ねをいたします。当町には生ごみ処理機、堆肥化容器の購入補助制度があります

が、この制度を利用しての平成２５年度からの購入状況と開始からの普及率についてお答えく

ださい。以上で１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） ただいま、吉川議員から１として食品ロス削減の推進をということでご質問が

ありました。私からはイの対策の状況と今後の取り組みについてお答えしまして、ロ、ハにつ

きましては、担当課長より答弁させます。 

 ご質問にもございましたとおり、食べ残しや売れ残りなど本来食べられるはずの食品が廃棄

されてしまう食品ロスにつきましては、国の平成２５年度の推計では、国内においては１年間

に６３２万ｔと試算されており、これは世界中で行われいてる途上国などへ向けた食糧の援助

量約３２０万ｔを大きく上回る量となっております。食品ロスの発生につきましては、約半分

は事業者の流通・販売の過程で起きており、残り半分は家庭での買い過ぎや食べ残しなどから

発生しているという状況であります。 

 日本では多くの食料を輸入しながら大量に廃棄されているというこの状況から、この食品ロ

スを削減していこうという取り組みが官民ともに広がりつつあります。国におきましては、食

品リサイクル法を施行し、食品の売れ残りや食べ残し、食品の製造過程で生じる食品廃棄物な

どの発生抑制と減量化により、最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の

原材料として再生利用するため、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進して

おります。 

 また、食品ロス削減に関係する消費者庁、内閣府、文部科学省、農林水産省、経済産業省及

び環境省が連携し、事業者と家庭双方における食品ロスの削減を目指し、平成２４年度に食品

ロス削減関係省庁等連絡協議会が設置され、食品ロス削減に向けた国民運動が展開されている

ところであります。 

 長野県におきましては、平成２２年度から食品ロスの削減を目指し、飲食店や宿泊事業者、

スーパーマーケット等の食品販売事業者の皆さんにも協力を得る中で、「食べ残しを減らそう

県民運動」が実施されております。また、宴会での食べ残しを減らす「宴会たべきりキャン

ペーン」や小盛りメニューの導入、消費期限間近な食料品の割り引き販売などの協力をいただ

く食べ残しを減らそう協力店の募集など、食品ロス削減に向けた取り組みが行われているとこ
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ろでございます。 

 また、今お話もありましたけれども、松本市におきましては、飲食店等からの生ごみのうち

約６割がお客さんの食べ残しであるということから、飲食店での食べ残しを減らす取り組みと

して、「残さず食べよう！３０・１０運動」が展開されております。宴会等におきまして、乾

杯後３０分は席を立たずに料理を楽しみ、またお開きの前の１０分は自分の席に戻って再度料

理をいただき、食べ残しを減らすというものであり、ポスターやコースター等の啓発グッズを

使用し、食品ロスの削減に取り組んでいるとのことでございます。 

 本町においての食品ロス削減への取り組みの内容はとのご質問でございますが、ごみの減量

化に向けた行動の一つとして、広報等において家庭での料理や食事、外食の際などにおいて食

べ残しをしないよう周知を図ってきたところであります。また、町ごみ減量化推進委員会にお

きましても、ごみ減量化の活動として食品ロス削減について取り組んでおり、町環境衛生委員

会やごみ減量化・資源化懇談会におきまして、みんなで減らそう食品ロスとして家庭で調理す

る食材は必要な分だけ購入し食べなさいとか、宴会時には食べ残し等をしないなど資料やパ

ワーポイント等により、具体的な取り組み事例などを交え周知しているところであります。 

 町の文化祭におきましても、ごみ減量化推進委員会のコーナーにおいて食品ロスの削減に関

するポスターの掲示などにより周知を図ってきております。引き続きまして広報への掲載や地

区懇談会等において周知を図るとともに、今後さっきもお話がありましたが、社会福祉協議会

ですとか食品に全て関係してご指導していただいている食品衛生協会などの皆さんとご相談し、

ご協力を得る中で、もう少し見えるような形でですね、食品ロスの削減に向け再度また取り組

んでまいりたいと考えるところであります。 

子育て推進室長（小宮山君） ロの食育、環境教育について、保育園での取り組みの内容をお答

えいたします。 

 町内の保育園におきましては、日々の保育の中で、ものの大切さを教えることにあわせ、食

べ物の大切さについても教えております。具体的にはジャガイモやサツマイモ、ハツカダイコ

ン、プチトマトといった野菜づくりをしたり、食材となる白菜を切っての豚汁づくり、トウモ

ロコシやサヤエンドウの皮むきなどを体験させる中で食への関心を高め、また、食べ物をつ

くってくださる方への感謝の気持ちを育んでいるところでございます。 

 また、給食時におきましても、園児一人一人の食べられる量を把握する中で、残さず食べ切

れる量に調節をして配膳をし、食べ残しをなくすように努めており、あわせて園児にも全て食

べられたという満足感を得るようにしております。 

 また、保護者に対しましては、毎月配布しております給食だよりの中で食べ物の大切さや毎

日家庭からご持参いただく白飯（ご飯）の量についての指導をしたり、給食参観の際も栄養士

が家庭での正しい食習慣を身につけていただくよう指導しております。 
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 また、環境教育につきましては、給食やおやつの際に牛乳ビンのふたについておりますビ

ニールやお煎餅の小袋といったものは、燃えるごみとは分けて別の箱に入れるよう指導してお

り、ごみはルールに沿って分別すること、そして資源の大切さということを教えているところ

でございます。また、環境教育を題材といたしました絵本の読み聞かせも行っており、保育園

児にわかりやすく教えているところでございます。 

教育文化課長（宮下君） 私からは、ロ．食育、環境教育について小学校及び中学校の取り組み

の内容についてお答えいたします。 

 各学校におきましては、食品ロス減少に向けた食育、環境教育をそれぞれの学校が工夫を凝

らして行っているところでございます。坂城小学校の取り組みでありますが、給食委員会が全

校を対象にして給食残量調査を年２回行っております。クラスごとに１週間毎日残量をはかり、

集計して上位３クラスを表彰するということですが、６月の調査では全校で残量がほとんどな

かったため、全クラスが表彰されました。この調査を始めてから回を重ねるごとに児童の意識

も高まり、児童も残量が減ることに喜びを感じ、定期的に残量調査を続けてほしいという意見

が児童総会で出されたということです。 

 また、今年から給食委員会からの希望により、昼の放送で献立についてのクイズを放送して

います。担当の給食委員が献立の内容を調べ、栄養について学習をしてクイズを考える中で、

食への関心を高めております。各担任においても折に触れ生産者が大切に育てていること、も

のの命をいただいていること、調理員がどのような気持ちで給食をつくっているのかを考え、

そのことに感謝し、残さず食事をするように指導をしております。 

 南条小学校では、給食委員会により前期・後期の年２回残食チェック週間を行い、健康な体

をつくるため、また食材やつくってくれた人への感謝の気持ちを大切にするため、残さず食べ

ようとする意識を持たせています。また、学級担任による給食指導において、特に低学年では

まず担任が何でもおいしそうに食べることによって、食べず嫌いの子も食材に興味を持ち、食

べようとする子が増えてきたということです。家庭科の授業での食育では、５・６年生の家庭

科の中で栄養素の働きの学習を通じて、なぜ食べることが必要なのか、なぜ朝食をとることが

大切なのかを気づかせながら、好き嫌いなく残さず食べることを意識づけています。 

 続いて村上小学校の取り組みでありますが、坂城小学校・南条小学校と同じく給食委員会の

活動の中で残食調べを行って、残さず食べるように呼びかけをしております。また、児童が野

菜や米を育てる活動を通じて苦労や喜びを体験し、農家の方の思いを知り、感謝の気持ちを持

ち、毎日の食事を残さず食べようとする心を育てています。 

 坂城中学校の取り組みでありますが、給食ではできるだけ盛り分けをしてしまい、食缶に残

さないようにしています。そして食べ切れないなと思ったときは、友達に分けることによって

残食を出さないようにしています。家庭科の授業においては、食品の栄養素やその役割を学習
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することを通じて食の大切さを知り、自分の生活においても食生活の充実を図ろうとしていま

す。さらに２年生の家庭科の授業で給食センターを訪問し、調理員、栄養士が、地産地消、ま

たは国産の食材を心を込め調理する様子を見学し、安心して食品を摂取できるようにしていま

す。また、機会あるごとに、食べるということは動植物の命をいただいていることや食物を生

産してくださる方への感謝の気持ちについて話をすることにより、食への意識を高めています。 

 以上のように、各学校においてはいろいろと工夫を凝らす中で、日ごろから給食の時間を通

じて食品ロス減少についての取り組みを行っているところであります。今後も食育・学校給食

センターと各学校が連携し、食育、環境教育の推進を図り、食品ロス減少に向けて児童生徒が

楽しく学び、継続していくことができるよう努めていきたいと考えております。 

住民環境課長（金子君） ハの生ごみの削減についてお答えいたします。 

 生ごみ処理機、堆肥化容器の購入状況は、また普及率はとのご質問でございますが、町では

ごみの減量化・資源化の推進のため、平成５年度より一般家庭を対象に生ごみ処理機、堆肥化

容器を購入の際、申請に基づき補助金の交付をしているところでございます。過去３年の生ご

み処理機及び堆肥化容器の購入補助の状況でございますが、平成２５年度は生ごみ処理機９基、

堆肥化容器７基、計１６基。平成２６年度は生ごみ処理機６基、堆肥化容器１１基、計１７基。

平成２７年度は生ごみ処理機３基、堆肥化容器１１基、計１４基となっております。また、本

年度につきましては、８月末現在で生ごみ処理機６基、堆肥化容器２基、計８基に対して購入

補助を行ったところでございます。 

 なお、交付が始まりました平成５年度から平成２７年度までの補助基数は１，２８０基で、

本年３月末の世帯数をもとに算出いたしますと、普及率は２１％という状況でございます。 

８番（吉川さん） ２回目の質問を行います。イの対策と今後の取り組みについてでございます

が、ただいま町長、また担当課長からも答弁をいただきました。その中で引き続き広報への掲

載、また地区懇談会などでの周知と。また今後は食品衛生協会などと相談、また見えるような

形で協力をしていただき取り組んでいくという答弁をいただきました。 

 そこで２点についてお聞きします。地区懇談会での周知は大変すばらしいものだと思います。

ですが、そこには全世帯もしくは全員が出てくるわけではありません。私は住民全員がもっと

危機感を持って、この食品ロス削減に取り組まなければ、ごみの減量化は進まないと思います。

そこで、もう一歩住民が食品ロス削減に取り組める具体的なきっかけ、動機づけが必要だと思

いますが、その点についてのお考えを伺います。 

 また、もう１点は先ほど食品衛生協会などの見えるような形での協力とありましたが、具体

的にはどのような内容でしょうか。以上２点についてお願いします。 

住民環境課長（金子君） まず食品ロスの解消に向けて具体的な動機づけはとのご質問でござい

ますが、食品ロスの発生には事業者における食品ロスと家庭における食品ロスと大きく二つに
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分けられ、それぞれの立場で取り組むこと、協力しながら取り組むことなど、できることから

着実に進めていくことが大切であるとされております。 

 家庭における食品ロスは、一つとして食べられる部分まで過剰に除去してしまう。二つとし

て、消費期限・賞味期限切れなどにより、使用せずにそのまま捨ててしまう。三つとして、食

べ残して捨ててしまう、この３種類に分けられます。このようなことから、一人一人がもった

いないを意識して食品ロスの削減に向けて行動いただけるよう、地区懇談会や環境学習などさ

まざまな機会を捉えて啓発してまいりたいと存じます。 

 また、関係機関の協力という部分につきましては、今後どのような形をとるか、また関係機

関といろいろとご相談をさせていただきながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

８番（吉川さん） 三つの食品ロスがあります、もちろん。それでただいまの答弁ではさまざま

な機会を捉えて啓発をしていくということで、先ほどの答弁と全く同じでした。 

 ごみ減量化については皆様もご存じのとおり、町の具体的な実際のデータをもとに訴えてい

ただいております。それがあるため住民には手応えがあり、減量化に住民も努力していると思

います。 

 しかし、食品ロスはどうでしょうか。啓発の繰り返しだけでは削減が進むのでしょうか。私

は、このごみ減量化に大いに関係するこの食品ロス、実態調査なくして改革は難しいと考えま

す。今も衛生協会のお話がありましたが、そちらのほうもしっかりと今お話の中に、これから

連携をとってというお話がありましたが、そんな意味でも提案でございますが、先ほど町長の

お話の中にもありました。松本市のやっている内容をぜひやっていただきたいと思います。 

 松本市では実態調査を行っております。まず、このようなパンフレットをアンケートととも

にピックアップした住民に配布をいたしまして、そして調査をします。また、ポスターもさま

ざまなレストランやお店に掲示をしていただいて、またグッズもそのお店に配布いたしまして、

このような形で店頭で住民に配っているということでございます。こういうやっぱり初歩的な

ところから、きっかけづくりをすることで住民一人一人の意識改革ができると思いますが、こ

のような形で取り組めないか、その点についてお伺いいたします。 

住民環境課長（金子君） アンケートの実施、啓発グッズの配布等、松本市のように全町挙げて

取り組むことはできないかとのご質問でございますが、ご案内のとおり、ごみの減量化は葛尾

組合のごみ焼却施設の延命化と長野広域連合による新たなごみの焼却施設の建設にかかわる負

担金にも関係してまいります。 

 このようなことから、現在町では町内全２７区におきましてごみ減量化・資源化懇談会を開

催しておりますが、この中でごみの減量化の取り組みの一つとして、食品ロス削減についても

啓発をしているところでございます。また、この懇談会は住民の皆様と直接意見交換をする場

としても捉えているところでございます。アンケートの実施や啓発グッズの配布といったお話
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もいただいたところでございますが、まずは住民の皆様と意見を交わし、問題意識を共有する

ことが重要であると考えることから、引き続き懇談会の開催などにより全町的な機運を高めて

まいりたいと存じます。 

８番（吉川さん） 今、直接住民と懇談会の中で意見交換をしていくというお話がありました。

先日も私も出させていただきました。その中にプリントで食品ロス削減の啓発が入っておりま

した。できればその中でも結構ですので、食品ロスに対してのアンケート調査などをやってい

ただければありがたいと思います。これは答弁を求めません。 

 松本市では、パンフレットに関連づけてこの意識調査をしておりますが、そのほかにも一般

家庭の実情把握として生ごみの組成調査も行っています。当町でも葛尾組合でやっていただい

ておりますが、このような調査をする。そしてそれを住民に示していくことで、この内容は、

組成調査というものは要するに使わないで捨てられているものがどのぐらい入っているかとい

う内容なんですね。ですので、葛尾組合とはまた違った内容でございます。ということで、ぜ

ひ取り入れられればと思います。ちなみに、この調査は国の補助金を利用いたしまして委託事

業として行っております。ぜひ参考にしていただき、取り入れていただけたらと思います。 

 続きまして、ロの食育、環境教育ですけれども、今も課長のほうから答弁いただきましたが、

残食チェックを各学校でしっかりとやっていただいている実情がよくわかりました。そしてま

た、中には表彰も行っているということで、大変食を大事にするすばらしい取り組みだと思い

ます。 

 保育園ですけれども、環境教育については分別などわかりやすくやっているということでし

たが、松本市では参加型環境教育を行っています。これはパワーポイントを使ってクイズ形式

や紙芝居、また踊りなどを取り入れて、楽しく意識啓発を食品ロスに対して行っているそうで

ございます。その後で、これも保護者に対して調査をするんですけれども、大変子供さんが家

庭において帰ってきて影響を家庭に、お母さんに対してとにかく無駄をなくそうということで、

子供さんが動き始めていると伺いました。そういうわけで、ごみ減量化推進委員さんがいらっ

しゃいますので、この参加型環境教育をぜひ保育園でお願いしたいと思いますが。その点とそ

れから、この保育園の保護者の皆さんに一度アンケート調査など実施はできないか、その２点

についてお伺いいたします。 

子育て推進室長（小宮山君） 楽しくできる参加型環境教育の実施と園児意識変化調査の実施に

ついての考えはについてお答えいたします。 

 先ほどご答弁いたしましたとおり、園児への環境教育といたしましては、絵本の読み聞かせ

や実際にごみの分別を実践する中で指導をしております。現在、保育園では絵本を通して子供

たちに想像力を養っていただいたり、親子のふれあいや保護者にも楽しんでいただこうという

中で絵本の読み聞かせを大切にしております。現在のこの指導方法により環境教育を実施して
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まいりたいと考えております。 

 また、今月から１０月にかけまして、町内３保育園において保護者を対象としてごみ減量

化・資源化懇談会を開催いたします。この懇談会の中でもごみの分別収集にあわせて食品ロス

の削減についても意見交換を行いたいと考えております。 

８番（吉川さん） 今話の中で絵本を通して進めていくというお話でした。そしてまた今月から

１０月にかけて保育園で保護者向けに懇談会を行っていくということで、大変ありがたい取り

組みだと思います。ぜひまずは小さな子供たちから物を大切にする、そして食を大切にする、

そういう意味では保育園は大事な施設だと思いますので、子供たちに意識づけをお願いしたい

と思います。 

 さて、最後に町長にお尋ねいたします。このごみの減量化に大きく比重を占めているのが食

品ロスですが、この実態をみなが共有して削減のために行動を起こせるよう、まずは町内公共

施設や飲食店へのポスターの掲示、そして先ほどのようなコースターなどのグッズの配布など、

ぜひ取り組みたいと私は考えますが、町長の見解を伺います。 

町長（山村君） 先ほど私あるいは担当課長からお話申し上げましたけれども、確かに松本市で

やっておられるような３０・１０運動、これもいい運動だと思います。しかしながら、食品を

ですね、宴会ですとかその場で全部食べ切っちゃえばいいんですけど、そうではない場合もあ

ります。その場合、持ち帰りということになります。その場合にはいろんな食品に関するレス

トランとか食堂ではですね、必ずしもそれが安全かというと、そうでない場合もあります。食

中毒の可能性があります。そういうことを含めまして、先ほどから申し上げておりますように、

食品衛生協会の皆さんとも相談をしながら適切な形でですね、そのご指導を受けながら周知を

する方法を考えたいと思っております。ワッペン、ステッカーをと考えたり、ポスターをやる

ことも必要でしょうけど、その中身ですね。それをよく相談しながら進めていきたいと思って

おります。 

８番（吉川さん） ごみ減量化推進委員の竹堤さんからも、名前を出しちゃいけないんですけれ

ど、ぜひポスターをつくっていただきたいというお話をいただきました。そんな意味でも今、

食品衛生協会の方と相談してというお話をいただきましたので、できればその辺だけでもお進

めいただきたいと思います。 

 ハの生ごみ処理機などですが、今のデータではコンポストが多く利用されていることがわか

りました。今年度も特に５カ月間で６基生ごみ処理機が出ているということで、本当にごみ減

量化への住民の意識の高揚がうかがえます。そして、この補助制度なんですけれども、２３年

たって普及率が約世帯の２１％ということで、ちょっと少ないかなと思いますが、そこでこの

購入補助の内容、これをもう少し購入しやすいような内容に改革していただければと思います

が、それに対する考えはどうでしょうか、お伺いいたします。 
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住民環境課長（金子君） 利用率アップのために補助制度の内容の見直しの考えはとのご質問で

ございますが、当町におきましては生ごみ処理機及び堆肥化容器の購入に際し、購入金額の

２分の１、上限４万円の補助制度を設けております。この補助制度につきましては、毎年配布

しております、ごみ・資源物収集計画表や町ホームページ、地区懇談会等において周知してい

るところでございますが、引き続きごみの減量化・資源化の意識啓発を推進する中で、当面は

現行制度をより有効に活用いただけるよう、町民の皆様に補助制度について周知を図ってまい

りたいと存じます。 

 また、町内の電気商業組合を初め隣接する上田市・千曲市の電気店、ホームセンターにおい

て坂城町にお住まいの方に向けた制度についてのポスターを掲示いただき、周知を図っている

ところでございますが、引き続き協力をお願いする中で本制度の周知に努めてまいりたいと存

じます。 

８番（吉川さん） 引き続き啓発に努めていくというお話でした。今懇談会を行っていますが、

この生ごみ処理機も利用してよかったというような声をその中で聞かせていただくとか、何か

広報に載せるとか、そういうような啓発もお願いできればと思います。 

 国連は２０３０年までに世界全体の１人当たりの食品廃棄物を半減させる目標を立てていま

す。これを遠い話とは片づけずに、当町でもできるところから積極的に取り組みを開始してい

ただければと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

２．ＡＥＤの設置場所と設置方法について 

 イ．設置状況について 

 ２００４年、平成１６年からＡＥＤは医療従事者でなくとも使用が認められたことで、国に

おいて設置が批准され、一般住民が救急現場で使用できる医療機器として普及をしてきており

ます。 

 消防庁の集計では、平成２６年に一般市民がＡＥＤによる除細動を行った症例は

１，０３０件で、そのうち５１９件、５０．４％の方が助かりました。しかし、この年の一般

市民による心肺停止の事件が目撃された症例は２万５，２５５件にも上り、ＡＥＤの利用は

たった４％にとどまっております。２０１１年、松本山雅の選手が練習中に亡くなられたこと

は記憶に新しい残念な出来事であります。あのときＡＥＤがあれば助かったかもしれないと誰

もが思ったことでしょう。 

 そこで、当町での公共施設への設置状況はどのようになっているでしょうか。その状況と今

後設置を予定している箇所についてありましたらお答えください。また、町ではこのＡＥＤ、

スポーツの大会などへ貸し出しも行っています。その状況についてもお尋ねいたします。 

 そしてもう１点、実際にこのＡＥＤが救急現場で使用されたケースはあったのでしょうか。
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その点についてもお尋ねいたします。以上で１回目の質問を終わります。 

福祉健康課長（大井君） ＡＥＤの設置場所及び設置状況等についてご答弁させていただきます。 

 ＡＥＤ自動体外式除細動器は心臓がけいれんし、血液を流すポンプ機能を失った状態になっ

た心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器でございます。

２００４年、平成１６年７月より医療従事者でない一般市民でも使用できるようになり、ＡＥ

Ｄの機械本体が操作方法を音声ガイドしながら心臓の動きを自動解析し、電気ショックが必要

な方のみ電気を流す仕組みとなっております。 

 新聞報道等によりますと、全国で平成２６年度末で医療機関や消防機関向けは約１２万台、

学校や公共施設など一般施設向けは約５１万６千台と全国で普及が進んでおります。坂城町で

も平成１８年から順次設置を進めてまいりました。現在、役場総務課、保健センター、文化セ

ンター、武道館、老人福祉センター、びんぐし湯さん館や町内全ての小・中学校、保育園、児

童館など町関係の施設に２４台設置をしております。また、千曲坂城消防組合や日本救急医療

財団のホームページによりますと、町内の医療機関、企業、高齢者・障がい者施設等において

も２６台設置されており、合計すると５０台設置されております。 

 役場総務課及び保健センターに設置されているＡＥＤにつきましては各区や公民館、各種団

体などが開催または参加するイベント等の際に申請に応じてお貸ししております。これまでの

利用実績につきましては、一般貸し出しを始めました２５年度が４件、２６年度が５件、

２７年度が５件、本年度２８年度がこれまでに５件といった状況で、主に屋外で行われる教育

委員会や地域でのスポーツ大会、イベントで使用をされております。 

 今後新たに設置を検討しております施設は、文化の館及び坂木宿ふるさと歴史館に新たに設

置し充実を図ってまいりたいと考えております。また、実際に救急事態により現場でＡＥＤを

使用した事例についてはございませんでした。引き続き、いざというときに慌てず、住民の皆

さんが安全に確実にＡＥＤが使用できるよう、千曲坂城消防組合と連携しながら取り組んでま

いりたいと考えております。 

８番（吉川さん） 町内に５０台設置されており、公共施設は２４カ所ということでかなり着々

と進んでおります。大変ありがたいです。それでは２回目の質問をいたします。 

 ＡＥＤの設置場所ですが、最近は心肺停止から３分以内に除細動が可能なＡＥＤの配置が望

ましいと言われております。例えば学校のような広い場所では複数の設置が望ましいと思いま

すが、数が限られるのであれば、運動場やプール体育館の近くなど効果的な場所に置く必要が

あると思います。このような指摘に対して当町の現状はどのようになっているのでしょうか。

次の４カ所についてお答えください。まず小・中学校、そして保育園、文化センター、最後に

びんぐし公園。またもう１点、社会体育の関係で夜間または休日に、学校の運動場や体育館を

借りてバレーや野球などを行っているスポーツクラブがありますが、その時間帯のＡＥＤの対
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応は利用可能なのでしょうか。その点についてもお尋ねいたします。 

教育文化課長（宮下君） 私からは学校、文化センターのＡＥＤの設置場所についてお答えいた

します。まず、坂城中学校は体育館北側の入り口に、坂城小学校は事務室に、南条小学校・村

上小学校は保健室に設置してございます。また、文化センターについては１階のロビーに設置

をしてあります。 

 部活、学校開放による社会体育、スポーツ練習時などでの緊急事態への対応につきましては

現状で可能かというご質問ですが、ご承知のとおり文化センターにおきましては土日、祝祭日、

早朝・夜間においても対応は可能であります。また、坂城中学校においては社会体育団体等が

出入りする体育館北側の入り口に設置してありますので、対応は可能となっております。 

 ３小学校については、学校開校時に児童に緊急事態が生じた場合を想定しまして、直ちに連

絡ができ対応できるように事務室または保健室にＡＥＤが設置されておりまして、学校が休み

の日や休日、夜間においては校舎内には入れませんので、現状では難しい状況でございます。

しかしながら、一刻を争う緊急事態の際においては例えば学校の窓ガラスを破って対応するこ

ともやむを得ないのではと考えているところでございます。 

 そのような状況を踏まえまして、使用団体が緊急時の際にＡＥＤが施設のどこにあるのかを

把握していなければ緊急時の対応がとれませんので、ＡＥＤの設置場所を体育館に表示したり、

使用申請時に使用団体に設置場所の確認を行うなどの対応は速やかに行ってまいります。また、

現状で事務室または保健室に設置してあります小学校のＡＥＤの設置場所につきましても、体

育館の入り口等に設置可能であるかどうか学校と検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

子育て推進室長（小宮山君） 保育園におけるＡＥＤの設置場所についてお答えいたします。坂

城・南条・村上の３保育園ともに正面玄関を入りました玄関ホールの壁に取りつけてございま

す。町内３保育園ともにＡＥＤを設置しております玄関ホールに隣接し、園長が執務をしてお

ります事務室がございます。このため、園長がＡＥＤ設置場所に一番近いところにいるという

ことになります。緊急時、ＡＥＤを使用したり患者までＡＥＤを持ち運ぶのは基本的には園長

が対応しますので、使用する者のすぐそばがＡＥＤ設置場所となっているという考え方でご理

解をお願いいたします。 

 ＡＥＤ設置施設ということを園舎の外からでもわかるように、正面玄関にＡＥＤ設置施設と

いうシールを張ってございます。このため、緊急時は外部の方も使用が可能であります。ただ

し日曜、祭日、夜間等、保育園が閉園している時間帯は玄関に鍵がかかっており、園舎内に入

れませんので、ＡＥＤの使用は難しい状況でございます。 

建設課長（宮嶋君） びんぐしの里公園の設置場所についてお答えいたします。公園管理セン

ターの入り口横の外壁に設置してあります。緊急の際は誰でも利用できるよう、扉つきの箱の
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中にＡＥＤを収納してあります。ＡＥＤ設置の表示につきましては、公園管理センターの入り

口と南側道路の窓にＡＥＤのステッカーを張り、公園管理センターにＡＥＤを設置してあるこ

とをお知らせしております。 

８番（吉川さん） ただいま設置場所についてそれぞれ答弁をいただきました。坂城中学校は私

も見てまいりましたが、北側の入り口にありまして、学校の部活がありましても顧問の先生が

鍵を所持しているということで、グラウンドでやっていてもあけることができるということで

した。 

 そして、今小学校なんですけれども、体育館は夜の利用がかなり多く使われております。そ

して今の答弁では現状では難しいということでありました。いざというときは窓ガラスを割っ

てというお話でしたが、現実的には大変けがが伴ってちょっと難しいかなと思います。 

 中野市では全ての小・中学校、見直しをいたしまして、このＡＥＤですけれども、やはり校

舎の中にあったものに対して、すぐには使えない状態だということで検討をした結果、体育館

の出入り口などの屋外に移設をしたそうでございます。これは今も味ロッジのところに外づけ

になっているものがありましたが、気温に応じて中のものが作動しなくなってしまうというこ

とで、しっかりとヒーターとファンがついている、そういうものにかえたそうです。ＡＥＤは

本当に命を守るものでございます。いざというときに使えなければ、本当に悔いを残してしま

います。今、教育文化課長からも答弁ありましたが、学校の管理体制、また利用する側の利便

性をよく協議していただいて、できれば早急にこの小学校のＡＥＤの配置について検討をお願

いしたいと思います。 

 そして１点確認ですが、先ほども建設課長からお話がありましたが、今びんぐし公園に屋外

ステージをつくります。そしてそのバックヤードトイレを後ろにつくって、そこに控室が設け

られるとお聞きしておりますが、その中でここにＡＥＤの設置は考えているでしょうか。その

点についてお聞きします。 

建設課長（宮嶋君） 野外ステージあるいはバックヤードトイレを今準備を進めておるところで

ございますが、そこにＡＥＤをというご質問でございます。現在、野外ステージ、バックヤー

ドトイレ等の整備を進めておりますが、屋外ステージや北側のちびっ子広場への設置につきま

しては、管理上等の問題もございます。また、公園管理センターに設置してありますというこ

とから、公園管理センターに設置してありますＡＥＤをお使いいただきますように、屋外ス

テージ付近やちびっ子広場等への表示方法に工夫をしてお知らせをしてまいりたいと考えてお

ります。 

８番（吉川さん） びんぐしの里公園は町外の方がたくさん見えて楽しんでいただいております。

ぜひ今も課長からありましたけれども、この設置場所がわかるように公園内にこの表示をお願

いしたいと思います。 
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 最後にもう１点ですが、現在このＡＥＤ、２４時間営業のコンビニエンスストアへかなり設

置が進んでおります。全国的にも多くの自治体で取り入れております。先月も神奈川県の大磯

町に１２店舗中１１店舗に設置されたと伺っております。そこで、当町にもコンビニ店が８店

舗ありますが、ぜひこの取り組みを始めてみてはと考えますが、その点についてお考えをお聞

きいたします。 

福祉健康課長（大井君） コンビニ店へのＡＥＤの設置についてのご質問でございますけれども、

費用負担や設置場所を初め、夜間等の店員が少ない時間帯などもあり、貸し出し要請があった

場合の対応など、事業所等と打ち合わせをしておく課題もたくさんあろうかと考えております。

今後、他市町村の状況等を研究しながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

８番（吉川さん） 本当に今若い方たちは夜行動する、そういう今時代になっておりますので、

特に坂城、コンビニが大変多いですね。そういう意味でもこれからぜひ検討課題として、町で

もこれから協議していただきたいと思います。 

 今回は町民と一緒になって取り組む食品ロス削減によって、より住みやすい環境の町にして

いきたいという思いで質問させていただきました。町ではごみ減量化にしっかりと懇談会まで

設けていただき、また保育園でもこれからやっていただくということで、その努力に対しては

大変敬意を表するものでございます。一人一人がこのくらい、そういう思いで私もそうですが、

物を大切にしない、その意識改革を一人一人がすることで、この地球を守ることであり、また

子や孫、そしてまたその先を守ることだと感じております。以上で私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 ９時２７分～再開 午前 ９時３７分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、６番 滝沢幸映君の質問を許します。 

６番（滝沢君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を

行います。 

 さて、本年７月参議院議員通常選挙から公職選挙法改正により満１８歳、１９歳が新たに有

権者として加わりました。全国で約２４０万人、全有権者の約２％相当であります。少子高齢

化を背景に今後高齢者の投票率低下が懸念される中、１８歳選挙時代を迎え、子供たちも坂城

町住民として今の生活があり、主権者であるという意識が持てる場を自治体のあらゆる場面で

設けることが必要であると感じております。では、質問に入ります。 

 １．選挙と投票所について 

 イ．投票率について 

 １、ここ数回の町投票率、期日前投票率の推移は。２、１８歳・１９歳の投票率は。また年

代別に見た投票率は。今回の参議院議員選挙投票率で長野県は２人区から１人区になったこと
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で関心も高く、全国トップの６２．８６％でした。その中、当町は６４．５１％と平均値を上

回りましたが、ここ数回の投票率の推移と今回のデータをお尋ねします。 

 ３、主権者教育の成果は。また今後の取り組みは。４、今後の投票率アップへの取り組みは。

町でも坂城高校に出向き主権者教育の出前講座がなされました。また６月定例会では２日間に

わたり４８名の生徒さんが傍聴され、その内容をアンケートとしてまとめていただきました。

感想として、「これを機に政治にもっと興味を持って参加していきたい。」、「いろいろな問

題を議会で話し合っているんだと思いました。この経験を生かし選挙に参加します。」、「議

員も役場の人も一生懸命にやりとりしていて、すごいと思った。このやりとりがあるからこそ、

住みよいまちに少しずつなっているのかなと改めて思いました。」等々これはほんの一部です

が、正直に感じたこと、そしてしっかりとした目線で捉えています。今後１８歳、１９歳の方

に自分は主権者であるという意識を持ってもらうためにも、さらなる取り組みと啓発活動が必

要と思います。 

 ロ．投票所について 

 １、期日前投票用紙、投票済用紙の管理は。２、投票所運営、開票作業に際し、事前の職員

への学習会の内容は。今回の参議院選挙の投開票事務では投票用紙を焼却したり、投票用紙の

交付ミス、集計・計算ミス等、県内過去最多のミスが相次ぎ起こりました。当町の場合、投票

用紙の管理、職員への学習会の状況はどうであったでしょうか、質問いたします。 

 ３、立合人の立場と役割は。４、立合人と町職員の負担が大きい。投票時間短縮と幅広い立

場の方を立合人としての登用をであります。立合人さん、職員含め長時間にわたる業務は大変

に負担が大きいと思われます。投票所により夕方６時以降投票に来る方のいない時間帯がある

とも聞きます。投票時間短縮は当然開票作業も早く取りかかれ、大きなメリットがあります。

期日前投票の充実が図られてきている中、今後投票時間短縮の検討をぜひともお願いしたいと

ころであります。また、立合人さんも若い世代を積極的に登用していただき、選挙に対しての

関心を高めていくことも重要と考えます。 

 ５、共通投票所開設の検討をであります。今回の参院選では改正公職選挙法で共通投票所が

設置可能となりました。県内でも唯一高森町が商業店舗に設置し、一定の効果があったとして

います。共通投票所はオンラインで結ばなければならないということもありますが、私は当町

の場合、究極は各小学校区３カ所、プラス数カ所、計５カ所ほどの投票所で運営できないかと

いうことをご提案いたします。現在の投票所中、田町閻魔堂は会談の段差がきつく、特設ス

ロープも急ということで高齢者・障がい者には不便という声もあります。町内幾つかのバリア

フリーに近い共通投票所にしていただければ投票者の負担も軽減されますし、大幅な業務負担

の軽減と費用面での削減を図れることは間違いないはずです。検討をいただきたいところであ

ります。以上につきましてご答弁をお願いいたします。 
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総務課長（青木君） 最初にイ投票率について。平成２６年以降に町で行われた選挙の投票率に

ついてお答えいたします。 

 平成２６年８月１０日執行の県知事選挙の投票率は４６．０６％であり、前回平成２２年の

投票率５２．４５％と比較すると６．３９ポイント低い状況となっており、平成２６年以降一

番低い投票率となっております。 

 同年１２月１４日執行の衆議院議員選挙の投票率は５８．５８％で、前回平成２４年の投票

率６５．３５％と比較すると６．７７ポイント低い状況となっております。 

 平成２７年４月１２日執行の県議会議員選挙の投票率は４６．９４％であり、前回平成

２３年の投票率５７．５８％と比較すると１０．６４ポイント低い状況となっております。 

 同年４月２６日執行の町長・町議会議員選挙の投票率は町長選が無投票、町議会議員選挙は

６２．８７％であり、前回平成２３年の選挙と比較すると町長選挙は６８．５７％、町議会議

員選挙は無投票となっていた状況でございます。 

 本年７月１０日執行の参議院議員選挙の投票率は６４．５１％であり、前回平成２５年の投

票率６０．１３％と比較すると４．３８ポイント高い状況となっております。なお、参考とい

たしまして、平成２７年５月１３日執行の農業委員会委員選挙につきましては６６．９８％と

なっております。 

 また、期日前投票につきましては例えば参議院議員選挙を例にいたしますと、本年７月

１０日執行の期日前投票の割合が２１．０６％と、前回平成２５年の期日前投票の割合

１５．５８％と比較すると５．４ポイント上昇しております。選挙ごと期日前投票ができる期

間が違うため一概には言えませんが、全体的には右肩上がりの状況となっており、投票者数に

占める期日前投票者の割合も現在は３割を超えているという状況となっております。 

 次に、今回の参議院議員選挙における１８歳・１９歳の投票率につきましては、１８歳は

５３．９１％、１９歳は３７．４２％となっております。年代別では１０代４４．８８％、

２０代４２．１３％、３０代５１．４８％、４０代６１．９０％、５０代７４．５３％、

６０代７７．４０％、７０代７８．２１％、８０代５９．３９％、９０代２９．９７％、

１００歳以上５．５６％となっております。 

 次に、主権者教育の成果と今後の課題、取り組みにつきましては、公職選挙法の改正に伴い

選挙権が１８歳以上になったことから、各選挙管理委員会でそれぞれ啓発活動が行われ、当町

といたしましても地元坂城高校へ出前講座を実施したところです。そういった成果から、

１８歳の投票率の向上にはつながったものと考えております。 

 その他、小学生３年生が役場議場を見学し、議会の役割を学ぶ機会を設けたり、高学年の修

学旅行等の国会議事堂見学や事前学習としての国の政治の仕組みの学習。中学校では公民の中

で民主主義や政治、地方自治について学ぶ時間を設けています。そういった中で児童会選挙や
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生徒会選挙を行うことで選挙の仕組みについて学んでおります。 

 しかし、１９歳から２２歳につきましては特に投票率が低く、この年代での啓発活動も必要

と考えますが、特に親元を離れての学生の年代でもあり、不在者投票という手法もございます

が、投票に関する手続が比較的手間がかかるため、政治に関心を持ってもらうよう啓発を行う

とともに、投票しやすい方法についても制度そのものの検討も必要ではないかと考えるところ

であります。投票率のアップに向けて、特に若い人たちへの啓発活動が必要と考えますが、国

全体が政治に関心を持ち、投票に行きやすい環境づくりについて検討していく必要があると感

じております。 

 次に、ロ投票所についてお答えします。 

 投票用紙と期日前投票の投票済用紙の管理につきましては、庁舎内の金庫または鍵のかかる

場所で管理をし、期日前投票の期間中毎日投票の前及び投票後に票の確認を行うことで、紛失

などの間違いがないように常に注意をしております。 

 投票及び開票事務に際しましては、事務分担について早目に職員に知らせるとともに、投票

所開設の準備の前に投票所の設置及び投票方法について、また開票作業の各役割について説明

会を開催し、選挙管理委員長より投開票事務には間違いがないよう最善の注意を図るよう注意

喚起をしております。さらに開票事務に関しましては、係ごとにポイントになる作業を事前に

確認するように心がけているところです。 

 次に、立会人の立場と役割についてでありますが、投票立会人は投票事務の執行が公正に行

われるように立ち会うことが役目とされ、担任する事務としては投票手続の立ち会いとして投

票所の開閉、最初の投票に際し投票箱に何も入っていないことの確認、選挙人名簿等との対照、

投票用紙の交付・投函、不在者投票の投函、在外投票の投函、投票箱の閉鎖、その他投票手続

全般に立ち会うこととなっております。また、投票を拒否することについて、代理投票等を拒

否することについて、不在者投票や在外投票の受理や拒否することについてなど意見を述べる

ことがあります。 

 次に、投票時間の短縮につきましては、公職選挙法において基本的には午前７時から午後

８時までと定められております。ただし、市町村選挙管理委員会において、選挙人の投票の便

宜のため必要があると認められる特別な事情がある場合、または選挙人の投票に支障を来さな

いと認められる特別の事情がある場合に限り、投票所を開く時刻を２時間以内の範囲内におい

て繰り上げ、もしくは繰り下げ、または投票所を閉じる時刻を４時間以内の範囲内において繰

り上げることができるとされており、かつては投票所から開票所まで距離がある離島や農村部

などを中心に繰り上げされてはいましたが、現在の期日前投票の浸透などを背景に安全確保の

ため、投開票立会人の負担軽減を理由に、投票時間の終了時間が短縮されている投票所が増え

てきております。 
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 今回の参議院議員選挙におきましても、長野県内では合併した旧町村部の投票所を中心に

２割強の投票所において投票時間の繰り上げがなされております。一方で、投票時間の短縮が

選挙人の投票する機会の制限をするおそれも想定する中で、当町においては公職選挙法で規定

された時間により実施したところでございます。投票時間の短縮につきましては、町選挙管理

委員会においても検討してまいりますが、当町だけの課題とせずに、県全体で時間短縮の実施

について県が中心となって検討していただけるよう要望してまいりたいと考えております。 

 次に、幅広い立場の方を立会人としての登用をについてでありますが、趣旨は理解できる一

方で、投票所の投票管理者や投票立会人さんにつきましては、各区長さんに選出をお願いして

おり、中には区の意向として投票管理者及び立会人が区役員の役割としてしっかり引き継いで

いただいている投票所もあり、立会人候補者の選任につきましても、今後選挙管理委員会にお

いて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、共通投票所の開設についてでありますが、共通投票所とは既存の投票所とは別に同じ

自治体に住む有権者であれば誰でも利用できる投票所であり、駅や商店などの比較的人が集ま

る場所に設置することで、投票率を上げるという効果が期待できます。一方で、指定された既

存の投票所と共通投票所での二重投票を避けるため、町内全ての投票所をオンライン化するな

ど二重投票防止の仕組みをつくる必要があり、その整備に費用がかかり、今回の参議院選挙で

は全国４市町村のみの実施となったところです。 

 当町におきましては、投票所が主に地区の公民館となっていることから、身近な投票所と身

近な場所で投票ができるという利点がある一方、投票所が１５カ所ありますので、全ての投票

所を整備するとなると多額の費用が必要となります。共通投票所の開設につきましては、期日

前投票の投票率が上がってきたこと、設置にかかる費用や立会人さん等の負担軽減、あわせて

投票所の集約などの課題やその必要性も含めて、総合的に今後検討していく必要があると考え

ております。 

６番（滝沢君） ただいま担当課長よりご答弁いただきました。投票率の推移につきましては大

変よくわかりましたし、また主権者教育の啓発活動も幅広くされているということで、今後ま

すます投票率アップのためには啓発活動を望むところであります。 

 中でですね、投票率が上がったのは本年の参議院選挙が４ポイント強ですね、アップしてお

りますが、ほかはここ二、三年大きく下がっております。選挙がいかに身近に感じられるか、

いかに町民の方に関心を持ってもらい、その期待に応える政治をするかということが重要だと

思いますが、その中で一番身近である昨年の町議会議員選挙が６２．８７％と、今回の参議院

選挙を下回っております。私たち議員としてもその責任の一端があるのではないかと感じてい

るところでございます。 

 次に、１８歳、１９歳の投票率ですが、ちょうど先週の土曜日に新聞報道で全国の投票率の
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結果がでておりましたが、１８歳は全国・長野県よりも当町は上回っておりました。ただ、当

町の場合も他市町村と同じ傾向のように、今後１９歳・２０歳代への対応が大きなテーマであ

り、若い世代に投票しやすい環境の整備が急務であると感じたところであります。 

 投票時間短縮、共通投票所の件はご答弁のように、坂城町単独では先行するということは困

難だと思いますけれども、さらにさまざまな機会を通じてぜひとも推進をお願いしたいと思い

ます。 

 その中で次の１点につきまして、２回目の質問をさせていただきます。今回、参議院選挙に

おきまして当町は長野県の投票率を上回り、関心の高さが見られましたが、町内１５投票所中

最も投票率が高かったところと低かったところはどこであったでしょうか。また、その要因は

何が考えられるでしょうか。ご答弁お願いいたします。 

総務課長（青木君） 今回７月１０日執行の参議院議員選挙におきまして、町内１５投票所のう

ち投票率が最も高かった投票所と低かった投票所でございますが、一番高かった投票所につき

ましては南日名公民館の第７投票所でございまして、投票率が８０．３４％でございました。

一番低かった投票所につきましては網掛集会所の１２投票所、５９．２５％でございます。し

かし、この１２投票所にいたしましても、長野県平均の投票率６２．８６％と比較しますと

３．６１ポイント低いのみということで、決して著しく低いという状況ではないと考えており

ます。 

 また、要因は何が考えられるかというご質問でございますが、この要因につきましてはなか

なか難しいところもございますが、さきに年齢別の投票について答弁した中で、５０歳から

７０歳代の投票率が非常に高いということで、逆に若い世代が低いという集計結果が出ており

ます。投票所別の年齢構成も投票率に影響してくることの要因の一つと思われますし、また地

域的なつながりの中で選挙への関心が高かったりというようなこともあるかと思いますし、幾

つかの要因が重なってくると思います。なかなか主たる原因は、これですということは決めら

れない状況にあるかと思います。また、選挙の種類や特に国の選挙はその時々の争点などに

よっても投票率に大きくかかわってくるものと考えております。 

 いずれにいたしましても、町といたしましては、選挙管理委員会とともに投票率向上に向け

て引き続き啓発等をしてまいりたいと考えているところでございます。 

６番（滝沢君） 再質問のご答弁をいただきました。課長のほうからご答弁ありましたように、

網掛が極端に低いというわけではないと思いますけれども、それにしても南日名の８０％超え

というのはすばらしいことで、やはり地域力といいますか、住民の支え合いとかそういう考え

方というのがぬきんでているんだなということを感じた次第でございます。 

 それにしましても、１万２，８００人の町内では有権者の方がいらっしゃると思うんですが、

実際に投票率で見ると、その率だけで実際の数字というのは出てこないんですけど、やはり数
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字で見ますと４，５００名ぐらいの方は実際には投票されていないということなんですよね。

やはり、これは私たち議員は選挙によって選ばれた立場としましては、議会においても行政施

策に対して高齢者から子供たちまで、その声がきちんと反映されるよう働きかけ、関心を持っ

てもらえるよう行動する姿勢が必要で、大きな責任があると強く思っております。 

 また、先ほどのまず選挙制度というのは、まだまだこれからいろいろ変わっていくとは思い

ますけれども、やはりいろんな面で検討いただいて時間短縮、それから共通投票所のあれで投

票所の数も少しずつ減らしていけるようなご検討をぜひともお願いしたいと思います。 

 続きまして、次の質問に移りたいと思います。 

 ２．町民への情報発信について 

 町では年間多くの行事、イベント・講座・講演会等の催し物が開催されております。私たち

が現在その情報を得る手段は、町広報、有線放送、「まなびの玉手箱」、「生涯学習カレン

ダー」、町ホームページ等になるでしょうか。ただどうでしょう。見逃し、聞き逃しはないで

しょうか。よい内容の講座があっても、終わってから知ったという方もいらっしゃるのではな

いでしょうか。また、各講座がその場だけのものに終わり、これからのまちづくり、地域づく

り、人づくりに本当に役立てられているのか疑問もあります。まず、情報は町民の皆さん全員

に知っていただくことは大前提であり、一人でも多くの方に参加していただく方策も必要と考

えます。つきましては下記質問をいたします。 

 イ．さかきふれあい大学について 

 １、各講座の選定方法、その目的は。各講座の選定基準は何でしょうか。また、どのように

決められているのでしょうか。そしてその目的をお尋ねします。 

 ２、町民へのお知らせの方法は。前段で述べた情報発信のほかに講座の内容により、各種団

体・機関宛てに講座受講の情報を出すことはあるのでしょうか。 

 ３、平成２７年度各教養・長野大学講座の参加人数は。 

 ４、各講座のフォローと効果は。私もできる限りこの教養・長野大学講座は受講しておりま

すが、特に長野大学講座は参加者が余りにも少なく、講師さんからわざわざ依頼のご連絡をい

ただくほどで、よい内容だけにまことに残念です。これらの講座は前段で述べましたが、これ

からのまちづくりのために必要とした場合、どのように生かしていくのかフォローとその効果

が見えません。 

 ５、新たに「生涯学習カレンダー」の作成を。昨年、吉川議員が取り上げましたが、再度提

案いたします。私たちはさまざまな情報を得た場合、必ず手帳かカレンダーに書き込みます。

どの家庭でもどなたでも、そのカレンダーを中心に１カ月、そして１日の行動を決めていらっ

しゃるはずです。そのカレンダーに町の行事、さまざまな情報が全て盛り込まれていたら、こ

れほど便利で確実な情報発信・伝達の方法はないのではないでしょうか。一例としてここに青
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木村の生涯学習カレンダーの実例を紹介いたします。 

 これが青木村の生涯学習カレンダーなんですが、生涯学習ということで教育委員会かと思い

きや、一応青木村と教育委員会の名前で出しております。ちょうど今は９月でございますから、

特徴としましてはですね、保育園、小・中学校情報、図書館情報、各検診、それから相談情報

ですね。それからごみの出し方情報まで入っています。青木村はご存じのようにコンパクトな

村ですから可能ということも言えるかもしれませんけれども、村内の情報がほぼ入っていまし

て、また各部局ごと横断的に配慮されて、非常にいい内容の情報がこの中に全て入っていると

思います。 

 私も今月の坂城町の情報をホームページとか「まなびの玉手箱」等から出したんですけれど

も、工業団地のお祭りに始まって、それから先ほど吉川議員が言われたごみ減量化の懇親会と

か、ふーど市が先週ありましたね。それから当然９月ということで幼稚園・保育園・小学校の

運動会、それから坂城神社の子供相撲、２５日は琵琶の弾き語りと非常に盛りだくさんな行事

の内容が入っています。こういう形で横断的に各課入れていただければ、その１カ月の流れと

いうものが非常によくわかるんではないかということを一つ実例としてご紹介をいたします。

これが全ていいということではないと思いますけれども、当町なりの工夫ができると思います。

ぜひとも各部局横断的に検討をいただいて、実現を切に希望をいたすところでございます。 

 ロ．ＳＮＳについて 

 ＳＮＳはソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、ネット上で社会的なつながりを

持つことができるサービスとして世界的に広がりを見せております。その情報に対してそれぞ

れの見方、考え方を双方向で意見交換できる大きなメリットがある反面、悪意を持った書き込

み等デメリットも否めません。メリット・デメリット両方を持ち合わせていますが、私はさま

ざまな安全性に配慮をしつつ生かしていく道を開いて行くべきではないかと考えます。では、

下記につきまして質問いたします。 

 １、町ではＳＮＳについてどのように捉えているでしょうか。２、町でのＳＮＳの利用状況

は。３、情報発信ツールとしてＳＮＳの活用を。先輩議員数名も利用されていて、私も今年に

入ってフェイスブック、ＬＩＮＥを始めました。近隣の首長さんの投稿もあります。県内でも

定住・移住促進情報、観光情報、ふるさと納税情報等地域の情報を発信している自治体も多く

あります。 

 特に最近、フェイスブックをやり始めて感じるのは、町ホームページで坂城町の出来事を写

真入りで掲載していますが、一方向からだけの発信なので、そうだったのかだけで終わってし

まいます。例えば７月、第２分団が埴科ポンプ操法大会で優勝しましたが、これをフェイス

ブックで発信していただければ、多くの方が共感するでしょう。感動、励ましのコメントもあ

るはずです。お互いの意思の疎通が図れ共通の喜びにつながるものと思います。また、子供た
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ち、学生の皆さんの安心・安全確認のためにもさらに利用をお考えいただき、町の情報発信

ツールとしての活用を望むところであります。以上、ご答弁お願いいたします。 

教育文化課長（宮下君） ご質問のありましたイさかきふれあい大学について順次お答えいたし

ます。 

 さかきふれあい大学は平成１２年まで実施してきた夏季大学講座を廃止し、生涯にわたり学

ぶことのできるふれあい大学の町坂城を目指して平成１３年度に設置いたしました。設置され

たさかきふれあい大学には教養講座、専門講座、出前講座等を開設し、当町での生涯学習の推

進を進めてきたところであります。 

 １、各講座開設の選定方法、その目的はについてお答えいたします。ふれあい大学の目的は

余暇時間の増加や社会情勢の変化などから従来の社会教育から生涯学習への展開がなされ、多

様化する住民ニーズに応えるために「いつでも どこでも だれでもが生涯学習を」をキャッ

チフレーズに生涯学習の振興を図ることを目的に開設しております。 

 各講座の選定方法につきましては、生涯学習推進協議会の中で教養講座や専門講座の受講修

了後のアンケート結果や協議会委員、町民からのご提案・ご意見等を参考にしながら選定させ

ていただいております。選定基準は似たような内容のものに偏らないように、講演会や視察研

修、身近なものの作品製作等に分けて、誰もが気軽に楽しく受講できるような講座を選定して

います。今後も広く町民の皆さんの希望に応えられるように、アンケート結果等を参考にしな

がら講座の選定をしていきたいと考えております。 

 続いて、２、町民へのお知らせの方法はについてお答えいたします。 

 ふれあい大学設置当初は、講座のＰＲを中心に「生涯学習カレンダー」を作成し全戸配布を

行い、町の広報誌等を活用しながら講座の周知を図ってきたところです。一方、教育委員会所

管の公民館講座やスポーツ関係情報などは個別に周知している状況でした。この部分の課題を

解決するため、平成１４年度からは「まなびの道具箱」としてふれあい大学の教養講座・専門

講座の内容・日時などや人財バンク・出前講座の内容、教育委員会で実施している公民館講座、

図書館関係情報、スポーツ関係の情報を１冊にまとめ、年度当初に全戸配布する方法に変えた

ところです。以降必要な見直しを行い、「まなびの道具箱」については平成２３年度、この情

報誌の中には文化情報などたくさん詰め込まれており、講座を受講される方にとって夢が広が

るようにとの考えから名称を「まなびの玉手箱」に変更したところであります。 

 平成２４年度版からは町の神楽の開催情報を掲載するなどの文化情報の拡充も図っておりま

す。後期講座については「生涯学習カレンダー」のスタイルを引き継ぎ、紙面上部に秋以降の

講座内容、下部にカレンダーといった構成で全戸にお知らせをし、生涯学習の推進を図ってお

ります。特に教養講座につきましては報道機関にプレスリリースをし、町のホームページに掲

載し、広報や有線放送で講座の情報を発信しております。また、講座の内容によっては各種団
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体や機関宛てにもお知らせをしている状況でもあります。 

 ３、各講座、教養講座、長野大学講座の参加人数はについてお答えいたします。 

 昨年の教養講座は４回開催し、６月２７日開催の下重暁子氏の講演会は１８０名。１０月

２４日開催の中西載慶氏の講演会は１１０名。１１月８日開催の信濃村上氏フォーラムは

２１０名。１２月５日開催の吉川精一氏の講演会は１２０名と大勢の皆さんに受講していただ

いたところであります。 

 長野大学坂城町講座は７講座あり、「持続可能な地域社会をめざして定住促進のあり方を考

える」は７名。「漱石を英語で読んでみよう」は４名。「自分のストレスに関する客観的な理

解と対処のあり方を実践的に学ぶ」は８名。「起業は、地域・人づくりから」は７名。「楽し

いバレーボール教室」は５０名。「発達障害の理解と支援」は１４名。「現代中国を歴史的に

理解する」は１３名の方に受講していただきました。 

 ４番目の各講座のフォローと効果はについてお答えいたします。 

 ふれあい大学各種講座につきましては講座修了後アンケートを実施し、今後も広く町民の皆

さんの希望に応えられるように講座の選定をし、単なる趣味的な生きがいづくりの場というこ

とではなく、学びのきずなをもとに地域力をも高める生涯学習社会の形成を担っていきたいと

考えております。 

 長野大学坂城町講座につきましては、大学が持つ知的資源を広く社会に開放し、人々が出会

い、学び、交流する場として位置づけられています。これからのまちづくりの基礎となる人づ

くりを行うため、生涯学習及び教育支援の機会を提供するものとし、訪問講義等を実施してい

ますので、今後できるだけ多くの人が受講できるように町のホームページや広報、有線放送で

ＰＲしていきたいと考えております。 

 ５番目の新たに「生涯学習カレンダー」の作成をというご質問にお答えいたします。 

 青木村の「生涯学習カレンダー」を参考にできないかということですが、青木村では年度ご

とに上半期、下半期として６カ月ごとＢ２サイズのカレンダーを作成し、全戸配布していると

お聞きしております。青木村「生涯学習カレンダー」は小学校の入学式、参観日といった行事、

保育園、児童館の事業、教育委員会の主要行事予定を初めとして、ごみの収集日、健康診断等

の健診日、村の行事予定などが日にちごとに横書きで表記されております。青木村「生涯学習

カレンダー」は青木村のコンパクトな自治体の中で考えられた工夫を凝らした特徴のあるもの

と思われます。 

 一方、当町の「まなびの玉手箱」は教育委員会主催の講座、長野大学坂城町講座など講座周

知の一面とふれあい大学の人財バンク、出前講座、文化協会、スポーツ少年団、体育協会等の

団体活動の支援といった側面等をあわせ持っております。後期生涯学習カレンダーは、秋から

年度末までの教育委員会主催の講座、長野大学や埼玉工業大学の坂城町講座などの詳細、文化
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的な行事、スポーツ的な行事の周知という考えで作成しております。 

 「生涯学習カレンダー」については、平成２４年度からＡ１サイズからＡ３サイズのコンパ

クトなものとして見やすくすることとともに、印刷費用の削減にも努めてまいったところであ

ります。 

 「まなびの玉手箱」、「生涯学習カレンダー」は生涯学習情報の提供といった性格のあるこ

と、これまでも改良を加えながら作成を進めている当町の特徴ある情報発信方法と考えており、

今後につきましても「まなびの玉手箱」、「生涯学習カレンダー」を中心に必要な見直しを行

いながら、町の生涯学習情報に努めてまいります。いずれにしましても、「まなびの玉手箱」、

「生涯学習カレンダー」につきまして、今後も検討、改良を加えながら、町民の皆様に生涯学

習事業の内容がよりわかりやすくなるよう、その情報の提供に努めてまいりたいと考えており

ます。 

企画政策課長（柳澤君） ロのＳＮＳについてお答えします。 

 ＳＮＳはソーシャル・ネットワーキング・サービスの略称で、インターネット上でいろいろ

な人たちとの新たなつながりを築いていくことができる情報伝達手段でございます。代表的な

ものはツイッター、フェイスブックなどで、利用者が情報を発信あるいは相互に交換しコミュ

ニケーションを行うものでございます。ＳＮＳは情報を発信する、共有する、収集するという

機能性を備えており、情報伝達においては即時に発信できる即時性、発信された情報を利用者

同士が共有・再発信できる拡散性、利用者同士が気軽にコメントできる双方向性という性質を

有していることから、若者を中心に急速に浸透してきたものでございます。国や地方自治体に

おいてもこうした特性に注目し、情報伝達手段としての利活用が広がりつつある状況であり、

特に災害情報などの提供においてはＳＮＳの情報伝搬力は有効であると言われております。 

 一方、ＳＮＳは匿名で利用できることや、発信した情報に不特定多数の利用者がアクセス可

能なことから、不正確な情報や不用意な発言等が意図しない問題を引き起こしたり、一度発信

した情報は完全に削除することが困難であることから、社会に対し多大な影響を及ぼす可能性

があるとも言われております。 

 ＳＮＳを活用していく上では即時性や拡散性といった情報発信の有効性といったメリット、

投稿内容によっては炎上の危険性や悪用される可能性などのデメリットなど、その特性を理解

し安全かつ適切に利用することや利用に伴うトラブルを未然に防止するためのリスク対策に十

分留意し、一定のルールのもとで運用していく必要があると捉えているところでございます。 

 町でのＳＮＳの利用状況につきましては、当町のマスコットキャラクターねずこんによる

フェイスブックページを開設し、当町のさまざまなイベント情報やねずこんの出演情報などを

積極的に発信しております。また、今年３月の坂城町高校生タイ国研修、７月の町内小学生に

よる中国教育交流事業の際にフェイスブックを活用し、現地での様子をリアルタイムで情報発
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信を行いました。 

 海外研修へ参加した子供たちの保護者に対し、安心・安全の観点から現地での様子をできる

だけ早くお知らせする手段としてフェイスブックを活用したところ、現地情報がリアルタイム

に受け取れたことから、保護者のみならず多くの方から好評をいただきました。今回の海外研

修におけるフェイスブックの活用は、即時性という部分において大変有効でありましたが、画

像を多く使用する中では個人情報や肖像権などに注意する必要なども感じたところでございま

す。 

 町におけるＳＮＳの今後の活用につきましては、情報発信ツールの一つとしてこれまでの町

のＰＲやイベント情報での活用のほかトータルメディアコミュニケーション、「つながる あ

んしん 坂城町」を推進していく中で、災害情報や防災情報など即時性や拡散性を必要とする

情報発信について町ホームページ、防災行政無線、すぐメールなどとの連動も考慮しながら検

討していきたいと考えております。ＳＮＳの特性を十分理解する中で、町からの情報発信に適

した活用について検討していきたいと考えております 

６番（滝沢君） 各担当課長からご答弁いただきました。メーンだった「生涯学習カレンダー」

の作成はすぐには困難だということで、まことに残念なんですが、確かに坂城町は情報量が多

いということは理解はできるんですけれども、やはり情報量が多いだけに、それを集約すると

いうことはそれもまた逆に重要なんで、やはり一目見て、その月の動きがわかるというのは何

とか検討していただいてですね、実現に向けてお願いしたいと思います。 

 現在、町でやっている「生涯学習カレンダー」、生涯学習のカレンダーは教育委員会主体の

カレンダーでありますので、ここにいらっしゃるほかの部局の課長さん含めてですね、横断的

にこれから検討しようという声が皆さんのほうから上がってくることを期待いたしますし、ま

たこの議会の様子を見ていらっしゃる町民の方もいらっしゃると思いますが、そういう皆さん

の声がですね、上がってくることも私は期待したいと思います。 

 ＳＮＳについてはですね、これは今後いろんなそういう防災に向けて活用も考えていただく

というのは、これは非常にいいことだと思いますで、またさらにですね、普及をしていただく

ように検討をお願いしたいと思います。 

 ちょっと二つ目の質問をしたい、二つほどしたいんですが。その前にちょっと町長にですね、

ホームページのブログを立ち上げていらっしゃいますが、ＳＮＳについてのご見解といいます

か、広域を組んでいらっしゃるここら辺の近隣の市長さんも数名やっていらっしゃいますので、

山村町長さんのＳＮＳに対してのちょっとご見解をお願いしたいと思います。 

町長（山村君） 私は、フェイスブックのアカウントを持っておりますけれども、自分のブログ

等については封印している最中であります。やっぱりいろいろ先ほど担当課長からも話があり

ましたけれども、いい面、悪い面両方あると思っております。四、五年前からでしょうかね、
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自治体でフェイスブックなどを使ったＳＮＳを使い始めておりますけれども、要は坂城町は実

験しつつですね、取り組みを始めたというところだと思います。先ほどのねずこんですとか海

外へ行った子供たちの様子ですとか、私どもの担当のほうにはですね、慎重に勉強をしてくれ

というふうに言っております。 

 先ほど申し上げたように、これから「つながる あんしん 坂城町」ということであらゆる

情報がつながっていくというふうに、ＩｏＴの世界になりますので、町の広報、双方向でです

ね、情報をやりとりできる形というものを安全な形でできないかということも模索していると

ころであります。坂城町のホームページは非常にスピード感があって、広報担当者が頑張って

いまして、その日のうちにいろいろなニュースが出るという、こういう自治体は余りないと思

います。ですから、これをもう少しダイナミックにできるような形を今後勉強していきたいと

いうふうに思っております。 

６番（滝沢君） 私もスタート当時からフェイスブックのほうを町長にお友達申請しているんで

すが、いまだにご返答がありませんので、そういう時期が来ましたら、ぜひともまたお願いし

たいと思います。 

 ２点ほど質問をさせていただきますが、一つとしまして先ほどご答弁いただきました教養講

座のほうはかなりの数の方が参加されているということでありますが、長野大学講座の受講者

が少ないというのは私もちょっと質問の中に入れましたけれども、その要因とですね、今後い

ろんな形で広報活動はされるということですけど、やはり具体的にちょっと方策があればです

ね、ちょっとお示しをいただきたいということでございます。 

 各講座アンケートを実施をされておりますけれども、その内容開示とですね、受講レポート

というこれはやはり今後、町の進む上でですね、それをフォローして活用していくことは非常

に重要だと思うんですが、そのフォローと効果という目的でですね、そのアンケート内容とか、

それからレポート等で受講された方の意見というようなものもですね、広報等に掲載していく

というのも一つの方法ではないかというふうに思っておりますが、そこら辺のところはいかが

でしょうか。 

教育文化課長（宮下君） 長野大学の講座受講者が少ないが、その要因は何か。また今後の方策

はというご質問でありますけれども、要因といたしましては専門的な内容で遠慮してしまう、

また毎回参加できない等あるかと思います。また、講座の周知不足も否めないところでもあり

ます。せっかくのすばらしい内容の講座であります。講座内容に関係する諸団体やまた町職員

にも声かけをするなど周知を図り、多くの皆さんに受講をしていただけるよう大学とも連携を

図りながら引き続きＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

 続いて、講座のアンケート結果を町の広報に掲載していくことが必要ではないかというご質

問でありますけれども、講座を受講された皆さんからのアンケート結果につきましては、講座
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のフォローと効果を含め、今後の講座を計画していく中においても、大変貴重な参考資料であ

ると考えております。町広報への掲載につきましては、スペースや掲載時期等のタイミングも

ありますが、例えば次回の教養講座のお知らせとあわせて掲載する等検討してまいりたいと考

えております。また、町のホームページですと講座の開催内容等が掲載されていますので、講

座修了後の受講者の感想や要望等を掲載することは可能かと存じます。今後開示方法も検討す

る中で、広く大勢の皆さんに講座を受講していただくよう引き続きアンケート結果の要望やリ

クエストを考慮した講座の開催に努めてまいりたいと考えております。 

６番（滝沢君） 再度のご答弁いただきました。やはりそういう形で一つの情報に対して町民の

方がどう思っているということを、やはり皆さんで共有するということは非常にまちづくりの

ためにも重要だと思いますので、ぜひともそういう機会を設けていただいてですね、進めてい

ただきたいと思います。 

 まとめということでもありませんが、情報発信は今後町長も言われたようにいろんな形態が

考えられますので、さらにですね、きめ細かく、それからソフト面、ハード面を駆使して確実

に町民の皆さんに届くようにしていただきたいと思います。 

 ちょっと残り時間が少ないんですが、最後に１点やらせていただきます。 

 ３．旧北国街道について 

 イ．古民家保存について 

 老朽化による破損が著しい古民家、早急に保存対策をであります。この件は前回大森議員も

質問いたしましたが、私は待ったなしの状況と思い、再度取り上げさせていただきます。言う

までもなく当町の旧北国街道は歴史的に重要な要所であり、文化財・景観としての価値も大き

く、これを保存し有効活用していくことは、今生きる私たちの大きな責務であります。今回は

大門町の老朽化した古民家、この１点に特化いたし伺います。 

 この古民家は、駅周辺特別委員会でも坂城町ボランティアガイドさんの案内で視察いたしま

した。北側屋根のうだつが崩れ落ち、台風等の災害では非常に危険な状態になることが想定さ

れます。町ボランティアガイドさんのご尽力で内部の清掃、雨の吹き込み防止等の保存では非

常にご苦労をいただいておりますが、できることにも既に限界がございます。このまま見過ご

すのか、何らかの手を打つのか重要局面だと私は考えます。いかがでしょうか。ぜひともこの

件は山村町長にご答弁をいただき、そのお考えをお示しいただきたいと思います。 

町長（山村君） 今、滝沢議員さんからご質問のありました旧北国街道、古民家保存について答

弁申し上げます。 

 今お話がありましたけれども、旧北国街道は上田市の塩尻から山道を通って鼠宿に入り、金

井、中之条、四ツ屋、田町では現在の国道東側の旧道を通り、横町通り、立町通り、新町を経

て横吹の山道を通過し苅屋原へ出るという道筋でありました。江戸時代の後半には善光寺参り
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が盛んになり、当町では宿場となっておりました横町、立町、新町などは大変なにぎわいで

あったと記録されております。現在、この旧北国街道の面影を残していると思われるものは幾

つかでございます。特に新町の大門町と呼ばれた通り沿いに貴重な古民家が数軒残されており

ます。 

 ご質問にありました老朽化した古民家につきましては、外装は、はたごの形式を残しており

ますが、時代的に明治・大正・昭和の時間を経て生活環境が大きく変わってきた状況の中で、

内部については改造されたのではないかと推測される部分も多くあります。まずは建築物の歴

史的価値を見きわめるために、所有者の方のご了解をいただく中で、内部の状況を含め、建

築・文化財の専門家により推定される建築年や構造など文化財としての建物の価値を含め状況

調査の実施が必要ではないかと考えております。 

 また一方、長野大学と坂城町との実践モデル都市に関する協定の中で、今年度は旧北国街道

に残る景観整備に向けた実態調査事業を進めております。長野大学に委託する実態調査では、

今後の活用方法等について、地域資源の活用といった専門的な視点、大学生の若い目線からご

提案いただく内容となっております。実態調査には多くの学生さんに参加していただき、坂城

町内の北国街道筋の現地踏査を行い、学生さんたちの目線による地域資源の再発見、新たな取

り組みへの提案を期待しているところであります。 

 今後、提案された内容につきましては、担当各課と連携し地域皆様のご理解をいただく中で、

街道や古民家の保存・活用を、どのように今後使っていくかということを含め、地域文化の振

興に努めてまいりたいと考えております。 

 私も先日、中を拝見させていただきました。壊すのは簡単ですが、それではなくなってしま

いますので、何とかいい方法で利用できるような形で保存できればなというふうにご意見を

伺っているところでありますので、前向きに進めていきたいと思っております。 

６番（滝沢君） ご答弁いただきました、町長から。そういういろんな順番を経てですね、一応

進めていただくということなんですが、やはり今もう崩れかかっている部分というのは、これ

はもう早急に何か応急的に何とか処置をしなくちゃいけないと思うんですが、そこら辺、何か

とりあえず講ずる手段といいますか、そんなようなことはございませんでしょうか。 

町長（山村君） ただいま申し上げましたように、手を打つといってもどこを手を打つか、まず

その価値ですね、それを早急に判断させていただいて、お金もかかることですから、それはや

りたいと思っております。何しろ所有者の方とまだちゃんとしたお話ができていないというこ

とが一番の問題かと思いますので、それを進めていきたいと思っております。 

６番（滝沢君） そうですね、所有者の方とのこれが一番のネックになると思うので、これは今

ここでということはなかなか難しいと思いますので、ぜひともスピード感を持ってやっていた

だいて、私もできることは幾らでもずくを出しますので、またともにですね、保存に向けて、
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また利活用に向けてお願いしたいと思います。では、これで一般質問を終了いたします。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３７分～再開 午前１０時４７分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、２番 塩野入猛君の質問を許します。 

２番（塩野入君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これより一般質問をい

たします。 

 １．高齢者の認知症支援について 

 毎年、老人保健福祉・介護保険サービスガイドが全戸配布され、高齢者福祉支援の一つのよ

りどころになっております。これであります。これは２８年度版のサービスガイド、これ開き

ますと最初に認知症についてということで案内が記されております。町でも認知症への支援を

強めていることがうかがえます。そこで、これから高齢者の認知症支援についてお伺いをいた

します。 

 イ．支援の現状 

 私が、平成２７年６月議会一般質問、認知症に向けた取り組みの中で認知症高齢者の状況を

お聞きしましたら、約４８０名が認知機能に問題があるという結果が出て、介護認定者に占め

る割合は６９％という答弁がなされました。そこでまず初めに、認知症高齢者はその後どんな

状況になってきているのかをお聞きをいたします。 

 サービスガイドには認知症の人と家族の会長野県支部への案内も載っています。これも前回

質問の中ではたった１人の加入とのことですが、現在はどんな状況でしょうか。また、地域包

括支援センターで認知症見守りのＳＯＳネットワークづくりを整備したいとの答弁もありまし

たが、進捗状況はどんなでしょうか。 

 次に、認知症の取り組みに向けた認知症サポーター養成講座、認知症キャラバンメイト養成

講座、千曲・坂城認知症連携の会の活動や国の認知症地域支援推進員養成研修による職員の取

り組み強化はどんな状況でしょうか、お聞きします。このほかにも高齢者の認知症支援がされ

ているものがありましたら、それもお聞きをしたいと思います。 

 ロ．支援の仕組み 

 なぜ同じ掃除機が２台もあるのだろう。ひとり暮らしの母親を訪れた息子夫婦が２台の掃除

機を見つけ、突然認知症の疑いに気がついた。高齢者の認知症もある日突然それに気づくケー

スがあります。認知症に気づいたら早期に診断を受けさせ、複数ある認知症のタイプを見きわ

めることが進行をおくらせるための適切な対応にもつながります。サービスガイドを開くと、

役場には地域包括支援センター、社会福祉協議会には在宅介護センター、医療機関には認知症

相談員、そして認知症コールセンターとさまざまに相談窓口があり、お医者さんがベターでは
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ないか、いや役場ではないかと、どこに聞くのがよいか戸惑います。 

 これから高齢化が一気に進む中で、認知症高齢者の増加に伴い介護をする家族などが増えて

いきます。サービスガイドをより使いやすくしたり、町民にわかりやすい認知症のサポート体

制など支援に向けた仕組みを広報初めいろんなメディアを使い、わかりやすく周知することが

大切だと思いますが、お考えを伺います。 

 次に、認知症高齢者対応は行政や社会福祉協議会、それに民間事業者も含む施設など官民一

体で支援されています。社会福祉協議会では日常生活自立支援事業や認知症対応型通所介護な

ど認知症に対する各種サービスが行われ、民間でも認知症対応型共同生活介護施設の運営など

がなされています。こうした認知症の支援に対する行政と社会福祉協議会とのすみ分け、ある

いは民間業者の分担といった３者の支援の仕組みについて伺います。 

 ハ．支援の充実に向けて 

 政府は、認知症の人を早期に診断し、適切な診断や治療が受けられるようにする認知症初期

集中支援チームを全自治体に設置する方針だが、普及は進んでいません。本町ではどんな状況

にあるのでしょうか、お尋ねします。 

 社会福祉協議会では、判断能力が十分でない認知症高齢者等の生活を助ける日常生活自立支

援事業が行われたり、認知症高齢者の成年後見制度の利用を後押しする坂城町成年後見支援セ

ンターが設置されています。それぞれの利用状況はどんなでしょうか。 

 高齢化現象により、町長が判断して裁判所に伝える首長申し立てによる法定後見人も増える

ことが予測されます。首長申し立てには親族が後見人になれないことを証明するために戸籍謄

本を集めて意思確認をする必要があるなど、町の負担も軽くはありません。町では、これから

の認知症高齢者支援の充実に向けてどのように取り組んでいくのでしょうか、お尋ねします。 

 さて、今高齢化で急増する認知症患者の資産管理に対応するため、銀行や保険会社が相次い

で金融商品を開発し、金融機関の新たな市場が生まれつつあります。大手信託銀行では信託銀

行が資産管理をして、有料老人ホームの入居一時金と高額医療以外の目的では解約できない解

約制限付信託商品を出したり、１００万円以上を引き出すには家族など代理人の同意が必要な

仕組みの財産保全を目的にした信託商品を発売した信託会社もあります。 

 某生命保険では、アルツハイマー病などで時間、場所、人物のいずれかを確認できない状態

が１８０日続くと最大３００万円の一時金を支払い、健康不安や既往症があっても加入ができ

る。また、損保保険の大手各社は認知症患者が電車事故などを起こして、鉄道会社から損害賠

償請求を補償する保険を導入しています。国などの官制の制度だけでなく、こうした民間市場

を取り込んだ支援の充実にも目を向けてよいのではないかと思いますが、お考えをお聞きをい

たします。 

福祉健康課長（大井君） 高齢者の認知症について順次お答えを申し上げます。初めにイ．支援
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の現状についてでございますが、町の介護保険を受けている方のうち、ある一定の認知機能の

低下を認められる方は、本年３月末現在の認定者６９２人中４２９名で、全認定者に占める割

合は約６２％となっております。 

 続きまして、認知症の人と家族の会長野県支部への加入者ですが、現在も１名とのことでご

ざいます。 

 次に、ＳＯＳネットワークについてでございますが、高齢者の方が行方不明になったときに

警察や消防だけでなく、あらかじめ協力者として登録いただいた団体等が捜索に協力して速や

かに発見、保護する仕組みでございます。現在は町の一斉放送やすぐメール等を利用し住民の

皆様や警察・消防等各種団体などに捜索の協力を呼びかけております。また、昨年度セブン－

イレブン・ジャパンと高齢者等の見守りの協定をし、町内の各店舗にご協力をいただいており

ます。今後、民間事業所なども含めたネットワークづくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、認知症の正しい理解と適切な支援方法を身につけていただく認知症サポーターですが、

平成２３年度から講座を毎年開催し、現在４１０名が受講、サポーターのあかしとしてオレン

ジリングを携帯していただいております。また、キャラバンメイトはサポーターの養成にかか

わるボランティアとして活動していただく方で、平成２６年度から講座を開講し６１名の方が

メイトとして登録されております。現在は社協が行っておりますコミュニティカフェのスタッ

フに加わっていただいており、今後は活動の場を増やせるような支援をしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、千曲・坂城認知症連携の会についてですが、医師、薬剤師、行政や社協の介護保険業

務にかかわる職員で自主的に組織された会で、認知症の方や家族へのよりよい支援に向けて定

期的な事例検討会や学習会を実施し活動を継続しております。また、国が支援する認知症地域

支援推進員養成講座には、昨年度地域包括支援センターの社会福祉士が１名受講いたしました。

今年度は学んだことを生かし、相談業務を初め関係機関と連携を円滑にするため、認知症の

サービスガイド版となる認知症ケアパスの作成などの事業に取り組んでおります。 

 続きまして、ロの支援の仕組みについてでございますが、今年度サービスガイドを見直すに

当たり認知症に関する相談が増加傾向にあり、認知症に関するページを新たに設けました。介

護や認知症などのお年寄りに関する相談は、地域包括支援センターでお受けし、適切な機関に

おつなぎいたしますので、まずは地域包括支援センターにご相談をいただければと考えており

ます。また、このような流れにつきまして住民の皆様への周知につきまして、今後さらに工夫

をし、広報や町のホームページ等を活用してまいりたいと考えております。 

 続きまして、認知症などのサービスについて行政や社協、民間事業所などの分担についてで

ございますが、介護保険制度の枠組みでまず申し上げますと、社協も民間事業所と同じ立場で
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事業を行っており、当町においては認知症に対応したデイサービスやグループホームなどの事

業を社協や民間事業所が一事業所として実施をしております。 

 次に、社会福祉協議会においては、当町の社協のように介護保険の事業である訪問介護や、

先ほど申し上げました認知症デイサービスなどを実施している場合もございますが、社協の中

心となって実施する事業といたしましては、地域福祉事業として民間参入しづらい部分に対応

しております。ご質問にもございました日常生活自立支援事業や金銭管理サービス、また町か

ら受託して成年後見支援センターなど事業を行っております。また、町は介護保険の保険者と

して介護保険の運営を行っており、財政運営や介護保険の事業を行う事業所の指定などを行っ

ております。また、住民サービスとして必要な成年後見や高齢者等の外出支援などにつきまし

ては、社協などに委託する中で事業を実施しております。 

 続きまして、ハの支援の充実に向けてについてお答えします。認知症初期集中支援チームの

設置につきましては、全国的に普及が進まない理由の一つが医師の不足でございます。チーム

の構成員としての専門医は、日本認知症学会などが定める専門医または認知症の専門医療を主

な業務として一定の経験年数を有する医師であり、加えて県の要請する認知症サポート医の資

格を持つ必要がございます。また、専門医のほか看護師や社会福祉士といった医療福祉の専門

職が必要となります。また、これらの構成員は国で定める研修を受講することで初めてチーム

として認められることとなります。このように非常に専門性が高いため、町単独でのチームの

設置は困難でありますので、今後は千曲医師会などと協力する中で検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、社協の事業の日常生活自立支援事業の利用者についてでありますが、この事業は福祉

サービス等利用手続や日常的な金銭管理について支援するものでございます。現在の利用者は

高齢者が８名、障がい者が４名の合計１２名でございます。 

 次に、社協に委託しております成年後見支援センターですが、５月の開所から７月末までの

相談は２５件でありました。 

 次に、成年後見制度の町長申し立てについてですが、過去の実績といたしまして、高齢者が

３件、障がい者が２件の町長申し立てを行い、現在も１件対応中でございます。また、申し立

て事務は非常に煩雑でございますので、包括支援センターの社会福祉士２名が中心となり対応

しております。 

 次に、民間が開発する高齢者向けの各種サービスの活用についてでございますが、認知症の

方の資産管理などについて、民間の保険会社や金融機関が商品として提供を始めております。

民間各事業所の商品の内容を精査する中で、相談の際には必要に応じて紹介や提案をしてまい

りたいと考えております。 

２番（塩野入君） 今、ＳＯＳネットワークの関係について進んでいる状況をちょっと説明があ
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りました。これは坂城町だけでは例えば地形的には苅屋原、それから上五明は千曲市と隣接し

ていますし、鼠あるいは小網地区は上田市と隣接しているわけであります。認知症の方のその

行動も町内だけとは限りませんので、やっぱり広域的な対応、これが必要になってくるかなと

いう気がいたしております。少なくとも千曲市、上田市との連携のとれる体制づくり、これが

大変必要じゃないかなと思っております。広域的にずっとできれば、それはいいことでありま

すが、その辺のところのお考えはどうでしょうか。お伺いをいたしたいと思います。 

 それから、千曲坂城消防本部では統合型位置情報システムの運用が開始をされました。これ

は通報により位置が電子地図上に通知をされるシステムで、通報が前提であり認知症の患者に

は直接は向かないシステムですが、周りの人が発見して通報すれば速やかに位置がわかり、見

守りの支援につながります。しかし、このシステム広く町民には知られていないようですので、

広報誌初めさまざまなメディアなどを使い、システムの周知を強力に図っていただきたいと思

いますが、お考えをお聞きいたします。 

 高齢化や核家族化などで、成年後見人は家族や専門家だけでは足りなくなる事態を踏まえて、

市民後見人の育成が急務になってきております。即そこに行くというのはなかなか難しいわけ

でありますから、まずはそのなり手を育てることが必要であって、そちらのほうの養成を急が

なくてはならないと思っております。一方で、市町村の市民後見人の育成をバックアップした

り、被後見人の財産面の公的助成を充実する財源を整えるなどの支援を、これは町村会などを

通じて政府に強く働きかけることもこれは重要であろうかと思います。一市町村ではなかなか

難しいことでありますから、そういう町村会などの組織で進めていただけたらどうかなという

ことであります。そうした市民後見人の育成の充実に向けてのお考えをお聞きをいたします。 

 次に、長野県では水道メーターを使用したひとり暮らし高齢者の見守りシステムの構築に向

け、坂城町をモデル地域とした実証実験に着手するようであります。これも県議会の文教企業

常任委員会では、その普及促進に当たり経費負担等の課題の研究を進めるべきだと、そういう

要望あるいは今後の展開を期待をしますよという、そういう意見がその中で出されたようであ

ります。私はですね、この実証実験にひとり暮らし高齢者の見守りシステムという形の中で、

認知症高齢者に対するこういう項目も入るよとか、こういうものが必要だよと、その中に入れ

る項目を加えていただいて、そしてせっかくの水道メーターを活用した、これは長野県の初め

ての実証実験ということで、県営水道も限られてはいますけれども、そうした中でせっかくの

あれですから、これにあわせて進めていただきたいと、こういうことでございますが、ご所見

を伺いたいと思います。以上であります。 

福祉健康課長（大井君） ご質問に順次ご答弁させていただきます。初めにＳＯＳネットワーク

の広域的な対応についてでございますけれども、ご質問のとおり町内で行方不明になると限り

ませんので、そういった場合について、まず町内のＳＯＳネットワークを構築する中で近隣、
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上田市、千曲市の同一のネットワーク等々の連携は検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 続きまして、千曲坂城消防本部で平成２６年１０月１日から運用が開始されました統合型位

置情報システムについてでございますけれども、こちらについては携帯電話や固定電話から消

防署へ１１９番通報した場合、通報者の現在地が特定できるシステムとなっております。議員

さんのほうからもお話ございましたけれども、このシステムにつきましては発信をした場合、

位置が特定できるということでございますので、そういった活用の仕方についても今後広報等

検討してまいりたいと思います。 

 次に、市民後見人の育成についてでございます。市民後見人の育成につきましては、町で今

年度より社会福祉協議会に委託をいたしました成年後見支援センターを中心に、まずは成年後

見支援制度を広く住民の皆さんにお知らせをするための講演会や学習会などを開催し、市民後

見人につきましても、その中で理解を深めていただき、あわせて市民後見人の養成についても

今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

 最後に、水道メーターを活用した見守りシステムについてでございますが、こちらの水道

メーターを活用した高齢者の見守りシステムにつきましては、異常を発見する仕組みといたし

まして水道、水が出続けている、または一定の期間使われていないといった水道の利用状況に

よって見守りを行うもので、平成２９年度から実証実験に向けて関係団体と協議を現在行って

いるところでございます。この実証実験の中で認知症の方も含めて、どのような方にこのシス

テムが向くのか検討してまいりたいというふうに考えております。 

２番（塩野入君） 高齢化は待ったなしで進んでいます。高齢者増に伴って認知症患者も必然的

に増えていきます。脳の解析技術も進歩し、治療法の開発や完治を目指す医薬品の開発が進ん

ではいますが、現時点で認知症を治すことができる特効薬はありません。認知症対応のかなめ

は、早期発見・診断に力を入れ、進行をおくらせる取り組みです。町や社協の公的機関と医療

関係、福祉団体、民間事業者など関係する皆さんが連携し、高齢者の認知症支援に向けてさら

に力を発揮していかれることを望み、次の質問に移ります。 

 ２．ふるさと納税について 

 ふるさと納税は平成２０年から実施され、生まれ故郷や応援したい自治体に寄附をすると所

得税、住民税が軽減される仕組みで、都市部への税収集中を是正するのも狙いです。しかし、

返礼品の充実を競い合う状況の激化や金券、家電などの特典がインターネットオークションで

転売されるなど、換金目当ての誘発の指摘、さらには寄附を受けた額よりも他の自治体に寄附

した際の税控除が多く、いわゆる赤字となる現象が出現するなどの問題も出てきました。そこ

で少しほころびも生じ始めたかに見えるふるさと納税についての町のお考えをこれから順次質

問をいたします。 
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 イ．取り組みの現状 

 総務省がふるさと納税を使った平成２７年度の寄附総額が前年度の約４．３倍、

１，６５２億９千万円余になったと発表しました。大幅な増額の主な原因は２７年度より減税

額の上限が約２倍になったことと、ワンストップ特例制度が始まったことと報道されています。

しかし、坂城町では５件３７万円ほどにとどまり、前年度の６２万円余に比べ約０．６倍のマ

イナス実績であります。そこで、マイナス実績の原因はどこにあって、それをどのように受け

とめているかを初めにお聞きをいたします。 

 ２７年度寄附金を受けた収入を住民税の控除などの支出が上回る赤字の状況が県内１１市町

村あり、本町は多い順から５番目の４３９万８千円となっていますが、その赤字の詳細をお聞

きをいたします。 

 次に、今年度２８年度の寄附件数、それに寄附金額は今現在どのような状況でしょうか。寄

附者を東京などの都市部とそうでない地域との比較では、その状況はどんなでしょうか。 

 寄附金のメニューは、一つとして未来を担う元気な子どもたち、二つとして歴史・文化を次

世代に引き継ぐ、三つとして花と緑ばらいっぱいに加え、特に使途は限定しない四つ目として

まちづくりを応援のこの４項目でありますが、それぞれの件数や金額はどのようになっている

のでしょうか。 

 そして、今年度の当初予算資料には業務委託により全国からの寄附を受けやすい体制を整え

というふうにありますけれども、寄附の仕組みはどのようになっているのでしょうか。 

 町では背に腹はかえられない、他市町村よりおくれたが、寄附金増額を期待したいと６月か

ら返礼品の設定をしました。当初予算には寄附金収入を６００万円、支出ではふるさと納税事

業３１７万２千円が新規に設けられました。当初予算により、この６月までの間にどんな段取

りで、どのような作業がなされたのでしょうか。 

 町内産のブドウなど人気商品の品切れ中が多く見られます。その対策は図られているので

しょうか。また、いつまでも品切れ商品を載せたままにしておく状況はいかがなものかと思い

ますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。そして、これまでの取り組みの中でよかった

点、あるいは問題点、課題等浮かび上がってきたものはありますでしょうか、お尋ねします。 

 ロ．今後の取り組み 

 今議会に提出された一般会計補正予算（第６号）には、支出のふるさと納税事業に

１，０２０万円が盛り込まれました。増額補正を含む中で今年度後半に向けてどのように取り

組みを推進していくのかお聞きをいたします。あわせて来年度以降の取り組みをどのように進

めていくのかもお聞きをいたします。 

 次に、返礼品は品切れ中が多いと寄附者の寄附する意欲が薄まってしまうおそれも考えられ

ますので、人気商品は返礼品協力者を増やす必要があると思います。また、返礼品は農畜産物
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を中心の１次産業の品物が多いが、工業の町さかきの製造業製品は見当たらないのでしょうか。

製造業の若手研究グループなどにより、テクノセンター施設を使っての返礼品の開発を進める

ことも一案であります。町には坂城町ふるさと納税寄附金返礼品協力事業者募集要項がありま

すので、この内容を広く周知して、積極的に働きかけていくことが協力者の増加、そして充実

につながると思いますが、お考えをお聞きいたします。 

 寄附の流れは、返礼品取り扱い業務全般を業者委託され、指定業者に丸投げの形に見えます。

具体的にどのような流れになっているのでしょうか。委託での問題点、改善点などはありまし

たでしょうか。これから先も業者委託を続けていくのでしょうか。 

 次に、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について伺います。企業版ふるさと納税は

読んで字のごとく地方創生と深いつながりを持っております。今年度２８年度税制改正におい

て創設され、立ち上がって日も浅いが、取り組みの状況はどんなでしょうか。手続の流れも複

雑なようでありますが、どんなフローで問題点や課題もありましたらお聞かせください。また、

企業版ふるさと納税のこれからの取り組み方についてお考えをお尋ねをいたします。 

町長（山村君） 塩野入議員さんからふるさと納税についてご質問をいただきました。私からは

ですね、平成２８年度の寄附の状況及び今後の取り組みについてお答え申し上げまして、その

他詳細につきましては担当課長から申し上げます。 

 まず、ふるさと納税制度は生まれ育ったふるさとに貢献できる制度、自分の意思で応援した

い自治体を選ぶことができる制度として創設され、自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体に

でもふるさと納税を行うことができる仕組みとなっております。当町におきましても生まれ

育った坂城町を離れ全国各地で活躍されている皆さん、また坂城町を第２のふるさととして思

いを抱いている皆様に、ふるさと坂城のまちづくりを応援していただくため、平成２０年度か

ら信州さかきふるさと寄附金制度を設け取り組んでまいりました。 

 取り組みの状況でありますけれども、頑張っている自治体を応援するという趣旨で始まった

ふるさと納税制度であり、昨年度まではご寄附をいただいた方へのいわゆる返礼品とした特典

は設けずに行ってまいりましたが、別の視点では町や産業の絶好の宣伝ツールにもなるという

ことから、この制度の取り組みや運用方法について検討してまいりました。魅力ある坂城町の

ＰＲと地域振興の観点から、まずは坂城のブドウ、リンゴ、そしてねずみ大根の加工品、巨峰

ワインといった特産品等を返礼品として提供していくことといたし、当初予算にて必要な経費

を計上したところでございます。 

 ４月から特産品等を提供していただける協力業者の方々を募り、説明会を開くなどの準備を

進め、６月から運用を開始いたしました。開始後現在までの状況につきましては、６月２０日

からおよそ２カ月半を経過した８月末の時点でありますが、寄附者数５９２名、寄附件数

６０２件、寄附金額９０１万円といった状況になっております。当初想定していた寄附金額を
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超える申し出をいただいている状況から、今議会に補正予算を計上させていただいたところで

ございます。 

 次に、今後の取り組みといたしまして、今年度後半及び来年度以降の取り組みについてでご

ざいますが、多くの寄附をいただいている現状を踏まえますと、ふるさと納税専門サイトなど

へ当町の情報が掲載されることは、町や町の特産品をＰＲするための強い発信につながってい

くと思われます。また、坂城町の特産品の持つ潜在力は非常に大きく、寄附者への返礼品を設

定することで坂城町の魅力が伝わることと、また一度きりではない、リピーターになっていた

だけるとも思っております。 

 こうしたことと、寄附をしていただく方の利便性を考えますと、今後につきましても本年度

始めました運営体制ですね、を継続して行っていく予定であります。この事業を進める上で多

くの方が今後さらに当町を応援していただくためには、町のＰＲや地域産業の活性化につなが

る多彩な返礼品の確保が必要であり、町内の多くの事業者の皆さんにご協力いただくことが重

要であると考えますので、引き続きふるさと納税の取り組みやメリットについて事業者の皆さ

んにご説明し、ご理解いただけるよう努めてまいります。 

企画政策課長（柳澤君） ふるさと納税について順次答弁申し上げます。イ．取り組みの現状で

ございます。 

 最初に、平成２７年度の寄附実績が前年度に比べて減少したことでございますが、町外から

坂城町へお力添えをいただきました状況は、平成２６年度５件６２万円、平成２７年度５件

３７万円となっております。前年に比べて寄附額が少なかった点につきましては、これまで当

町へのふるさと納税は、毎年度お力添えをいただいている方と単年度で寄附をいただいている

方がおり、２７年度はこうした単年度に寄附をいただいた額が少なかったものが要因と考えて

おります。より多くの方に、そして毎年度当町へのふるさと納税にご協力をいただくことが必

要と受けとめているところでございます。 

 次に、寄附金額よりも控除額が上回る点でございます。平成２７年度坂城町へご寄附いただ

きました寄附金収入額は３７万円でした。一方、坂城町に住んでいる方が町外の他の市町村に

ご寄附された場合、ふるさと納税制度によりその方の町民税が控除をうけることとなり、その

額は４７６万８千円で、差し引きではマイナス４３９万８千円となっております。平成２７年

度につきましては、当町においては寄附をいただいた金額より、控除した額のほうが多いと

いった状況となったところでございます。 

 続きまして、今年度の状況について申し上げます。８月末の時点で寄附者数５９２名となっ

ており、寄附者の地域別の状況につきましては、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の首都圏

や愛知県の中部圏、また大阪府・兵庫県の関西圏からの寄附が全体の７割以上、その他の地域

が３割程度となっております。 
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 次に、寄附者が指定する寄附金の四つの使い方の選択の状況についてでございますが、「ふ

るさとさかきの未来を担う元気な子どもたちを応援します」へ２６９件３９３万円。「歴史・

文化を次世代に引き継ぐふるさとさかきを応援します」へ５２件７６万円。「花と緑ばらいっ

ぱいのふるさとさかきを応援します」へ６２件８１万円。「ふるさとさかきのまちづくりを応

援します」へ２１９件３５１万円となっております。 

 次に、６月からの業務委託による寄附の仕組みでございますが、町への直接の申し込みに加

え、ふるさと納税専門サイトから寄附の申し込みを可能としました。当町の特産品を専門サイ

トで見ながら、同時に直接ふるさと納税のお申し込みが可能となり、従来の銀行振り込みや納

付書払いに加え、クレジットカードによる決済が行える仕組みとして寄附手続をできるだけ少

なくしているところでございます。 

 続きまして、返礼品の設定に至るまでの準備について申し上げます。４月から町内の返礼品

をご提供いただく協力事業者向け説明会を開催するなど、返礼品の募集を続け、６月の返礼品

の設定開始当初には８事業者にご協力いただき、２９品目の返礼品をそろえることができまし

た。そのほか業務委託の手続やサイトへの掲載、寄附受け付けテストを行うなどして運用の準

備を進めてきたところでございます。 

 次に、サイト内でのブドウなどの返礼品の品切れ表示についてでございますが、数量を限定

してご提供いただいた返礼品のうち希望の多い品物については品切れ後、数量の追加ができな

いか調整をしているところでございます。今後追加が確保できなかったものや申し込み期間、

配送期間が経過した返礼品については順次事業者の方と調整の上、掲載しない等の対策をとる

予定となっております。 

 続いて、これまで実施した中でよかった点、あるいは課題等についてでございますが、農家

の皆様が思いを込めてつくられたブドウなどの特産品に対し、全国から多くのお申し込みをい

ただいたことは、ふるさと納税を通じて町や町の特産品について一定のＰＲができたものと考

えております。一方、課題といたしましては、希望の多い返礼品について事業者や数量の確保

が間に合わず、サイトへの掲載からわずかな時間で品切れ表示となるケースが多くなっており

ますので、引き続き返礼品をご提供いただける事業者の確保に努めてまいりたいと存じます。 

 続いて、ロ．今後の取り組みについてでございます。返礼品として工業の町坂城の工業製品

を設定することについてでございますけれども、当初６月の返礼品の設定に向けて短期間で準

備できるものを優先した結果、現在のところ工業製品が設定できていない状況でございます。

町といたしましても、工業製品は町をＰＲするには格好の返礼品になると考えており、今後町

内事業者の皆様を初め、異業種交流や技術交流をされているグループなどもございますので、

商工会、テクノセンター等を通じ検討を進めてまいりたいと考えております。 

 坂城町ふるさと納税寄附金返礼品協力事業者募集要項の周知についてでございますが、４月
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の協力事業者説明会や町ホームページ、広報などで協力事業者の募集について周知を図ってき

たところですが、さらなる事業者の確保に向けて個々に説明をする機会を設けるなど、引き続

き周知に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、寄附に係る一連の流れについてでございますが、まず寄附者が専門サイト等を通じて

町へ寄附をお申し込みいただく際に、あわせて寄附金額に応じた返礼品をお選びいただきます。

その後、町において寄附金の納付を確認しまして、受託業者を通じて寄附金受領証明書等を寄

附者に対して送付するとともに、受託業者から町内の返礼品協力事業者に対し返礼品の出荷依

頼がなされます。依頼後、協力事業者から返礼品を出荷していただき、町より返礼品の代金を

受託業者を通じてお支払いをいたします。あわせて必要に応じて確定申告が不要となるワンス

トップ特例の手続を進めていただくという流れとなっております。 

 委託の問題点、改善点につきましては、運用を開始してから２カ月余りですので、まだ具体

的にはなっておりませんが、適宜受託業者と必要な改善を図りながら取り組んでまいりたいと

考えております。また、業務委託を続けていくのかということでございますが、寄附件数の増

加に加え、返礼品の配送管理等の新たな事務が発生するとともに事務量が増大し、寄附金の収

納処理や返礼品の出荷管理等、人的体制の整備や専門的なノウハウが必要と考えられますので、

今後につきましても業務委託を予定しているところでございます。 

 次に地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の取り組み状況についてでございます。

今年４月に成立・施行されました改正地域再生法に基づいて創設された制度で、国が認定する

地方自治体の事業に寄附を行った企業に対し、従来の約２倍の税額控除の措置がなされるもの

でございます。企業版ふるさと納税の具体的な手続についてですが、まず自治体において地方

創生に係る事業の企画立案をして、本社がその市町村外に所在する企業に相談を行い、寄附の

見込みを立てます。次に自治体は見込みの立った事業を地域再生計画に盛り込み、国に申請し

ます。次の段階で自治体は国の認定を受けた事業を実施し事業費を確定させた後、企業は事業

費の範囲内で寄附を行います。企業は寄附をしたことにより税制上の優遇措置を受けるといっ

た流れが手続の概略でございます。 

 課題といたしましては、国に事業を申請するに当たり、企業からの寄附の見込みが必要であ

ること、また実際に企業が寄附を行う時期が、自治体の事業が完了した後である必要があり、

事業の完了の時期と企業の決算のタイミングが合わないと事業の計画立案もなかなか難しいと

いうことがございます。このような点から、今年度町ではこの企業版ふるさと納税制度を利用

した事業展開には至っていないところですが、全国の事例等を踏まえ、ご支援いただける企業

とご相談しながら事業の検討を進めてまいりたいと存じます。 

２番（塩野入君） 今、町長からも積極的に少しいろいろなものを拡大しながらこれから進めて

いくと、こういうお話をいただきました。やっぱりそうだと思います。２７年度の当初予算に
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は収入の科目出しで千円を計上し、３月３１日の最終補正で専決処分により３６９万円の収入

補正がなされています。過去には１００万円を超える収入もありました。支出面では２８年度、

今年度に初めて新事業として計上がされました。今年度から支出面できちんと位置づけた、そ

の経緯をまずお尋ねをいたします。 

 返礼品協力事業者募集要項には具体的な返礼品の選考は坂城町が決定と、このようにありま

すが、これはどのように行われているのでしょうか。また、応募に際して注意すべきことはあ

るのでしょうか、お聞きをいたします。そして、寄附者からの苦情や指摘はありましたでしょ

うか、その点もお聞きをしたいと思います。 

 返礼品は、物品のほかサービス面の協力事業者の掘り起こしが大事であります。例えばワイ

ナリーやキノコ栽培を活用した体験型サービスなどのイベントを提供する団体や事業者の立ち

上げもできそうな気がします。これらは期限も有効期間１年以上とあり継続性の強いもので、

本町を訪れていただく機会を含む性格のものでもあり、移住・定住につながると思いますが、

どのようにお考えでしょうか。 

 そして、現在返礼品は１万円、２万円、３万円、それに１０万円以上の４段階でありますが、

例えば５万円以上を加えるなどもう少し細かくすることができないものでしょうか、お聞きを

いたします。 

 寄附者が返礼品を選ぶ際には、ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」の影響が強い

と思われます。そこには返礼品を出している市町村もしっかり載っていますので、インパクト

はかなりあります。こうしたふるさと納税関連サイトに、坂城町の名前がたくさん載るような

努力もしてほしいと思います。そして最後に、ふるさと納税を総合的、全般的な見地からどの

ように取り組んでいこうとしているのか少しお話もありましたけれども、まとめて町の考えを

お聞きをいたします。 

企画政策課長（柳澤君） 再質問についてお答え申し上げてまいります。まず、今年度からふる

さと納税事業として歳出予算を計上している経緯という部分でございます。昨年度までは寄附

をいただいた方に、いわゆる返礼品といった特典は特にございませんでしたけれども、最近で

は特典を用意している自治体も多く、またメディアに取り上げられることも増えてきていると

ころであります。こういったことで当町におきましても地元特産品等のＰＲや地域経済の活性

化につながる絶好の宣伝機会になると考えたところでございます。こういったことで特産品を

返礼品として送ることとした事業化の予算を計上したところでございます。 

 次に、具体的な返礼品の選考についてでございますけれども、町では返礼品協力事業者募集

要項に基づきまして、町の魅力を発信し地域産業の振興につながる要素を持つ商品であること、

また町内で生産、製造あるいは加工されているもの、町内の原材料を使用し、または町に特に

縁の深いもののいずれかに該当するものなどが条件を満たしているかという部分を審査して決
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定をしております。 

 そのほか応募に際し注意すべきこととしましては、今述べましたほかに品質あるいは数量の

安定した供給が見込めること、また飲食物の場合は寄附者に返礼品が到着後５日以上の賞味期

限が設けられていることなどがございます。 

 寄附者からの苦情・指摘についてでございますけれども、ふるさと納税のサイトに返礼品を

掲載いたしておりますけれども、ブドウ等の希望の多い返礼品につきまして早い段階で品切れ

になることから、追加のご要望などは幾つかいただいたところでございます。 

 次に、体験型サービスなどのイベントについてでございますが、返礼品につきましては特産

品を送ることだけではなく、町にお越しいただきまして町の魅力を知ってもらうことによって

ファンになっていただくことも考えられると思います。こういったことでイベントのほか千曲

川の原風景を感じていただく体験ですとか里山の魅力、あるいは果実の収穫体験のようなもの

につきましても今後研究をいたしまして、町に足を運んでいただく方策も講ずる必要があろう

かと考えておりますし、そういったことを契機に移住・定住につながればと考えているところ

でございます。 

 続いて、返礼品の寄附金額の設定についてでございますが、現在ご指摘のように４段階と

なっておりますが、例えば５万円の寄附金額に見合う返礼品を設定できれば、随時追加という

部分を検討してまいりたいと思います。 

 それから最後に、ふるさと納税の総合的、全般的な見地からの今後の取り組みというところ

でございます。返礼品の設定開始後２カ月余りでございますけれども、大きな納税をいただい

ております。こういったことで町の特産品の持つ潜在能力は大変大きいと感じております。町

の魅力は必ず伝わっていると思いますし、また一度きりではないリピーターになっていただけ

ると思います。こういったことにつきましては、魅力ある多彩な返礼品を備えるような事業者

の協力が必要ということで、さらに確保に努めてまいりたいと思います。いずれにいたしまし

ても、ふるさと納税制度が当町のＰＲ、また地域の振興につながるよう運用に努めてまいりた

いと思います。 

２番（塩野入君） ふるさと納税は、都市部に集中する税の是正やふるさとの地域活性化が本

来の目的です。それが高級な農林海産物やパソコン、商品券など高価な返礼品のある自治体が

寄附額で上位に名を連ねたり、専用サイトで返礼品を見比べ、お得感のある自治体に寄附をす

る風潮が広がったり、中には現金化を目的にネットオークションに返礼品が出品されるなど想

定外の事態に発展しています。また、高所得者ほど節税の恩恵を受けられることから、金持ち

優遇との批判も高まっています。 

 ふるさと納税制度が、地方創生につながるとして政府が推し進めてきた中で、出身地などに

限る寄附が応援したい自治体に広げてしまい、ふるさとの意味が消えかかってもいます。総務
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省は、ふるさと納税の趣旨に反する返礼品の自粛を求めましたが、このような事態を招いたの

は政府であります。ふるさと納税のほころびが地方創生のほころびにつながらないよう願いな

がら、これにて私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） 以上で通告のありました１１名の一般質問は終了いたしました。 

 ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時４３分～再開 午後 １時３０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、日程に掲げた議案につきましては、去る９月１日の会議において提案理由の説明を終

えております。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「議案第３４号 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

議長（塚田君） 決算案の提案理由及び詳細説明は済んでおりますので、直ちに総括質疑を行い

ます。 

 質疑に当たっては、自己の委員会の所管に属する事項については各委員会においてお願いい

たします。また質疑に際しては、決算書のページ及び科目を明確に示して質疑されますようお

願いいたします。 

 まず、歳入について総括質疑に入ります。 

１０番（山﨑君） １１ページ、款１町民税、項２法人町民税は昨年度対比２３．３％の増と

なっております。そこで、法人町民税の均等割において５万円から３００万円に分類されてい

る１号から９号までの納税者数は何社あるか。また法人税割、今税率は１００分の１１．９の

件数と納税額及び前年度対比はどのようになっているかです。まずは１点。 

 もう１点はページ２１ページ、款１４県支出金、項２県補助金、目３農林水産業費県補助金、

節２林業補助金について質問いたします。県税として徴収している１人当たり５００円の森林

税は、坂城町町民はどのくらい納めているのか。また備考の欄のどの項目が森林税の相当分で

あるか質問いたします。 

収納対策推進幹（池上君） まず法人町民税の均等割について申し上げます。税額と件数という

ことで申し上げたいと思いますが、１号の５万円、件数２６６事業所。１２万円、３事業所。

１３万円、５９事業所。１５万円、１０事業所。１６万円、６事業所。４０万円、７事業所。

４１万円、１５事業所。１７５万円につきましては、当町では対象がございません。３００万

円について２事業所の計３６８事業所でございます。金額につきましては現年の調定額でござ

いますが、３，７９１万２００円でございます。 

 続いて法人税割でございますが、法人税割の納税者数１３５で金額、調定額でございますが、

６億３，７０６万２，９００円。これは調定額ということでございますので、収入額について
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は徴収率等がございますので、先ほどお話がありましたように、収入額については前年対比

２３．３％の増でございます。調定額の増減でいきますと、均等割につきましては前年比マイ

ナス２３５万８００円、法人税割については１億２，９８０万８，８００円の増でございます。 

 続いて森林税についてですが、県税ですので私どもで申し上げることはないんですけれど、

個人の均等割の額に５００円を掛けて、県で徴収をしているということでございます。町の個

人の均等割の件数が７，７４１ですので、均等割５００円ということですので、３８７万円余

の金額になるかと思います。森林税については、その個人の均等割プラス法人県民税割がござ

いますが、町の法人の均等割の額と違ってございますので、その辺についてはこちらのほうで

は回答はできませんので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

産業振興課長（山崎君） ご質問の県の森林づくり県民税を財源として、町に交付される補助金

はどれかというご質問でございますが、２１ページ、森林づくり推進支援金事業１１１万９千

円、これが県の県民税を財源として町に交付される補助金でございます。 

１０番（山﨑君） 今回１億７千万ぐらい増えていますけれども、以前税率１００分の

１４．５という税率がありました。現在は１００分の１１．９と下がっております。今後もこ

のような税率となっていくのか。また、消費税が１０％に上げられなかったというしわ寄せが

来て、また税率が変わってくるんじゃないかと、そう思われるんですけど、その辺はどのよう

にお考えでしょうか。 

 また、森林税でありますけれども、今お聞きするところによると３８７万円プラスアルファ、

また法人割でも入っているんではないかという話で、法人のほうはわからないということです

けれども、坂城町に還元されているのは１１１万９千円と。ほかの部分で、あるいはほかの事

業等で森林組合等にいっているかもしれませんけれども、こんだけ納めていて１１１万９千円

かと。坂城町も７０％森林に囲まれていると。昨年度も途中で補正予算として１１１万円が

入ってきているという形であります。この分はこれからもそういう部分でもっと補助金を出せ

という形で持っていっていただきたいと思います。以上です。 

収納対策推進幹（池上君） 法人町民税の税率の今後はというご質問をいただきました。お話い

ただいたように、平成２６年１０月から税率が法人税割１４．５から１１．９に引き下げをし

たということで、これは消費税の８％引き上げに伴う改正ということでございました。地方税

法の状況を見ますと、今後消費税が１０％に引き上げにかかわって、法人町民税の引き下げの

状況もいろいろ出てきているところでございます。現段階では申し上げられませんけれど、消

費税の引き上げに合わせて、町の法人町民税の税率については地方税法の改正の状況を見なが

ら検討をしてまいりたいというふうに思います。 

議長（塚田君） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 
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議長（塚田君） これにて歳入の総括質疑を終結いたします。 

 次に、歳出について総括質疑に入ります。 

２番（塩野入君） まず４６ページでありますが、款２総務費、項３及び目１戸籍住民基本台帳

費、節１９負担金補助及び交付金のカード関連事務交付金について、これ６月補正の新規事業

であり、今年３月議会で私一般質問をしてお答えをいただきましたが、その後の状況について

ですね、まず配達できずに町で保管している通知カード数、そのカード数のうち受け取り拒否

数ですね、それから二つ目として保管及び拒否された通知カードは今後どのようにするので

しょうかというのが二つ目。 

 三つ目、個人番号カードを取得した人数と率。その人数と率のうち役場窓口と地方公共団体

情報システム機構Ｊ－ＬＩＳですね、それぞれの交付人数と率はどのくらいかをお聞きします。

あわせてそのＪ－ＬＩＳ負担金のところに４万５千円ありますが、そのＪ－ＬＩＳの内容です

ね、をお聞きします。 

 続いて５２ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、臨時福祉給付金給

付事業について。これは２６年４月の消費税率の引き上げによる影響を緩和するために、低所

得者に対してその制度的な対応を行うまでの間の暫定的、臨時的なこれは措置として支給する

わけでありますが、２，１６５人、１，２９９万円が支給されましたけれども、節１２の役務

費の振込手数料１７万円が支出されていますが、その１７万円の件数ですね、それをお聞きを

したいと思います。これ１２月補正第６号で国庫補助金事業費、国庫補助金の事業費が７万

５千円、それから事務費分千円が返還されていますが、その返還された理由、内容ですね、そ

れをお聞きをいたします。 

 そして次に５５ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目３老人福祉費、年金生活者等支援

臨時福祉給付金給付事業についてでありますが、これも３月補正の第７号で予算化された、こ

れは新規事業でありまして、一億総活躍社会の実現に向けて社会保障・税一体改革の年金生活

者支援給付金のこれは前倒しでもあるわけでありまして、実際に給付金対象は何人でしょうか。

そして２８年度に支給されましたが、受給者数をお聞きいたします。 

 それから６３ページ、款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、子育て世帯臨時

特例給付金給付事業につきましてですが、これは消費税引き上げ等を踏まえて、子育て世帯に

対して支給するものであるわけですが、７８６人への交付実績ですが、対象者は何人で交付率

はどのくらいでしょうか。また、不交付はあったんでしょうか。あればその原因はどんなこと

でしょうか、お聞きをいたします。以上４点お願いします。 

住民環境課長（金子君） ４６ページ、款２総務費、項３及び目１戸籍住民基本台帳費、節

１９負担金補助及び交付金のカード関連事務交付金にかかわる通知カード及び個人番号カード

の状況についてお答えいたします。本年８月３１日現在で、配達できずに町で保管している通
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知カードは２１枚で、うち受け取り拒否は３枚となっておりますが、現在も町で保管をしてい

る状況でございます。今後の取り扱いにつきましては、引き続き居住実態の現地調査等を行う

中で解消するよう努めてまいりたいと存じます。 

 続きまして、個人番号カードを取得した人数と割合でございますが、８月末現在、役場窓口

にてカードを交付した人数は７３６人であります。町の人口の４．８％となっております。ま

た、Ｊ－ＬＩＳに個人番号カードの交付申請をされた方は８月末現在９５０人で、町の人口の

６．２％という状況でございます。 

 また、Ｊ－ＬＩＳへの負担金４万５千円でございますが、これはマイナンバーカードの発行

等の業務のほか、マイナンバーカード活用促進のための研修、個人番号制度等の情報提供に伴

う部分の負担金でございます。 

福祉健康課長（大井君） 幾つかご質問をいただきましたことについて順次お答えいたします。

初めに５２ページの臨時福祉給付金事業についてでございますけれども、平成２７年度の臨時

福祉給付金については、平成２７年度分の住民税が課税されていない方で課税者の扶養となっ

ていない方を対象に、昨年１件につき６千円を行いました。ご質問の振込手数料の件数でござ

いますが、振り込みの対象者が複数いる世帯については一括で振り込みをさせていただきまし

たので、件数といたしましては１，５８３件という状況でございます。 

 次に、国に返還した事業費補助金７万５千円と事務費補助金千円につきましては、平成

２６年度に実施いたしました臨時福祉給付金の事業費等でございまして、当初見込んでいた給

付対象者等の予算額と実際に給付いたしました額との差を１０分の１０の国庫補助ですので、

返還をさせていただいたというものでございます。 

 次に、５５ページの年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業でございますが、こちらにつ

きましては平成２７年度臨時福祉給付金対象者のうち、２９年３月３１日までに６５歳になる

方を対象に３万円を支給するもので、給付対象者は１，５７５人でございます。 

 それから、６３ページの子育て世帯臨時特例給付金給付事業につきましてでありますが、対

象者１名当たり３千円を給付いたしました。対象者は１，８０２名であり、１，７８６名の方

に交付いたしましたので、交付の率といたしましては９９％となります。未申請者対策として

再通知をしたほか、広報とか有線等でも申請の案内をいたしましたが、最終的には１６名の方

から申請はございませんで、理由といたしましては給付金の受給を辞退された方というもので

ございます。 

２番（塩野入君） 今聞いているのは全部１０分の１０の補助金の関係ですが、１０分の１０の

補助事業で、これ最終の８号補正で３７１万３千円が減額されていますが、これを減額してい

るのはカード発行数の影響による減額でよいのかどうか、その辺のちょっと確認をしたいと思

います。 
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 それから、２７年度は９月補正第３号で人件費、臨時職員４０万２千円が追加されています。

今年度２８年度は全体補助金が１４３万２千円ですが、人件費分はどんなふうになっています

でしょうか。そしてまた新規の大きなこれは事業だと思うんですが、ここにあります２７年度

決算資料、成果実績報告、これには一切この件が載っていないんですが、これは何か理由があ

るんでしょうか。載せたほうがいいような新規事業だと思うんですが、その辺のところのお答

えをいただきたいと思います。 

 臨時福祉給付金につきまして、これも１０分の１０でありますが、時間外勤務手当のほかに

臨時職員の賃金も使われていますので、集中的な事務作業が行われたのではないかと思われま

すが、職員の時間外勤務や臨時職員はどんな作業を行ったのか。 

 それからまた支給までの一連の作業の概略、これ概略でいいですが、時系列でどうなったの

か、どういうふうに進んでいるのかお聞きをいたします。 

 それから年金生活者１０分の１０の事業でありますが、これ時間外勤務手当が計上されて、

これ短時間で対象者の抽出作業が図られたと思いますが、その内容とこういう迫られた中で

やった感想ですかね、その感想をお聞きをいたしたいと思います。この事業は参議院議員選挙

には給付を完了しなければならない意図が実は透けて私には見えるわけであります。国からは

その支給期限の指示があったのかどうか。それから２８年度に支給されましたけれども、手続

等に要した期間はどのくらいあったのか。また、この支給はいつまでに完成したのかをお聞き

をいたします。 

 それから子育て世帯臨時給付金でありますが、これも１０分の１０ですが、ここでも時間外

勤務手当のほかに臨時職員の賃金も使われていますから、やはり急な事務で期間も限られた、

大変忙しい対応に迫られたのではないかというふうに推測がされるわけであります。支給まで

の一連の交付作業の概要、これも時系列でお聞きをしたいと思います。 

 そしてまた国庫補助金がですね、事業費・事務費を合わせて６５０万円に対しまして、一般

財源は４１万円余りを投入しているんですが、ちょっと６５０万円にしては一般財源投入が多

過ぎるような気がいたしますけれども、もう少し抑えることはできなかったのかどうか、その

辺もお聞きをいたします。以上です。 

住民環境課長（金子君） 再質問にお答えいたします。まず、８号補正で３７１万３千円を減額

しているが、カードの発行枚数の影響による減額でよいのかというご質問でございますが、平

成２７年度の国の予算では個人番号カード発行枚数を２，５００万枚と想定しておりましたが、

本年４月１０日時点での交付枚数は約２６４万枚で、想定発行枚数より大幅に下回ったことか

ら、国は交付実績に基づいた補助金の減額を行いました。ご質問のとおり、これに伴う減額で

ございます。 

 次に、平成２８年度の補助金１４３万２千円でございますが、人件費分はどうなっているか
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というご質問でございますが、平成２８年度の補助金に関しましてはＪ－ＬＩＳへの通知カー

ド、個人番号カード関連等の事務の委任にかかわる交付金のみで人件費は含まれてございませ

ん。 

 最後の主要事業施策の成果及び実績報告書にはこれが一切載っていないが、何か理由がある

かとのご質問でございますが、マイナンバー制度につきましては平成２７年度の半ばである

１０月に施行されたこと、また通常業務の戸籍住民基本台帳事務等の割合を考慮する中で、平

成２７年度については主要な部分を記載したところでございますが、マイナンバー関連につき

ましては今後記載をしてまいりたいと考えております。 

福祉健康課長（大井君） 順次お答えをさせていただきたいと思います。初めに５５ページの臨

時福祉給付金の再質問でございますけれども、臨時福祉給付金での職員の時間外勤務や臨時職

員の作業につきましては、主に対象となると思われる方への申請書の作成及び発送、それから

提出された申請書類、申請書や本人の確認が必要になりますので確認の書類、それからその方

の振込口座の指定をする必要がありますけれども、その添付書類の確認作業などを行ったもの

でございます。 

 それから、三つの給付金事業で流れということでご質問をいただきましたけれども、全体の

流れについては、この臨時福祉給付金で申し上げたいと思います。まず事務の流れについてで

すが、臨時給付金システムにより対象となると思われる方を抽出をいたし、申請書を印刷して

対象者に送付をいたします。当然のことながら対象者は届いた申請書に必要事項を記載してい

ただいて、添付書類を沿えて返信用封筒を使って町に返信をするということになります。町で

は提出された書類や添付された資料の確認を行い、給付金の支給決定通知書の作成、それから

発送、それと振込口座の振り込みの手続を行うといった流れとなってまいります。 

 続きまして、５２ページの生活年金者等支援臨時福祉給付金でございます。年金生活者等支

援臨時福祉給付の作業内容といたしましては、臨時福祉給付金の支給データを活用いたしまし

た。６５歳以上の方を抽出し、申請書の作成から支払いまでの流れについては、先ほど申し上

げました臨時福祉給付金とほぼ同様の流れとなりますが、作業の感想といいますか、というよ

うなお話もございましたけれども、作業が年度末から年度初めの期間と重なり、他の事業とも

重複する中での事業でありました。日程的にも非常に厳しいものがあったかなというふうに感

じております。 

 それから、国からの支給期限の指示についてでございますが、平成２８年度の個人消費の下

支えという観点から、２８年度６月までには支給を開始するようにというような要請がござい

ました。町では５月中旬に該当と思われる方に申請書を発送いたしました。申請手続に要した

時間は、申請から支給までおよそ２カ月ほどがかかります。例えば６月中に支給申請があった

申請につきましては、７月末にお支払いをするという事務の流れになります。現在最終の８月
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分の申請の書類の確認作業及び支払い手続を進めており、今月末でおおむね完了する予定でご

ざいます。 

 最後に、６３ページの子育て世帯臨時特例給付金支給事業でございます。子育て世帯臨時特

例給付金の支給の流れにつきましても臨時給付金とおおむね同様であります。児童手当のデー

タを活用して中学生以下の児童がいる世帯を抽出し、支給対象者を確定いたしました。その後、

申請書類から給付金支給まで臨時給付金と流れは同様でございます。 

 次に、この事業の一般財源の充当の件でございますけれども、平成２６年度に行ったこの事

業においては、事務費について１００％の補助の対象となりました。２７年度についても当初

２６年度と同様に、事務費も１００％の交付対象になると見込んで予算編成をいたしたところ

でございます。その後、国が事務費の交付基準額を定めました。事務費の交付額が当初見込額

よりも少なくなり、一般財源約４１万円を充当したという経過でございます。 

７番（西沢さん） ７４ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防費の中の予防費一般経

費１９の負担金補助及び交付金ですが、この中の信州医療センター医師確保事業補助金とあり

ますが、この内容と実績について。 

 それから次の７５ページ、同じく予防費の中の予防接種事業、１３委託料の麻疹等予防接種

についてですが、この実績報告書の５３ページにございますけれども、予防接種の接種率につ

きまして、これ１００％にはなっておらず、７０％台というものが二つあるんですが、この理

由について、また受けられなかった人へはどのように対応しているか、以上でございます。 

福祉健康課長（大井君） ７４ページの信州医療センターの医師確保事業でありますけれども、

こちらについては平成２５年から３０年までを事業計画といたしまして、補助をいたしており

ます。３０年度にもう一度見直しを行う中で事業の継続性なりを検討していくというような形

でございます。 

 実績といたしましては、平成２７年度においては３名の医師を確保してございます。２５年

度から合わせて１４名の医師を確保したということで、現在全体で信州医療センターでは

６１名の医師、自前の医師と確保した医師でおいでになるということでございます。 

 それから予防接種についてのご質問でございますけれども、まず予防接種でありますが、ま

ず接種を受けた方については、予診といいまして問診票のようなものを接種をしていただく前

に医療機関に提出をするような形なんですけれども、その予診票と受診結果について保健セン

ターのほうにも報告がなされます。そちらについてはハイツという健康管理システムがござい

まして、そちらのほうに登録をして、さらに乳幼児台帳にも記載をしていってチェックをして

いるというものでございます。 

 １００％にならない部分というところなんですが、こちらのほうからも受診勧奨は申し上げ

ておるんですけれども、なかなか受診ができない方がおいでになるということでございます。
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ただ、定められた年齢の時期にそれぞれの予防接種はあるわけなんですけれども、その間、乳

幼児健診もございます。母子手帳のほうにも医療機関で受診の結果は記されますので、そう

いった手帳を確認する中で、乳幼児健診の際にはこちらがまだ済んでいないので受診をするよ

うにというような勧奨はさせていただいてございます。 

７番（西沢さん） 今の信州医療センターの医師確保事業の件についてですが、３０年度になっ

てもう一度見直しをする中でということでございますが、今、自前で６１名いると。そうしま

すと目標何名とかって、そういう目標はあるのでしょうか。それとも確保事業を進めていく中

で何人確保できるかわからないけど、３０年まで続けていくという考え方なのでしょうか。 

 それと次の予防接種事業につきましては、これは７０％台っていうのには何か理由があると

思うんですよね。この中で見ますと不活化ポリオと日本脳炎ですね。これは何か理由があった

のかなということと、それからもう一つ、今のご答弁の中で病院や医療機関で受けた人につい

ては、その記録を母子手帳などをもとにして保健センターのほうで管理をしているということ

で、そういうふうに受け取ってよろしいのでしょうか。 

福祉健康課長（大井君） 初めに医療センターでございますけれども、具体的に医師の数が何名

ということはこちらのほうでも伺っておりませんけれども、現在診療科目の中で放射線科です

とか医師がいない診療科目というものもございますので、最低そういったところには１名は確

保していきたいというお話を伺ってございます。 

 それから１００％にならない理由でありますけれども、こちらのほうからも勧奨して受診を

してくださいということでお話といいますか勧奨しておるところで、それでもさらになお受診

をされない方というところでは、その理由についてちょっと不明でございます。申しわけあり

ません。 

 それから、その予防接種の管理という部分でありますけれども、こちらのほうでシステムと

台帳で記載をしておいて乳幼児健診ですとか、そういったときには母子手帳の部分と、それか

らこちらで書いてある台帳を両方見る中で、勧奨をして受診を進めているという形では管理を

しているということになろうかと思います。 

９番（塩入君） ３点質問したいと思います。第１点は５３ページ、款３民生費、項１社会福祉

費、目３老人福祉費、節１９負担金補助ですが、更埴地域シルバー人材センターの負担金が

２８０万計上されております。実績表の３５ページには坂城地区の会員が１６５人となってい

ます。この数について増えてきているのか減ってきているのかどうか、最近の状況です。 

 それと２点目は、シルバー人材センターの活動内容はどんなものがあるのか。また、これか

ら総合事業にも関連してくるかどうかわかりませんが、そういう内容も含まれるのか。これが

第１点です。 

 次に第２点は、ページ１０８ページ、款９消防費、項１消防費、目２非常備消防費、備考
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０１の消防団員報酬が７３６万６，４００円計上されています。具体的には何人分なのか。そ

れから消防団員の数は今増えてきているのか、前年度と比べてどうなのか。それから団員が増

えないで困っているという状況も聞きます。そういうことで対策は考えていらっしゃるのか。 

 次に第３点目。ページ１１２ページ、款１０教育費、項１教育総務費、目２事務局費、備考

教育振興事業の中の１１３ページの上から２行目にありますけれども、特色ある学校づくり交

付金ですね、１２０万計上されています。実績表の８５ページには南条・村上小それぞれ

２０万円、坂小には４０万、坂中に４０万ということで、計１２０万ですが計上されています。

それぞれの学校でどんな取り組みがされたのか、また成果は上がっているのか、学校側の反応

はどうなのか。以上３点質問します。 

福祉健康課長（大井君） シルバー人材センターのご質問についてお答えをいたします。初めに、

シルバー人材センターの坂城町の会員数が増えているのかということでございますけれども、

微増という形で若干増えているというような状況でございます。 

 また、活動内容につきましては、ご承知のように庭木の剪定ですとか草取りですとか、そう

いった活動をしていただいたりとか、また片づけ、各ホームヘルプのような片づけをやってい

ただいたりとかいうこともございます。介護保険の総合事業の活用についてというようなとこ

ろもありますけれども、全く関係がないということではないと思いますので、今後シルバーの

方にご協力いただくようなあり方についても検討してまいりたいというふうに考えております。 

住民環境課長（金子君） １０８ページの非常備消防の関係でございますが、まず消防団の報酬

でございますが、これは正副団長を含む２６５名分でございます。現在の消防団員数につきま

しては、条例でも定められております２６５名という状況でございます。 

 それから新入団員の関係でございますけど、それぞれ年によって若干人数は異なりますが、

今年につきましては女性団員等３名加入していただいたりする中で、前年よりも多く入団して

いただいた状況でございます。 

 今後の確保の部分につきましては、現在も分団の中でも独自で確保していただいたり、また

区長さん等にもお願いする中で団員確保に努めているところでございますが、こういった部分

をまたさらにお願いをする中で、何とか確保していきたいと考えておるところでございます。 

教育文化課長（宮下君） 特色ある学校づくり交付金、その各学校単位の内容でございますが、

坂城中学校４０万円でございます。坂城中学校におきましては、「地域とともに歩むふるさと

教育活動」ということで、地域の人から学ぶ、文化・スポーツ活動、それに対する謝礼、地域

との交流、福祉体験等、また地域のこと・ものから学ぶ、ボランティアマナー講座・坂城どん

どんへの参加、またまとめとしてその資料作成を行っているところでございます。 

 南条小学校におきましては、２０万でございますけれども、「自己を伸び伸びと表現できる

南条小の子どもたち」ということで、音読活動、音楽活動、体づくりを通して表現力を育てる
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という目的で進めているところでございます。ご案内のとおり金管バンドの活動費等が主な内

容となっております。 

 また、坂城小学校につきましては「地域の人・こと・ものに学び地域を愛する心を育てる坂

城小学校」を目的といたしまして、地域の人・こと・ものに学ぶ環境づくり、またキャリア教

育、地域活動の例えば農業体験とかそちらのほうの交流授業も行っているところでございます。

また、坂城っこの森の整備、ウサギの飼育等々もその中に含まれているところでございます。 

 村上小学校につきましては、「キャリア教育の推進」ということで３万円ほど計上してござ

います。また異文化交流、国際理解の講師、校内の自然環境整備、それらが主な内容となって

いるところでございます。 

 いずれにしましても、今現在進めておりますキャリア教育の推進を図る中でも、これらの授

業を行う中で、子供たちにも充実した環境、また学校におきましてもそれらの体験授業を通じ

て地域と交流を図る中で充実を図っておると考えているところでございます。 

９番（塩入君） ２点再質問をしますけれども、１０８ページの消防団の関係です。今消防団員

の活動というのは火災だけじゃなくてね、本当に自然災害でいつ何が起きるかわからないとい

う状況の中で活動範囲も非常に広がってくると。また認知症の不明者に対する活動とかね、さ

まざまな領域で今広がってくるんじゃないかというふうに予想されるわけですが、そういう中

で消防団員の果たす役割というのは非常に重要だと。 

 しかし、今はなかなか入りにくくなってきて入り手がいないという地域の悩みもあるんです。

僕も第２分団、金井ですけれども、その団員の人にも聞く中で、なかなか誘っても入ってくれ

ないと。特に親御さんというかね、親の協力もなかなか得られないで困っているという話も聞

きました。そういう中で進まないのではないのかなというふうにも思うんですけれども、やは

り分団に任せていたではなかなか広がりにくいんじゃないかと。やはり町としても何か手を打

つ必要があるんじゃないかと。 

 その一つとしてはですね、やはり団員になればどういうメリット、むしろ団員の地域で果た

している役割、さまざまな活動があるんですが、その紹介とか、それから団員になったときの

メリットとかそういうものをチラシとか広報を含めて何でもいいですけれども、そういうもの

を通してもっとね、地域の人やこれは若い団員だけじゃなくて、やっぱり家庭の親とかね、そ

ういう人たちにも理解してもらわなければなかなか入ってこれないという今の状況があります

から、そういうことも含めてね、町として何ができるのか、その辺も考えていただきたいと思

うんですが、その点について。 

 それから２点目はですね、今特色ある学校づくりについて答弁があったわけですが、さまざ

まな活動をしていることはとてもいいことであると思うんですが、子供とか学校の教職員のこ

の反応とかね、やっている中でどういう、これについて評価しているのか。教員なりきに評価
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して、町へ対しても多分ね、もっとこうしてほしいなということもあるかもしれないんですが、

その辺についてはどんなふうに考えているのか。以上２点です。 

住民環境課長（金子君） 団員の確保については、それぞれの地区でも大変苦労しているところ

は承知しているところでございます。議員さんのおっしゃるとおり、なかなか家族の理解も得

られないといった難しい部分もございます。 

 そういった中で消防団員に入っていただけるようなメリットとかそういった部分について、

例えば今県の消防団員の応援ショップとかそういった部分のＰＲをして、団員にとって少しで

もメリットになるような部分、そんなことの取り組みもしたりはしているところでございます

けれども、今後につきましても、そういった一番は家族、そういった部分のご理解をどういう

ふうにしていただくか、またこういった部分についてはまた地域の皆さん、区長さん等にいろ

いろご相談申し上げる中で、何とか最低でも消防の条例定数については確保していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

教育文化課長（宮下君） 特色ある学校づくり交付金事業につきましては、各学校で自主的に計

画をして取り組んでいる事業でございます。そうした中で先ほども申し上げましたけれども、

子供たちが地域を知り、地域の皆さんと交流を図る中で伸び伸びと、生き生きと学校生活を送

れる、情操教育の推進にもつながっているものと考えております。教育委員会としても評価は

しているところでございます。 

８番（吉川さん） ページ３７の款２総務費、項１総務管理費、目６企画費でございます。その

中の１９負担金補助及び交付金で町民優待事業、この湯さん館のがありますが、９月５日に

４００万人を達成いたしましたが、今回経営報告を見ますと、入館者が２６万８，５８０人と

いうことで前年を下回りました。この優待事業ですが、毎年行っていただいていますが、これ

に対して年間で、この利用の状況、大人と子供の状況ですね。全体に対して何％、どのぐらい

利用されたか。それと２８年度なんですが、１４周年ということで画期的な内容をつくってい

ただきました、優待券、これを決めた根拠を教えていただきたいと思います。 

企画調整係長（堀内君） 町民優待事業についてご説明申し上げます。２７年度実績につきまし

ては５，４５５枚お配りいたしまして、５枚つづりでございましたので２万７，２７５枚配布

をさせていただきました。そのうち１万６６４枚利用がありましたので、利用としますと

３９．１％の利用ということでございました。２７年度までにつきましては、今申し上げまし

たように優待券につきましては５枚つづり、１世帯５枚つづりということでお渡ししておりま

したが、１世帯５人以上いらっしゃるお宅もあるということも考慮いたしまして、２８年度か

らは各世帯にそれぞれ配らせていただく中で、人数をご記入いただいて優待利用をいただくよ

うな形をとらせていただいております。 

８番（吉川さん） 今の３９％ということですが、前年対比はどうだったでしょうかということ



 

－ 188 －  

と、今年度４月から８月まで現行のこの１枚で何名も入館できるというこの券、どのくらい利

用があったか、お願いいたします。 

企画調整係長（堀内君） 優待券のそれぞれ大人と子供の利用の状況でございます。２７年度に

つきましては、大人２万１，３８６件、小学生１，５５３件となってございます。前年度につ

きましては２万２，０５１件、子供が１，７１０件となっております。 

 ２８年度の状況につきましては、ただいま集計をしている最中でございまして、数字把握し

てございません。 

３番（朝倉君） ８７ページになりますかね、款６農林水産費、項３有害鳥獣対策事業の関係で

ございますが、ここに計上されている費用で、全町的には有害鳥獣がまだ農作物被害に甚大な

被害を及ぼしているという中で、猟友会の皆さんには大変ご苦労をいただいておるんですけれ

ども、この費用の中で実績ですね、捕獲、射殺した実績と、それから課題は何があるのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

産業振興課長（山崎君） 有害鳥獣の駆除の実績ということでございますけれども、２７年度駆

除数でございますが、ニホンジカが２０頭、イノシシが３４頭、ハクビシンが８頭、アナグマ

が２頭、タヌキが４頭、キツネが１頭、カラスが１０羽という状況でございます。 

 課題といたしましては、これにつきましては町の猟友会に委託をしてお願いをしてございま

すけれども、なかなか会員の高齢化ということもございますし、なかなか朝早かったり夜遅

かったりということで大変な事業でございます。そういう面で猟友会の支援というものをやは

り町としてもやっていかないと、町と猟友会で協力してやっていかないといけないのかなとい

うふうに、その辺が課題と考えています。 

６番（滝沢君） ２点お願いいたします。款２総務費、項１総務管理費、目１。ごめんなさい、

３４ページですね。一般管理費、目１のね。職員研修事業ということですが、前年度よりかな

り倍ぐらいの決算額になっておりまして、項目を見ても結構参加者数ですね、増えているもの

があるんですが、情報セキュリティ研修、接遇研修、これは町長の一般質問の答弁でも話され

た内容ですが、あと人事評価制度研修等ありますが、その内容をお聞きしたいと思います。 

 もう１点は４９ページ、款２総務費、項５統計調査費、目２国勢調査、昨年度５年おきの国

勢調査ということで実施されましたけれども、速報値等ですね、データがありましたらお示し

いただきたいと思います。それと大体何名でこの調査に当たったのかというあたりもお願いい

たします。 

総務係長（関君） ページ３４ページの職員研修の関係でございますが、増の主な理由につきま

しては人事評価研修の関係でございます。これにつきましては今年から始めている人事研修な

んですが、それを平成２６年度から制度の設計の構築、そういったものを支援していただくも

のとして委託したものでございます。これが大きな主な増の理由となっております。人事評価
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研修につきましては、チャレンジ評価といいまして業績評価、それからステップアップ評価、

これは能力評価、こういったものが主な内容となっております。 

 次に接遇研修の関係ですが、接遇といいますといろいろ立場がございまして、平成２７年度

につきましては特に電話での応対、第一声を含めた電話での応対、そういったものを実技ト

レーニング、そういったものも含めて研修させていただきました。 

 情報セキュリティ研修につきましては、情報関係それぞれウイルス関係だとかそういったも

のが非常にここ最近多くなっております。そういったものも含めて防御していく、そういった

ものも含めた研修ということになっております。以上でございます。 

企画調整係長（堀内君） 平成２７年国勢調査についてお答えいたします。確定値につきまして

は来月１０月の公表予定となっておりますので、速報値について申し上げさせていただきます。

総数１万４，８６６人、前回２０１０年が１万５，７３０人ですので、８６４人の減。世帯数

につきましては５，４７９世帯、２０１０年が５，５０５世帯ですので、２６世帯の減となっ

てございます。こちらにつきましては、調査員７９名で実施をしている調査でございます。 

６番（滝沢君） 今、研修事業ということでご答弁いただいたんですが、これは大体場所はどの

あたりで研修というのはなされるんでしょうか。それとですね、この人事評価研修制度なんで

すが、これは実際にですね、皆さん職員の方の査定とか、そういう給与とか、そこら辺に影響

はしてくるということではないんでしょうか。その人事評価というのはどういう形を最終目標

として評価をされるのかということ。 

 それから参加の対象者ですね、職員の方はいろんな世代の方がいらっしゃいますが、それぞ

れ若い世代なのか、中間の世代なのか、ベテランの世代なのか、そこら辺のところもわかれば

お知らせいただきたいと思います。 

 国勢調査に関してですが、これは今地方創生の関係での人口ビジョンの影響があると思うん

ですが、これをデータをですね、今後町としてはどんなような形で利用されていくのかという

ことをお尋ねいたします。 

総務係長（関君） 研修の場所等々ということでございますが、１９ページ、施策の成果のほう

の１９ページのほうにさまざまな研修が書かれております。その中で研修につきましては、例

えば町村会で開催したりそういったところに参加する、それから定住自立圏関係ですとか、そ

れぞれのポジションのところで参加させていただく研修、それから役場独自でやっている研修

それぞれございます。役場のほうは当然職員対象なんですが、特に人事研修、人事評価研修に

つきましてはチャレンジシートにつきましては、職員それぞれ一人一人が最初のときに１年間

の目標を定めます。１年間でどういった仕事を自分は業務としてやっていくのか、それを自分

自身で定めて、それを上司である係長、課長と面談をする中で、職員の事業について１年間

やっていくことがこれで課としての全体、係としての全体の評価として係全体で進めていきま



 

－ 190 －  

しょうといったものがチャレンジ評価となっております。 

 それからステップアップ評価というものにつきましては、例えばみずから課せられた職務が

自立志向とか、そういう評価がそれぞれ分かれていますが、状況に応じて変化したものに対し

て対応ができているかとか、そういったことについて自分が自分を評価する。それを係長また

課長に評価してもらう中で他の目で評価してもらったりだとかして、職務をしていく上で向上

をしていく、そういったものが内容となっております。以上です。 

企画調整係長（堀内君） 国勢調査の数値をどのように活用していくかでございますけれども、

こちら国勢調査につきましては国の統計調査、全ての基本になる調査でございます。こちらに

つきましては人口ビジョン、昨年まとめましたが、それをもとに総合戦略、こちらのほうを反

映させまして見直しのほうに活用をしていきたいと考えております。また、それ以外にももと

となる調査と申し上げましたが、各種政策にも当然反映させていくというような状況になりま

す。 

議長（塚田君） ほかにございませんか。 

１２番（大森君） １点だけお伺いいたします。ページ５８ページ、款３、項１、目５人権同和

推進一般経費についてでありますが、ページ５９ページ、ここのところに部落解放同盟坂城町

協議会の補助金が１２０万、それから人権政策確立支援が３０万、これ事業説明のほう、資料

説明、実績報告を見ますと運動団体補助金が１５０万ってまとめられていますので、この二つ

の項目が解放同盟のところに補助として出ていると思います。それについてわざわざ二つに分

けてあるんですが、人権政策確立支援って一体どういう内容のものなのか、これについて説明

願いたい。２７年度はどういうことを行ったのか。 

 それから次に、犯罪被害者支援補助金３万円がついておりますが、これはどのような事業を

されたのでしょうか、それについて説明を求めます。 

企画政策課長（柳澤君） 人権同和推進費に係る部分の支出という部分でございます。人権擁護

に関します部分で部落解放同盟の坂城町協議会というような状況でございますけれども、そう

いった部分に関しましては部落の完全解放の運動に取り組み、差別撤廃の推進に関する団体の

事業に要する補助ということで１２０万円という部分でございます。 

 それから、人権政策の確立支援という部分でございますけれども、部落解放基本法の制定要

求が発端でありますけれども、そういった部分で人権差別がなくならないというような状況の

中での活動というようなところでの取り組みを進めているといった趣旨で交付をしているとこ

ろでございます。それから活動の内容でございますけれども、各種の研修会あるいは会合等へ

の出席といった部分に充てられているのが主な部分でございます。 

 犯罪被害者の支援センターの部分の負担金でございますけれども、認定のＮＰＯ法人長野犯

罪被害者支援センターの負担金でございまして、犯罪被害といった部分に関する相談の活動あ
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るいは裁判ですとか、検察庁といったところの直接的な支援活動を行っている団体というとこ

ろで、必要なときにご相談をするということで負担金を支出している状況でございます。 

１２番（大森君） 今説明もいただきましたけれども、人権政策確立支援、これについて人権政

策の基本制定の運動について支援するという、その費用だということだというふうに今お聞き

したわけですが、町はこの法律をつくるように目指しているということでいいのかどうか、こ

れがまず１点。 

 それから、犯罪被害者のこの支援についてですが、これは一般的な犯罪被害者で特に補償が

なくて国からも犯罪被害者を救援するいろんな施策が出てきているんですが、それとのかかわ

りなのかどうか、あるいは部落解放同盟長野県連との内容であるのかどうか、その辺について

どのような中身でしょうか。もう少し詳しく説明を求めます。 

企画政策課長（柳澤君） 人権政策の確立支援補助金という部分でございますけれども、まずは

人権が平等な社会をつくるという部分で、さまざまな活動をしていく政策に使うという部分の

助成をしているところでございます。 

 それから、犯罪被害者の支援という部分でございますけれども、内容的な部分に関しまして

は、相談の内容については長野の犯罪被害者の支援センターのほうでは、殺人であったり暴行

であったり傷害であったり、そういったさまざまな部分、また交通事故といったような相談の

内容が持ち上がっているところでございます。そういったところの中でまずはどのような対応

がよいのかといった電話相談活動を行ったり、面接の相談活動を行うというような状況でござ

います。それから直接的な支援ということで、例えば裁判所の関連の支援ですとか、検察庁の

関連の支援といった部分で活動をされているところでございます。 

議長（塚田君） 総括質疑の途中ですが、ここでテープ交換のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時４４分～再開 午後 ２時５４分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 最初に先ほどの１２番、大森議員の質問がありました。その中で答弁漏れがあったというこ

とであります。 

企画政策課長（柳澤君） 一つ落としてしまいまして申しわけありません。人権政策確立支援補

助金ということでございますが、法制定のためのご助成ということではなく、広く差別をなく

す人権政策を展開するための助成でございます。 

議長（塚田君） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて歳出の総括質疑を終結いたします。 

 本案につきましては、歳入及び歳出の款１議会費、款２総務費のうち項１総務管理費中、目

１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費を除く
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総務費、款３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費、款

４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費、款５労働費、

款６農林水産業費、款７商工費、款８土木費、款９消防費のうち項１消防費中、目４水防費、

款１２公債費、款１４予備費の各事項を総務産業常任委員会に審査を付託いたします。 

 次に、歳出の款２総務費のうち項１総務管理費中、目１１防犯対策費、目１２交通安全対策

費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費、款３民生費のうち項１社会福祉費中、目

５人権同和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、款４衛生費のうち項１保健衛生費中、目

９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛生費、款９消防費のうち項１消防費中、目

４水防費を除く消防費、款１０教育費の各事項を社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 日程第３「議案第３５号」から日程第８「議案第４０号」までの６議案、各特別会計決算案

につきましては、担当課長からの詳細説明は省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。 

 よって、担当課長からの詳細説明は省略することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「議案第３５号 平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

議長（塚田君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、総務産業常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「議案第３６号 平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

議長（塚田君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第５「議案第３７号 平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」 

議長（塚田君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、総務産業常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第３８号 平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

議長（塚田君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、総務産業常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第３９号 平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

議長（塚田君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８「議案第４０号 平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

議長（塚田君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） ただいま各常任委員会に審査を付託いたしました日程第２「議案第３４号」か
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ら日程第８「議案第４０号」までの７件については、次回の会議において審査結果の報告をお

願いいたします。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１３日から９月１９日までの７日間は委員会審査等のため休会といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。よって、明日１３日から９月１９日までの７日間は委員

会審査等のため休会とすることに決定いたしました。 

 次回は９月２０日、午前１０時から会議を開き、決算案の委員長報告、討論、条例案、補正

予算案等の審議を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ３時０２分） 
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９月２０日本会議再開（第５日目） 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   入 日 時 子 君 

２．欠席議員    なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 代 表 監 査 委 員  大 橋 房 夫 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開  議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 請願・陳情について 

第 ２ 議案第３４号 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ３ 議案第３５号 平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 ４ 議案第３６号 平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 ５ 議案第３７号 平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

第 ６ 議案第３８号 平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 ７ 議案第３９号 平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ８ 議案第４０号 平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第 ９ 議案第４１号 坂城町生活環境保全条例の一部を改正する条例について 

第１０ 議案第４２号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第６号）について 

第１１ 議案第４３号 平成２８年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第１２ 議案第４４号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第１３ 議案第４５号 平成２８年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）について 

第１４ 議案第４６号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

第１５ 議案第４７号 平成２８年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

第１６ 議案第４８号 平成２８年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

追加第 １ 議案第４９号 坂城町教育委員会委員の任命について 

追加第 ２ 議案第５０号 坂城町教育委員会委員の任命について 

追加第 ３ 議案第５１号 前田工業団地用地の取得及び処分について 

追加第 ４ 議案第５２号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第７号）について 

追加第 ５ 発委第 ４号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について 

追加第 ６ 発委第 ５号 国の責任による３５人学級推進と教育予算の増額を求める意見
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書について 

追加第 ７ 発委第 ６号 奨学金制度の充実等を求める意見書について 

追加第 ８ 閉会中の委員会継続審査申し出について 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「請願・陳情について」 

議長（塚田君） 所管の常任委員会に審査を付託いたしました請願及び陳情について、委員長か

ら審査結果の報告がなされております。 

 お手元に配付のとおりであります。 

「請願第３号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求めることについて」 

「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「請願第４号 国の責任による３５人学級推進と、教育予算の増額を求めることについて」 

「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「陳情第２号 奨学金制度の充実等を求める意見書の提出を求めることについて」 

「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 日程第２ 「議案第３４号」から日程第８「議案第４０号」までの平成２７年

度一般会計及び各特別会計決算認定案については、去る９月１２日の会議において各常任委員

会に審査を付託した案件であります。 

 その審査結果について各委員長から報告がなされております。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「議案第３４号 平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

議長（塚田君） 最初に総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（西沢さん） 総務産業常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る９月１２日の本会議において総務産業常任委員会に審査を付託されました議案第３４号
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「平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち、歳入及び歳出の款１議会費、款２総務

費のうち項１総務管理費中、目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、

項３戸籍住民基本台帳費を除く総務費、款３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推

進費、目６隣保館運営費、款４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処

理浄化槽設置費、款５労働費、款６農林水産業費、款７商工費、款８土木費、款９消防費のう

ち項１消防費中、目４水防費、款１２公債費、款１４予備費の各事項について、９月１３日、

１４日の２日間にわたり委員全員出席のもと委員会を開き、審査に当たっては町長、副町長の

出席を得て、説明員として総務課長、会計管理者、企画政策課長、産業振興課長、建設課長、

収納対策推進幹、まち創生推進室長、隣保館長、議会事務局長及び各担当係長の出席を求めて、

所管による関係資料を得る中で慎重かつ詳細に審査を実施いたしました。 

 以下、委員会において審査された概要についてご報告申し上げます。 

＜歳入＞ 

○ 法人倒産による不納欠損の状況は。 

△ 法人の解散や破産手続の廃止、また競売事件となり配当がなかったものを徴収不能と判断し

欠損処分した。金額の大きな３社の合計額が１，８１８万円である。 

○ 滞納整理機構へ移管したが徴収できず、不納欠損処分とした額の欠損額全体に対する割合は。

また、生活保護受給者への対応は。 

△ 滞納整理機構の徴収不能案件を３６５万円欠損処分した。全体額の約１０％である。生活保

護受給者については、担当課と連携し３年間の状況を確認する中で執行停止、不納欠損として

いる。 

○ 入湯税の納税者数は、前年度との比較は。 

△ ２３万５，４７５名で、前年度より４，４６９名減少している。 

○ 地方交付税が減少した要因は。また、収入が減少すれば交付税額が増加する仕組みであり、

増収の努力が報われないのではないか。 

△ 基準財政需要額の伸びに対し法人税を中心とした税収の増加による基準財政収入額の伸びが

上回ったため、交付額が前年より減少した。なお、基準財政収入額のうち税として算入される

のは標準的な税収の７５％で、残り２５％は増収努力を確保できるよう考慮されている。 

○ 商工施設使用料の減額補正の理由は。 

△ ヱヴァンゲリヲン特別展において、入館者数に比べ割り引きのある前売り券の販売や無料と

なる小学生以下の入館者が多かったためである。 

○ 県補助金、老人クラブ助成事業の補助基準は。 

△ 老人クラブ連合会の数と各単位クラブの構成人数により補助基準額が定められている。 

○ 雑入の収入未済額の内容と入居状況は。 
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△ Ｂ．Ｉプラザの共益費２社分である。２７年度当初１１室中７室、年度末は６室入居の状況

である。 

＜歳出＞ 

 （総務課） 

○ 職員厚生事業の職員健康管理補助金の内容は。また、今後の健康管理についての考えは。 

△ 職員のインフルエンザ予防接種に対する費用助成のほか、節目検診の補助である。今後につ

いては人間ドックや健康スクリーニングに対しての補助、奨励を行うとともに、メンタルヘル

ス研修や今年度から新たにストレスチェックを実施し、心、体ともに健康管理に取り組んでい

る。 

○ 顧問弁護士謝礼の内容は。 

△ 年額の委託料で、法律相談や契約等に対する助言をお願いしている。 

○ 滞納整理機構負担金の算出根拠は。また、２７年度移管分の強制徴収と自主納付の割合につ

いてと今後の考え方は。 

△ 基本額５万円、実績割は前々年度滞納整理機構が徴収した額の１０％、件数割り１件当たり

１０万４千円で１４９万３千円を負担したが、精算により４万１千円が返還された。また、徴

収金額２５７万円のうち強制徴収、自主納付はおよそ半分ずつである。今後も徴収困難な案件

については滞納整理機構と連携し取り組んでいきたい。 

○ たばこ税対策事業補助金の今後の考え方は。 

△ たばこ消費推進として始まった経過があるが、健康への影響が懸念される中、喫煙環境の整

備に対して補助をした。補助額は減少してきている。今後は必要に応じ検討していきたい。 

○ 県議会議員選挙一般経費の期日前立会人委託料の内容は。 

△ 期日前投票立会人をシルバー人材センターに委託したものである。 

○ ２７年度末起債残高は。また、そのうち利率の高いものについてと今後の見通しは。 

△ 起債残高は前年よりおよそ３５０万円増の６７億４，５００万円である。利率が高いものは

中学校建設にかかわるもので４．４％と４．３％があるが、２９年度、３０年度に償還が終了

する。最近の借入利率は低利で推移しており、元利償還金は圧縮されていくものと考えている。 

 （会計室） 

○ 指定金融機関検査をしている金融機関は。 

△ 指定金融機関の八十二銀行、指定代理金融機関のちくま農協、収納代理金融機関の長野県信

用組合、長野銀行、長野信用金庫、三井住友銀行について検査している。 

○ 派出業務手数料とは。 

△ 役場内の八十二銀行派出所業務への支払いである。 

○ 公金収納手数料の推移は。 
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△ ２４年度からコンビニ収納が開始され、コンビニ収納手数料については増加している。八十

二銀行での納付に伴う手数料については、コンビニ収納増加により若干減少している。 

 （企画政策課） 

○ 公有資産台帳整理の内容は。 

△ 国の要請により、公有財産台帳や各課で管理している施設台帳などのデータをまとめ、今回

初めて一括整備したものである。 

○ 財産に関する調べの中で、学校に関しての増減の内容は。 

△ 中学校北側に整備された駐車場５２７ｍ２で土地が増加し、南条小学校の建物では増が新校舎

で減が旧校舎である。 

○ 湯さん館入館者数と町民の利用を増やす取り組みは。また、マナーを守れない入館者への対

応は。 

△ 入館者数は２６万８，５８０人で、前年度より５，９７２人減である。町民の利用を増やす

ために入館料と食事をセットにしたり、ワンコインメニューの工夫、町民発表の場としての展

示やチラシについても検討したい。また、ふるさと納税の返礼品として設定できないか検討し

ていきたい。 

 マナー違反者には、その都度社員より繰り返しお願いをしている。また、対応について経営

会議でも検討をしていきたい。 

○ スマートコミュニティ構想の状況と最終目標は。 

△ ２３年度に策定した構想は、町全体でスマートコミュニティを目指すとし、具現化するに当

たりテクノさかき工業団地から取り組みを始めた。信州大学と連携し工業団地内でデマンド

メーター、スマートメーターを設置し、データを測定・分析した結果などから工業団地全体で

一括受電、ピークカット、ピークシフトなど一括制御ができないか、今年度国の補助事業を活

用し、民間事業者による事業化可能性調査に取り組んでいる。 

○ 太陽光設備設置の際の住民トラブルは。またＨＥＭＳ（ヘムス）とは。 

△ 太陽光設備の設置に対する住民トラブルは聞いていないが、空き地対策等環境保全対策の中

で対応していきたい。ＨＥＭＳはホーム・エネルギー・マネジメント・システムで、どのくら

いの電力が発電され、今どの部屋でどれだけ使われているかモニターに表示し見える化するも

ので、省エネ意識の高揚・節電につなげるものである。 

○ 地域づくり活動支援事業を実施していない区についての対応は。 

△ 区長会の中で事例発表や情報提供の機会を設けているほか、新区長に切りかわって初めて開

催される２月の区長会で、長野大学の教授による地域づくり勉強会を開催している。 

○ 電算費の中間サーバー利用負担金の内容は。 

△ 国で進める社会保障・税番号制度に伴い、他の行政機関との連携のため中間サーバーを設置、



 

－ 201 －  

利用するための負担金である。 

○ 部落差別が解消されたとして、国・県の補助金がなくなってきた今、今後の部落解放同盟へ

の補助金を廃止する考えは。 

△ さまざまな差別の解消を目指して実施ている事業への補助であり、一概にここで削減・廃止

とは進められないと考えている。 

○ さかきワイナリー形成事業の作業員賃金が２５、２６年度に比べ３分の２ほどに減っている

理由は。 

△ ２７年度も大きく作業が減っているわけではないが、試験圃場については町が行っている

５年間の実証試験の中での管理ということから、担い手に賃金を支払って作業をしてもらって

いるという状況であった。担い手の都合がつかず、足りない部分はシルバー人材センターに委

託した。 

 （産業振興課） 

○ 更埴地域勤労者共済会補助金と坂城勤労者総合福祉センター管理委託費のすみ分けと事業内

容は。また、共済会の会員の推移は。 

△ 更埴地域勤労者共済会補助金は坂城町、千曲市の組織市町で負担しており、死亡弔慰金や出

生祝い金などの共済給付事業や、びんぐし湯さん館などの施設利用補助など健康の維持・増進

にかかる事業等を行っている。 

 坂城町勤労者総合福祉センター管理委託費は施設の管理運営費であり、各種講座やトレーニ

ングルーム等の施設にかかわる管理を行っている。会員数は２７年度末３，８８６名、前年よ

り３１名増、そのうち坂城町の会員は２，５２６名で、前年より５６名増である。事業所数は

４１７件、うち坂城町は１８９件で前年度より４件の増である。 

○ テクノハート坂城協同組合の会員企業数と運営資金及び活動内容は。 

△ 会員企業は８０社、町補助金と各企業からの賦課金で運営している。人材確保事業で合同企

業説明会の開催や大学内での説明会に参加している。そのほか現在協定を結んでいる大学の学

生を対象に、町内企業見学会やインターンシップ等の計画・実施をしている。また、販路開拓

として機械技術要素展やそのほかの展示会の出展支援も行っている。 

○ 耕作放棄地対策の見通しは。 

△ 地区担当の農業委員とも相談し、貸借のあっせんに努めている。 

○ 農地中間管理機構について、町の集約状況は。 

△ 借り手が１２名、貸し手が２名登録されている。貸す農地については農振農用地であり、借

り手のめどがある程度ある場合に限られるなど条件が厳しく、登録が増えていない状況である。 

○ 中山間地域直接支払事業と多面的機能支払交付金事業の違いは。 

△ 中山間地域直接支払事業は、急勾配等の地形条件が厳しいところを面積に応じて支援し、農
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業生産活動を行ってもらうもので、個人に半分、地域に半分交付される。多面的機能支払交付

金事業は地域の共同活動に係る支援を行うため活動組織に交付し、地域全体をよくしていこう

とする事業である。 

○ 青年就農給付金の状況及び受給者の経営は。 

△ 継続７名、新規１名の計８名に交付した。品種の更新、改植、標高差を利用した品目の構成、

複合経営などおおむね経営状況は順調である。 

○ 農地活性化奨励金とは。 

△ 農業経営体の農地集積による規模拡大、体質強化の支援が目的。２７年度は果樹農家１名も

対象となった。 

○ さかき地場産直売所あいさいの経営改善と今後の方向性は。 

△ 賃金や農産物の品ぞろえ、周年供給のための計画生産、計画出荷など組織体制の見直しを含

め、組合長を初めとする役員会で協議・検討している。また、今後について道の駅は基準的に

難しく、規模を考えると法人化を検討する段階である。売り場や食堂の拡張など発展性を検討

したい。 

○ 農業振興地域で農用地区域からの除外した件数は。 

△ 御所沢で住宅拡張のためと新地で住宅新築のための２件あった。 

○ 松くい虫による枯損木の処理状況は。 

△ 枯損木は松くい虫がおらず補助対象にならないため、道路の通行などに危険性がある場所は

処理している。伐倒薫蒸処理した被害木は一定期間をおかないと町外への持ち出しができない。 

○ プレミアム商品券の経済効果は。 

△ 商品券の利用総額は１億４５８万７千円で一般分７，６５０セットを完売した。業種別では

飲食料品店、自動車関連、家電販売が多く、ガソリンスタンド、理美容院、コンビニ等でも利

用され活性化につながった。 

○ 信越観光圏負担金の事業内容と費用対効果及び今後について。 

△ 北信地域の栄村を除く１６市町村と２１事業所で構成、圏域のホームページやパンフレット

の作成、高速乗り放題バスの設定などイベントを実施し、広域で他市町村と連携する中で町の

誘客につなげている。発足以来一定の役割を果たしてきたが、北信濃観光連盟と構成市町村が

重なるので、２８年度をもって信越観光圏は終了し、北信濃観光連盟で活動していく。 

 （建設課） 

○ 町単補助事業で申請のない区の状況と全体の申請箇所数は。 

△ 申請のない区が３区、別の事業に移行した区が２区となっている。当初申請数は２４区で

１２９カ所である。 

○ 交通安全施設整備事業のグリーンベルト施工の状況は。 
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△ 坂小の周囲、南条の旧道、坂城駅前、しなの鉄道の線路沿い、坂高下、産業道路の旧三井造

園付近のグリーンベルトを施工した。今後もＰＴＡと協力しながら進めたいと考えている。 

○ 除雪作業委託業務の内訳と除雪状況は。 

△ 循環路線バス等の主要道路３９路線で町内建設業者４社、千曲市の業者１社と契約し、除雪

作業及び融雪剤散布の委託をした。１２月から３月までの間におおむね２１日出動し、積雪の

状況にもよるが、夜から降り始めた場合、住民の出勤に支障がないよう、朝６時ごろには除雪

が完了するよう作業を開始している。 

○ 道路新設改良費の効果促進事業の内訳と申請方法は。 

△ テクノさかき駅前の防犯灯１７基と区より申請の１３基を設置した。区より申請があれば場

所や年度の問題はあるが、おおむね設置できる。 

○ 谷川を含めた１級河川のしゅんせつについて県への要望は。 

△ 毎年、千曲建設事務所との懇談会等で現地確認して要望している。 

○ 住宅リフォーム補助の状況と今後は。 

△ ２５年度から３年間実施し、事業費総額で約１億８千万円の経済効果があった。今後は定住

人口を増やす観点から、空き家を利用した住宅リフォームへの補助を推進したい。 

○ 公園管理費、施設改修工事請負費の内訳と屋外ステージの今後の計画は。 

△ びんぐしの里屋外ステージ改修、管理センター下水道接続工事及びエアコン改修等である。

また今後は屋外ステージの床塗装、ステージの屋根、バックヤードトイレ、控室の設置を予定

している。 

○ ２７年度実施の国土調査坂城４区の状況は。 

△ 昨年８月に地元説明会を開催し、１０月に立会いをした。今年度中に閲覧を行い、国へ認証

請求を上げる予定である。現在の進捗率は６２．３％である。 

○ 水防訓練用材料の内訳と区への対応は。 

△ 土のう袋や土のうを水防倉庫や区に配布した。各区で行う防災訓練等の際に土のう袋や砂な

どを用意するので、土のうづくりの訓練を体験し、区に土のうを備えていただきたいと考えて

いる。 

 （議会事務局） 

○ 議員年金受給者数と今後の見通しは。 

△ 退職年金１７名、遺族年金９名である。議員年金制度廃止による特例が終了し、２８年度か

ら年金給付のみとなるため、給付負担金は徐々に減少していく見込みである。 

○ 議場の演壇周辺の段差について改修は。 

△ ２６年度にも一部改修している。予算措置が必要となるので検討したい。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３４号「平成２７年度坂
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城町一般会計歳入歳出決算」のうち総務産業常任委員会に審査を付託されました各事項につい

て、全員の賛成をもって原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて質疑を終結いたします。 

 次に、社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（吉川さん） 社会文教任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る９月１２日の本会議において社会文教常任委員会に審査を付託されました議案第３４号

「平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち歳出の款２総務費のうち項１総務管理費

中、目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費、

款３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、

款４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛生

費、款９消防費のうち項１消防費中、目４水防費を除く消防費、款１０教育費の各事項につい

て、９月１３日、１４日の２日間にわたり委員全員の出席のもと委員会を開き、審査に当たっ

ては町長、副町長及び教育長の出席を得て、説明員として住民環境課長、福祉健康課長、教育

文化課長、公民館長、図書館長、食育・学校給食センター所長、文化財センター所長、子育て

推進室長、各保育園長、ふれあいセンター所長、子育て支援センター所長及び各担当係長の出

席を求めて、所管による関係資料を得る中で慎重かつ詳細に審査を実施いたしました。 

 以下、委員会において審査された概要についてご報告を申し上げます。 

＜歳出＞ 

 （住民環境課） 

○ 防犯灯の内訳及びＬＥＤ化の実績は。また、町内の防犯カメラ設置の状況は。 

△ 平成２７年度末現在、町内の防犯灯は１，５７３灯あり、町管理が６８８灯、区管理が

８８５灯である。うちＬＥＤ灯は９２灯あり、普及率は５．８％である。防犯カメラの設置箇

所はテクノさかき駅、１６９系を含む坂城駅、鉄の展示館である。 

○ 平成２７年度から東信交通災害共済から東北信交通災害共済になった。増減数、加入率及び

大人と子供の割合は。 

△ 前年比２５９人増加している。加入者は一般６，９５０人、中学生以下９６９人の合計

７，９１９人である。加入率は５３．１％である。 

○ 消費生活に関する相談とレンタルオーナー（太陽光発電）に対する相談状況は。 

△ 平成２７年度の消費生活に関する相談は、町に直接あったものは６件である。消費生活セン
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ターへは町内から８４件の相談があった。内容は訪問販売、通信販売、有料サイト、電話での

勧誘販売等である。太陽光についての相談は町にもなく、警察及び消費生活センターへの相談

もない。 

○ マイナンバーカードの交付件数及び交付率は。また、通知カードの返戻数及び拒否件数は。 

△ 平成２８年８月３１日現在でのマイナンバーカードの交付件数は７３６件で、交付率は

４．８％である。通知カードの返戻数は２１件で、そのうち受け取りを拒否しているのが３件

ある。 

○ 井戸の水質調査で不適合となった箇所は。 

△ 不適合となった井戸は３カ所で、金井区、込山区、御所沢区のそれぞれの区内にある井戸で

ある。 

○ 葛尾組合が行う可燃ごみの組成分析の中で紙類が多かった。紙類を減らすための取り組みや

ＰＲはどのように行っているのか。 

△ 平成２５年度から紙容器包装と雑紙を統合し紙類として分別を簡略化した。現在、町内全

２７区を対象にごみ減量化・資源化懇談会において、再度分別方法や生ごみの堆肥化等の再資

源化をお願いしている。また、昨年度末にごみの排出量の多い事業所に対し、ごみの分別や再

資源化のお願いを行った。 

○ サンデーリサイクルの利用状況は。 

△ 平成２６年度より月２回と回収日を増やした。それを受けて缶・ビン・ペットボトル・プラ

容器包装・紙類・雑誌・チラシは回収量が増加している。布類については横ばいとなっている。 

○ 長野広域連合負担金は。今後の施設建設に伴い増額されるのか。 

△ 施設建設の進捗状況により建設費の変動がある。負担額のピークとしては平成３４年から

４４年が見込まれる。 

○ ピークのころの負担額は。 

△ 建設費のみの負担額は今年度は９２２万円だが、ピーク時には１億１千万円が見込まれる。 

○ 消防団員への支援策は。 

△ 県で平成２８年１月より信州消防団員応援ショップ事業が開始された。店舗ごとにサービス

内容を定めており、８月末で県内１，０９０件登録されている。町内は長野信用金庫坂城支店、

八十二銀行坂城支店、山岸燃料、びんぐし湯さん館の４店舗が登録されている。 

○ 火災や救急の同時出動ができるよう坂城消防署の人員を増やしていく計画があるが、その時

期は。 

△ 平成３１年度をめどに進めている。 

 （福祉健康課） 

○ 登録の２２３人の独居老人は、夫婦いずれかが施設入所になり事実上独居となっている人も



 

－ 206 －  

入っているのか。 

△ 実際に在宅で生活しているひとり暮らしの人数で、事実上の独居の方も含まれている。 

○ 社会福祉協議会の会員になっていない人への対応はどのように行っているのか。 

△ 加入率は６４％で、年々減少傾向となっている。あくまで加入は任意であるが、社協は各区

と協力しながら加入に努めている。 

○ 結婚相談３２件とあるが、２７年度の内容と実績は。 

△ 出会いパーティーのイベントを４回開催し、千曲市社協と共催が３回、町社協単独で１回開

催した。また、コミュニケーションのとり方の講座を１回開催した。成婚実績は３組である。 

○ 外出支援サービスの実績と新規登録者は。 

△ 社協登録者３７名。昨年より６名増である。述べ７７名、１７０回のサービス利用をしてい

る。 

○ 更埴地区老人大学の入学者数の推移は。 

△ 昨年度は千曲市と合わせて６６名が入学し、坂城町の方は１８名入学している。入学人数は

微減傾向である。 

○ ふれあいセンターの温泉の利用状況は。 

△ ２７年度２４１日開館し利用者が７，３３８名、そのうちお風呂は４，１９０名が利用して

いる。また、入浴料免除の利用者数は１，５５４名で、利用者の約４割となっている。 

○ 福祉タクシー委託事業で１，５９６回利用があるが、１人当たり最大どれくらい利用がある

か。 

△ １４８人にタクシー利用券を交付し、９６人が１回以上使用した。交付した４８枚全部を使

用した方は１０名である。 

○ 福祉施設自主製品販路拡大等事業補助金８０万円、障害福祉サービス事業立上補助金４０万

円の内容は。 

△ 福祉施設自主製品販路拡大等事業補助金は、けやき横丁で障がい者施設でつくっている自主

製品等を販売している風ととくべえを支援している。障害福祉サービス事業立上補助金は、田

町のＮＰＯ法人未来スペースに補助を行った。 

○ 手話奉仕員養成講座負担金の内容は。 

△ 千曲市と共同で実施した講座である。受講者は２１名であり修了された方は１３名で、その

うち当町からは４名受講して全員修了した。 

○ 訪問員が独居老人宅を訪問する際のルールづけは。そしてあんしん電話で緊急を要したケー

スは。また、防災デジタル無線との関連は。 

△ 改めてルールづけは行っていないが、訪問員の活動として独居老人の生活状況を日ごろから

見守っている。緊急のケースは１件あった。また、防災デジタル無線の整備とは別で事業を進
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めていく。 

○ 訪問理美容サービスの利用券の発行件数は。また、そのうち利用者数は。 

△ 利用券を発行したのは寝たきり高齢者４１名、重度障がい者２名の計４３名で、そのうち実

際に利用された方は２２名であった。 

○ 保育の広域入所の状況は。 

△ 他市町村から町が受託しているのは９名で、町から他市町村に委託しているのは１４名であ

る。 

○ 一時保育の利用状況は。 

△ 一時保育を利用される理由として就労や求職活動中、出産、介護、リフレッシュなどであり、

平成２７年度は３園合わせて延べ１，４０２人利用している。 

○ 子育て支援センターでの年間３４５件の相談のうち高校生以上の相談件数は。 

△ ４３件である。 

○ 精神保健福祉事業について、こころのリハビリ教室の実人数は。 

△ こころのリハビリ教室は２４回実施しており、実人数は６人、延べ人数は８８人である。こ

ころの健康相談は年３回実施しており、実人数は４人、延べ７人である。 

○ 予防接種を行っているはしかは、大人になると重度になるが、各予防接種の履歴は管理でき

ているのか。 

△ 現在、法定の予防接種については管理ができている。３０代以降の接種履歴については必要

に応じて母子手帳で確認を行っている。 

○ 結核検診だが、対象が１３２人増え、受診者は減っている。結核レントゲンを受けられない

人に対してはフォローしているのか。 

△ ９月末以降で今年度２回目の検診を行うので、未受診者全員に受診のご案内を行っている。 

○ 節目検診のクーポンで受診した人数と受診率は。 

△ 節目検診のクーポン券利用の受診対象者は、国の要綱改正に伴い対象者が大幅に減少してい

る。町保健センターでは全ての該当者にクーポン券配布を行っている。乳房検診は対象者

５３３人中８７人が受診、受診率は１６．３％。子宮頸がん検診は４６４人中の５７人が受診

し、受診率は１２．３％であった。 

○ 未受診者には再度勧奨しているか。 

△ 未受診者にはクーポン検診者も含めて再度勧奨を行っている。 

○ 地区健康づくり講座は昨年度実施しているか。 

△ 平成２６年度、２７年度はメタボリックシンドローム、がんなどについて説明を行い、各年

度全区において実施をした。 

○ 健康増進のための歯周病検診だが、対象者７９４人に対し受診率が１４．８％である。口腔
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外科は内臓まで影響していると言われるが、受診率が悪いが対応は。 

△ 受診率は平成２６年度より２７年度のほうが上がっている。町で行っている検診よりも直接

歯医者に行っている方が多いと思われる。未受診者については今後も勧奨していきたい。 

 （教育文化課） 

○ 小学６年生まで児童館の利用が可能になったが、状況は。 

△ ４年から６年生の登録者数は、２７年度は３館で７名、２８年度は８名である。 

○ 南条児童館は新たに建設予定だが、坂城・村上児童館においても年数がたっている。今後の

対応として坂城・村上児童館の今後の計画は。 

△ 修繕・建てかえを含め、今後実施計画等の中で検討していく。 

○ 学力向上事業でＮＲＴは小学校２年以上、体力テストは小学校４年以上で行われているが、

他市町村との比較など状況は。 

△ ＮＲＴは民間事業者が行っているテストであり、多くの市町村が実施しており、全国平均等

数値で示されている。科目でそれぞればらつきはあるが、ほぼ同じレベルである。 

○ 私立幼稚園補助事業について、坂城幼稚園は子供の減少に伴い平成２８年度入園児が定員割

れしている。運営費等補助の内容は。 

△ 運営費として、児童１人に対し月３千円、給食費として児童１人に対し月１，２５０円補助

している。また、平成２４年に購入した土地代の利子分を補助している。 

○ 坂城幼稚園の予算書や決算報告等の把握は。また決算状況は。 

△ 決算報告は受けており、参考にさせていただいている。２７年度の決算から運営も良好であ

ると考えている。 

○ 大峰教室と自立支援事業について、平成２７年度通っていた児童生徒の数は。また学年は。

そしてその後教室への復帰は。 

△ 小学校６年１名、中学校２年１名の計２名で、１名は卒業し１名はまだ現状のままである。 

○ フレンドリールームに通っている生徒の数は。 

△ ４名である。 

○ 特別支援学級の人数は。また加配の状況は。 

△ 平成２７年５月現在で特別支援学級に通っている児童は南条小学校１１名、坂城小学校

１４名、村上小学校９名、坂城中学校１４名という状況である。職員数については南条小学校

２名、坂城小学校３名、村上小学校２名、坂城中学校３名である。 

○ 各学校の不登校児童数は。 

△ 国では３０日以上欠席を不登校としているが、平成２７年度の３０日以上の欠席者は南条小

学校２名、坂城中学校１２名である。 

○ いじめの実態は把握しているか。 
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△ 平成２７年度に学校で認知した件数は南条小学校１件、坂城小学校で５件、坂城中学校４件

と報告を受けている。 

○ 温暖化が進んで、学校においても気温に対する配慮が必要だが、将来的にはエアコンが必要

ではないかと考えるが、今後の状況は。 

△ エアコンについては坂城中学校の特別教室から設置を進めている。平成２７年度は音楽室、

平成２８年度は図書室に設置した。来年度以降も計画的に進めていきたいと考えている。 

○ 各校における図書館について、平均読書冊数はどのくらいか。また本に親しむという取り組

みは。 

△ １人当たり年間で南条小学校８０冊、坂城小学校８７冊、村上小学校１４２冊、坂城中学校

１１冊である。各校読書の時間をとっている。なお、中学校については町立図書館の利用も多

いので少なくなっていると考えている。 

○ 中学に行くと部活、受験があるから仕方がないが、専門書等で読書の姿勢を身につけてほし

いが何か対策をしているか。 

△ 中学校司書もタイムリーな本や専門書を工夫して紹介するなど対応している。図書館とも連

携する中で読書への取り組みを行っていきたい。 

○ 生涯学習推進協議会は、どんな構成で何回開催しているのか。 

△ 委員の任期は２年であり、男性４名、女性５名の計９名で構成されている。年に５回開催さ

れ、ふれあい大学の講座などを協議している。案についてはふれあい大学講座参加者のアン

ケート結果を参考にし、町民の意見も反映できるよう努めている。 

○ 分館等施設整備事業補助金について、平成２７年度に採択された３分館の選定はどのように

されたのか。 

△ 平成２６年度に各分館に対し要望調査を行い選定した。 

○ 平成２７年度の田町分館については、建物が老朽化しているにもかかわらず小規模な改修に

対しての補助であるが、新築や改築の要望はなかったのか。 

△ 地域において話はされているようであるが、正式な要望はない。今回は当面必要な部分での

要望であった。 

○ 図書館について、小布施町図書館は年間に１４万人ほどの利用者があるようだが、参考にす

るところはあるか。 

△ 電子タブレットの導入など参考にしてきた。図書館は読みたい本があるかどうかが重要と考

え、書籍の選定及び図書購入費の増額などにより書籍の充実を図っている。 

○ ふるさと歴史館の来場者を増やすための方策は。 

△ 集客力のアップを課題とし、常設展示以外のスペースを活用した展示や催し物などの実施を

検討していく。 
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○ 埋蔵文化財の発掘調査事業について、試掘調査及び立会い調査とあるが、内容は。 

△ 一定規模以上の開発に伴う試掘調査は３件あり、南条小学校建設工事、個人宅などであった。

立会い調査は２７件あり、砂利採取事業に伴うものなどであった。 

○ 民具など町民から収集しているが、公開の検討は。 

△ 民具は現在約１，３００点をＢ．Ｉプラザの一室やその他の施設で所蔵している。町民から

いただいた民具は清掃し、状態を確認している。体験してもらうなどの活用方法など場所も含

めて検討したい。 

○ 給食への異物混入などの事例は。 

△ 現在までにはない。 

○ 食器の耐用年数は。 

△ 種類によっても異なるが、おおむね５年である。 

○ 食器の更新の計画は。 

△ 平成２８年度４００枚を更新したが、耐用年数や個々の損傷の度合いも考慮する中で計画的

に更新していきたい。 

○ 地元食材の比率は。 

△ 野菜の仕入れは長野県産が３６．８％、そのうち坂城町産が１７．７％である。 

○ アレルギー児童生徒及びエピペン所有児童生徒の状況は。 

△ アレルギー食物がある児童生徒は坂城小学校７名、南条小学校２５名、村上小学校１８名、

坂城中学校４２名、計９２名である。エピペン所有児童生徒は坂城小学校１名、坂城中学校

１名である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３４号「平成２７年度坂

城町一般会計歳入歳出決算」のうち、社会文教常任委員会に審査を付託されました各事項につ

いて、全員の賛成をもって原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で、社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

２番（塩野入君） 議案第３４号「平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」
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賛成の立場から討論をいたします。 

 平成２７年度は人口減少が国家的な課題となる中、それぞれの地方自治体において人口ビ

ジョンやまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、自主性・独自性を生かしつつ人口減少の

克服と新たな地域の活性化に向けた地方創生の礎を築いた年度でもあります。 

 本町でも坂城町人口ビジョンにおいて２０４０年に人口１万３千人、２０６０年に人口１万

２千人の維持を目指すとし、その実現に向け、坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略には雇

用の確保と就業機会の拡大、出産と子育て支援、流出の抑制と流入の増加、安心して快適に暮

らせる地域づくりといった多角的な観点での目標が掲げられました。坂城町第５次長期総合計

画後期基本計画とも相まって町民、企業、行政が一体で目標の実現に向けての取り組みを進め

られるよう期待するところであります。 

 さて、坂城町の平成２７年度一般会計歳入歳出決算は、２６年度から継続事業として取り組

んだ南条小学校建設という大型事業を実施したことで歳入は７８億７千万円、歳出も７７億

９千万円と近年では大変大きな決算額となったわけであります。 

 まず、歳入のうち自主財源の根幹をなす町税については、入湯税を除く全ての税目で増収と

なり、前年度に対しおよそ１億６千万円増の２８億５千万円と、リーマンショック前の水準に

近づく決算額となりました。特に町民税は個人、法人とも堅調な推移を見せ、徐々にではあり

ますが、景気の回復が地方にも波及してきていることを実感するところであります。中でも法

人町民税は１億３千万円近い増と、２６年度に引き続き右肩上がりの急速な回復を見せており、

町内企業各社のご努力に敬意と感謝を申し上げますとともに、一層の増収・増益がなされるよ

う大きな期待を寄せるところでもあります。 

 一方、収入未済額については、現年度分の徴収率が全ての税目で前年度を上回るなどのご努

力をいただき、不納欠損による整理もあって全体で３，７００万円近く減少しましたが、引き

続き財源の確保や負担の公平といった観点から地方税滞納整理機構などとも積極的に連携し、

改善に努めていただくよう要望するところであります。 

 地方交付税については、自主財源となる町税収入が昨年、一昨年と大幅に増加したことで、

行政経費を賄う基準財政収入額が増額となり、前年度に対し９．１％の減額となったわけであ

りますが、地方の現状は少子高齢化や人口減少に直面し、今後新たな地方を創生すべく、より

細かな行政サービスの提供が求められており、多くの財源を必要とする状況であります。地方

交付税は本来地方固有の財源として保障されるものですので、その安定確保については国・県

等関係団体に対し強く働きかけをお願いする次第であります。 

 国庫支出金及び県支出金については、各年度の実施事業により金額が変わってくるもので、

県支出金においては大雪による農業被害のあった一昨年に比べ減額となっていますが、国庫支

出金については南条小学校建設に１億８，７００万円の補助金が交付されるなど大幅な増額と
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なっており、各事業における補助金の有効活用と一般財源の抑制が図られたこととがうかがえ

ます。 

 繰入金については、南条小学校の建設に対し文教施設整備基金を大きく取り崩したほか、公

園整備など目的に応じた特定目的基金からの繰り入れにより、最終的には財政調整基金や減債

基金の繰り入れはなかったわけでありますが、基金全体の残高が減少した中、今後もさまざま

な財政需要が予想されますので、一層の計画的かつ的確な基金運用をお願いする次第でありま

す。 

 次に歳出でありますが、まずは２カ年にわたっての施工となった南条小学校の全面改築が本

年３月に無事竣工しました。２７年度は１３億２千万円、２６年度と合わせますと１８億

２，４００万円を投じての大事業でありました。また、３小学校の体育館についてもつり天井

の落下防止工事により、安心・安全な拠点施設の実現に向け対策を講じられたことは高く評価

をするところであります。 

 町内基盤の整備や長寿命化に向けては、昭和橋の改修を国の大規模修繕事業に移行し事業の

進捗を図ったほか、Ａ０１号線道路改良事業の継続実施、道路ストック総点検に基づく国の交

付金を活用しての鼠橋通りなどの道路舗装の修繕等、交通網の整備に加え循環バスの更新など、

誰にも優しいバリアフリーのまちづくりも進め、町民生活に密接にかかわる基盤の整備向上に

努められました。町民の悲願でもある国道バイパスの鼠橋以北の延伸に向けても本格的に用地

買収が進む中、一層の基盤整備の推進を図っていただきたいと思います。 

 産業振興の面では、山村町政の柱の一つでもあるワイナリー形成事業において、試験圃場で

栽培されたワイン用ブドウで初めての試験醸造がなされ、試作ではありますが、いよいよ坂城

産ワインが産声を上げたわけであります。その高い潜在力と千曲川ワインバレー特区とも連携

しての一層の発展に期待をするところであります。また、国の地方消費喚起・生活支援型交付

金を活用してのプレミアム付商品券の販売は、地域の経済にも大きな波及効果があったものと

感じているところであります。 

 観光面においても、昨年秋に鉄の展示館で開催された特別展「ヱヴァンゲリヲンと日本刀

展」には４９日間で１万３千人を超える方が訪れ、中心市街地の活性化にも寄与するイベント

でありました。 

 子育て分野では、保育料体系を９段階から１６段階に改め、所得に応じたきめ細やかな配慮

をされたことや、子供の通院に対する福祉医療費を中学生まで拡大するなど、子育て世代への

負担軽減を積極的に進められました。 

 教育分野においても教育・心理カウンセラーの新たな配置や、学習習慣形成支援員の増員な

どサポート体制の充実を図るとともに、小学校への外国語指導講師の増員などグローバル化を

見据え、次代を担う子供たちの育成に力を注がれたことは評価をするところであります。 
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 このほかにも地方創生先行型交付金を活用しての事業展開など、財源の確保にも留意を図り

つつ、多様化するニーズに対応した事業展開がなされたものと考えています。さまざまな事業

に取り組まれる中、当町の財政力指数は０．６５８と上昇し、県内順位では６番目、町村では

３番目と引き続き上位に位置しています。また、財政健全化法に基づく実質公債費比率や将来

負担比率などの健全化判断指標についても、健全な状況で推移しているとの報告があったとこ

ろでありますが、今後においても起債残高等に留意するとともに、より一層の健全化に向けた

取り組みをお願いする次第であります。 

 今後も時代の変化と多様化するニーズに的確に対応し、地域の活力と暮らしの豊かさを創生

する町を目指して前進されることをご期待申し上げ、私は議案第３４号「平成２７年度坂城町

一般会計歳入歳出決算の認定について」賛成いたします。 

議長（塚田君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

９番（塩入君） 私は議案第３４号「平成２７年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」賛成の立場から討論いたします。 

 ２７年度一般会計の当初予算は、町長・町議選を控え骨格予算でスタートしました。町長選

では無投票となり、第２期山村町政がスタートをしました。２７年度決算状況について一般会

計歳入総額は７８億６，９３６万５，５９６円で、前年度比９億７，３３８万７，７０２円増

で、１４．１％増となりました。歳出総額は７７億９，２６８万８，３６７円で、前年度比

９億７，９７１万３，８００円増で、１４．４％増となりました。 

 歳入についてですが、町民税は個人・法人ともにプラスに推移し、法人町民税は日銀の異次

元緩和政策により町内の輸出関連企業が恩恵を受け、前年対比２３．３％増で６億

７，５３８万４千円となりました。個人・法人町民税合わせてプラス１億５，１７７万３千円

で、１２．２％増となりました。町税については入湯税が若干減少していますが、滞納繰越分

の減少に向け、町職員の努力もあり、全体として徴収率が上がり、調定額に対し１億

５，９５２万５千円増で、前年度比５．９％増になりました。 

 地方交付税は、自主財源である町税収入が増加したことで普通交付税額が減額となり、交付

税全体では前年度比マイナス９．１％で１億１，８００万円減となりました。財政力指数は単

年度では０．６９０ポイントで、３年平均では０．６５８、前年度と同じく全県では６位、町

村では軽井沢町、南相木村に次いで３位となりました。引き続き財政の健全化に取り組んでい

く必要があります。公債費比率は前年度比０．６ポイント減少しました。将来にわたり負担を

負うものであり、引き続き財政規模に見合った運営が必要です。 

 次に歳出ですが、子育て支援について、国の子ども・子育て関連３法の改正により、子ど
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も・子育て支援新制度がスタートしました。これに伴い保育料を９段階から１６段階に細分化

し、子育て世代の経済的負担の軽減を図りました。新制度になって職員の仕事量の増加や未満

児の増加などがあり、職員の勤務体制や配置について検討が必要です。障がい児対応の加配が

通年対応となりました。子供の医療費の無料化について中学生は入院のみであったが、通院も

拡大されました。また、３児童館において小学校６年生まで受け入れを拡大し、補助員の増員

を図りました。子育て支援センターでは、家庭児童相談員と臨床心理士が子育てなどの相談に

応じるほか各保育園を巡回し、保護者や保育士の子育てなどの相談にも応じています。 

 次に福祉・医療・健康について、町民の健康寿命を堅持するため予防医療を強化し、健康増

進事業における各種検診においても受診率向上を図っていただきたいと思います。国保の特定

健診が職員の努力により受診率が５３％と前進しました。病気の早期発見、早期治療を促すた

め人間ドックや健康診断などの受診料の助成金の増額を望むものです。 

 環境エネルギーについて、坂城スマートタウン構想に基づきテクノさかき工業団地のスマー

ト化に向けた事業を推進し、スマートエネルギー設備導入助成金については、新たに家庭用蓄

電池システムも補助対象になり、補助金交付件数は２７件になりました。 

 産業振興関係について、ヱヴァンゲリヲン展が鉄の展示館で開催され、全国から１万

３，０７８名の来館者があり、人気アニメと現代日本刀剣製作者とのコラボレーションやメー

ン作品を手がけた宮入刀匠を初め日本刀の町坂城のアピールができました。 

 住宅リフォーム助成金は４９９万円の予算で５１件の申請があり、２０社が施工し、

６，２００万円の経済効果がありました。平成２８年度は予算化されませんでしたが、一般住

宅の経済効果も大きいので、来年度の実施を求めます。 

 ワイナリー形成事業については、ワインブドウ産地化拡大を進めるとしながらも補助金が

１３万５千円ではおぼつきません。財政的にも情報収集にも力を入れていくべきだと思います。 

 建設関係について、町単補助事業について各区から申請のある町単工事について、地域住民

の安心・安全と防災の観点からも平成２２年、２３年から継続している工事は、早く完成させ

るため事業費の増額が必要と考えます。町道の舗装改修が遅々として進んでいません。特に坂

城地区は下水道工事以後一度も改修が行われていません。年次計画を立て、実施すべきと考え

ます。 

 教育関係について、南条小学校建設について３月までに竣工、地域の避難所となる３小学校

の体育館のつり天井の改修が行われ、３小学校の耐震整備が完了しました。小・中学校の教育

相談のため教育・心理カウンセラーを設置、また学習支援員を増員しサポート体制が図られま

した。 

 人権同和事業について、部落解放同盟坂城町協議会の補助金１２０万円はやめるべきです。

また、人権政策確立支援３０万円について部落解放基本法の制定要求が発端であったと総括質
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疑で答弁しています。結局は解放同盟に１５０万円が交付されていることになります。既に特

別法が終了し、国や県でも終結しています。自治体が特定の団体に補助金を出すべきではなく、

公平・公正施策の執行に人権を守る上でもやめるべきだと考えます。 

 次に松枯れ対策について、枯損木の処理について山腹での薫蒸処理をしていますが、最近の

大雨などで全国で土砂災害が発生しており、十分な対応が必要です。ネオニコチノイド系農薬

の空中散布について、ＥＵではミツバチの異常の原因である可能性があるとしてネオニコチノ

イド系農薬３種類の使用を禁止しています。中止するよう求めます。 

 次に職員の研修・健康について、職員の研修について議会側が行う先進自治体の視察などに

職員も同行し政策能力向上を図っていただきたい。職員の健康が心配されます。全職員の人間

ドック、健康スクリーニングなどの受診勧奨を行っていただき、精神的ストレスについてもサ

ポートが必要です。 

 財政調整基金について、財政調整基金が決算年度末で約２５億円となっています。基金の一

部を町民生活支援や町道の改修などに利用していただきたいと思います。また、文教施設等整

備基金は南条小学校建設で取り崩しています。公共施設等総合管理計画策定が今検討されてい

ますが、文教施設基金への積み増しが必要と考えます。 

 以上、前進面を評価し、問題点を指摘し、議案第３４号「平成２７年度坂城町一般会計歳入

歳出決算の認定について」賛成討論とします。 

議長（塚田君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（塚田君） 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 審議の途中ですが、ここでテープ交換のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時１０分～再開 午前１１時２１分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 会議に入る前に、１４番 入日時子さんから早退の届け出がなされており、これを許可して

あります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第３「議案第３５号 平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

議長（塚田君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（西沢さん） 去る９月１２日の本会議において総務産業常任委員会に審査

を付託されました議案第３５号「平成２７年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認

定について」９月１４日の委員会において、説明員として企画政策課長、まち創生推進室長、

担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

○ 使用料と手数料の滞納の状況とその対策については。 

△ 使用料の現年分滞納額は２８万５，４００円で、２９名。滞納繰越分は１１３万

１，５５０円で３６名。最も古いものは平成１８年度の１万６，８００円である。手数料は

１件につき２千円で５名が滞納している。現年分については企画政策課内で班編制をして臨戸

徴収をしている。過年度分については班で対応のほか、収納推進係とも連携して取り組んでい

る。 

○ 有線施設移転工事等の内容は。また町防災行政無線への移行を考慮しているか。 

△ 主に加入や廃止に伴う工事や電柱移転、撤去、新設、建てかえ工事である。根元の腐食等危

険性の高いもの以外については、できるだけもたせる工夫をしている。 

○ 設備基金を防災行政無線の事業にどのように充当するか。 

△ 現行の有線放送の更新という考え方の中で充てていく予定である。必要であれば設備基金条

例の改正を検討したい。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３５号「平成２７年度坂

城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成により原案のとおり認定

することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「議案第３６号 平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

議長（塚田君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（吉川さん） 去る９月１２日の本会議において、社会文教常任委員会に審

査を付託されました議案第３６号「平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について」９月１３日の委員会において、説明員として福祉健康課長、収納対策推進幹、



 

－ 217 －  

担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

＜歳入＞ 

○ 収入未済の内容とそのうちの滞納最高額は。 

△ 一般医療分現年度分で１０３人５５３件、支援金分は同数、介護分は７２人４０５件、一般

医療滞納繰越分は２３７人４，２３０件である。支援金分は１７０人２，５１７件、介護分は

１４５名２，７２３件である。退職医療現年度分は５人２１件、支援金・介護分は同数、退職

医療滞納繰越は２３名４３０件、支援金は１８人２５５件、介護分は２２人３８０件である。

平成２７年度現年度分滞納最高金額は４３万２，２００円、滞納繰越分では３８８万

９，０３２円であった。 

○ 収入未済の中で７割・５割・２割の軽減対象の滞納者数は。 

△ 滞納者は１０６名おり、そのうち７割軽減世帯で３４名、５割軽減世帯で１４名、２割軽減

世帯で９名、合計５７名が軽減世帯となっている。 

＜歳出＞ 

○ 保険税軽減にかかわる町からの支出は。 

△ 軽減分については県から４分の３、町から４分の１の負担割合で補塡している。町の一般会

計から９５４万３，５９３円を繰り出して補塡している。 

○ 平成２７年度１人当たり国保医療費推移は。 

△ 平成２７年度速報値での１人当たり医療費は３９万３，８１７円となっており、県内で高い

ほうから８位である。平成２６年度は３６万９９円で１１位であった。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３６号「平成２７年度坂

城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」賛成多数により原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず原案に反対の方の発言を許します。 

９番（塩入君） 議案第３６号「平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について」反対の立場から討論を行います。 

 ２７年度の歳入決算額は１９億１，９７６万６，７２４円、歳出決算額は１９億
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１，６３３万５，１６４円で、歳入歳出残高は３４３万１，５６２円です。国保の加入世帯数

は２，１９８世帯で、全世帯の３６．１％に当たります。 

 ２７年度の国保の滞納額は、現年度分８８６万５，７９９円、滞納繰越分が６，８８２万

７，９１２円で、合わせて７，７６９万３，７１１円になります。前年度より１，２７５万

４千円と大幅な減少となりました。町職員の皆さんの努力の結果だと思います。しかし、滞納

している世帯数は過年度繰越分は２４２世帯、現年度分は１０６世帯、うち２７年度新たに滞

納になった世帯が１５世帯です。前年度より増えています。アベノミクスで格差が拡大し、貧

困家庭が増加しています。その上、年金が下がり医療・介護などの負担が重くのしかかってい

ます。 

 国保加入者は年金生活者など低所得者が多く加入しています。年収状況を見ると、年収

３３万未満が２４．２％、４分の１を占め、３３万以上で１００万円以下の人が２２．６％、

１００万円以下の人が約５０％を占めているわけです。滞納する世帯には払いたくても払えな

い現実があります。これを自己責任と考えるか、それとも社会的責任と考えるか。私は社会的

責任だと思います。それは憲法第２５条で全ての国民の健康と生きる権利を保障しています。

この精神で国民皆保険制度がつくられ、全ての国民に保険証が発行され、命と健康が守られて

いるのです。しかし、滞納すれば発行されません。全国では１５０万人以上います。坂城町で

言えば、窓口で全額負担しなければならない資格証明書は４世帯、短期証は６カ月が２世帯、

３カ月が７世帯、１カ月が５２世帯、未交付で窓口預かりが４世帯で、合わせて６５世帯がペ

ナルティーを受けています。窓口で全額を支払わなくてはならない資格証明書の発行や未交付

はやめるべきです。医者にかかりづらくなり、重症化します。医療費が増え、国保税が上がる

という悪循環を招きます。私はこのようなペナルティーをなくし、払いたくても払えない国保

税を安くするために次のことを提案します。 

 第１に、年々増加している医療費を抑制するために、予防医療を強化することです。坂城町

の国保加入者の１人当たりの医療費が３９万３，８１７円で、昨年度より３万３，９４７円増

え、全県で８番目に高いです。後期高齢者は１人当たり９４万８，７２８円で、昨年よりも

１万３，４９４円も増加しています。特定健診の受診率が初めて５３％になりました。保健セ

ンターの皆さんの努力によるものです。今後６５％を目指して引き続き努力していただきたい。 

 第２に、国保税の負担を軽減させるために、一般会計から繰り入れをすることです。県内で

も繰り入れている自治体は幾つもあります。 

 第３に、国は国民健康保険制度を始めるときは４５％の補助金を出していました。今は大幅

に減らしています。４５％まで戻すように町としても国へ働きかけていただきたい。国民の命

と健康を守る、国民皆保険制度をいつまでも守り続けるために。 

 以上、前進面を評価し問題点を指摘しまして、議案第３６号「平成２７年度坂城町国民健康
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保険特別会計歳入歳出決算の認定について」の反対討論とします。 

議長（塚田君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

６番（滝沢君） 私は、議案第３６号「平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について」賛成の立場から討論させていただきます。 

 国民健康保険は、地域住民である加入者が安心して医療を受けられる支えとして、ますます

その役割の重要性が増す一方、高齢社会の進行や医療の高度化などによる医療費の高騰など事

業の運営は年々厳しさを増しており、いかに健全な財政運営の確保に努めていくかが今後の重

要な課題であると考えます。また、昨今の社会経済状況の変動による収納環境の悪化や医療制

度改正による財源構成の変化に加え、各制度への拠出負担金の増加も国保財政を圧迫する要因

となっております。 

 このような状況の中、歳入の柱である国保税の徴収に際しても急激な経済状況の変動により

厳しい状況が続いていますが、個別相談や納税相談、夜間臨戸徴収等、年間を通じての滞納整

理により、昨年度と比較して改善するなど、税収の確保には常に大変なご苦労をいただいてい

るところであります。 

 一方、歳出は、保険給付費の支払額全体で１２億３，０３３万円と前年より５．３％増加す

るなど、増加の傾向は依然として続いております。このように増え続ける医療費の抑制と医療

給付の適正化に向けた取り組みとして実施されている特定健診、特定保健指導による疾病の重

度化の未然予防や健康づくりの推進、またジェネリック医薬品の普及啓発、差額通知の実施な

ど中長期的な医療費の抑制に対する事業を展開されており、健全な制度運営に向けた取り組み

が図られているものと思うわけであります。 

 県と市町村が共同で国民健康保険を運営する改正国保法が成立し、財政運営の責任主体が県

となることで、３０年以降についての医療費の支払いなどに関しては安定的な運営が見込まれ

るところではありますが、引き続き被保険者の負担の公平を図る観点から、国保税の適正徴収

を一層図られるとともに、被保険者の健康事業の推進と医療費の抑制におきましても、さらな

る取り組みをお願いいたしまして、議案第３６号「平成２７年度坂城町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定について」私の賛成討論といたします。 

議長（塚田君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（進行の声あり） 

議長（塚田君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

議長（塚田君） 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５「議案第３７号 平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」 

議長（塚田君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（西沢さん） 去る９月１２日の本会議において総務産業常任委員会に審査

を付託されました議案第３７号「平成２７年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」９月１４日の委員会において、説明員として企画政策課長、

隣保館長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

○ 滞納状況と滞納者への対応は。 

△ 滞納額は２，７１３万円で、６名９件分である。電話や相談等を行っているが、なかなか進

んでいない状況である。 

○ 今後特別会計は廃止となるのか。 

△ ２９年度に長期債の返済は終了するが、その前に特別会計の廃止や一般会計への移行など検

討が必要と考えている。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３７号「平成２７年度坂

城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成によ

り原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第３８号 平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

議長（塚田君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（西沢さん） 下水道事業特別会計の審査報告を申し上げます。 

 去る９月１２日の本会議において総務産業常任委員会に審査を付託されました議案第３８号

「平成２７年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」９月１４日の委員会

において、説明員として建設課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 
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○ 下水道負担金使用料の滞納額解消に向けての取り組みは。 

△ 滞納者は町税も滞納している場合が多いため、収納推進係と連携し徴収している。 

○ 下水道使用料の滞納繰越分の不納欠損の状況は。 

△ 対象は１件で、国外へ出国し所在不明のため不納欠損とした。 

○ 前納報奨金の利用率は。 

△ ２７年度の対象者は７７名、そのうち一括払いによる利用者は５３名で６８．８％の利用率

である。 

○ 上水道と下水道で使用量が連動しているが、漏水の場合の下水道使用量の算出については。 

△ 上水道で漏水が認められた漏水量を下水道使用量から控除するが、下水道へ流入していない

かどうか漏水箇所を確認し、過去６期分の平均値との差を控除し還付している。 

○ 公債費で起債状況の残高、最高額のピークは。 

△ 起債残高のピークは平成２５年度の５５億円で、徐々に減少し５３億円となっている。地方

債の元利償還金は今後増えていき、平成３５年にピークで４億２，７００万円となる。 

○ 借り入れの一番高い金利は。また、安い金利への借りかえの計画は。 

△ 一番高い金利は４．７５％、借りかえは財政係と相談し対応可能なものは借りかえをしてい

きたい。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３８号「平成２７年度坂

城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成により原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第３９号 平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

議長（塚田君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（吉川さん） 介護保険特別会計の審査報告を申し上げます。 

 去る９月１２日の本会議において社会文教常任委員会に審査を付託されました議案第３９号

「平成２７年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」９月１３日の委員会に

おいて、説明員として福祉健康課長、収納対策推進幹、担当係長の出席を求め、慎重に審査を

実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

 ＜歳入＞ 
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○ 介護保険料普通徴収分の平成２７年現年度分の収入未済額と人数及び件数は。また滞納繰越

分についてはどうか。 

△ 現年度分収入未済額は１５８万３，２００円で、人数は４６名、件数は２８３件である。滞

納繰越分収入未済額は９５２万８，８３２円、人数は８８名、件数は１，９７２件である。 

 ＜歳出＞ 

○ 平成２７年度の要介護認定者数６９２名中、施設入所者の人数は。 

△ 平成２８年３月末時点で介護老人福祉施設が９９名、介護老人保健施設が４７名、介護療養

型医療施設が７名、計１５３名である。 

○ 平成２７年度の要介護認定者６９２名中、サービス利用実績のない被保険者の人数は。 

△ 平成２８年３月の月にサービス利用がなかった人数は１１０名である。 

○ サービス利用実績のない被保険者のいる理由は。 

△ 要介護等の認定を受けた方が入院等をされた場合、医療保険と介護保険の重複利用ができな

いため、介護サービスがされていないことによるものである。 

○ 医療費の最高額は。また健康表彰は何件あったか。 

△ １レセプト当たり５０７万２，３６０円が最高である。健康表彰は３件あった。 

○ 保健指導では状況によっては医療機関への受診勧奨を行っていると思うが、その後の受診状

況の確認や結果などについて把握しているか。 

△ 保健指導ではメタボや食生活指導などを行っている。また必要に応じ医療機関等への受診勧

奨を行い、その後の確認も行っている。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３９号「平成２７年度坂

城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成により原案のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８「議案第４０号 平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

議長（塚田君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（吉川さん） 去る９月１２日の本会議において社会文教常任委員会に審査

を付託されました議案第４０号「平成２７年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」９月１３日の委員会において、説明員として福祉健康課長、担当係長の出席を

求め、慎重に審査を実施いたしました。 
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 以下その概要についてご報告申し上げます。 

＜歳入＞ 

○ 保険料不納欠損の内容は。 

△ 対象１名、３期分である。被保険者本人死亡時点で未納あり。本人に財産なく、相続人全員

から相続放棄申述受理証明書が提出されたため、滞納処分を停止し不納欠損処理したものであ

る。 

○ 保険料滞納７万６，７００円の内訳は。 

△ 平成２６年度分で１名、８期分である。 

＜歳出＞ 

○ 平成２７年度の１人当たり医療費の金額と県内での順位は。 

△ １人当たり医療費は９４万８，７２８円で、順位は医療費の高いほうから３番目である。 

○ 調剤について、後発医薬品の普及啓発や重複服薬への対策は。 

△ 同効能で安価な後発医薬品への薬剤師等の専門家の助言を得ながら、例えば介護サービス利

用者宅へホームヘルパーが訪問する際に、服薬状況について確認するなどの連携が進められれ

ばと考えている。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第４０号「平成２７年度坂

城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成により原案のとおり認

定することに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（塚田君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 

 審議の途中ですが、ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５５分～再開 午後 １時３０） 

議長（塚田君） 再開いたします。ただいまお手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま提出された議案を日程に追加したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９「議案第４１号 坂城町生活環境保全条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第１０「議案第４２号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第６号）について」 

議長（塚田君） これより質疑に入ります。 

２番（塩野入君） まず５ページでありますが、款１７繰入金、項２基金繰入金、目１基金繰入

金の００１財政調整基金１億６，３２１万３千円、及び００２減債基金５千万円、これ繰り戻

しされていますが、それぞれ現在の基金残高をまずお聞きをいたします。 

 ６ページ、款２０及び項１町債、目９臨時財政対策債、これも起債残高をお聞きをいたしま

す。 

 そして１６ページ、款８土木費、項２道路橋梁費、目４橋梁新設改良費について、これ産経

大橋の組み替えのようでありますが、詳細調査・設計委託が２００万円が工事費に移っていま

すが、その理由をお聞きをいたします。またこの委託料、当初予算で２，６５０万円が６月の

３号補正で４，１５０万円が増額補正がされて、また今回２００万円が今度は減額補正という

ふうになりますが、その経過をお聞きをいたします。 

 それから１９ページ、款１０教育費、項２小学校費、目１小学校総務費、節１５工事請負費

について、これ招集挨拶の中で村上小学校体育館天井の異音対策の改修工事であることがわか

りました。いつごろからどのような日程で、どんな改修工事を行おうとしているのかお聞きを

いたします。 

 もう一つ２１ページ、款１０教育費、項４社会教育費、目６文化センター管理費について、

これも招集挨拶で図書館南側の土地１，９１９ｍ２を購入する目的で、当面駐車場に使うため

の整備費用ということがわかりました。あそこにはレストランの建物もありますが、地形的に

はどんな形のものの土地でしょうか。去年も土地を購入しているんですが、その土地につなが

るのかどうか、その辺をお聞きをいたします。 

財政係長（伊達君） 歳入のうち款１７繰入金、項２基金繰入金、目１基金繰入金の財政調整基

金、それと減債基金の関係でございますけれども、現在高というお尋ねでございます。今回お

願いをしてございます補正予算（第６号）を踏まえての残高ということでございますけれども、

財政調整基金につきましては２３億６，３００万、減債基金につきましては７億１，７００万

円という状況でございます。 

 また、款２０の町債の関係でございますけれども、そのうち項１町債、目９臨時財政対策債

でございます。こちらの残高でございますけれども、平成２７年度末現在の残高３７億

８，５００万円という状況でございます。 

建設課長（宮嶋君） １６ページ、目４橋梁新設改良費でございますが、ご質問をいただきまし

た委託料につきましては、当初予算において昭和橋の設計監理委託料としなの鉄道上にかかり

ます跨線橋２橋と町内３３橋の橋梁点検の予算を計上し、交付金の申請をしておりましたが、

国の交付金が申請した額を超えた配当となったことから、６月補正において予定を前倒しし高
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速道にかかる跨道橋４橋を除いた残りの橋梁点検を実施するため、４，０５０万円の増額補正

をさせていただいたものであります。 

 このたびの補正につきましては、当初より計画しておりました産経大橋の橋梁修繕工事の人

件費や諸経費等が今年度より大幅に値上がりしたことから、委託料より工事請負費に組み替え

をお願いするものでございます。 

教育文化課長（宮下君） １９ページ、款１０教育費、項２小学校費、目１小学校総務費、

１５工事請負費でございますが、村上小学校体育館の改修工事の工法でございますけれども、

体育館の天井の既存の骨組みに固定金具を直接取りつけ、軽量で特定天井に該当しないグラス

ウールマット板を天井に固定をするものであります。このグラスウールマット板は高い吸音性

能と断熱性能を兼ね備えておりますので、屋根面の異音の消音と体育館内の音響効果を補うこ

ととともに加熱・断熱効果も期待できるということであります。工事の日程でございますけれ

ども、工期がおおむね１カ月ということでありますので、本議会でお認めいただき次第速やか

に学校と調整を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして２１ページ、目６文化センター管理費の１９負担金補助及び交付金の工事等負担

金でございます。図書館南側の土地１，９１９ｍ２につきましては、土地開発公社に先行取得

をお願いし、現在駐車場の造成工事を行っているところであります。地形的にはどんな形の土

地かというご質問でありますけれども、図書館の南側入り口の町道を挟みまして、休業してい

るレストランの裏から図書館から社会福祉協議会方面へ向かう町道の間になります。南北に約

２７ｍ、東西に約６９ｍの長方形の土地で、駐車スペースは７１台を予定しております。昨年

度購入し駐車場となっている土地と今回購入し整備を行っている土地の間でありますけれども、

ブドウ園が１枚ございますので、直接はつながらない状況となっております。 

２番（塩野入君） 財調は５月の２号補正、そして６月の３号補正、４号補正と、これ目まぐる

しく繰り入れされて、もちろん他に充当財源がないということでしょうけれども、今回の繰り

戻しは主に普通交付税と前年度繰越金の影響でしょうかどうか、その辺どんな感じか、ほかに

何か理由があるのかどうか、その辺をお聞きをいたします。 

 それから減債基金、今回５千万全て繰り戻しでありますが、その繰り戻しの内容をお聞きを

いたします。 

 それから臨財債でありますが、当初予算で２億円が盛られて、今回１，０１５万６千円が計

上されていますが、その内容をお聞きをいたします。これは２００１年度から創設された地方

債で、これ３カ年ずつ臨時措置が延長されて２０１６年までということになっておりますが、

これからも３年間という間隔でこのまま継続されるんでしょうか、その辺もお聞きをいたしま

す。 

 それから道路新設改良費につきましては、これ２７年度決算でも詳細調査・設計委託として



 

－ 226 －  

６２７万４，８００円が使われていますが、これ２カ年にわたりますので、その辺の内容をど

うなっているかをお聞きをしたいと思います。 

 昭和橋としな鉄の関係で今回の経過もあるということですが、これ継続事業で実施している

昭和橋ですね、これ９月１日から来年３月までの長期間通行どめということであるんですが、

これ間際になって有線放送を流したりですね、９月号の「広報さかき」で知らせているんです

が、もう９月号の「広報さかき」が来る前に、もう１日から通行どめということでありますか

ら、町民へのお知らせが大変遅過ぎると思うんですね。もっと早くできなかったんですか、そ

の辺のあたり何かありますでしょうか、お聞きをしたいと思います。 

 昭和橋は継続事業で、当初予算に計上されているにもかかわらず、この９月、もう半年近く

になる今これから工事着工というふうになっているんですが、これ何か国庫補助か起債の手続

の影響かどうか、その原因をお聞きいたしたいと思います。 

 村上小学校体育館天井の工事、１カ月ということでありますから、ただこれから秋に向かっ

て結構外よりも室内運動が高まると思うんですね。学校行事あるいは社会開放、工事による体

育館利用の制限や変更、早目に詰めておく必要があると思うんですが、短い期間ですが、その

点はどうでしょうか、お聞きをいたします。 

 それから、図書館南側の土地につきまして、これ土地開発公社絡みの土地購入になるようで

すが、土地取得に向けてはどのようにこれから進めていくのか。それから当面は駐車場の整備

だということで、７１台ということであります。これが整地されますと全体ではどのくらいの

駐車規模になるのかどうかをお聞きをします。また、これは文化ゾーンエリアとして結構土地

もいろいろ広く、今、とりあえず駐車場ということですけれども、やっぱりこの一帯のですね、

文化構想というものもこれから進めていく必要があると思うんですが、その辺のお考えもお聞

きをいたしたいと思います。以上であります。 

財政係長（伊達君） 今回、財政調整基金への繰り入れの減額につきましては、ご質問にござい

ましたとおり、地方交付税、前年度繰越金また臨時財政対策債といった一般財源の歳入が見込

めますことから、各事業への財源充当後の余剰分について繰り戻しをいたしたいということで

ございます。減債基金につきましては、全体的な財源のバランスを考慮する中で、当初公債費

の充当財源として見込んでございましたけれども、今回一般財源に余剰が出てまいりましたの

で、今後の有利な繰り上げ償還等ある場合に備えて繰り入れの減額をしたものでございます。 

 臨時財政対策債の関係でございますけれども、臨時財政対策債につきましては特定の事業に

対して発行する地方債ということではなく、一般財源でございます普通交付税の不足分の振り

かえ財源として措置されることから、普通交付税の交付決定に伴い当該年度の発行可能額が算

定される仕組みになっております。今年度につきましては２億１，０１５万６千円の算定がな

されたということでございますので、既決予算２億円との差額１，０１５万６千円について、
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今補正予算において増額のお願いをするものでございます。 

 また、臨時財政対策債、今後の継続の見通しということでございますけれども、現在のとこ

ろ国のほうから特段の通知等は来ておらないという状況でございます。今後、国において作成

されます来年度の地方財政計画の中で議論されるものと思われますので、そうした動向につい

て注視をしてまいりたいと考えているところでございます。 

建設課長（宮嶋君） 平成２７年度の橋梁新設改良費委託料の内訳でございますが、産経大橋の

橋梁詳細調査及び設計委託と、昭和橋の積算及び施工管理業務委託という内容でございます。

産経大橋修繕工事につきましては、２７年度において詳細調査及び設計を完了しまして、本年

度発注するといった内容になります。本年度については昭和橋の設計監理委託料と橋梁点検と

いう内容でございます。 

 続きまして、昭和橋の橋梁長寿命化修繕工事でございますが、昭和橋は千曲川河川事務所に

占用許可をいただいている橋であるため、工事期間については１１月から３月の間の渇水期に

実施することが原則となっておりますが、本年度、千曲川河川事務所と協議を行う中で、本年

度につきましては９月１日より全面通行どめにて工事を施工することとなり、現在施工してい

るところでございます。 

 「広報さかき」によるお知らせにつきましては、９月号でのお知らせとなり少しおくれぎみ

となってしまいましたが、これにつきましては橋梁修繕工事に伴い関係機関との打ち合わせ、

また専門的な工事となるため、請負業者が決定された後、工事着手前の測量の実施、専門の下

請業者の確保や工期設定に伴う打ち合わせなどに大変時間を要したことから、広報の掲載締め

切りに間に合わずおくれてしまいましたが、８月中旬からはホームページ上で工事のお知らせ

をし、有線放送では８月２２日からお知らせしたところでございます。また、昭和橋の右岸側

及び左岸側や坂城駅には早目に工事による通行どめの看板を設置し、通常利用する皆様にお知

らせしたり、近接する関係区の皆様には区長さんを通じまして、昭和橋の通行どめについて回

覧をしていただき、お知らせをしたところでございます。 

 なお、今回９月１日より１２月２８日までの間に昨年に引き続き国道側から８レーン目、

９レーン目及び左岸側のゲルバーガーター橋の修繕工事に着手し完了をさせたいと考えており

ます。その後、ゲルバーガーター橋の欄干の部分の塗装工事等をする予定でございますが、

１月４日からは車両通行どめとしまして、歩行者及び自転車等は通行可能にして工事を実施し

たいと考えております。 

教育文化課長（宮下君） ご質問のとおり体育館を使用する学校行事などもあり、体育館を使用

する頻度も多くなります。なるべく影響のない時期を学校と詰めまして、使用団体にもご理解

をいただくよう早目に周知を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、今後の土地取得へ向けてどのように進めていくのかというご質問でございます
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けれども、今回の土地の取得につきましては、所有者からの買い取り申し出により土地開発公

社に先行取得をお願いし、取得をしたところでございます。例えば周辺地域で土地の買い取り

申し出等があった際には、土地開発公社に先行取得をお願いしていくのかも含めまして、買取

申出土地取得審議委員会で協議・検討をしてまいりたいと考えております。 

 駐車規模はというご質問ですが、今回の駐車場は７１台分の駐車スペースを計画しておりま

すので、文化センター第２駐車場の３３台、また昨年整備しました駐車場の６７台と合わせま

して、駐車スペースは１７１台となるところでございます。ご質問のとおり、当該地区は社会

教育施設やスポーツ施設などの教育文化施設と社会福祉協議会などの福祉関係施設の集積地域

ゾーンとなっております。今後これらの施設の整備・更新等を含め、町全体の公共施設の総合

的なあり方を勘案して行く中で検討を進めていかなければと考えておるところでございます。 

１０番（山﨑君） １４ページ、款６農林水産業費、下の林業総務費の中の補正額の財源内訳の

中に森林推進支援金事業として３８万１千円となっております。昨年度２７年度、私もこの間

説明してもらった中では、県のほうから１１１万９千円ですかね、入っております。本年度は

この補助金はこれで全てでしょうか。また、今後その補助金を活用するような要求はされます

か。そしてこの補助金は今回どこに使われますか。以上、１回目です。 

産業振興課長（山崎君） 森林づくり推進支援金事業３８万１千円についてご答弁申し上げます。 

 これにつきましては、６月補正におきまして８３万円の補正をお願いしてございまして、合

計今年度１２１万１千円が、これは県の森林づくり県民税の原資でございますけれども、

１２１万１千円が県の補助金としてまいっております。これにつきまして今回でございますが、

１３００３間伐推進委託８万８千円、これにつきましては、小学校等で県産材を利用してマイ

箸あるいはトーテンポール等の台をつくるものでございますけれども、その委託に８万８千円。

それとその次の１９０４２間伐対策事業補助金１５万円でございますけれども、間伐搬出、下

草刈り、枝打ち等への間伐へのかさ上げ補助でございます。これにつきまして１５万円でござ

います。 

１０番（山﨑君） これは昨年２７年度のときの決算の総括のときにも質問いたしました。町で

はほぼ３８０万円という金額が森林税として入っている。でもって４割も使われていないとい

う話が出ております。今年は若干去年よりも多いわけですけれども、今後はそのような部分で

今年度中には何かそういう要求ということは考えていませんか。 

産業振興課長（山崎君） この補助金でございますけれども、町といたしましても県のほうに増

額の要望をしております。今年度につきましては、この３８万１千円で最終と判断しておりま

すけれども、引き続き要望についてはしてまいりたいと、そのように考えております。 

議長（塚田君） よろしいでしょうか。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１「議案第４３号 平成２８年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第１号）

について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２「議案第４４号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３「議案第４５号 平成２８年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４「議案第４６号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５「議案第４７号 平成２８年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６「議案第４８号 平成２８年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 次に、追加議案の審議に入ります。 

 追加日程第１「議案第４９号 坂城町教育委員会委員の任命について」から追加日程第

７「発委第６号 奨学金制度の充実等を求める意見書について」までの７件を一括議題とし議

決の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塚田君） 朗読が終わりました。 

 最初に提案理由の説明を求めます。 
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町長（山村君） では、私からは議案第４９号から５２号までご説明申し上げます。 

 まず、議案第４９号「坂城町教育委員会委員の任命について」ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、９月３０日をもって竹内正美委員の任期が満了となりますが、引き続

き識見高く、広く教育活動を実践されている同氏を再任いたしたく、議会の同意をお願いする

ものでございます。なお、任期は平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日までの４年

間でございます。 

 次に、議案第５０号「坂城町教育委員会委員の任命について」ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、平成１６年１０月１日就任以来、３期１２年にわたり町の教育行政に

ご尽力いただきました教育委員長職務代理者の青木典子氏が、このたび任期満了に伴い退職さ

れることになりました。今日までのご労苦に対し心から感謝申し上げる次第でございます。 

 その後任といたしまして、教育に熱意を持ち、教育活動を実践され現役の子育て世代として

子育てに励まれている三井有奈氏を教育委員に任命いたしたく、議会の同意をお願いするもの

でございます。なお、任期は平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日までの４年間で

ございます。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案議案第５１号「前田工業団地用地の取得及び処分について」ご説明申し上

げます。 

 本案は、坂城町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定に基づき、前田工業団地用地７，２５４．４１ｍ２の取得及び企業への分譲についてご審議

いただくものでございます。 

 内容といたしましては、町内で操業しておりますミヤリサン製薬株式会社から、事業拡大に

伴い前田工業団地用地の取得の申し出があったことから、坂城町土地開発公社が所有している

前田工業団地用地を取得し、同社へ売却するものでございます。 

 最後に、議案第５２号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第７号）について」ご説明

申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８万８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を６２億１７６万６千円といたすものでございます。 

 歳出の主なものでございますが、国際産業研究推進協議会で新たな市場開拓を見据えて行う

ミャンマー、ベトナム方面への視察研修に参加するための負担金として、議会一般経費に

１６万８千円、商工企画一般経費に４２万円を、また東日本大震災の支援など親しく交流を続

けております福島県葛尾村で１０月に開催されます復興応援イベント「ふたばワールド

２０１６ｉｎかつらお」に町の特産品等の販売やＰＲのため、坂城ライオンズクラブが主体と

なり参加することから、出店補助として３０万円を観光一般経費に計上するもので、いずれも

事業に係る調整等が完了したことにより補正予算をお願いするものであります。 



 

－ 231 －  

 なお、歳入につきましては、全額財政調整基金からの繰入金を計上いたしたものでございま

す。以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（塚田君） 次に、趣旨説明を求めます。 

８番（吉川さん） 私からは、発委第４号から第６号の３件につきまして、一括して趣旨説明を

行います。 

 最初に、発委第４号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について」意見書の朗

読をもって、趣旨説明にかえさせていただきます。 

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等と

その水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきた。 

 しかし、昭和６０年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象項目を外

し、一般財源化してきた。また、平成１８年に「三位一体改革」の議論の中で、義務教育費国

庫負担制度は堅持したものの、費用の負担割合については２分の１から３分の１に引き下げら

れ、地方財政を圧迫する状況が続いている。今のままでは財政規模の小さな県や市町村では十

分な教育条件整備ができず、教育の地方格差の拡大が懸念される事態になっている。 

 平成２９年度予算編成においては、義務教育の水準の維持向上と機会均等、地方財政の安定

を図るため、次の事項を実現するよう強く要望する。 

記 

１ 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅

持し、負担率を２分の１に復元すること。 

 次に、発委第５号「国の責任による３５人学級推進と教育予算の増額を求める意見書につい

て」意見書の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 平成２３年国会において、小学校１年生に３５人学級を導入することが全会一致で法律（義

務教育標準法改正）に盛り込まれ、附則で小学校２年生以降中学校３年生まで順次改正するこ

ととし、政府は財源確保に努めると定められた。しかし、平成２４年度は小学校２年生を

３５人学級としたものの法改正は行われず、その後、平成２５年度、平成２６年度、平成

２７年度と３５人学級拡大の動きは進まなかった。平成２８年度予算編成において、文部科学

省は、３５人学級を求める国民の強い声に反して、３５人学級推進の予算要求さえしない状況

であった。 

 長野県では平成２５年度に３５人学級を中学校３年生まで拡大し、これで小中学校全学年に

おいて３５人学級となった。しかし、義務標準法の裏付けがないため、財政的負担は大きく、

小学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時

的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されている。 

 いじめや不登校、生徒指導上の様々な問題などの多様化する学校現場に対処し、教員が一人
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ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業やきめ細やかな対応を可能にするためには、少

人数学級は欠かせない。このために厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、

国の責任において早期に３５人学級を実現する必要がある。 

 また、長野県では少子化が進むなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学

級を解消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童・生徒数が少

ない市町村においてもゆきとどいた教育を実現するため、国の責任において複式学級を解消す

るよう学級定員を引き下げることが重要である。 

 豊かな教育を進めるため、以下の点を強く要請する。 

記 

１ 国の責任において計画的に３５人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員

定数改善計画を策定し、実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。 

２ 国の複式学級の学級定員を引き下げること。 

 続いて、発委第６号「奨学金制度の充実等を求める意見書について」意見書の朗読をもって

趣旨説明にかえさせていただきます。 

 我が国では、１９９８年以降下がり続ける保護者の賃金収入と、相反して上がり続ける大学

の学費により、学生は奨学金を借りなければ大学に通うことが困難になっている。奨学金制度

を運営する「独立行政法人日本学生支援機構」によれば、２０１４年度実績では１３５万人

（無利子奨学金４７万人、有利子奨学金８８万人）が同機構の奨学金を利用しており、これは、

全国の大学生のほぼ２人に１人にあたる。 

 他方で、大学卒業後には３人に１人の学生が非正規雇用となっており、２０１５年４月には、

返還猶予期間が５年から１０年に延長されたものの、奨学金を借りた８人に１人が返済の滞納

や猶予の状態にあるとされている。 

 こうした実態は、学ぶ意欲と能力を持った貧困世帯の子どもが、高等教育を受けることによ

り総体的に高い職業能力を身につけたとしても、貧困から脱することができない状況を生む可

能性を示唆している。 

 こうした現状を鑑み、学生が奨学金返済により生活困窮に陥ることがないよう、下記の通り、

対象者への制度の周知ならびに、無利子奨学金や給付型奨学金の導入など、奨学金制度の充

実・改善に取り組むよう強く要請する。 

記 

１．奨学金返済により生活困窮に陥ることがないよう、高等学校において、生徒に対する奨学

金制度の周知・広報を徹底すること。 

２．教育の機会均等を保障する観点から、大学などの高等教育を対象とした「無利子奨学金」

や「給付型奨学金」を導入すること。 
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 以上、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたし

ます。 

議長（塚田君） 提案理由の説明及び趣旨説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時１６分～再開 午後 ２時２６分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

◎追加日程第１「議案第４９号 坂城町教育委員会委員の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２「議案第５０号 坂城町教育委員会委員の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第３「議案第５１号 前田工業団地用地の取得及び処分について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第４「議案第５２号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第７号）について」 

議長（塚田君） これより質疑に入ります。 

１２番（大森君） ページ４ページの款７商工費、項１商工費の商工企画費のところですが、説

明の１９０４５海外視察研修参加負担金と、金額的にはそれほどでもないかなというふうには

思うんですが、これについてどのぐらいの規模と日数について、あるいはあと視察する工業団

地といいますか、いろいろなところだと思うんですが、どのような予定になっているんでしょ

うか。 

産業振興課長（山崎君） 質問にお答えします。規模でございますけれども、募集人員につきま

しては１５名を予定してございまして、日程につきましては４泊５日を予定しております。視

察先でございますけれども、個々の企業先につきましては調整中でございますけれども、ジェ

トロの視察、進出日系企業の訪問ということで企業が４社、ジェトロが１カ所の予定でござい

ます。 

１２番（大森君） １５人という研修ということで行くわけですけれども、この内訳、町あるい

は企業等その他どのような方々でしょうか。 

産業振興課長（山崎君） ご質問にお答えいたします。募集につきましては、これから募集をか

けるところでございますけれども、町内の企業さん、金融機関、議会、町という形で１５人程

度を予定しているところでございます。（１２番「答弁漏れだけど、町はどのぐらいでしょう

か。」） 
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 失礼いたしました。町は理事者１名、随行職員１名、そして議会の議員さんにもお一人をご

参加いただきたいということで議会のほうに予算を計上してございます。以上でございます。 

３番（朝倉君） 商工費、３の観光費のですね、観光一般経費で葛尾村との交流ということで

３０万円が盛られておりますけれども、具体的な内容についてちょっとお知らせをいただきた

いと思います。 

産業振興課長（山崎君） 葛尾村の出店補助についてお答えいたします。これにつきましては、

１０月２日の日曜日、当町と交流を行っております福島県の葛尾村において開催されます復興

支援イベント「ふたばワールド２０１６ｉｎかつらお」に町の特産品の販売やＰＲのため，坂

城ライオンズクラブが主体となって出店いたすものでございます。 

 このイベントでございますけれども、葛尾村を含む双葉郡８町村が東日本大震災及び福島原

子力発電所の事故により福島県内外に避難している方々の再会・交流の機会として開催するも

のでございますが、ねずみ大根のおしぼりうどんを提供するとともに、坂城町の魅力をＰＲし

ていただきます。なお、町からも職員を派遣いたしまして、ライオンズクラブの活動をサポー

トしてまいります。 

議長（塚田君） ほかにございますか。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第５「発委第４号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第６「発委第５号 国の責任による３５人学級推進と教育予算の増額を求める意見

書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第７「発委第６号 奨学金制度の充実等を求める意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第８「閉会中の委員会継続審査申し出について」 

議長（塚田君） 各委員長から会議規則第７５条の規定による閉会中の委員会継続審査調査の申

し出がありました。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査調査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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議長（塚田君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査調査とすることに決定いたしまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会の挨拶があります。 

町長（山村君） 平成２８年第３回坂城町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 ９月１日に開会されました本定例会は、本日までの２０日間の長きにわたりご審議をいただ

きました。提案いたしました専決報告、人事案件、条例の一部改正、平成２７年度一般会計及

び特別会計決算の認定、平成２８年度一般会計及び特別会計補正予算、追加でお願いいたしま

した一般会計補正予算、前田工業団地用地の取得及び処分についてなど全ての議案に対しまし

て原案どおりご決定を賜り、まことにありがとうございました。 

 さて、日本選手団の大活躍により、数々の感動を残して閉会しましたリオデジャネイロオリ

ンピックに続きまして、この９月７日から１８日までリオデジャネイロのパラリンピックが開

催され、日本からは３名の長野県に関係する選手を含む１３２名の選手が参加いたしました。

障がいを乗り越え、厳しい練習に耐え、パラリンピックの大舞台において全力で挑戦する姿は、

障がいのある人たちを初め、多くの国民に勇気と感動を与えてくれました。４年後には、再び

日本で多くの感動のドラマが生まれることを期待するものであります。 

 さて、消費税引き上げによる経済的負担の緩和や「一億総活躍社会」の実現に向け、所得の

低い方に対して、平成２８年度の臨時福祉給付金が対象者一人につき３千円支給されます。ま

た、この給付金の支給対象者で高齢者及び高齢者向け給付金を受給されていない、障害基礎年

金または遺族基礎年金等を受給されている方には、加えて対象者一人につき３万円が支給され

ます。坂城町におきましても、先日該当と思われる方または世帯に対し申請書類を送付いたし

ました。受付期間が９月２０日から来年１月２０日までとなっており、書類提出後、確認作業

を行い、順次支給手続を進めてまいります。 

 敬老の日に合わせまして、町内各地区でも敬老のお祝い行事が行われ、幾つかの地区を訪問

させていただきました。町においても９月３日から４日の２日間に分けて敬老のお祝い訪問を

させていただきました。今年お伺いしましたのは、８８歳の米寿の方、９９歳の白寿の方、

１００歳以上の方のうち７７名の方々で、町からのお祝いの品を直接お届けし、長寿のお祝い

をさせていただきました。今後もますますお元気で過ごされることをご祈念申し上げます。 

 さて、９月１０日土曜日、「第９回坂城駅前ふーど市」が坂城駅前の多目的広場において開

催されました。回数を重ねるごとに出店者も増加し品ぞろえも充実する中、大勢のお客様が肉、
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野菜、魚、加工食品など買い物を楽しんでおられました。また、巨峰スパークリングワインの

販売や、ねずこん１日店長などのイベント、１６９系電車の開放も行われました。 

 今回は、駅前駐車場契約者の皆様のご協力により、駐車場をお借りする中で、今までより広

いスペースで開催することができ、お客様から好評をいただいたところでもあり、ご協力いた

だきました駐車場契約者の皆様に感謝申し上げます。なお、次回「第１０回ふーど市」は、

１０月２９日土曜日に開催を予定しておりますので、大勢の皆様にご利用いただきたいと存じ

ております。 

 さて、鉄の展示館では、９月１７日土曜日から１０月３０日日曜日まで、「第１１回お守り

刀展覧会」を開催しております。お守り刀には、子供の成長を願い、愛する人をあらゆる災難

から断ち切り、持ち主の身を守ってほしいという願いと祈りが込められております。本展では

全国の刀匠や刀職者がわざの限りを尽くして製作したお守り刀をご覧いただくことができます

ので、多くの方々のご来館をお待ちしております。 

 また、実りの秋となり、９月１８日日曜日、さかき地場産直売所「あいさい」で「第２回ぶ

どう祭り」が開催されました。生産者が直接、お客様にブドウの味や食感などの特徴を説明し

ながら対面販売を行い、大変盛況でありました。さらに、２４日土曜日にはお～い原木会との

共催で、恒例となりましたきのこ祭りを開催いたします。原木から栽培したマイタケ・シイタ

ケ・ヤマブシタケのほか、キノコのほだ木も販売いたします。きのこ汁の振る舞いもあります

ので、大勢の皆様のご来場をお待ちしております。 

 さて９月１日、ＪＡちくま、須高、志賀高原、ながの、北信州みゆきの五つのＪＡが合併し、

新「ＪＡながの」が発足いたしました。新ＪＡながのは、県北部５市５町５村にまたがり、貯

金高、長期共催保有高、購買品供給高、組合員数ともに県内最大となり、全国でも有数の規模

となります。 

 １７日土曜日には、「第４回ぶどう祭り」がＪＡながの坂城支所で開催され、町を代表する

特産品のブドウを内外にアピールするとともに、販売促進につなげることができたとお聞きし

ております。また、長野県市町村・ＪＡ合同就農相談会が９月１８日日曜日東京西新宿におい

て開催されました。この相談会は、広く首都圏から新規就農希望者を募るため、県内の市町村

とＪＡが一堂に会して開いたもので、当日は首都圏を中心に全体で約５０名、当町のブースに

は３名の方が相談に訪れ、当町からも担当者が出席し、町の気候や生活環境、特産品、就農者

に対する支援制度等の情報提供や、就農相談に応じる中で、移住・定住の働きかけを行ってま

いりました。 

 また９月２５日日曜日、千曲市戸倉創造館において、当町出身の川島亜子さんによるサクソ

フォンのコンサートが開催されます。川島さんは東京藝術大学卒業後、サクソフォン奏者とし

て日本各地で演奏活動を行っております。当日は、川島さんのほかにピアニストの川崎龍さん、
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チェリストの冨田千晴さんによる演奏もございますので、町民の皆様の応援をよろしくお願い

いたします。 

 同じく９月２５日日曜日、南条小学校音楽堂におきましては、上田市出身の琵琶奏者、半田

淳子さんをお招きして、さかきふれあい大学教養講座「琵琶・半田淳子の世界」を開催いたし

ます。半田さんは、日本琵琶楽協会主催の琵琶楽コンクールにおいて文部大臣賞、日本琵琶楽

協会賞などを受賞、国内はもとより世界３０カ国以上で公演をされており、さらに演劇や舞踏

の世界でも琵琶曲を数多く提供されておられます。 

 また１０月２日日曜日、福島県葛尾村において復興支援イベント「ふたばワールド

２０１６ｉｎかつらお」が開催されます。このイベントは、葛尾村を含む双葉郡８町村が東日

本大震災及び福島原子力発電所の事故により、福島県内外に避難している方々の再会・交流の

機会として開催するもので、坂城町からも参加主体となる坂城ライオンズクラブとともに町か

らも職員を派遣し、ねずみ大根のおしぼりうどんの提供など、坂城町の魅力をＰＲしてまいり

ます。 

 また、「第５６回町民運動会」と「第３８回交通安全町民大会」が１０月２日文化センター

グラウンドにおいて開催されます。また、バリアフリーのまちづくりへの取り組みとして、障

がいがある方にも町や地域の行事などに積極的にかかわっていただけるよう、運動会で障がい

のある方にもご参加いただけるような種目を設けるとともに、文化センター体育館でレクリ

エーション、交流ブースを開設いたします。このブースは、障がいの有無にかかわらず、どな

たでも気軽にご参加いただき、専門のインストラクターの指導により楽しく体を動かしながら、

いろいろな人との交流を図っていただくものであります。今年は新たにブラインドサッカーの

体験も計画しております。多くの方にご参加いただき、まさにその名のとおり町民が一堂に会

しての楽しい運動会になればと考えております。 

 また１０月２９日土曜日、３０日日曜日の２日間にわたり、文化センターを主会場として

「したしむ・つくる・ふれあう・ささえる」をテーマに「第４５回坂城町文化祭」、あわせて

「第３４回坂城町消費生活展」を開催するとともに、図書館では図書館まつりを行います。文

化祭初日の午後には、さかきふれあい大学教養講座文化祭記念コンサートとして、チェリスト

の海野幹雄さん、ピアニストの海野春絵さんご夫妻をお招きし、クラシックコンサートも開催

いたします。多くの町民の皆様にお出かけいただきたいと思っております。また、なお新たに

取得しました図書館南側の用地に、現在約７０台分の駐車場を整備しておりますので、ご利用

いただきたいと思っております。 

 また、国道バイパス坂城町区間の３．８ｋｍにつきましては、平成２６年度末から用地交渉

及び用地買収等が進められ、用地関係につきましては平成２７年度までに約２４％が完了し、

今年度も引き続き小網、網掛地区の用地買収を先行して進めているところでございます。また、
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１１月には坂城町、上田市、千曲市、長野市で構成する新国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟

会において、国への要望活動を予定しております。今後も引き続き、地域の皆様方のご理解と

ご協力をいただきながら、予算確保に向け、関係機関と連携し、国道バイパスの早期完成に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 また、坂城国際産業研究推進協議会では、１１月下旬にミャンマー・ベトナム方面への海外

視察を実施する予定であります。この地域は、近年、ＧＤＰ成長率が高く、海外からの投資や

進出が増えており、自動車関連産業は隣国のタイでの事業集積もあって、企業進出においては

非常に期待される分野として、世界が最も注目する地域であります。こうした地域への海外進

出企業、現地企業等の視察を行うことにより、現地の状況を肌で感じ、企業経営の参考として

いただきたいと考えております。本日追加補正議案で負担金の予算をお認めいただきましたの

で、議員さんお一人、また私、随行職員の３名で研修をしてまいりたいと考えております。 

 さて、長野広域連合が千曲市に建設を計画しているＢ焼却施設の進捗状況につきましては、

現在、地元合意に向け交渉を続けているところでございます。町といたしましては、交渉の推

移を注視しているところでありますが、葛尾組合の焼却施設の稼働は平成３０年度の終了が基

本であり、一日も早く同意が得られることを願っております。今後もごみの減量化に向けては、

まちの補助事業を改めてお勧めするなど、町民の皆様のさらなるご協力を願うものであります。 

 さて、明日２１日から３０日までの１０日間、「子供と高齢者の交通事故防止」を基本とす

る「秋の全国交通安全運動」が実施されます。 

 期間中には町交通指導員、千曲交通安全協会坂城支部の皆さんによる各地区交差点等での街

頭指導が行われます。また、３０日には国道１８号線田町交差点において交通指導所を開設し、

交通安全啓発を行います。行楽等外出する機会が増える時期でもありますので、より一層の啓

発活動を行い、交通安全に努めてまいります。 

 スポーツの秋、文化の秋、芸術の秋が本番を迎えます。先週末には坂城小学校の運動会が開

催されました。これから坂城中学校の「大峰祭」、町内３保育園、坂城幼稚園の運動会、町民

運動会、町文化祭など数多くのイベントがめじろ押しであります。 

 議員各位におかれましても健康に留意され、ご活躍されますことを祈念申し上げ、閉会の挨

拶とさせていただきます。 

議長（塚田君） これにて平成２８年第３回坂城町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午後 ２時４９分） 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

   坂城町議会議長  塚 田 正 平 

 

 

 

   坂城町議会議員  滝 沢 幸 映 

 

 

 

   坂城町議会議員  西 沢 悦 子 

 

 

 

   坂城町議会議員  吉 川 まゆみ 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1)  

一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１ 

１．一人ひとりが健康を守るために 

イ．健康診査について 

ロ．検診について 

２．地域で暮らし続けるために 

イ．国保運営の広域化について 

ロ．在宅医療について 

３．学校教育について 

イ．学習指導要領改定に向けて 

ロ．小学校英語について 

７ 番 

西 沢 悦 子 

町 長 

教 育 長 

福祉健康課長 

教育文化課長 

２ 

１．「あいさつの町」復活について 

イ．坂城町に「あいさつ課」を 

２．町内に病院を 

イ．入院施設の必要性は 

３．寄り添う自治 

イ．生活環境について 

ロ．坂城どんどんについて 

ハ．若者支援について 

５ 番 

柳 沢  収 

町 長 

福祉健康課長 

住民環境課長 

教育文化課長 

産業振興課長 

３ 
１．坂城高校存続の危機 

イ．第２期長野県高等学校再編計画について 

１０番 

山 﨑 正 志 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 

４ 

１．工業用地について 

イ．用地取得を 

２．工業団地について 

イ．公園（緑地帯）数は 

ロ．今後の活用方法は 

３．避難所について 

イ．お寺と提携を 

４．ふるさと納税について 

イ．今年度の状況は 

ロ．企業版の取り組みは 

１１番 

中 嶋  登 

町 長 

産業振興課長

建 設 課 長 

住民環境課長 

企画政策課長 



 

(2)  

 

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

５ 

１．総合事業で介護はどう変わるのか 

イ．総合事業へのとりくみ状況は 

ロ．地域支援事業の充実を 

２．地方創生のとりくみについて 

イ．地域創生交付金の活用をどう考えているか 

ロ．若者に魅力ある町に 

９ 番 

塩 入 弘 文 

町 長 

福祉健康課長 

企画政策課長 

産業振興課長 

６ 

１．土砂災害警戒地域の対策について 

イ．上平地域で発生した表層崩壊に対する対策は 

ロ．松くい虫の被害林の治水の対策は 

ハ．治山・治水に対し植樹等の計画は 

２．地方創生について 

イ．交付金を活用したまちの事業計画は 

３ 番 

朝 倉 国 勝 

町 長 

産業振興課長 

企画政策課長 

７ 

１．運転免許証返納について 

イ．坂城町の対応は 

ロ．返納者に支援は 

１３番 

塚 田  忠 

町 長 

住民環境課長 

８ 

１．ワイナリー形成事業について 

イ．進捗状況 

ロ．今後の展開 

４ 番 

小宮山定彦 

町 長 

産業振興課長 

企画政策課長 

９ 

１．食品ロス削減の推進を 

イ．対策の状況と今後の取り組みについて 

ロ．食育、環境教育について 

ハ．生ごみの削減について 

２．ＡＥＤの設置場所と設置方法について 

イ．設置状況について 

８ 番 

吉川まゆみ 

町 長 

子育て推進室長 

教育文化課長 

住民環境課長 

福祉健康課長 

建 設 課 長 

１０ 

１．選挙と投票所について 

イ．投票率について 

ロ．投票所について 

２．町民への情報発信について 

イ．さかきふれあい大学について 

ロ．ＳＮＳについて 

３．旧北国街道について 

イ．古民家保存について 

６ 番 

滝 沢 幸 映 

町 長 

教 育 長 

総 務 課 長 

教育文化課長 

企画政策課長 
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発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１１ 

１．高齢者の認知症支援について 

イ．支援の現状 

ロ．支援の仕組み 

ハ．支援の充実に向けて 

２．ふるさと納税について 

イ．取り組みの現状 

ロ．今後の取り組み 

２ 番 

塩野入 猛 

町 長 

福祉健康課長 

企画政策課長 
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義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 

 

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等と

その水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきた。 

 しかし、昭和６０年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象項目を外

し、一般財源化してきた。また、平成１８年に「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費国

庫負担制度は堅持したものの。費用の負担割合については２分の１から３分の１に引き下げら

れ、地方財政を圧迫する状況が続いている。今のままでは財政規模の小さな県や市町村では十

分な教育条件整備ができず、教育の地方格差の拡大が懸念される事態になっている。 

 平成２９年度予算編成においては、義務教育の水準の維持向上と機会均等、地方財政の安定

を図るため、次の事項を実現するよう強く要望する。 

記 

１ 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅

持し、負担率を２分の１に復元すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２８年９月  日 

 

 衆議院議長 大 島 理 森 殿 

 参議院議長 伊 達 忠 一 殿 

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 

 財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿 

 総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿 

 文部科学大臣 松 野 博 一 殿 

 

                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 塚 田 正 平 
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国の責任による３５人学級推進と教育予算の増額を求める意見書 

 

 平成２３年国会において、小学校１年生に３５人学級を導入することが全会一致で法律（義

務教育標準法改正）に盛り込まれ、附則で小学校２年生以降中学校３年生まで順次改正するこ

ととし、政府は財源確保に努めると定められた。しかし、平成２４年度は小学校２年生を

３５人学級としたものの法改正は行われず、その後、平成２５年度、平成２６年度、平成

２７年度と３５人学級拡大の動きは進まなかった。平成２８年度予算編成において、文部科学

省は、３５人学級を求める国民の強い声に反して、３５人学級推進の予算要求さえしない状況

であった。 

 長野県では平成２５年度に３５人学級を中学校３年生まで拡大し、これで小中学校全学年に

おいて３５人学級となった。しかし、義務標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、小

学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的

任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されている。 

 いじめや不登校、生徒指導上の様々な問題などの多様化する学校現場に対処し、教員が一人

ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業やきめ細やかな対応を可能にするためには、少

人数学級は欠かせない。このために厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、

国の責任において早期に３５人学級を実現する必要がある。 

 また、長野県では少子化が進むなかで、件や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学

級を解消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童・生徒数が少

ない市町村においてもゆきとどいた教育を実現するため、国の責任において複式学級を解消す

るよう学級定員を引き下げることが重要である。 

 豊かな教育を進めるため、以下の点を強く要請する。 

記 

１ 国の責任において計画的に３５人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員

定数改善計画を策定し、実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと 

２ 国の複式学級の学級定員を引き下げること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２８年９月  日 

 

 衆議院議長 大 島 理 森 殿 

 参議院議長 伊 達 忠 一 殿 
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 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 

 財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿 

 総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿 

 文部科学大臣 松 野 博 一 殿 

 

                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 塚 田 正 平 
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奨学金制度の充実等を求める意見書 

 

 我が国では、１９９８年以降下がり続ける保護者の賃金収入と、相反して上がり続ける大学

の学費により、学生は奨学金を借りなければ大学に通うことが困難になっている。奨学金制度

を運営する「独立行政法人日本学生支援機構」によれば、２０１４年度実績では１３５万人

（無利子奨学金４７万人、有利子奨学金８８万人）が同機構の奨学金を利用しており、これは、

全国の大学生のほぼ２人に１人にあたる。 

 他方で、大学卒業後には３人に１人の学生が非正規雇用となっており、２０１５年４月には、

返還猶予期間が５年から１０年に延長されたものの、奨学金を借りた８人に１人が返済の滞納

や猶予の状態にあるとされている。 

 こうした実態は、学ぶ意欲と能力をもった貧困世帯の子どもが、高等教育を受けることによ

り相対的に高い職業能力を身につけたとしても、貧困から脱することができない状況を生む可

能性を示唆している。 

 こうした状況を鑑み、学生が奨学金返済により生活困窮に陥ることがないよう、下記の通り、

対象者への制度の周知ならびに、無利子奨学金や給付型奨学金の導入など、奨学金制度の充

実・改善に取り組むよう強く要請する。 

記 

１．奨学金返済により生活困窮に陥ることがないよう、高等学校において、生徒に対する奨学

金制度の周知・広報を徹底すること。 

２．教育の機会均等を保障する観点から、大学などの高等教育を対象とした「無利子奨学金」

や「給付型奨学金」を導入すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２８年９月  日 

 

 衆議院議長 大 島 理 森 殿 

 参議院議長 伊 達 忠 一 殿 

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 

 厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿 

 財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿 

 文部科学大臣 松 野 博 一 殿 
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                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 塚 田 正 平 

 

 

 


